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第１節 目的等 
 

第１ 目的 

 

この計画は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号。以下「法」という。）第42条（市町村

地域防災計画）及び南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成14年

法律第92号）第５条（推進計画）の規定に基づき、高石市防災会議が策定する計画であって、

高石市域に係る災害に関し、高石市及び防災関係機関が、その全機能を有効に発揮して、市民

や事業者等の協力のもと、災害予防、災害応急対策及び災害復旧・復興等の災害対策を実施す

ることにより、市民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的とする。 

石油コンビナ－ト等災害防止法（昭和50年法律第84号）第２条による特別防災区域に係る防

災については、同法31条及び災害対策基本法第２条の規定に基づく大阪府石油コンビナ－ト等

防災計画によるが、同区域に係る災害は、石油、高圧ガス等の火災、爆発など、区域外の周辺

地域住民や道路交通に重大な影響を及ぼすおそれがあること、また、同区域に集積する電力・

ガス・燃料などエネルギー供給事業所が、災害により供給機能を速やかに回復できなければ、

その影響が広く市民生活や経済活動に及ぶことから、同計画と十分調整、連携を図り防災対策

を推進する。 

 

第２ 計画の性格 

 

１ この計画は、災害が発生しやすい自然的・社会的条件下にあって、多様化した土地利用、

増加する様々な危険物等に対処し、市民の生命、身体、財産を災害から保護するための行政

上最も重要な施策である「安全」を実現するものである。 

２ この計画は、高石市及び防災関係機関が、高石市域に係る防災に関し処理すべき事務又は

業務等を集大成する総合的かつ基本的な計画である。 

３ この計画は、高石市及び防災関係機関の高石市域に係る防災に関する責任を明確にすると

ともに、高石市及び防災関係機関の事務又は業務等を有機的に結合させる計画である。 

４ この計画は、第５次高石市総合計画に沿って、市の防災対策を推進することで、安全・安

心で快適に暮らせるまちづくりを実現するものである。 

５ この計画は、法に定めのない事案についても、一般的危機管理対策として準用されること

を想定し策定するものである。 
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第３ 計画の構成 

 

１ 基本構成 

「第１編 総則」 

「第２編 災害予防対策」：各対策に対する予防策の基本方針を示す。 

「第３編 地震災害応急対策」：地震に対する防災策の基本方針を示す。 

「第４編 風水害災害応急対策」：風水害に対する防災策の基本方針を示す。 

「第５編 事故等災害応急対策」  

(1) 海上：海上災害に対する防災策の基本方針を示す。 

(2) 航空：航空災害に対する防災策の基本方針を示す。 

(3) 鉄道：鉄道災害に対する防災策の基本方針を示す。 

(4) 道路：道路災害に対する防災策の基本方針を示す。 

(5) 危険物等：危険物等災害に対する防災策の基本方針を示す。 

(6) 高層建築物、市街地：高層建築物、市街地災害に対する防災策の基本方針を示す。 

(7) 放射線：放射線災害に対する防災策の基本方針を示す。 

「第６編 災害復旧・復興対策」 

「附属１ 東海地震の警戒宣言に伴う対応」 

「附属２ 南海トラフ地震防災対策推進計画」 

「資料編」 

 

第４ 計画の進捗の把握 

 

市は、地域防災計画に定めた事項について、適正に進捗状況の把握に努める。 
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第２節 防災の基本方針 
 

大都市において、防災は、住民の生命、身体及び財産を災害から保護する最も基本的で重要な

施策である。 

高石市防災会議では、阪神・淡路大震災や東日本大震災等の大規模災害を教訓にするとともに、

南海トラフ巨大地震に伴う被害想定の結果、甚大な被害をもたらすおそれが明らかとなったこと

を踏まえ、災害対策を進めてきた。 

今般、平成28年熊本地震における大規模な地震の連続発生や平成30年に発生した大阪府北部を

震源とする地震、令和6年能登半島地震等、様々な自然災害が発生していることから、災害対策

のより一層の充実強化を進めていく。 

 

第１ 防災の基本理念 

 

災害対策にあたっては、災害対策基本法に基づき、人命被害ゼロを目標として災害時の被害

を最小化し、被害の迅速な回復を図る「減災」の考え方を防災の基本理念に据える。 

 

第２ 基本方針 

 

具体的には、次の５つを基本方針として対策を講じる。 

Ⅰ  命を守る 

Ⅱ  命をつなぐ 

Ⅲ  必要不可欠な行政機能の維持 

Ⅳ  経済活動の機能維持 

Ⅴ  迅速な復旧・復興 

 

これらの対策を講じるために、各防災機関は、過去の災害対応の教訓の共有を図るとともに、

適切な役割分担及び相互の連携協力を図っていく必要がある。 

それと同時に、住民が自ら行う防災活動及び地域における多様な主体が自発的に行う防災活

動を促進し、住民や事業者、ボランティア等が、各防災関係機関と一体となって取組みを進め

ていかなければならない。 

 

第３ 災害対策 

 

災害対策には、時間の経過とともに、災害予防、災害応急対策、災害復旧・復興の３段階が

あり、計画的に災害対策を進めていく必要がある。そのためには、継続的にＰＤＣＡサイクル※

を適用して、充実を図る努力が求められることから、最新の科学的知見に基づく被害想定の見直
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しや、大規模災害の教訓等を踏まえ、絶えず災害対策の強化を図っていくこととする。さらに、

令和２年における新型コロナウイルス感染症流行時の経験も踏まえ、災害対応に当たる職員等の

感染症対策の徹底や避難所における避難者の過密抑制など感染症対策の観点を取り入れた防災対

策を推進する必要がある。 

※ ＰＤＣＡサイクル：プロセスの管理手法の一つで、計画（plan）→実行（do）→評価（check）→改善（act）

の４段階の活動を繰り返し行うことで、継続的にプロセスを改善していく手法 

１ 災害予防段階 

災害予防段階においては、周到かつ十分な対応が重要となる。 

レベル１（100 年で１回程度の発生確率：近代で最大）の地震・津波及び計画規模の降雨

（年超過確率 1/10〜1/200）等に対しては、被害抑止につながるハード対策を確実に実施し

て、被害ゼロを目指す防災を実現する。さらに、極低頻度のレベル２（1000 年に１回程度

の発生確率：最大級）の地震・津波及び想定最大規模の降雨（年超過確率 1/1,000 以下）等

に対しては、ハード対策とともに、避難によって、人命を守ることを最優先として、被害軽

減につながる自助・共助としての避難対策や地域コミュニティの活用、公助としての災害情

報の充実等のソフト対策を組み合わせた減災を目指す。すなわち、ソフトとハード対策の組

み合わせによる多重防御の考え方を基本とする。 

２ 災害応急段階 

災害応急段階では、迅速かつ円滑な対応が重要となる。 

ア 災害が発生するおそれがある場合は、気象予警報等の情報伝達等の災害未然防止活動や

災害の危険性の予測を早期に行い、一旦被害が発生したときには、正確で詳細な情報収集

を行い、被害規模を可能な限り早期に把握する。 

イ 収集した情報を関係機関で共有し、人命確保を最優先に、人材・物資等災害応急対策に

必要な資源を適切に配分する。 

ウ 被災者の気持ちにより添うことを基本に、年齢、性別、障がいの有無といった被災者の

事情から生じる多様なニーズに適切に対応できるよう努める。 

エ とりわけ、高齢者や障がい者等の避難行動要支援者に対して、地域コミュニティや互近

助隊※の結成を推進し、きめ細かな支援を実施する。 

 ※互近助隊：近隣の居住者で日頃のコミュニケーションを基本として、災害時等に声の掛け

合い、救助救出、避難誘導等の助け合いを行う仕組み。自治会の班体制など。 

３ 災害復旧・復興段階 

災害復旧・復興段階では、適切かつ速やかな対応が重要となる。 

ア ライフライン施設等の早期復旧は最優先事項であり、それとともに、被災者の日常生活

の回復や生活再建等に向けた適宜・適切な支援を行えるよう、平常時から検討し、準備に

努める。 

イ 復興体制の整備、基本方針や復興計画の策定手続き等の明確化を図りつつ、復興期に

おけるまちづくりについても、事前に検討し、方針の明示に努める。 
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なお、本計画に基づく施策推進にあたっては、2015年９月の国連サミットで採択された、国

際社会が一丸となって2030年までに達成すべき持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の観点を踏ま

えながら、取り組んでいく。 
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第３節 本市の概況 
 

第１ 地理的条件 

 

１ 位置及び面積 

本市は、大阪府の中南部に位置し、北部及び東部は堺市、南部は和泉市・泉大津市に隣接

し、西部は大阪湾に臨み、面積11.30㎢、東西6.1km、南北4.1km である。 

本市の西部には、水路をはさんで、堺・泉北臨海工業地帯が造成され、臨海部の面積は

4.93㎢、内陸部は6.37㎢で、臨海部が市域の44％を占めている。 

東西南北各端の経度及び緯度は、次のとおりである。 
 

方 位 地   点 経 緯 度 

東 端 取石７丁目 東経135度27分44秒 

西 端 南高砂 東経135度23分47秒 

南 端 取石５丁目 北緯 34度30分28秒 

北 端 高砂３丁目 北緯 34度32分38秒 

２ 地勢 

本市の地形は、全般に平坦で、最高点でも海抜20.8ｍにすぎず、山地や丘陵地は皆無であ

る。地質は、洪積段丘、沖積低地、人工地形から形成されている。 

河川は、中央部を流れる芦田川と南部を流れる王子川がある。 

３ 気象 

夏は、高温多湿となり、冬は北ないし北西の季節風が時折強く吹くが、瀬戸内式気候であ

るところから、気温の差も比較的少なく一般的に温暖であり、住宅地として適している。 

年間平均風速は２～３m/s 程度で、海陸風の影響を受けて西寄りと東寄りの風が吹くこと

が多い。また、降水量も年間1,300～1,400mm 程度である。 

 

第２ 社会的条件 

 

１ 人口 

昭和30年には29,706人であった人口も、昭和41年の市制施行を経て高度経済成長により、

大阪圏のベッドタウンとして、農地の宅地化が進み、急速な人口増加がみられた。また、臨

海部への企業進出にともない市内に多くの社宅が立地したことも、人口増加の要因になった。 

このような急速な人口増加は昭和47年頃から次第に鈍化し、人口は昭和60年頃をピークに

それ以降は減少傾向になっており、令和６年10月１日現在で56,021人となっている（住民基

本台帳による）。 
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人口密度は市全体でみれば、5,000人/km2弱であるが、臨海部の面積が市域の半分近くを

占めているため、内陸部だけの人口密度をみると10,000人／km2を越え、相当高密度な市街

地を形成している。 

国勢調査時の人口等は、次のとおりである。 
 

年 人  口 人口密度（人／km2） 世 帯 数 

昭和30年 29,706 4,799.0  6,476 

昭和40年 45,679 7,379.5 11,166 

昭和50年 66,824 6,475.2 18,942 

昭和60年 66,974 5,953.2 21,494 

平成 2年 65,086 5,837.3 21,609 

平成 7年 64,295 5,664.8 22,594 

平成12年 62,260 5,485.5 22,559 

平成17年 61,127 5,385.6 22,829 

平成22年 59,572 5,248.6 23,012 

平成27年 56,529 5,002.6 22,461 

令和 2年 55,635 4,923.5 23,130 

２ 都市構造 

主要幹線道路は、南北方向に国道26号、府道大阪臨海線、府道堺阪南線、府道大阪和泉泉南

線、市道南海中央線、東西方向に府道信太高石線、府道泉大津美原線、市道新村北線がある。 

鉄道については、南海本線、南海高師浜線、ＪＲ阪和線、ＪＲ羽衣線がある。 

臨海部には、石油製品製造業や化学工業等の大規模工場があり、堺・泉北臨海工業地帯の

一角をなしている。 
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第４節 災害の想定 
 

第１ 想定災害 

 

災害は、台風、高潮、豪雨、洪水、竜巻、地震、津波等の自然現象に起因する自然災害と、

大規模な火災、爆発、交通災害等の特殊災害（人為災害）とに大別される。自然災害や特殊災

害の発生によって引き起こされる二次災害や複合災害（同時または連続して２以上の災害が発

生し、それらの影響が複合化することにより被害が深刻化し、災害応急対応が困難になる事象）

は、都市部ほどその発生の可能性が高い。 

高石市の自然条件と市街地状況、都市施設や危険物の集積状況等都市的、社会的条件ならび

に過去に発生した災害事例をもとに想定した発生が予想される災害は次のとおりである。また

以下の各災害が複合的に発生する可能性も考慮する。 

 

１ 地震災害（南海トラフ地震臨時情報発表時を含む。） 

２ 津波災害 

３ 風水害（台風、暴風、竜巻、豪雨、洪水による被害を含む。） 

４ 高潮災害 

５ 海上災害 

６ 大規模火災 

７ 危険物等災害 

８ 交通災害（航空災害、鉄道災害、道路災害） 

９ その他の特殊災害 
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第２ 大阪府による被害想定 

 

１ 活断層直下型地震の被害想定 

大阪府では、平成19年度に活断層による直下型地震について下表に示すとおり被害を想定

している。 

活断層地震による被害想定（大阪府実施） 

想 定 地 震 

 

項    目 

上町断層帯 

地震Ａ 

（北中部大） 

上町断層帯 

地震Ｂ 

（南部大） 

生駒断層帯 

地 震 

有馬高槻 

断層帯地震 

中央構造線 

断層帯地震 

マグニチュード 7.5～7.8 7.5～7.8 7.3～7.7 7.3～7.7 7.7～8.1 

大 

阪 

府 

域 

内 

被 

害 

大阪府域の震度 ４～７ ４～７ ４～７ ３～７ ３～７ 

建 物 
被 害 

全 壊 362,576 棟 219,222 棟 275,316 棟 85,700 棟 28,142 棟 

半 壊 329,455 棟 212,859 棟 244,221 棟 93,222 棟 41,852 棟 

人 的 
被 害 

死亡者 12,728 人 6,281 人 9,777 人 2,521 人 338 人 

負傷者 148,833 人 90,547 人 101,294 人 45,905 人 16,194 人 

出 火 件 数 268(538) 127(254) 176(349) 52(107) 7(20) 

り 災 者 数 2,662,962 人 1,514,995 人 1,900,441 人 743,066 人 229,628 人 

避難所生活者数 813,924 人 454,068 人 569,129 人 217,440 人 66,968 人 

高 
石 

市 

内 

の 

被 

害 

市域の震度 ６弱～６強 ６弱～６強 ５弱～５強 ４～５弱 ５強～６弱 

建 物 
被 害 

全 壊 1,870 棟 6,814 棟 12 棟 0 棟 52 棟 

半 壊 2,577 棟 4,036 棟 31 棟 0 棟 130 棟 

人 的 
被 害 

死亡者 11 人 214 人 0 人 0 人 0 人 

負傷者 867 人 638 人 8 人 0 人 33 人 

出 火 件 数 1(2) 5(10) 0(0) 0(0) 0(0) 

り 災 者 数 16,203 人 41,906 人 145 人 2 人 650 人 

避難所生活者数 4,699 人 12,153 人 43 人 1 人 189 人 

津波 

最  大 
津 波 高 

－ － － － － 

津  波 
到達時間 

－ － － － － 

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン 

停  電 4,955 軒 13,146 軒 0 軒 0 軒 101 軒 

ガ  ス 
供給停止 

25 千戸 25 千戸 0 千戸 0 千戸 0 千戸 

水  道 
断  水 

3.2 万人 5.4 万人 1.6 万人 0.0 万人 1.6 万人 

電話不通 1,316 加入者 9,869 加入者 73 加入者 73 加入者 731 加入者 

（大阪府自然災害総合防災対策検討（地震被害想定）報告書（平成19年３月）より作成） 
※出火件数は夕刻発生の地震後１時間の件数（ ）は１日の件数 
※り災者、避難生活者数は建物被害・火災・津波浸水によるものの合計 
※死者、負傷者数について 

大阪府域内被害：建物被害（早朝）・火災（夕刻、超過確率１％風速）・交通被害（朝ラッシュ時）
によるものの合計 

高石市内の被害：建物被害（夕刻）・火災（夕刻、超過確率１％風速）によるものの合計 
※中央構造線断層帯地震は金剛山地東縁－和泉山脈南縁の区間の一体活動を想定 
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２ 南海トラフ巨大地震の被害想定 

平成25年度には、大阪府防災会議の下に「南海トラフ巨大地震対策」を検討するために設

置された「南海トラフ巨大地震災害対策等検討部会」において、国の中央防災会議が示した

南海トラフ巨大地震に係る被害想定や対策を踏まえ、想定外といわれる東北地方太平洋沖地

震の発生に鑑み、地震・津波の想定はあらゆる可能性を考慮した最大クラスを想定した。 

 

(1) 想定震源断層域 

想定震源断層域は、国の「南海トラフの巨大地震モデル検討会」公表のもの。 
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(2) 最大震度 

 

高石市 
最大震度 

６弱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 液状化の可能性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ＰＬ値とは、その地点での液状化発生の可能性を示す指標 

液状化可能性図（Mw=9.0）（大阪府公表資料） 

震度分布図（Mw=9.0）（大阪府公表資料） 
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(4) 津波浸水想定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【留意事項】 

○「津波浸水想定」は、津波防災地域づくりに関する法律（平成 23 年法律第 123 号）第８条第１項に基づいて設定するものです。 
市町村のハザードマップ策定や津波防災地域づくりを実施するための基礎となるものです。 

○津波浸水想定は、大阪府沿岸に最大クラスの津波をもたらすと想定される津波断層モデルとして、内閣府「南海トラフの巨大地震モデル検討
会」が公表した 11 のモデルから、大阪府域に最も大きな影響を与えると考えられるケース３、４、５、10 の４つのモデルを選定しました。 

これら４ケースごとに、防潮堤の沈下を考慮し、防潮施設の開閉状況に応じた３つのシミュレーション結果を重ね合わせ、悪条件となる場合に
想定される浸水域（浸水の区域）と浸水深（水深）を表したものです。したがって、必ずしも同時に発生するものではありません。 

○津波浸水想定の浸水域や浸水深は、避難を中心とした津波防災対策を進めるためのものであり、津波による災害の発生範囲を決定するもの
ではありません。また、一定の条件を設定し計算した結果のため、着色されていない区域が必ずしも安全というわけではありません。 

○最大クラスの津波は、現在の科学的知見を基に、過去に実際に発生した津波や今後発生が予想される津波から想定したものであり、千年に一
度あるいはそれよりもっと発生頻度が低いものですが、これよりも大きな津波が発生する可能性が無いというものではありません。 
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(5) 建物被害 

高石市 

項目 条件・定義 全壊（棟） 半壊（棟） 

総数  764 7,934 

 

液状化  193 610 

揺れ  51 844 

津波  464 6,480 

地震火災 
冬18時及び夏12時 

１％超過風速 
56 － 

急傾斜地  － － 

参考 建物総数  22,850 
 

(6) 人的被害 

高石市 

項目 条件・定義 死者（人） 負傷者（人） 

建物倒壊による被害 計       3 130 

 
揺れ［建物倒壊］ 冬・18時 2 70 

（内、屋内収容物移動・転倒・屋内落下物）  (1) (60) 

 

津波 

早期避難率低 計 冬・18時 3,007 3,033 

（内、堤防沈下等）  (0) (0) 

（内、津波）  (3,007) (3,033) 

避難迅速化 計 冬・18時 0 0 

（内、堤防沈下等）  (0) (0) 

（内、津波）  (0) (0) 

地震火災 冬・18時・１％超過風速 0 3 

急傾斜地 冬・18時 0 0 

ブロック塀、自動販売機等の転倒、

屋外落下物 
冬・18時 0 6 

参考 
夜間人口  59,572 

昼間人口  54,572 
 

(7) ライフライン被害 

上水道 

高石市 

給水人口 

（人） 

断水率（％） 

被災直後 １日後 ４日後 ７日後 １ヵ月後 約40日後 

58,756 100％ 51.0％ 48.6％ 45.9％ 15.9％ 1.2％ 

 

下水道 

高石市 

処理人口 

（人） 

機能支障率（％） 

被災直後 １日後 ４日後 ７日後 １ヵ月後 

45,995 27.2％ 27.2％ 26.6％ 1.7％ 0.0％ 

 

電力 

高石市 
契約軒数 

停電率（％） 早期受電困難 

（％） 被災直後 １日後 ４日後 ７日後 １ヵ月後 

25,820 49.0％ 42.7％ 14.4％ 12.6％ 0.0％ 8.2％ 
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都市ガス 

高石

市 

顧客数 
供給停止 

戸数 

復旧対象 

戸数 

供給停止率（％） 

被災直後 １日後 ４日後 ７日後 １ヵ月後 

21,275 5,438    0 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 

注）地震発生時には、都市ガスは自動的に停止する。その際に復旧作業に入るが、基本的に全半壊
した建物ではガスを復旧させると火災の原因になるので復旧できない。供給停止戸数とは、復
旧不可能な全半壊になった建物のことを指し、復旧対象戸数とは、都市ガスが停止した際に復
旧可能な建物のことを指す。供給停止率とは、全戸数に対して復旧が可能な戸数の割合である。 

 

通信（固定電話） 

高石市 
加入契約者数 

復旧対象 

契約数 

不通契約数（％） 

被災直後 １日後 ４日後 ７日後 １ヵ月後 

43,000 39,000 93.0％ 46.5％ 20.9％ 18.6％ 7.0％ 

 

通信（携帯電話） 

高石市 

携帯電話 

基地局数 

通信状況等 

被災直後 １日後 ４日後 ７日後 １ヵ月後 

停 波 
基地局率 

不 通 
ランク 

停 波 
基地局率 

不 通 
ランク 

停 波 
基地局率 

不 通 
ランク 

停 波 
基地局率 

不 通 
ランク 

停 波 
基地局率 

不 通 
ランク 

155 87.4％ Ａ 49.0％ Ｂ 21.7％ － 20.5％ － 8.0％ － 

 

(8) 交通施設被害 

道路 

高石市 
道路総延長（km） 被害箇所数 

190 15 

 

道路閉塞率 

高石市 

道路幅員別延長（km） 道路幅員別閉塞率（％） 
道路リンク 

閉塞率 
（％） 

5.5ｍ以上 

13.0ｍ未満 

3.0ｍ以上 

5.5ｍ未満 
3.0ｍ未満 

13.0ｍ未満 

道路延長合計 

5.5ｍ以上 

13.0ｍ未満 

3.0ｍ以上 

5.5ｍ未満 
3.0ｍ未満 

34.2 132.7 0.0 166.9 0.8％ 2.6％ 5.4％ 2.2％ 

 

(9) 生活への影響 

避難者数 

高石市 

１日後 １週間後 １ヵ月後 約40日後 

避難者数 避難者数 避難者数 避難者数 

（人） 避難所 避難所外 （人） 避難所 避難所外 （人） 避難所 避難所外 （人） 避難所 避難所外 

39,471 26,300 13,171 10,947 8,857 2,090 12,483 3,745 8,738 4,736 1,421 3,315 
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帰宅困難者数 

高石市 
帰宅困難者数（人） 

7,906 

 

物資 

高石市 

飲料水（㍑） 食糧（食） 毛布（枚） 

備蓄量 
必要量 不足量 

(7日間) 
備蓄量 

必要量 不足量 

(7日間) 
備蓄量 必要量 

不足量 

(7日間) 1日～3日間 4日～7日間 1日～3日間 4日～7日間 

105,366 443,075 337,803 675,512 33,673 426,289 157,642 550,258 4,918 9,471 4,553 

 

医療機能                                                                    冬18時 

高石市 
転院患者数（人） 医療対応不足数（人） 

30  2,696  

 

（10） 災害廃棄物 

災害廃棄物等                                                                冬18時 

高石市 

災害廃棄物発生量（万t） 津波堆積物発生量（万t） 

計 揺れ 液状化 津波 急傾斜 火災 
最小値 

(堆積高2.5㎝) 

最大値 

(堆積高4.0㎝) 

8.2 0.6 2.1 4.9 0.0 0.6 22.6 36.2 

 

（11） その他 

エレベータ内閉じ込め 

高石市 
エレベータ設置台数 エレベータ停止台数 

240 60 

 

出典：（１）～（４） 第３回 南海トラフ巨大地震災害対策等検討部会 資料 

（５）～（６） 第４回 南海トラフ巨大地震災害対策等検討部会 資料 

（７）～（11） 第５回 南海トラフ巨大地震災害対策等検討部会 資料 
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第３ 主要活断層帯及び海溝型地震の長期評価の概要 

 

文部科学省地震調査研究推進本部地震調査委員会では、主要な活断層や海溝型地震の活動間

隔、次の地震の発生可能性〔場所、規模（マグニチュード）及び発生確率〕等を評価し、随時

公表している。 

 

１ 活断層の長期評価の概要 

主要活断層帯の長期評価の概要（算定基準日 令和６年（2024年）１月１日） 

断層帯名 

（起震断層/活動区） 

長期評価で 

予想した 

地震規模 

(マグニチュード) 

我が国の主な 

活断層における 

相対的評価※） 

地震発生確率 平均活動間隔 

30 年 

以内 

50 年 

以内 

100 年 

以内 
最新活動時期 

中央構造線断層帯 

（金剛山地東縁区

間） 

6.8 程度 Z ランク ほぼ 0% ほぼ 0% ほぼ 0% 

約 6,000 年- 

7,600 年 

１世紀以後、

３世紀以前 

中央構造線断層帯 

（五条谷区間） 
7.3 程度 X ランク 不明 不明 不明 

不明 

約 2200 年前以

後、７世紀以

前 

上町断層帯 7.5 程度 S＊ランク 2%～3% 3%～5% 6%～10% 

8000 年程度 

約 28000 年前

以後、9000 年

前以前 

生駒断層帯 7.0～7.5 程度 A ランク 
ほぼ 0% 

～0.2% 

ほぼ 0% 

～0.3% 

ほぼ 0% 

～0.6% 

3000 年 

－6000 年 

西暦 400 年頃

以後、1000 年

頃以前 

有馬－高槻断層帯 
7.5 程度 

（7.5±0.5） 
Z ランク 

ほぼ 0% 

～0.04% 

ほぼ 0% 

～0.1% 

ほぼ 0% 

～0.4% 

1000 年 

－2000 年程度 

1596 年慶長伏

見地震 

大阪湾断層帯 7.5 程度 Z ランク 
0．005%

以下 

0．009%

以下 

0.02% 

以下 

約 3,000 年 

-7,000 年 

９世紀以後 

 ※）活断層における今後30年以内の地震発生確率が3%以上を「Ｓランク」、0.1～3％を「Ａラ  

ンク」、0.1%未満を「Ｚランク」、不明（すぐに地震が起きることが否定できない）を「Ｘ

ランク」と表記している。地震後経過率が0.7以上である活断層については、ランクに

「＊」を付記している。Ｚランクでも、活断層が存在すること自体、当該地域で大きな地

震が発生する可能性を示す。 
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２ 海溝型地震の長期評価の概要 

調査研究が進むにつれ、従来考えられてきたような、「南海トラフで発生する地震は 100

〜200 年に１回、ほぼ同じ領域で同様の規模で繰り返し発生する」という固有地震モデルが

必ずしも成立しているとは限らないことが分かってきた。 

本評価では、南海トラフをこれまでのような南海・東南海領域という区分をせず、南海ト

ラフ全体を一つの領域として考え、この領域では大局的に 100～200 年で繰り返し地震が起

きていると仮定して、地震発生の可能性を評価している。 

 

海溝型地震の長期評価の概要（算定基準日 令和７年（2025 年）１月１日） 

領域または

地震名 

長期評価で予想 

した地震規模 

（マグニチュード） 

地震発生確率 
地震後

経過率 

(注) 

平均発生間隔 

10 年 

以内 

30 年 

以内 

50 年 

以内 

最新発生時期 

（下段：ポアソン過程を適用

したものを除く。） 

南海トラフ M８～M９クラス 30％程度 80%程度 

90%程度

若しくは

それ以上 

0.90 

(次回までの標準的な値88.2年) 

79.0 年前 

注）地震後経過率：最新発生時期から評価時点までの経過時間を、平均発生間隔で割った値。 

最新の地震発生時期から評価時点までの経過時間が、平均発生間隔に達すると 1.0 となる。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：南海トラフの地震活動の長期評価（第二版）概要資料 地震調査研究推進本部） 
 

 

Ｍ9.1 最大クラス Ｍ8.7 

Ｍ8.5 Ｍ8.2 

震源パターンの例 
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第４ 南海トラフ地震防災対策推進地域の指定 

 

東南海・南海地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、平成14年７月

に東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法が制定され、平成15年12月

17日に、本市は大阪府下37市町村（平成17年４月現在は36市町村）とともに、東南海・南海地

震防災対策推進地域に指定された。 

平成25年の一部改正により、対象地震が東南海・南海地震から南海トラフ地震に拡大される

とともに、名称も「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」に改めら

れ、平成26年３月28日の中央防災会議において、南海トラフ地震が発生した場合に著しい地震

災害が生ずるおそれがあるため、地震防災対策を推進する必要がある地域として、本市は内閣

総理大臣により「南海トラフ地震防災対策推進地域」に指定された。 

「地方防災会議等は地域防災計画において、地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に関

する事項、国、地方公共団体その他の関係者の連携協力の確保に関する事項等を定める（推進

計画）とともに、津波避難対策施設整備の目標及び達成期間を定めるよう努め、市町村防災会

議はこれらの事項に加え、津波避難対策緊急事業計画の基本となるべき事項を定めることがで

きる」とされている。 

 

第５ 風水害等の想定 

 

１ 各河川等のはん濫による浸水被害 

本市においては、大雨による河川、水路のはん濫による浸水被害が想定される。 

はん濫した場合に地域に対する影響が大きい大阪府管理河川の芦田川及び王子川について

は、洪水リスクとして、大阪府により様々な降雨により河川はん濫・浸水が予想された区域

及びその区域が浸水した場合に想定される危険度並びに水深が公表されている。また、大阪

府では芦田川は水防法に基づく水位周知河川として、芦田川水系芦田川・芦田川分水路洪水

浸水想定区域図（想定最大規模、計画規模、浸水継続時間、家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫

流、河岸侵食））※１が令和２年３月25日に指定・公表されている。また、その他河川として、

芦田川分水路が令和５年３月29日に、王子川が令和６年３月26日にそれぞれ指定・公表され

ている。さらに、上記河川がはん濫するような大雨の場合には、既にその他河川、水路もは

ん濫していると想定される。 

隣接する堺市域を流下する石津川水系や泉大津市域を流下する大津川水系についても洪水

浸水想定区域が指定・公表されており、想定最大規模の降雨（概ね1,000年に１度以上の確

率規模の降雨）が生じた場合には、市域の一部が浸水すると想定されている。 
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河川水系名 浸水被害の範囲の想定 洪水予報河川又は水位周知河川の指定※１ 

芦田川水系 
浸水想定区域 

（大阪府指定・公表） 
水位周知河川（大阪府指定） 

王子川水系 
浸水想定区域 

（大阪府公表） 
－ 

石津川水系 

（堺市域を流下） 

浸水想定区域 

（大阪府指定・公表） 
水位周知河川（大阪府指定） 

大津川水系 

（泉大津市域を流下） 

浸水想定区域 

（大阪府指定・公表） 
洪水予報河川（大阪府指定） 

※１ 洪水予報河川又は水位周知河川の指定については「災害予防対策第１章第４節第５ 水

害減災対策」参照 

 

２ 高潮による浸水被害 

本市においては、大規模な台風等により高潮による浸水被害が想定される。 

大阪府では、大阪湾沿岸（大阪府区間）において、水防法の規定により定められた想定し

得る最大規模の高潮による氾濫が海岸や河川から発生した場合に、浸水が想定される区域を

「高潮浸水想定区域」として指定し公表されている。 

 

第６ 事故等災害 

 

地震、風水害の自然災害の他、海上災害、市街地災害、危険物等災害、交通災害等、重大事故

発生の可能性は皆無ではない。こうした災害をも想定し、的確に対応する計画として策定する。 

 

第７ 地震、津波その他の異常な自然現象により想定される災害

（大阪府石油コンビナート等防災計画） 

 

■堺泉北臨海地区の想定災害 

○短周期地震動により危険物タンク、危険物製造所、石油タンカー桟橋、危険物配管設備で流

出火災、高圧ガスタンク、高圧ガス製造設備、発電設備、ＬＰＧ・ＬＮＧタンカー桟橋、高

圧ガス導管設備で流出火災・爆発が発生するおそれがある。また、高圧ガスタンクや毒劇物

液体タンクからの流出により毒性ガス拡散が発生するおそれがある。 

○高圧ガスタンク等の爆発等の影響が一般地域に及び被害が発生する可能性がある。 

○極めて低い可能性であるが、高圧ガスタンク（可燃性）でＢＬＥＶＥ及びファイヤーボール

が発生したと仮定した場合、4.5kW/㎡の放射熱が浜寺水路付近の海岸線から最も遠いところ

で約３km の地点に、2.1kPa の爆風圧が同様に約1.5km の地点に到達する可能性がある。 

○津波浸水深は最大約２ｍで、津波により小型の危険物タンクが移動する可能性があり、油類
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が最大1.2千 kL 流出するおそれがある。なお、事業者による対策の推進により、流出量は大

幅に減少（減少率 76％）した。また、全ての大型の危険物タンクは、平成29年度末までに、

新たな耐震基準に適合し、また、溢流が発生しないよう液面管理が行われていることから、

溢流による被害発生の危険性は低い。このように流出量が大幅に減少しているものの、仮に、

流出した油類が着火した場合、陸上・海上火災等の災害が発生する可能性がある。 

○大規模な燃料、エネルギー等供給施設が集積しており、これら施設が損傷することで機能確

保に影響がでる可能性がある。 

○代表３断面で検証したところ、地震による地盤の液状化に伴い、側方流動現象が発生し、護

岸やその背後地盤が、水平方向で最大1.9ｍ程度（海側）、鉛直方向で最大1.1ｍ程度（沈下）

の変位が生じるおそれがある結果となった。側方流動が発生した場合、護岸及び背後地盤に

ある配管、防油堤等の施設に影響が及び、油類やガス等が流出するおそれがある。着火した

場合、陸上・海上火災、爆発等の災害が発生する可能性がある。 

 

評価対象 災害分類 想定災害（最大） 

危険物タンク 

短周期地震動 
第１段階 ■防油堤内の流出による火災 

低頻度大規模 ■防油堤外の流出による火災 

長周期地震動 

(スロッシング) 

■大容量の浮き屋根式タンクは、危険物の溢流が発生しないよう最大波

高を想定した液面管理が行われているため、被害発生のおそれは低

い。 

津波 
■中小規模のタンクが移動し危険物が最大約1.2千kL流出。（引火点の

低い第１石油類が約33％）陸上・海上火災が発生するおそれあり。 

高圧ガスタンク 

短周期地震動 
第１段階 

■全量流出（短時間）による火災・爆発 

■大量流出（短時間）による毒性ガス拡散 

低頻度大規模 

■全量流出（短時間）による毒性ガス拡散 

短周期地震動 

又は津波 

■ＢＬＥＶＥ及びファイヤーボールの発生 

放射熱、爆風圧ともに一般地域に及ぶおそれあり 

高圧ガス製造設備 短周期地震動 

第１段階 
■小量流出による火災・爆発 

■小量流出による毒性ガス拡散 

第２段階 
■ユニット内の全量流出(短時間)による火災・爆発 

■ユニット内の全量流出(短時間)による毒性ガス拡散 

低頻度大規模 
■大量流出（短時間）による爆発 

■大量流出（短時間）による毒性ガス拡散 

毒劇物液体タンク 短周期地震動 
第１段階 ■全量流出（長時間）による毒性ガス拡散 

低頻度大規模 ■全量流出（短時間）による毒性ガス拡散 

危険物製造所 短周期地震動 
第２段階 ■ユニット内の全量流出（短時間）による火災 

低頻度大規模 ■大量流出（短時間）による火災 

発電設備 短周期地震動 

第２段階 ■ユニット内の全量流出(短時間)による火災・爆発 

低頻度大規模 
■大量流出(短時間)による火災・爆発・フラッシュ 

火災 
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評価対象 災害分類 想定災害（最大） 

石油タンカー桟橋 短周期地震動 第２段階 ■大量流出・流出油拡散・火災 

ＬＰＧ・ＬＮＧ 

タンカー桟橋 
短周期地震動 第１段階 ■大量流出による火災・爆発 

危険物配管設備 短周期地震動 第２段階 ■大量流出による火災 

高圧ガス導管設備 短周期地震動 
第１段階 ■小量流出による火災・爆発 

低頻度大規模 ■大量流出による火災・爆発 
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第５節 防災関係機関の業務大綱 
 

防災関係機関は、平常時から災害の未然防止と被害の軽減を図るため、相互に連携・協力しな

がら、次に掲げる事務又は業務について総合的かつ計画的に実施し、災害に対する危機管理機能

の向上に努めなければならない。 

 

第１ 高石市 

 

１ 総合政策部 

□ 災害広報・公聴に関すること 

□ 報道機関との連絡に関すること 

□ 避難指示等の伝達等緊急広報に関すること 

□ 自治会等への協力要請に関すること 

□ 市民からの相談に関すること 

□ 復興に係る市政の総合企画及び調整に関すること 

□ 災害時における通信の確保に関すること 

□ 商工業者の被害調査、復旧対策に関すること 

□ 被災商工業者に対する融資等の対策に関すること 

□ 耕地の被害調査に関すること 

□ 漁港施設対策に関すること 

□ 漁港の障害物除去、応急復旧等に必要な人員・資機材等の確保に関すること 

□ 被災農、漁業者に対する災害融資に関すること 

□ 市の防災対策の総合調整に関すること 

□ 防災会議に係る事務に関すること 

□ 災害対策本部等防災対策組織の整備に関すること 

□ 防災に係る訓練、教育に関すること 

□ 他都市及び防災関係機関等との連携及び応援体制の整備に関すること 

□ 応急仮設住宅の事前準備に関すること 

□ 自主防災組織体制の整備に関すること 

□ 市民の防災活動の啓発、指導に関すること 

□ 防災行政無線の整備等に関すること 

□ 被害情報の収集・伝達に関すること 

□ 災害救助法に関すること 

□ 災害用物資・資機材の備蓄及び調達に関すること 

□ 他市町村との相互応援に関すること 

□ 自衛隊との連絡、調整に関すること 

□ 災害記録に関すること 
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□ 大阪府に対する緊急要望に関すること 

□ 国・大阪府との連絡に関すること 

□ 災害時における職員の服務等に関すること 

□ 職員参集状況の把握に関すること 

２ 総務部 

□ 避難収容に関すること 

□ 災害時の緊急物資（生活必需物資）の調達、斡旋に関すること 

□ 救助物資等の緊急輸送に関すること 

□ 車両の調達計画に関すること 

□ 庁舎等の防災に関すること 

□ 避難者の誘導及び収容に関すること 

□ 指定避難所の開設、管理及び運営指導に関すること 

□ 避難者の把握及び報告に関すること 

□ 災害時の遺体の処置及び火葬に関すること 

□ 災害対策関係予算その他財務に関すること 

□ 被災家屋調査に関すること 

□ 人的被害状況の調査、報告に関すること 

□ 災害に伴う税の減免に関すること 

□ り災証明の発行に関すること 

□ 市有建物の応急修理及び緊急措置の準備に関すること 

□ 応急仮設住宅に関すること 

３ 保健福祉部 

□ 避難者に対する応急食糧に関すること 

□ 災害応急物資、救援物資等の調達供給に関すること 

□ 義援金品に関すること 

□ 見舞金の交付に関すること 

□ 災害時のボランティアに関すること 

□ 所管福祉施設の避難計画に関すること 

□ 避難行動要支援者対策に関すること 

□ 災害時医療体制の整備に関すること 

□ 医療救護活動に関すること 

□ 医師会、保健所、医療機関との連絡、応援要請等に関すること 

□ 医療資機材及び薬剤の調達及び確保に関すること 

□ 医療機関の被害状況の調査、報告に関すること 

□ 災害時における保健衛生に関すること 
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４ 土木部 

□ 密集市街地等の整備促進に関すること 

□ 応急危険度判定に関すること 

□ 緊急時における関係業者等への協力依頼に関すること 

□ 水防団に関すること 

□ 水防資機材の整備、備蓄に関すること 

□ 水防活動（津波対策を含む）の実施に関すること 

□ 道路の整備に関すること 

□ 道路交通の確保に関すること 

□ 道路、橋りょうに関する被害状況調査、報告に関すること 

□ 公園の整備に関すること 

□ 公園被害状況の調査、報告に関すること 

□ 河川に関する被害状況調査、報告に関すること 

□ 住宅復興計画の策定・推進に関すること 

□ 下水道施設の整備に関すること 

□ 下水道施設における被害調査及び応急復旧対策に関すること 

□ 建築物の耐震化に関すること 

□ 建築物の二次災害の防止に関すること 

□ 被災住宅の応急修理に関すること 

□ 住宅相談に関すること 

□ 災害時における廃棄物の処理に関すること 

□ 防疫に関すること 

５ 教育委員会事務局（教育部） 

□ 防災教育に関すること 

□ 災害時の応急教育に関すること 

□ 園児、児童及び生徒の避難、誘導に関すること 

□ 文教施設の被害調査、報告に関すること 

□ 被災児童及び生徒の就学援助に関すること 

□ 被災園児、児童及び生徒の救護に関すること 

□ 指定避難所の開設等に対する協力に関すること 

□ 文化財の応急対策に関すること 

□ 所管施設の被害状況の調査、報告に関すること 

□ 災害時の児童福祉に関すること 

６ 議会事務局 

□ 市議会議員との連絡調整に関すること 

□ 高石市議会災害対策会議に関すること 

□ 他部の応援に関すること 
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□ 本部長の特命に関すること 

７ 行政委員会等（選管、監査、公平、農委、固定） 

□ 他部の応援に関すること 

□ 本部長の特命に関すること 

 

第２ 堺市消防局 

 

□ 災害情報の収集に関すること 

□ 消防、水防その他の災害応急措置及び災害拡大の防止措置に関すること 

□ 消火、救助、救急、救護活動に関すること 

 

第３ 大阪府 

 

１ 泉北地域防災監 

□ 災害予防、災害応急対策等に関し、市が処理する事務又は業務の大阪府との連絡調整等

に関すること 

２ 鳳土木事務所 

□ 大阪府所管公共土木施設の防災対策、災害応急対策、復旧対策、水防時の水防管理者等

への情報伝達、被災状況の把握に関すること 

□ 水防警報及び水位到達情報の伝達並びに水防活動に関すること 

３ 大阪港湾局 

□ 大阪府域（兵庫県境～和歌山県境）の港湾施設及び海岸保全施設等の防災及び復旧に関

すること 

□ 救援船舶の受入れ、救援物資の海上輸送の協力に関すること 

□ 海務関係官庁との連絡調整に関すること 

□ 在港船舶の対策に関すること 

□ 海上の流木処理、流出油の防除措置に関すること 

□ 津波・高潮対策に関すること 

□ 海岸水防警報、高潮氾濫発生情報等の伝達並びに水防活動に関すること 

□ 本部長の特命事項に関すること 

４ 和泉保健所 

□ 災害時における保健衛生活動、医療救護活動に関すること 

□ 大阪府災害対策本部、大阪府保健医療調整本部が設置された場合の保健所保健医療調整

本部の設置に関すること 
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５ 大阪府泉州農と緑の総合事務所 

□ 農地、ため池に関する水防対策に関すること 

 

第４ 大阪府高石警察署 

 

□ 災害情報の収集、伝達及び被害実態の把握に関すること 

□ 被災者の救出救助及び避難指示に関すること 

□ 交通規制・管制に関すること 

□ 広域応援の要請・受入れに関すること 

□ 遺体の検視（死体調査）等の措置に関すること 

□ 犯罪の予防・取締り・その他治安の維持に関すること 

□ 災害資機材の整備に関すること 

 

第５ 自衛隊（陸上自衛隊第３師団（第 37 普通科連隊）） 

 

□ 地域防災計画にかかる訓練の参加協力に関すること 

□ 災害派遣に関すること 

□ 緊急時環境放射線モニタリングの支援に関すること 

 

第６ 指定地方行政機関 

 

１ 近畿農政局（大阪府拠点） 

□ 応急用食料品（精米等）並びに政府米の供給についての連絡に関すること 

２ 堺海上保安署 

□ 海上災害に関する防災訓練及び啓発指導に関すること 

□ 流出油防除資機材の備蓄及び流出油防除組織の育成指導に関すること 

□ 危険物積載船舶等の災害予防対策に関すること 

□ 海難救助体制の整備に関すること 

□ 海上交通の制限に関すること 

□ 避難の援助及び勧告並びに警報等の伝達に関すること 

□ 海難の救助及び危険物等の海上流出対策に関すること 

□ 人員及び救助物資の緊急海上輸送に関すること 

□ 海上交通の安全の確保及び海上の治安の維持に関すること 

□ 海上における緊急時環境放射線モニタリングの支援に関すること 
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３ 大阪管区気象台 

□気象、地象、地動及び水象の観測並びにその成果の収集及び発表に関すること 

□気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限る）及び水象の予報並

びに警報等の防災気象情報の発表、伝達及び解説に関すること 

□ 気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備に関すること 

□ 地方公共団体が行う防災対策に関する技術的な支援・助言に関すること 

□ 市が行う防災対策に関する技術的な支援・助言に関すること 

□ 防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発に関すること 

４ 泉大津労働基準監督署 

□ 災害時における事業場施設の被災状況の収集に関すること 

□ 災害時の応急工事等における労働災害防止についての事業場等への監督指導に関すること 

□ 災害時の応急工事等における二次災害防止措置をはじめとした労働災害防止のための自

主的安全管理運動の促進に関すること 

□ 労働者の災害補償に関すること 

□ 離職者の早期再就職等の促進に関すること 

□ 雇用保険の失業等給付に関すること 

５ 近畿地方整備局 

□ 直轄公共土木施設の整備及び防災対策に関すること 

□ 応急復旧資機材の整備及び備蓄に関すること 

□ 指定河川の洪水予報及び水防警報の発表及び伝達に関すること 

□ 直轄公共土木施設の応急点検体制の整備に関すること 

□ 災害時の道路通行禁止と制限及び道路交通の確保に関すること 

□ 直轄公共土木施設の二次災害の防止に関すること 

□ 直轄公共土木施設の復旧に関すること 

□ 港湾、港湾区域内における災害対策の技術指導に関すること 

□ 緊急物資及び人員輸送活動に関すること 

□ 海上の流出油に対する防除措置に関すること 

□ 港湾、海岸保全施設等の応急復旧工法の指導に関すること 

□ 港湾、海岸保全施設等の復旧事業の推進に関すること 

□ 空港に関する直轄土木施設の復旧事業の推進に関すること 

□ 災害時における技術者、防災ヘリ、各災害対策車両等による支援に関すること 

 

第７ 指定公共機関 

 

１ 日本郵便株式会社近畿支社 

□ 災害時における郵便業務及び窓口業務の確保に関すること 
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□ 災害時に備えた郵便物の運送施設及び集配施設の整備に関すること 

□ 災害時における郵便業務に係る災害特別事務取扱い及び援護対策に関すること 

２ 西日本電信電話株式会社（関西支店）、株式会社ＮＴＴドコモ関西（関西支社）、ＫＤＤＩ

株式会社（関西総支社）、ソフトバンク株式会社、楽天モバイル株式会社（以下「西日本電

信電話株式会社等」という。） 

□ 電気通信設備の整備と防災管理に関すること 

□ 応急復旧用通信施設の整備に関すること 

□ 津波警報、気象警報の伝達に関すること 

□ 災害時における重要通信確保に関すること 

□ 災害関係電報・電話料金の減免に関すること 

□ 被災電気通信設備の災害復旧事業の推進に関すること 

□ 「災害用伝言板サービス」の提供に関すること 

３ 日本赤十字社（大阪府支部） 

□ 災害医療体制の整備に関すること 

□ 被災者等へのこころのケア活動の実施に関すること 

□ 災害救護用医薬品並びに血液製剤等の供給に関すること 

□ 災害時における医療助産等救護活動の実施に関すること 

□ 義援金品の募集、配分等の協力に関すること 

□ 指定避難所奉仕、ボランティアの受入れ・活動の調整に関すること 

□ 救援物資の備蓄に関すること 

４ 阪神高速道路株式会社 

□ 管理道路の整備と防災管理に関すること 

□ 道路施設の応急点検体制の整備に関すること 

□ 災害時における交通規制及び輸送の確保に関すること 

□ 被災道路の復旧事業の推進に関すること 

５ 西日本旅客鉄道株式会社（鳳駅） 

□ 鉄道施設の防災管理に関すること 

□ 輸送施設の整備等安全輸送の確保に関すること 

□ 災害時における緊急輸送体制の整備に関すること 

□ 災害時における鉄道車両等による救援物資、避難者等の緊急輸送に関すること 

□ 災害時における鉄道通信施設の利用に関すること 

□ 被災鉄道施設の復旧事業の推進に関すること 

６ 大阪ガス株式会社、大阪ガスネットワーク株式会社 

□ ガス施設の整備と防災管理に関すること 
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□ 災害時におけるガスによる二次災害防止に関すること 

□ 災害時におけるガスの供給確保に関すること 

□ 被災ガス施設の復旧事業の推進に関すること 

７ 関西電力株式会社、関西電力送配電株式会社 

□ 電力施設の整備と防災管理に関すること 

□ 災害時における電力の供給確保体制の整備に関すること 

□ 災害時における電力の供給確保に関すること 

□ 被災電力施設の復旧事業の推進に関すること 

８ 日本放送協会（大阪放送局） 

□ 防災知識の普及等に関すること 

□ 災害時における放送の確保対策に関すること 

□ 緊急放送・広報体制の整備に関すること 

□ 気象予警報等の放送周知に関すること 

□ 指定避難所等への受信機の貸与に関すること 

□ 社会奉仕事業団等による義援金品の募集・配分等の協力に関すること 

□ 災害時における広報に関すること 

□ 災害時における放送の確保に関すること 

□ 災害時における安否情報の提供に関すること 

 

第８ 指定地方公共機関 

 

１ 南海電気鉄道株式会社（泉大津駅） 

□ 鉄道施設の防災管理に関すること 

□ 輸送施設の整備等安全輸送の確保に関すること 

□ 災害時における緊急輸送体制の整備に関すること 

□ 災害時における鉄道通信施設の利用に関すること 

□ 被災鉄道施設の復旧事業の推進に関すること 

２ 光明池土地改良区 

□ ため池、水門、水路の防排除施設の整備と防災管理に関すること 

□ ため池の治水活用に関すること 

□ 農地及び農業用施設の被害調査に関すること 

□ 湛水防除活動に関すること 

□ 被災農地、農業用施設の復旧事業の推進に関すること 

３ 大阪広域水道企業団 

□ 水道用水・工業用水道施設の耐震化等に関すること 
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□ 水道用水・工業用水道の被害情報に関すること 

□ 災害時の緊急物資（飲料水）の確保に関すること 

□ 水道用水及び工業用水の供給確保に関すること 

□ 応急給水及び応急復旧に関すること 

□ 末端給水に関すること 

 

第９ 泉北環境整備施設組合 

 

□ 災害時におけるごみの処理に関すること 

□ 災害時におけるし尿の処理に関すること 

 

第 10 高石市社会福祉協議会 

 

□ 災害時におけるボランティアの受入れ・派遣・調整に関すること 

□ 災害時におけるボランティア活動に必要な情報の収集・提供に関すること 

□ 被災生活困窮者に対する生活福祉資金の融資に関すること 

□ 義援金品の取り扱いに関すること 

 

第 11 公共的団体その他防災上重要な機関及び施設の管理者 

 

高石市医師会、高石忠岡地区歯科医師会、高石薬剤師会、いずみの農業協同組合、高石市漁

業協同組合、高石商工会議所等の産業経済団体の社会福祉事業団体、自治会、自主防災組織等

の地域住民組織、大量の危険物を貯蔵及び取り扱う事業所、その他公共的活動を営むものは、

市の行う防災活動に対して公共的業務に応じて協力する。 
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第６節 市民、事業所の基本的責務 
 

災害による被害を最小限にとどめるためには、公助に加え、自分の命は自分で守る「自助」と、

共に助け合い自分たちの地域を守る「共助」による防災活動を推進し、社会全体で防災意識を醸

成させていくことが重要である。 

市民及び事業者は、自助、共助の理念のもと、平常時より災害に対する備えを進めるとともに、

多様な機関と連携・協力して様々な防災活動に取り組み、地域防災力の向上に努めるものとする。 

 

第１ 市民 

 

市民は、自助、共助の理念のもと、平常時より災害に対する備えを心がけるとともに、災害

時には自らの安全は自ら守ることが防災の基本である。市民はこのことを自覚し、防災関係機

関及び地域が行う防災活動との連携・協力、過去の災害から得られた教訓の伝承などによって

災害による被害を軽減し、被害の拡大を防止に努めるものとする。 

 

１ 平常時の実践事項 

(1) 防災知識を習得すること。 

(2) 家屋、ブロック塀等の耐震性向上・適正管理及び家具の転倒防止の対策をすること。 

(3) ガス器具などの安全点検をすること。 

(4) 地域の地形や危険場所、避難場所、避難路の確認をすること。 

(5) 家族との安否確認方法を確認すること。 

(6) 飲料水、食糧及び生活必需品の備蓄をすること（最低３日分、できれば１週間分）。 

(7) 災害時に必要な情報の入手方法を確認すること。 

(8) 自主防災組織など地域の防災活動（防災訓練や防災講習等）へ積極的に参加すること。 

(9) 過去の災害から得られた教訓を伝承すること。 

２ 災害時に実践に努める事項 

(1) 指定避難所の自主的運営をすること。 

(2) 正確な情報の把握及び伝達をすること。 

(3) 出火の防止措置及び初期消火をすること。 

(4) 近隣の負傷者の救出及び救護をすること。 

(5) 避難行動要支援者への支援をすること。 

(6) 適切な避難をすること。 

(7) 防災関係機関が行う防災活動との連携及び協力をすること。 
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第２ 事業所 

 

事業者は、自助、共助の理念のもと、自らが災害時に果たす役割を十分に認識し、災害時に

重要業務を継続するための事業継続計画（ＢＣＰ：Business Continuity Plan、以下「ＢＣＰ」

という。）を策定し、企業防災を推進するとともに、地域の防災活動等に協力・参画するよう

努めなければならない。また、災害応急対策又は災害復旧に必要な物資若しくは資材又は役務

の供給又は提供を業とする者は、災害時においてもこれらの事業活動を継続的に実施するよう

努めなければならない。 

 

１ 平常時の実践事項 

(1) 従業員や利用者等の安全を確保するなど防災体制を整備すること。 

(2) 建築物等の耐震性向上・適正管理を実施すること。 

(3) 施設及び設備等の安全管理をすること。 

(4) 防災訓練を実施すること。 

(5) 従業員への防災知識を普及させること。 

(6) 地域の地形、危険場所等を確認すること。 

(7) 保有する防災資機材を地域の防災活動に活用するなど、地域の防災活動への参加及び協

力をすること。 

(8) 防災資機材を備蓄すること。 

(9) 飲料水、食糧及び生活必需品を備蓄すること（最低３日分）。 

(10) 災害時に重要業務を継続するためのＢＣＰを策定するよう努めること。 

(11) 災害応急対策又は災害復旧に必要な物資若しくは資材又は役務の供給又は提供を業と

する者は、災害時においてもこれらの事業活動を継続的に実施するとともに、当該事業活

動に関し、国又は地方公共団体が実施する防災に関する施策に協力するように努めなけれ

ばならない。 

２ 災害時に実践に努める事項 

(1) 正確な情報を把握し伝達すること。 

(2) 出火の防止措置及び初期消火をすること。 

(3) 従業員や利用者等の避難誘導をすること。 

(4) 従業員のみならず、市民の負傷者の救出及び救護をすること。 

(5) 出勤及び帰宅困難者への対応に関すること。（テレワークの実施・時差出勤・計画的休

業等、発災時の不要不急の外出・移動の抑制、出勤及び帰宅困難者の一時的な受入れへの

協力、外部の帰宅困難者用の生活必需品等の備蓄、災害時に必要な情報の入手・伝達方法

の確認） 

(6) 地域防災活動への協力等を行うこと。（地域の防災活動等への積極的な協力・参画、初

期消火や救出救護活動への協力、市、府、国が実施する防災・減災対策への協力） 
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第３ ＮＰＯ・ボランティア等多様な機関との連携 

 

市民及び事業者は、ＮＰＯ・ボランティア等多様な機関と連携・協力して、防災訓練や防災

講習等を実施することで、災害時の支援体制を構築し、地域防災の担い手を確保するとともに、

避難行動要支援者の安否確認や自主的な指定避難所運営等の災害対応を円滑に行えるよう努め

なければならない。 

なお、ボランティア活動はその自主性に基づくことから、府、市、市民、他の支援団体と連

携・協働して活動できる環境の整備が必要である。 



 

第７節 計画の修正 

 

34 

第７節 計画の修正 
 

高石市防災会議は、災害対策基本法第42条第１項の規定に基づき、社会情勢の変化等を踏まえ

常に実情に沿ったものとするため、高石市地域防災計画に毎年検討を加え、必要があると認める

ときは修正する。また、男女共同参画の視点から女性委員の割合を高めることや、女性、高齢者

や障がい者、ボランティア団体等、多様な主体の参画促進に努める。 

防災関係機関は、関係ある事項について計画修正の意見があるときは、その案を防災会議に提

出する。 
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第１節 都市の防災機能の強化 
 

市及び防災関係機関は、いわゆるオープンスペースを活用しながら連続的な防災空間の整備を図

るとともに、住民の主体的な防災活動や安全確保に必要な都市基盤施設の整備に努めるものとし、

その際、「災害に強い都市づくりガイドライン」（大阪府建築都市部）を活用する。 

市は、地震発生時の市街地大火による被害の抑制に関して、市街地の不燃化促進、延焼遮断帯

の整備、広域避難場所の確保など、広域的な都市防災施策に関する都市計画上の方針を示した

「大阪府都市整備中期計画」※に基づき、都市防災対策を促進するとともに、大規模災害等によ

り地域が壊滅し、地域の都市の復興が必要となる際は、都市計画の手引きとして「大阪府震災復

興都市づくりガイドライン」を活用する。 

また、まちの災害リスクを踏まえた居住誘導、災害ハザードエリアにおける開発抑制、避難に

必要な施設の整備に加え、自然環境の機能を活用すること等により地域のレジリエンスを高める

「Ｅｃｏ-ＤＤＲ（生態系を活用した防災・減災）」及び「グリーンインフラ」の取組みの推進

など、総合的な防災・減災対策を講じることにより、災害に強いまちの形成を図る。 

さらに、市は、「災害危険度判定調査」の実施及び住民公表に努めるとともに、「大阪府防災

都市づくり広域計画」に基づき、「防災都市づくり計画」の策定に努めて都市防災構造化対策を

推進する。 

※「大阪府都市整備中期計画」（令和３年１月） 

大阪府は、「大阪・関西のさらなる成長・活力の実現」、「防災・減災、安全・安心の強

化」、「都市魅力の向上と住みよい環境づくり」に向けて、令和３年度から10年間を対象にし

た大阪府の都市インフラ政策の総合指針として、「大阪府都市整備中期計画」を策定した。 

 

第１ 防災空間の整備 

 

避難場所・避難路の確保、火災の延焼防止、災害応急活動の円滑な実施を図るため、公園、

緑地、道路、河川、ため池、水路、終末処理場などの都市基盤施設の効果的整備に努める。 

また、農地などの貴重なオープンスペースや学校などの公共施設等の有効活用を図り、防災

空間を確保する。 

 

１ 都市公園等の整備 

都市公園や緑地は、都市に潤いを与え、市民に憩いの場を提供するなど良好な都市環境を

形成するうえで重要な役割を果たすとともに、災害時における延焼防止空間や避難場所とし

て防災上重要な役割を担っている。このため、災害に強いまちを支える基幹的な防災空間と

して、公園、緑地の充実化を重視し、「高石市みどりの基本計画（平成29年２月策定）」に

基づく体系的な整備を推進する。なお、都市公園の整備に際しては、「防災公園の計画・設

計・管理運営ガイドライン（改訂第２版）」（国土交通省国土技術政策総合研究所監修（平

成29年９月））、「大阪府防災公園整備指針」（大阪府土木部発行）及び「大阪府防災公園
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施設整備マニュアル」（大阪府土木部公園課）を参考にする。 

(1) 都市公園の現況 

令和６年３月31日現在、65箇所、48.52ha の都市公園を開設しており、市民１人当たり

の都市公園面積は8.63㎡である。 

※資料3-4 「公的空地一覧表」 

(2) 都市公園の整備目標 

地域的なバランスに配慮しながら、当面、市民１人当たりの都市公園面積を10㎡とする

ことを目標に整備を促進する。 

(3) 一時避難場所の機能を有する都市公園の整備 

近隣の住民が一時的に避難の用に供する概ね面積１ha 以上の都市公園の整備に努める。 

(4) 広域避難場所の機能を有する都市公園の整備 

広域的な避難の用に供する概ね面積10ha 以上の都市公園（ただし、面積10ha 未満の都

市公園であっても、周辺地域に耐火建築物が存在し、火災に対して有効な遮断が可能な場

合や土地利用の状況その他の事情を勘案して、地震災害時における避難上必要な機能を有

するとみとめられるものを含む。）の整備に努める。 

(5) 災害救援活動の拠点となる都市公園の整備 

災害発生時に、自衛隊や消防、ボランティア等の救援救護活動や救援物資輸送の中枢

基地等の機能を発揮する都市公園（後方支援活動拠点、地域防災拠点となる都市公園）

を整備する。 

(6) 災害応急対策施設の設置 

避難場所又は避難路における災害応急対策に必要となる施設（耐震性貯水槽、屋外子局

等の放送施設、指定避難所案内表示板及び災害時用臨時ヘリポート等）を設置する。 

２ 道路の整備 

市は、道路の災害時における重要性、機能上の問題を考慮し必要な整備を行う。 

(1) 現況 
 

区  分 路 線 数 延長（ｍ） 舗装率（％） 

国  道 １ 1,645 100 

府  道 ７ 14,364 100 

市  道 742 105,743 99.9 

 

１ブロック 12 7,338 100 

２ブロック 213 30,295 99.8 

３ブロック 371 50,287 100 

４ブロック 146 17,822 99.8 

令和６年３月31日現在       

※１ブロック＝高砂地区 

２ブロック＝羽衣・高師浜・千代田地区 

３ブロック＝東羽衣・加茂・西取石・綾園地区 

４ブロック＝取石地区 
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(2) 整備目標 

市は、大阪府と協力し、広域緊急交通路等が地震発生時に沿道建築物の倒壊により閉塞

することを防止するため、地域の実情に応じて、沿道建築物の耐震診断を義務付ける路線

を指定し、耐震化に係る費用を補助するとともに、所管行政庁は対象建築物の所有者から

耐震診断結果の報告を受け、その内容を公表し、必要に応じて改修の指導・助言、指示等

を行うことにより、耐震化を促進する。 

また、市は、地域緊急交通路として位置づける道路を優先し以下により整備を推進する。 

ア 主要防災道路の整備 

災害時の応急対策活動を実施するうえで重要となる地域緊急交通路及び幹線道路を

主要防災道路と位置づけ、所有する道路の維持保全に努めるとともに防災機能の強化

を推進する。なお、新たな主要防災道路の選定は、緊急ネットワークが構築されるよ

う災害応急対策を実施する際に有効かつ効果的で多重性、代替性を考慮して行う。 

※資料3-6 「市域に関する緊急交通路及び主要道路一覧表」 

イ 計画道路の整備 

主要防災道路と多重ネットワークする都市計画道路の整備を推進する。 

※資料3-7 「都市計画道路一覧表」 

ウ 避難路として整備 

大規模災害を想定した住民の避難行動を基に避難路の選定を行い、避難路としての

機能確保並びに避難行動の阻害要因等の除去など必要な道路環境整備を推進する。 

エ 道路環境の整備 

① 避難路、延焼遮断空間としての機能を強化するため、既存道路の緑化や無電柱化、

不法占有物件の除去や沿道建築物の不燃化に努める。 

② 地震等突発的に発生する災害時において、輸送路、避難路を確保できるよう、平

常時における違法駐車、違法駐輪、違法看板等を取り締まる。 

③ ブロック塀、落下物等の危険要因の除去に努める。 

３ 緑化の推進 

市街地においては、公園緑地等の整備と共に生産緑地や樹林地等の貴重な緑地の保全と

河川・道路等の公共施設や民有地の緑化推進等、緑の保全・創出のための施策を「みどり

の大阪推進計画」及び「高石市みどりの基本計画」に基づき総合的に推進し、緑とオープ

ンスペースによる防災ネットワークの形成を図る。 

また、臨海部においては、道路の植樹帯や企業地内における緑地を保全しながら、防災

スペースを確保する。 

４ 農地の保全・活用 

市街地及びその周辺の農地は、良好な環境の確保はもとより、延焼遮断帯・緊急時の避難

場所等、防災上重要な役割を担っているため、防災協力農地登録制度の推進などにより適切

に保全・活用し、オープンスペースの確保を図る。 
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第２ 都市基盤施設の防災機能の強化 

 

市は、大阪府及び近畿地方整備局と連携し、公園、道路、河川、ため池等都市基盤施設に、

災害対策上有効な防災機能の整備を進める。 

 

１ 避難場所又は避難路となる都市公園における災害応急対策に必要となる施設（備蓄倉庫、

耐震性貯水槽、放送施設、案内表示板及び災害時用臨時ヘリポート等）の設置 

２ 耐震強化岸壁等の災害時における緊急海上輸送基地の整備推進 

３ 災害時における初期消火用水、生活用水等に利用可能なため池の耐震対策の推進 

 

第３ 木造密集市街地の整備促進 

 

市は、防災性向上を図るべき木造密集市街地において、「災害に強いすまいとまちづくり計

画」（「災害に強いすまいとまちづくり促進区域」の指定、「木造密集市街地における防災向

上ガイドライン」等を踏まえた整備計画等）に基づき、下記の諸施策を重層的に実施し、建物

不燃化・耐震化促進と住宅・住環境や都市基盤施設の総合的整備を図る。 

 

１ 各種規制・誘導 

(1) 防火地域等の指定 

(2) 民間賃貸住宅建設融資等の助成 

(3) 高石市耐震改修促進計画による耐震診断等の推進 

「第２次高石市耐震改修促進計画（平成30年３月）」及び「住宅建築物耐震10ヵ年戦

略・大阪（大阪府耐震改修促進計画）」に基づき、耐震診断等を推進する。 

 

２ 各種事業の推進 

(1) 住宅市街地総合整備事業 

(2) 土地区画整理事業 

(3) 住宅地区改良事業 

(4) 市街地再開発事業 

(5) 防災街区整備事業 

(6) 街路事業 

(7) 道路事業 

(8) 公園事業 

(9) 地籍調査事業 等 
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第４ 土木構造物の耐震対策等の推進 

 

土木構造物の管理者は、地震発生時における市街地の安全及び各構造物の持つ機能を確保す

るため、自らが管理する道路、河川施設等の構造物について耐震対策に努める。 

 

１ 道路・橋りょう等の安全確保 

道路は人や物資を輸送する交通機能だけでなく、災害時には避難、救援・救護、消防活動

等の動脈として、また、火災延焼を防止する防災空間として多様な機能を有している。この

ため、道路整備にあたっては、安全性、快適性及び災害時にその機能を十分に活用できるよ

う配慮し、幹線道路及び生活道路の新設、改良等を進めるとともに、沿道の環境との調和及

び火災の延焼防止のため、緑化等の質的向上を図る。 

(1) 道路の防災補修 

道路の法面及び路体等の調査を行い、道路の補修が必要な箇所については、その対策工

事の推進に努める。 

(2) 橋りょう等の補修 

橋りょう等の耐震性の向上を図るため、定期的に地震に対する安全性について点検し、

必要があれば橋りょうの耐震基準「道路橋示方書・同解説」（平成29年11月改訂）により

補修等対策に努める。 

２ 河川・水路の安全確保 

河川・水路の決壊等による水害を防止するため、堤体、護岸などの河川構造物を調査し、

危険箇所には必要な対策を講じ、耐震性の向上に努める。 

３ 鉄道施設の安全確保 

事業者は、脱線等による災害の未然防止を図るため、鉄道施設について、耐震性の向上に

努める。 

４ 港湾・海岸施設の安全確保 

被災時の物資輸送を円滑に行うため、港湾施設の耐震性の確保に努める。また、高潮対策

として海岸保全施設を調査し、危険箇所には、必要な対策を講じ、耐震性の向上に努める。 

 

第５ ライフライン施設災害予防対策 

 

ライフラインに関わる事業者は、それぞれの事業計画により耐震性、耐火性、耐浸水性の強

化を中心として、災害に強い施設の整備を進める。 

 

１ 上水道施設（大阪広域水道企業団） 

災害による断水、減水を防止するため、施設設備の強化と保全に努める。 

(1) 「水道施設設計指針」「水道施設耐震工法指針」（公益社団法人日本水道協会）等に基
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づき、各種災害に耐えうる十分な強度の確保に努める。 

(2) 重要度の高い施設設備の耐震化を推進する。特に、管路には耐震性の高い管材料及び伸

縮可撓性継手等を使用し、耐震管路網の整備に努める。 

ア 配水池、主要管路等重要度の高い基幹施設の耐震化 

イ 医療機関、社会福祉施設その他防災上重要な施設への送・配水管の耐震化 

ウ 施設の機能維持に不可欠な情報通信システムの整備 

(3) 配水池容量の増強、管路の多重化（連絡管等の整備）、各地域のバックアップ機能を強

化する。 

(4) 常時監視及び巡回点検を実施し、施設設備の維持保全に努める。 

(5) 施設の老朽度に応じ、更新、予備施設の整備等を計画的に推進する。 

２  下水道施設 

ポンプ場、幹線管渠等の主要構造物は、地震、風水害等の災害に耐えられる構造にすると

ともに、ストックマネジメント計画において現状を把握し、ポンプ場については更新、改築

を行う。管渠等については清掃、浚渫、修繕及び更新・更生に努め、地震及び風水害による

被害を最小限度にとどめる。 

(1) ポンプ施設 

電気設備、機械設備等施設全般の保守点検を行い、機械設備の耐用年数及び老朽度を考

慮するとともに建設構造物は改築・更新時に耐震診断を行い、必要に応じて補強等の対策

を講じる。 

(2) 管路施設 

定期的なパトロ－ルを実施するなど、常時保守点検に努め、機能保全を図るとともに、

接合不良、不等沈下又は損傷が発生している管渠の補修及び布設替えを行う。 

既設下水管については、改築・更新時等に必要に応じて耐震補強の対策を講じる。 

３ 電力施設 

災害による電気の供給停止を防止するため、電力施設設備の強化及び保全に努める。 

(1) 発電・変電施設、送・配電施設及び通信設備について、台風、地震の被害を最小限にと

どめる強度の確保に努める。 

(2) 電力供給系統の多重化に努める。 

(3) 電気事業法、保安関係諸規定等に基づき、施設設備の維持保全及び常時監視を行う。 

(4) 施設の老朽度に応じ、更新、予備施設の整備等を計画的に推進する。 

４ ガス施設 

災害によるガスの漏洩を防止するため、ガス施設設備の強化と保全に努める。 

(1) ガス施設について、各種災害に耐え得る十分な強度の確保と、緊急操作設備の充実強

化を図る。 

(2) 高圧、中圧、低圧のそれぞれのガス導管、継手には、耐震性の高い管材料及び伸縮可撓

性継手の使用に努める。特に、低圧導管に可撓性の高いポリエチレン管の使用を促進する。 
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(3) ガス事業法（昭和29年法律第51号）、保安関係諸規定等に基づく施設設備の維持保全

及び常時監視を行う。 

(4) 施設（管路）の老朽度に応じ更新、予備施設の整備等を計画的に推進する。 

５ 通信施設 

災害時においては、迅速かつ的確な情報の伝達を図ることが必要であり、特に通信の果た

す役割は非常に大きい。このため災害による通信の途絶を防止するため、通信設備及びその

付帯設備（建物を含む。以下「通信設備等」という。）の強化と保全に努める。 

(1) 通信設備等の高信頼化 

ア 豪雨、洪水、高潮又は津波のおそれがある地域にある通信設備等について耐水構造

化を行うとともに、建物内への浸水防止のため水防板、水防扉の更改を実施する。 

イ 暴風のおそれがある地域にある通信設備等について耐風構造化を行う。 

ウ 地震又は火災に備えて、主要な通信設備等について耐震及び耐火構造化を行う。 

(2) 電気通信システムの高信頼化 

ア 主要な伝送路を多ルート構成又はループ構造とする。 

イ 主要な中継交換機を分散設置とするとともに、安全な設置場所を確保する。 

ウ 通信設備について、非常用電源を整備する。 

エ 重要加入者については、当該加入者との協議により加入者伝送路の信頼性を確保する

ため、２ルート化を推進する。 

オ 市庁舎等の重要拠点の通信確保に配慮する。 

(3) 通信システムに関するデータベース等の防災化 

通信設備の設備記録等重要書類並びに通信処理システム及び通信システム等のファイル

類について、災害時における滅失又は損壊を防止するため、保管場所の分散、耐火構造容

器への保管等の措置を講ずる。 

(4) 災害時措置計画の作成と現用化 

災害時における重要通信の確保を図るため、伝送装置、交換装置及び網装置に関する措

置計画を作成し、現用化を図る。 

６ 共同溝等の整備 

ライフラインの安全性、信頼性を確保する都市防災及び災害に強いまちづくりの観点等か

ら、道路管理者はライフライン事業者と協議のうえ、共同溝・電線共同溝の整備を進める。 

(1) 収納するライフラインの種類により、以下の区分とする。 

ア 共同溝は、２以上のライフライン事業者の物件を収容する。 

イ 電線共同溝（C･C･BOX）は、２以上の電力、電気通信事業者及びその他電線管理者の

電線を収容する。 
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第６ 災害発生時の廃棄物処理体制の確保 

 

市は、災害発生時において、し尿及びごみを適正に処理し、周辺の衛生状態を保持するため

泉北環境整備施設組合と連携し、平常時からし尿及びごみ処理施設の強化等に努めるとともに、

早期の復旧・復興の支障とならないよう災害廃棄物の処理体制の確保に努める。 

なお、し尿処理については、堺市を除く、泉州地域の８市４町２組合で「し尿及び浄化槽汚

泥の処理に係る相互支援基本協定書」を平成25年３月22日付けで締結し、ごみ処理については、

堺市以南の９市４町４組合で「一般廃棄物処理に係る相互支援基本協定書」を平成25年３月22

日付けで締結を行った。 

 

１ し尿処理 

(1) 市は、し尿処理施設の整備にあたっては、泉北環境整備施設組合とともに、あらかじ

め耐震性・浸水対策等に配慮した施設整備に努める。 

(2) 市は、既存のし尿処理施設についても、泉北環境整備施設組合とともに、耐震診断を

実施するなどし、必要に応じて施設の補強等による耐震性の向上、不燃堅牢化、浸水対

策等に努める。 

(3) 市は、災害時のし尿処理施設を管理・保有している泉北環境整備施設組合に災害時に

おける人員計画、連絡体制、復旧対策も含めた災害対応マニュアルを整備するとともに、

補修等に必要な資機材や通常運転に必要な資材（燃料、薬剤等）を一定量確保するよう

働きかけ、確保させる。 

(4) 市は、災害時における上水道、下水道、電力等ライフラインの被害想定等を勘案し、

し尿の収集処理見込み量及び仮設トイレの必要数を把握する。 

(5) 市及び大阪府は、災害発生に備え、仮設トイレの必要数の確保に努める。 

２ ごみ処理 

(1) 市は、ごみ処理施設の整備にあたっては、泉北環境整備施設組合とともに、あらかじ

め耐震性・浸水対策等に配慮した施設整備に努める。 

(2) 市は、既存のごみ処理施設についても、泉北環境整備施設組合とともに、耐震診断を

実施するなどし、必要に応じて施設の補強等による耐震性の向上、不燃堅牢化、浸水対

策等に努める。 

(3) 市は災害時のごみ処理施設を管理・保有している泉北環境整備施設組合に災害時にお

ける人員計画、連絡体制、復旧対策も含めた災害対応マニュアルを整備するとともに、

補修等に必要な資機材や通常運転に必要な資材（燃料、薬剤等）を一定量確保するよう

働きかけ、確保させる。 

(4) 市は、あらかじめ仮置場等の候補地を検討しておく。また、仮置場等の衛生状態を保

持するため、殺虫剤、消臭剤等の備蓄に努める。 

(5) 市は、ごみ処理施設等が被災した場合に備え、周辺市町等との協力体制の整備に努める。 
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３ 災害廃棄物（津波堆積物を含む。）等処理 

(1) 市は、高石市災害廃棄物処理計画に基づき、円滑かつ迅速に災害廃棄物を処理できる

よう、災害廃棄物の仮置場の確保や運用方針、一般廃棄物（指定避難所のごみや仮設ト

イレのし尿等）の処理を含めた災害時の廃棄物の処理体制、周辺市町村や民間事業者等

との連携・協力等体制の整備に努める。 

(2) 市は、高石市災害廃棄物処理計画に基づき、円滑かつ迅速に災害廃棄物を処理できる

よう、大阪府に対して災害廃棄物対策に対する技術的な支援を要請する。また、大阪府

は、災害廃棄物処理に関する事務の一部を実施する場合における仮置場の確保や災害時

の廃棄物の処理体制、民間事業者等との連携・協力体制の整備に努める。 

(3) 市は、大量の災害廃棄物の発生に備え、大阪府と協力して、広域処理体制の確立や十

分な大きさの仮置場・最終処分場の確保に努める。また、災害廃棄物対策に関する広域

的な連携体制や民間連携の促進等に努める。 

(4) 市は、災害廃棄物からのアスベスト等の飛散による環境汚染に備えて、あらかじめモ

ニタリング体制の整備に努める。 

(5）市は、災害廃棄物に関する情報及び災害廃棄物処理支援ネットワーク（D.Waste-Net）

や災害廃棄物処理支援員制度（人材バンク）、地域ブロック協議会の取組等に関して、

ホームページ等において公開する等、周知に努める。 

(6) 市は、周辺市町等との協力体制の整備に努める。 

(7) 大阪府又は市は、社会福祉協議会、ＮＰＯ等関係機関との間で、被災家屋からの災害

廃棄物、がれき、土砂の撤去等に係る連絡体制を構築する。また、地域住民やＮＰＯ・

ボランティア等への災害廃棄物の分別・排出方法等に係る広報・周知を進めることで、

防災ボランティア活動の環境整備に努める。 

 

第７ 市の施設 

 

市の施設については、防災の観点から次の事項について留意する。 

 

１ 施設利用者の安全確保 

火災、地震等の発生時の「施設利用者の安全」を第一に考え、施設利用者の安全確保のた

めに必要な規定及び体制を整備する。 

２ 体制の整備 

非常時における各職員及び施設利用者の役割及び行動について、各施設の内容に応じた実

践的な想定を踏まえ、職員及び利用者に対する定期的な訓練の実施を推進する。 

３ 防災点検の実施 

危険物等の引火性物資の安全管理、施設建物及び壁・塀等の耐震・耐火性能の調査・補強、

防災設備の作動点検等を行い、平常時から危険排除に努める。 
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４ 施設の整備 

市の施設は、地震等の災害時において、利用者等の安全を確保するため、耐震性能の確保

を図る。特に小・中学校などの公共施設については、施設利用者の安全確保はもちろん、指

定避難所としての機能を踏まえた整備に努める。 
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第２節 建築物の安全化 
 

市は、災害による建築物の倒壊や火災による被害を防止するため、建築物の耐震性能の向上、

防火・避難対策の推進などで建築物の安全化を促進する。 

 

第１ 既存建築物の防災対策の促進 

 

市は、「第２次高石市耐震改修促進計画（平成30年３月）」及び「住宅建築物耐震10ヵ年戦

略・大阪（大阪府耐震改修促進計画、令和３年３月改定）」に基づき、地震に対する安全性が

明らかでない住宅・建築物の耐震診断及び耐震改修等の促進と、ブロック塀等の安全対策や家

具の転倒防止の促進について、さらなる取組み強化を図る。 

また、天井等の２次構造部材の脱落防止等の落下物対策、高層建築物等における長周期地震

動対策に関する周知等を適切に実施する。 

 

１ 住宅（民間）の耐震診断・耐震改修 

(1) 所有者等 

耐震診断・耐震改修は所有者等が自主的に取り組む。 

(2) 市 

ア 所有者等に対して、防災意識の向上と建築物の耐震診断・耐震改修の必要性・重要

性の普及啓発に積極的に取り組む。 

イ 所有者等にとって耐震診断・耐震改修を行いやすい環境の整備や負担軽減のための制

度の実施等、耐震診断・耐震改修の促進に必要な施策を講じる。 

(3) 特定行政庁（大阪府） 

共同住宅等については、建築基準法第12条の規定による定期報告制度（特殊建築物等

の所有者から特定行政庁への報告）の活用により、建築物の定期点検を促進し、必要な

改修を指導する。 

２ 特定既存耐震不適格建築物（民間）の耐震診断・耐震改修 

(1) 所有者等 

ア 耐震診断・耐震改修は所有者等が自主的に取り組む。 

イ 特定既存耐震不適格建築物の所有者等は、耐震診断を行い、必要に応じて耐震改修

を行うよう努めなければならない（耐震改修促進法第14条）。 

(2) 市 

ア 所有者等に対して、防災意識の向上と建築物の耐震診断・耐震改修の必要性・重要

性の普及啓発に積極的に取り組む。 

イ 所有者等にとって耐震化を行いやすい環境の整備や負担軽減のための制度の実施等、

耐震化の促進に必要な施策を講じる。 
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(3) 特定行政庁（大阪府） 

ア 建築基準法第12条の規定による定期報告制度（特殊建築物等の所有者等から特定行政庁

への報告）の活用により、建築物の定期点検を促進するとともに、必要な改修を指導する。 

イ 特定行政庁は、建築物の耐震改修の促進に関する法律（以下、「耐震改修促進法」と

いう。）、建築基準法により、特定既存耐震不適格建築物（民間）の耐震化を推進する。 

※特定既存耐震不適格建築物とは耐震改修促進法第14条で次のとおり規定されている。 

○ 法第14条１号 

学校、体育館、病院、劇場、観覧場、展示場、百貨店、事務所、老人ホームその他

多数の者が利用する建築物で一定規模以上のもの（法第14条第１号、法施令第６条） 

○ 法第14条２号 

火薬類、石油類その他政令で定める危険物の一定数量以上のものの貯蔵場又は処理

場の用途に供する建築物（法第14条第２号、法施令第７条） 

○ 法第14条３号 

地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者

の円滑な避難を困難とするおそれがある建築物（法第14条第３号、法施令第４条） 

 

３ 市有建築物の耐震診断・耐震改修 

市は、耐震化対策の対象とする市有建築物について、その建築物の用途機能から以下のよ

うに分類し、耐震化を推進する。 

(1) 災害対策の指令命令等の中枢機能施設（市役所等） 

(2) 人命救助の主要な拠点施設 

(3) 指定避難所 

(4) 土木・下水道・倉庫等の施設（ライフライン関係） 

(5) 福祉・学校教育施設等 

(6) 市営住宅 

(7) その他・不特定多数の者が利用する施設 

４ 耐震診断・耐震改修を促進する支援策 

市は、昭和56年６月の新耐震基準適用以前の構造基準で設計・建築された木造建築物に

ついて、「耐震診断」及び「耐震改修」に伴う費用の一部を補助する。 

(1) 耐震診断補助制度 

(2) 耐震改修補助制度 

５ 耐震改修をしやすい環境整備 

(1) 相談しやすい窓口の整備 

建築物所有者等からの問い合わせ及び相談については（一財）大阪建築防災センター

が設置する相談窓口を案内するほか、必要に応じてパンフレット等で診断・改修の普及
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啓発を行う。 

その他、大阪府及び建築関係団体と連携しながら、次の体制の整備を検討する。 

ア 地域施設等を活用した耐震診断・耐震改修の相談会等の開催 

イ 電子メール等による耐震診断・耐震改修の相談体制の整備 

(2) 安心して耐震改修できる制度の活用についての情報提供 

(3) 信頼でき経済的な耐震改修工法・手法の普及 

６ 地震時の建築物の総合的な安全対策 

(1) ブロック塀の安全対策 

(2) ガラス、外壁材、屋外広告物、天井等の２次構造部材の落下防止対策 

(3) エレベーターの閉じ込め防止対策 

(4) 家具転倒防止 

(5) 防災ベッドや耐震テーブルの活用 

７ 啓発及び知識の普及に関する事項 

(1) 地震防災パンフレットの作成・公表（地震ハザードマップを作成・公表済み） 

(2) 避難場所・避難路周辺における取組み 

(3) 相談体制の整備・情報提供の充実、パンフレット等の活用、講習会の開催等 

(4) リフォームにあわせた耐震改修の誘導 

(5) 防災教育の普及促進 

(6) 地元組織との連携 

８ 建築物の安全対策 

市は、施設管理者に対して、建築物における天井の脱落防止、屋根瓦の脱落・飛散防止等

の落下物対策、ブロック塀の転倒防止、エレベーターにおける閉じ込め防止等を図る。 

また、高層ビルや臨海コンビナートにおける長周期地震動や液状化等の対策を促す。 

９ 空き家等の対策 

市は、平常時より空き家等の所有者等の特定を図り、当該所有者等の責任において空き家

等の適切な管理が行われるよう意識啓発に努める。また、空き家バンク制度の周知を図り、

空き家の有効活用を促進する。なお、有効活用が図れない旧耐震基準の空き家については、

所有者に速やかな除去を求めていく。 

また、必要に応じて、大阪府及び不動産、建築、法律等の専門家団体に協力して、空き家

等の適正管理に係る相談窓口体制を整備する。 

10 所有者不明土地の活用 

市は、所有者不明土地を活用した防災空地、備蓄倉庫等の整備、災害発生のおそれのある

所有者不明土地の管理不全状態の解消等、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措

置法に基づく措置を活用した防災対策を推進する。 
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11 液状化ハザードマップの作成等 

大阪府は、液状化発生の危険性を示した液状化ハザードマップの作成について、国からの

情報収集等を行なうものとし、市は、大阪府からの情報提供を踏まえ液状化ハザードマップ

の作成・公表に努める。 

 

第２ 文化財 

 

市及び関係機関は、文化財を災害から保護するため、防災意識の高揚、防災設備等の整備を

図る。 

 

１ 住民、文化財の所有者又は管理者等に対する防災意識の普及と啓発 

２ 予防体制の確立及び防災設備の整備 

(1) 初期消火の確立及び地域住民との連携 

(2) 消防用設備等の設置促進及び点検管理の指導 

(3) 建造物、美術工芸品保存施設の耐震化促進の指導 
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第３節 津波被害防止対策の推進 
 

第１ 「津波防災地域づくりに関する法律」に基づく対策 

 

１ 推進計画の作成 

市は、知事が設定した津波浸水想定（津波があった場合に想定される浸水の区域及び水深）

及び災害警戒区域を踏まえ、津波防災地域づくりを総合的に推進するための計画（推進計画）

を作成する。 

２ 津波災害警戒区域における対応 

(1) 市は、知事による津波災害警戒区域の指定があったときは、地域防災計画において、当

該区域ごとに、津波に関する情報、予報及び警報伝達に関する事項、避難場所及び避難経

路に関する事項、津波避難訓練に関する事項、地下街等又は主として防災上の配慮を要す

る者が利用する社会福祉施設、学校、医療施設の名称及び所在地等について定める。 

(2) 市は、地域防災計画において、津波災害警戒区域内の主として防災上の配慮を要する者

が利用する社会福祉施設、学校、医療施設については、当該施設の利用者の津波発生時の

円滑かつ迅速な避難の確保が図られるよう津波に関する情報、予報及び警報の伝達方法を

定める。 

(3) 市長は、地域防災計画に基づき津波に関する情報の伝達方法、避難場所及び避難経路、

円滑な警戒避難を確保するうえで必要な事項について住民に周知させるため、これらの事

項を記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講じる。 

 

第２ 防潮堤等の整備等  

 

大阪府は、大阪市と連携し、大阪府が設定した津波浸水想定の結果を踏まえ、液状化による

防潮堤や河川堤防の沈下対策について、重点化及び優先順位の考え方を明らかにしたうえで、

実施計画を策定し、早急に取り組む。また、津波が防潮堤を越えても直ぐには倒壊しない「粘

り強い構造」に向けた防潮堤の補強対策を進める一方、住民の避難行動を支援するため、防潮

水門の閉鎖の迅速化や遠隔操作化の施設整備を行うとともに、確実に閉鎖できるよう通信経路

の二重化など信頼性確保に努める。また、防潮水門及び内水排除施設が津波の襲来後にも、速

やかに機能復帰できるよう電気設備等の耐水機能の確保に努める。 

なお、防潮堤からの越水による長期湛水に備え、防潮堤の仮締切やポンプ場の機能確保、ポ

ンプ車による排水等、早急な復旧策についての検討を進める。 
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第３ 津波ハザードマップの活用  

 

平成25年８月、大阪府が津波浸水想定区域を設定し、市は同年10月津波浸水想定区域を示し

た津波ハザードマップの作成・配布を行った。津波ハザードマップを活用して、発災時、一人

ひとりが主体的に迅速かつ的確に避難できるよう、津波に対する知識の普及啓発、逃げるため

に必要な情報提供体制、要配慮者を考慮した避難誘導を含む防災訓練を一体的に実施するほか、

避難場所・避難路の確保等、津波から「逃げる」ための対策を総合的に取り組む。 

また、市は、津波に関する防災教育、訓練、津波からの避難の確保等を効果的に実施するた

め、津波対策にデジタル技術を活用するよう努める。 

 

第４ 想定を超える津波からの避難対策 

 

市は、大阪府が公表した津波浸水想定区域に基づき、津波被害想定に基づく対策を講じる。 

 

１ 津波避難計画の策定 

津波対策の推進に関する法律に基づき、南海トラフ巨大地震を対象に地震・津波発生直後

から津波が終息するまでの概ね数時間から十数時間の間、住民等が生命及び身体の安全を確

保するための高石市津波避難計画（平成28年５月）を策定しており、最新の知見等を踏まえ

て必要に応じて計画の見直しを行う。 

２ 津波避難ビルの指定 

津波避難ビルは、住民等が津波から一時的または緊急に避難・退避する施設として、堅固

な高層建築等の人工構造物を指し、避難者１人当たり概ね１㎡の確保に努める。 

市は、今後、津波災害警戒区域が指定されたのちは、当該区域内において、民間ビルを含

めた津波避難ビル等の建築物を避難場所として確保する場合には、津波浸水想定に定める水

深に係る水位に建築物等への衝突による津波の水位の上昇を考慮して必要と認める値を加え

て定める水位（基準水位）以上の場所に避難場所が配置され安全な構造である建築物につい

て、管理協定の締結や指定をすることにより、いざという時に確実に避難できるような体制

の構築に努める。 

なお、指定に際しては、外付けの避難階段の設置などを考慮する。また、津波避難ビルが

存在していない地域については、民間とも連携して対策を検討する。 

(1) 明示 

津波避難ビルであることを市民に周知する表示、誘導サイン等を設置する。 

(2) 市は、津波避難ビルの指定の際、ビル管理者等と協定を結ぶ中で必要に応じ、一時避難

に必要な物資や資機材の提供を行う。 

３ 指定緊急避難場所、指定避難所 

指定緊急避難場所について、市は、被災が想定されない安全区域内に立地する施設等又は
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安全区域外に立地するが災害に対して安全な構造を有し、想定される津波の水位以上の高さ

に避難者の受入れ部分及び当該部分への避難経路を有する施設であって、災害発生時に迅速

に避難場所の開設を行うことが可能な管理体制等を有するものを指定する。 

なお、もっぱら避難生活を送る場所として整備された指定避難所を津波からの指定緊急避

難場所と間違えないよう、両者の違いについて住民への周知徹底を図る。 

(1) 立地場所の標高の把握 

津波警報等の更新、状況に基づき、さらに高い標高の指定緊急避難場所、指定避難所等

に移動できるようにする。 

(2) 指定緊急避難場所、指定避難所への情報伝達体制の整備 

ア 避難先で再避難の要否を判断できるよう、津波警報等の更新情報を伝達する。 

イ 避難後の行動のための各種情報を提供する。 

ウ 災害対策本部と自治会・自主防災組織等との情報伝達手段の構築 

４ 避難路 

(1) 機能確保 

複数ルートを確保するなど、避難路としての機能を高める。 

(2) 臨海コンビナート内道路における液状化対策・防災強化 

第９の「７ 臨海コンビナートの防災対策」参照 

５ 地下空間対策 

民間ビルも含めた地下街、地下駅等の地下空間について、新たな知見に基づく対策が明ら

かになるまでの間、津波浸水想定区域における地下街等の所有者又は管理者は、水防法に準

拠した次の取組みを行うとともに、地下出入口への止水板の設置、止水扉の設置や電動化等

のハード整備を進める。具体的な対策については、国、大阪府、市、事業者、関係機関が連

携して検討を行う。 

(1) 大阪府の津波浸水想定の結果を踏まえ、浸水想定区域内に地下街等（地下街その他地下

に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設）で利用者の円滑かつ迅速な避難の確保

及び浸水の防止を図ることが必要なものは、地域防災計画において、当該浸水想定区域ご

とに、次に掲げる事項について定めるとともに、住民に周知させるため、ア～エの事項を

記載した印刷物の配布その他必要な措置を講じる。 

ア 津波に関する情報の伝達方法 

イ 避難場所その他津波襲来時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項 

ウ 地下街等の施設の名称及び所在地 

エ 名称及び所在地を定めたこれらの施設については、当該施設の所有者又は管理者及び

自衛水防組織の構成員に対する津波に関する情報等の伝達方法 

(2) 地下街等の所有者又は管理者は、単独で又は共同して、防災体制に関する事項、避難誘

導に関する事項、浸水の防止のための活動に関する事項、避難の確保及び浸水の防止を図

るための施設の整備に関する事項、防災教育・訓練に関する事項、自衛水防組織の業務に

関する事項等を定めた避難確保計画（「避難確保・浸水防止計画」）を作成するとともに、
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避難確保・浸水防止計画に基づき自衛水防組織を設置する。作成した避難確保・浸水防止

計画、自衛水防組織の構成員等について市長に報告する。また、当該計画を公表するとと

もに、避難誘導、浸水防止活動等の訓練を実施する。なお、避難確保・浸水防止計画を作

成しようとする場合においては、接続ビル等（地下街等と連続する施設であって、当該地

下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保に著しい支障を及ぼすおそれのあ

る施設）の管理者等の意見を聴くよう努める。 

６ 安全避難誘導体制の整備 

(1) 津波避難ビル・避難路等表示看板の設置 

指定緊急避難場所・指定避難所・津波避難ビル等や避難路などの位置や方向などをまち

の至る所に分かりやすく表示する取組を推進する。 

(2) 津波避難に関する啓発と地域の活動促進 

津波避難の必要性を啓発するため、津波ハザードマップを活用し、市民への周知を図る。 

また、津波の影響範囲の地域については、地域の防災活動における津波避難に関する取

り組みを促進する。 

(3) 「地震・津波発生直後に緊急的に避難する場所（指定緊急避難場所・津波避難ビル）」、

「避難生活を送るために避難する場所（指定避難所）」の違いについて周知する。（ただ

し、両方を兼ねる施設あり） 

(4) 津波到達時間の確認 

襲来する津波高に不確実性がある中で、気象庁が発表する津波の到達予想時刻に関する

情報を基本的な目安としつつも、短時間に迅速な避難を行う。 

(5) 徒歩避難原則の徹底 

車による事故、渋滞を避け、安全で円滑な避難のために徒歩避難を原則とする。 

(6) 遮断した踏切対策 

警察、電鉄会社と連携して、踏切遮断機を解除し住民避難を優先させるなど、緊急的・

臨機応変的な対応を実施する。 

(7) 学校園の対応 

学校・幼稚園における地震対応マニュアル（高石市教育委員会）に基づき対応する。ま

た、避難方法、保護者への連絡、指定避難所に指定された場合等の応急対応策について、

あらかじめ学校ごとに取りまとめ、緊急時に備える。 

さらに、市災害対策本部、消防、警察等と連携し情報収集に努める。 

(8) 保育所・松の実園の対応 

保育所・松の実園における危機管理マニュアル（平成23年９月子育て支援課）に基づき

対応する。 

(9) 住宅の耐震化や家具の固定 

津波対策は避難が重要であるが、住宅の耐震化や家具の固定がなされていないと、ケガ

により避難が不可能となることがあるため、これらの対策も進める。 
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第５ 津波に関する避難指示の住民への迅速かつ的確な伝達体制、

手段等 

 

災害時には、電話回線が途絶・輻輳するなど有線系の情報収集・伝達が停滞するおそれがあ

ることから無線系に加え、衛星系システムなど防災通信システムの活用を検討し、多様な手段

による速やかな情報収集・伝達手段の確保を図る。 

 

１ 伝達手段 

伝達手段についてはそれぞれの特長、課題を把握し検討のうえ、対策を講じる。 

 

伝達手段 特 長 課 題 対 策 

防 災 行 政 無 線
（固定型） 

・住民への一斉伝達が可
能。 

・可聴範囲内であっても文
言が聞き取りづらい場合
がある。 

・倒壊・破損対策 
・停電時の非常電源確保 

・可聴範囲では住居
地区をカバーして
いるため、設備の
改善を検討 

 

防 災 行 政 無 線
（携帯型） 

・災対本部と市内の自主
防災組織や消防団へ配
備しリアルタイムに情
報伝達が可能。 

・バッテリー切れ 
 

・適切な設備更新 
 
 
 

Ｊ－ＡＬＥＲＴ ・勤務時間外の対応とし
て、職員が到着するま
での間、防災行政無線
を自動起動して繰り返
し市民に周知できる。 

 
 

同 上 

 
 

同 上 

緊急速報メール 
（携帯電話等へ
のメール） 

・登録の必要なし。 
・被災のおそれのあるエ

リアに一斉送信する。 

・現在はＮＴＴドコモ、Ｋ
ＤＤＩ、ソフトバンク、
楽天４社が対象（一部機
種を除く。） 

 

大阪防災ネット
の防災情報メー
ル（携帯電話等
へのメール） 

・被災のおそれの有無に
関わらず登録者に一斉
送信する。 

・登録の必要あり ・登録の促進 

広報車 ・防災行政無線が使用で
きないときの代替手段
となる。 

・道路、橋りょう等の損壊
により使用不可となる。 

・津波到達時間が迫った時
点での使用は二次災害の
可能性があるため危険。 

・適切な実施 

要支援者リスト
の活用 

・あらかじめ定められた
支援者による要配慮者
に対する個別支援。 

・支援者が被災した場合の
対応。 

・自主防災組織の組
織的な活用 

 

２ 伝達体制の整備 

(1) 防災行政無線など既存設備の再点検と対策 

津波発生時の住民への情報伝達手段の強化・向上を目指し、固定型防災行政無線の再点

検と必要に応じた増設に努める。 

携帯型デジタル簡易無線機等を全自主防災組織（自治会）、高石市消防団への配備に努
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める。 

(2) 携帯電話を活用した多様な伝達手段の確保 

携帯電話を活用した情報伝達手段として、気象庁が配信する緊急地震速報や国・地方公

共団体が配信する災害・避難情報などを特定エリアへ一斉配信する緊急速報メールを導入

し、「おおさか防災ネット」の防災情報メール配信サービスへの登録促進を行う。 

また、地上デジタル放送でのデータ放送を活用するなど多様な伝達手段を確保する。 

(3) 電源確保体制の整備 

Ｊ－ＡＬＥＲＴ、防災行政無線等の機能確保のため電源を確保する。 

(4) 地震発生が夜間等、勤務時間外の場合の対応 

迅速な避難指示の発令、自主防災組織、消防団、避難支援者等への伝達体制を整備する。 

(5) 情報の更新と確実な伝達体制の整備 

気象庁から発表される地震規模、津波警報は時間をおいて何段階か上方修正されること

がある。 

最初に実際を大きく下回る津波高が発表された場合、住民や消防団員等の避難行動が鈍

り、被害を拡大させる可能性がある。 

第二波、第三波などの後続波の方が大きくなる可能性について周知する。 

(6) 津波の規模と避難指示の対象となる地域を住民等に伝える仕組みの構築 

津波ハザードマップを活用し、避難が必要な地域をあらかじめ住民に周知する。 

(7) 津波知識等、防災知識の普及啓発 

全ての伝達手段が機能しない場合でも、住民自らの判断で避難できるよう津波知識等、

防災知識の普及啓発を行う。 

(8) 住民以外に対する避難の呼びかけ体制の整備 

事業所等勤務者、釣り客、走行中の車両に対し情報を伝達する。 

(9) 津波到達時間の確認 

襲来する津波高に不確実性がある中で、気象庁が発表する津波の到達想定時刻に関する

情報は比較的正確であることを考慮する。 

 

第６ 防災事務に従事する者（市職員、消防団員等）の安全確保 

 

１ 津波到達までの職員の安全確保の方策と初動体制の整理 

職員への情報伝達の方策を講じ、津波が到達するまでの間において、職員の安全確保と迅

速な初動対応が実施できるように初動体制を確立する。 

２ 防災対応や避難誘導に係る行動ルールの策定 

襲来する津波高に不確実性がある中で、津波到達時間は比較的正確であることを考慮し、

避難指示の伝達、避難誘導、水門等の閉鎖等については、津波到達時間内での防災対応や避

難誘導に係る行動ルールを定めておく。 
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第７ 津波避難に関する啓発推進 

 

１ 津波知識等、防災知識の普及啓発 

全ての伝達手段が機能しない場合でも、住民自らの判断で避難できるよう津波知識等、防

災知識の普及啓発を行う。 

日頃から津波襲来時における避難方法などを家族や地域と確認しておき、いざ津波が襲来

したときは、どのような状況にあっても一目散に高台等に避難する、いわゆる「津波てんで

んこ」の意識を防災訓練等を通じて徹底する。 

特に、東日本大震災などの教訓をもとに小中学校をはじめ、広く市民に防災教育を徹底す

る。 

(1) 津波に対する基本事項 

ア 我が国の沿岸はどこでも津波が襲来する可能性があり、強い揺れを感じたとき又は弱

い揺れであっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じたときは、迷うことなく迅速かつ

自主的に高い場所に避難すること 

イ 避難にあたっては徒歩によることを原則とすること、自ら率先して避難行動をとるこ

と、他の地域住民の避難を促すことなど、避難行動に関すること 

ウ 津波の第一波は引き波だけでなく、押し波から始まることもあること 

エ 第二波、第三波などの後続波の方が大きくなる可能性や数時間から場合によっては一

日以上にわたり継続する可能性があること 

オ 避難した後、すぐに自宅に戻らないこと 

カ 浸水域や浸水深は、津波の第一波ではなく、第二波以降に最大となる可能性があること 

キ 地盤沈下、液状化等により、津波が去った後も海水が残り、長期間に渡って湛水する

可能性があること 

ク 強い揺れを伴わず、危険を体感しないままに押し寄せる、いわゆる津波地震や遠地地

震、火山噴火等による津波の発生の可能性など津波に関すること 

ケ 地震・津波は自然現象であり、想定を超える可能性があること、地震直後に発表され

る津波警報、津波到達予想時刻等の精度には、一定の限界があること、指定緊急避難場

所、指定避難所として指定された施設の孤立や被災もありうることなど、津波に関する

想定・予測の不確実性があること 

コ 市民に対し、津波警報等の視覚的な伝達の実効性を高めるため、国が普及啓発を図る

赤と白の格子模様の旗（津波フラッグ）の周知に努める。 

(2) 教育機関における防災教育 

学校は、住んでいる地域の特徴や過去の津波の教訓等について継続的な防災教育に努

める。 

２ 津波避難に関する地域の活動促進 

津波避難の必要性を啓発するため、作成した津波ハザードマップを活用し、市民へ周知す

るとともに、津波の影響範囲の地域については、市民参加型のワークショップを行うなど地

域の防災活動における津波避難に関する取り組みを促進する。 

また、市民が、常に津波災害の危険性を認知し、円滑な避難ができるよう取組みを行う。 
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第８ 要配慮者への避難支援 

 

市は、高齢者や障がい者などの要配慮者一人ひとりが、迅速かつ的確に津波から避難できる

よう、関係団体等とも連携を図り、津波に対する知識の普及・啓発や避難誘導に関する支援体

制の充実に努める。 
 

第９ 高石市独自の災害対策施策  

 

東日本大震災等を踏まえて高石市の地域性を鑑み、以下の独自の施策を推進する。 
 

１ 防災機能を備えた公園の整備・拡充 

30年以内に80％程度の確率で発生すると言われている南海トラフ地震に対し、より安全な

津波からの避難先及び避難者への支援拠点として、蓮池公園を整備・拡充する。 

蓮池公園は、市民が憩える公園として、野球場、テニスコート、ベンチや休憩所等を整備

するとともに、災害発生時には周辺住民の避難場所として、また、避難者の生活確保及び再

建に向けて、災害時用臨時ヘリポートや物資集積・集配場所、仮設住宅建設用地、避難者救

護用の休憩施設を備えた防災公園として整備する。 

２ 防災中枢拠点である高石消防署及び高石消防署高師浜出張所の再整備 

防災中枢拠点である高石消防署及び高石消防署高師浜出張所は、今後30年以内に80％程度

の確率で発生が懸念されている南海トラフ巨大地震や超大型台風など、複雑多様化する災害

に対して的確かつ迅速な消防活動を行うため、必要十分な規模、諸室及び設備を備え、円滑

な出動動線に即して機能的に諸室を配慮した庁舎施設の整備、防災中枢拠点としての機能を

最大限発揮できるよう、機能強化を図るため再整備を行う。 

３ 津波避難ビル・タワーの活用、促進 

津波浸水想定区域内においては、公共施設に加え、民間施設も津波の際に緊急的な一時避

難が可能な建築物として確保し、総合防災マップへの掲載や建築物にサインを明示すること

で周知を図る。 

４ 住宅の防災性能向上への誘導 

30年以内に80％程度の確率で発生すると言われている南海トラフ巨大地震並びに直下型断層

地震に備えて、住宅の耐震診断、耐震改修や津波に強い構造の建築物等の建築を促進・誘導す

る。 

５ 臨海コンビナートの防災対策 

(1) 臨海コンビナート内道路における液状化対策（高砂１号線液状化対策） 

津波が発生した場合、本市は、臨海コンビナート地区に対して、「大阪府石油コンビナ

ート特別防災区域津波避難計画」（平成26年３月大阪府策定）に基づき、臨海部からの従

業員の円滑な避難誘導を実施するため、本地区のライフラインである液状化対策を実施し

た高砂１号線（高石市道）を活用する。また、発災後の緊急車両や復旧・復興時の企業の
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ＢＣＰ活動の際の基幹道路として機能するよう関係機関と継続して協議を行う。 

(2) 企業立地等促進条例による防災対策 

地震、津波による災害の発生及び拡大を防止するための事業所等の自主的な防災設備等

の整備に対して、税の軽減による支援を行う。同制度を活用して整備された津波避難タワ

ーを臨海コンビナートの従業員が緊急的に一時避難するための施設として活用すると共に、

地区内の津波避難ビルの指定を継続する。 

６ 津波率先避難等協力事業所登録制度 

市民等の津波からの迅速かつ適切な避難行動を支援し、もって市民等の生命及び身体の安

全を確保することを目的として、大津波警報又は津波警報の発表時における避難を率先して

実施し、かつ、平常時における地域の防災活動に積極的に協力する企業、団体等の事業所の

登録を推進する。 

７ 総合防災訓練の実施 

これまで地域と共に、東日本大震災を教訓に津波からの避難を繰り返し実施してきた総合避

難訓練の継続及び、自主防災組織や地域住民等の参画を踏まえ、地域防災力の強化や地域の絆

づくりに繋げるため、自分たちに置き換え、自ら考え、気付きを得るような体験型の防災訓練

等を実施する。 

８ 自主防災組織及び消防団の連携 

大規模災害時に同時多発する火災等に対し有効である小型可搬ポンプによる訓練、又、人

命救護活動に直結する救命講習等を消防団指導のもと自主防災組織が行うことで、技術・知

識の習熟を図るとともに、地域防災の中核を担う自主防災組織と消防団の連携を強化し地域

防災力の向上を図る。 

９ 災害時における官民の連携支援 

災害時相互応援協定及び災害時に関する協定の締結を推進する。 

 他の自治体との災害時相互応援協定を構築し、民間企業等との災害時に関する協定の推進

を図る。 

10 防災行政無線の更新 

防災情報等や行政情報を市内一円に即座に伝達するために整備している防災行政無線につ

いて、屋外拡声子局の最適配置や戸別受信機等の導入の検討を行う。 

避難所等に配備をしている防災行政無線についても、確実に情報伝達を行えるよう、機能

向上のため更新する。 

11 個別避難計画の作成推進 

避難行動要支援者に関する情報を把握し、優先度の高い避難行動要支援者から個別避難計

画を作成するように努め、災害時の避難支援等を実効性のあるものとするため、登録した避

難行動要支援者ごとに、よりきめ細やかな避難支援に係る事項を定めた個別避難計画の策定

を進める。 
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第 10 水防関係機関  

 

市は、大阪府と連携して、水門及び防潮扉等の閉鎖を迅速・確実に行うための体制、手順及

び平常時の管理方法について定める。 
 

第 11 河川、海岸、港湾及び漁港の管理者 

 

河川、海岸、港湾及び漁港の管理者は、南海トラフ地震など津波を伴う地震が発生した場合

に備えて、水門等の施設整備、補強、点検等の方針・計画を定めるとともに、内水排除施設等

についても、施設の管理上必要な操作を行うための非常用発電装置の整備、点検、人員配置そ

の他所要の被災防止措置を講じておく。 
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第４節 水害予防対策の推進 
 

河川、下水道、港湾、海岸及びため池における洪水、雨水出水、高潮等による災害を未然に防

止するため、河川流域全体のあらゆる関係者が協働し、流域全体で水害を軽減させる流域治水対

策等を実施する。 

また、国や大阪府によって浸水想定区域の指定があった場合や、市域外のため池で堰堤の決壊

等により本市域に被害をおよぼすことが想定される場合などには、浸水深や洪水予報の伝達方法、

避難場所その他円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を記載したハザードマップの

作成等を行い、住民周知に努める。  

 

第１ 洪水対策 

 

１ 大阪府管理河川 

大阪府知事は、市内では二級河川芦田川・王子川を管理している。 

大阪府では、治水の目標として「一生に一度経験するような大雨（時間雨量80mm 程度）

が降った場合でも、川があふれて、家が流され、人がなくなるようなことをなくす。」こと

とし、「今後の治水対策の進め方」（平成22年６月策定）に基づき、「人命を守ることを最

優先とする」ことを基本理念に、「逃げる」「凌ぐ」「防ぐ」施策による総合的な減災対策

に取り組んでいる。具体的には、大阪府域での今後20～30年程度で目指すべき当面の治水目

標を河川毎に設定し、大阪府全域で時間雨量50mm 程度の降雨に対して床下浸水を防ぎ得る

ような河川整備を進めることを基本としている。 

そのうえで、時間雨量65mm 程度及び時間雨量80mm 程度の降雨で床上浸水以上の被害のお

それがある場合には、事業効率等を考慮して、時間雨量65mm 程度若しくは80mm 程度のいず

れかの降雨による床上浸水を防ぐことを整備目標として選択することとしている。 

(1) 芦田川水系の整備 

和泉市小野町の段丘を源とする芦田川は、堺市の南部を経て本市を西流し、大阪湾に注ぐ

約５㎞の河川である。流域の約70％が市街化区域のため都市化が進むにつれ、流域の保水能

力の低下、流出時間の短縮による流出量の増大を招き、たびたび浸水の被害を受けてきた。 

特に、昭和57年８月３日の集中豪雨では、流域内で浸水面積98ha、浸水家屋約2,000戸

という大きな被害を受けた。 

芦田川では、河川整備及び流域調節池等の洪水調節施設により時間雨量80mm 程度の降

雨を安全に流下させることを目標とする区間の河川整備は完了し、二層河川区間上流端か

ら国道26号までの区間は、時間雨量50mm 程度の降雨により床下浸水を防ぎ、かつ時間雨

量80mm 程度の降雨に対しても床上浸水を防ぐことを当面の治水目標として河川整備を行

う。 

これら河川整備及び既設貯留施設（東羽衣調節池、高石中学校）及び洪水調整施設の整

備により、流域全体において時間雨量80mm 程度の降雨に対して床上浸水を防ぐこととな
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り、令和３年から工事している。 

高潮対策事業としては、伊勢湾台風規模の超大型台風が大阪湾を室戸台風と同じ経路で

満潮時に来襲したことを想定した防潮施設等の整備を進めてきており、芦田川では、排水

機場及び水門の整備を図り、昭和46年に供用開始された。 

地震・津波対策として、芦田川水門及び芦田川排水機場については、南海トラフ地震等

に伴う揺れ・液状化対策を実施した。また、津波襲来時に備え、芦田川水門の遠隔監視や

操作化を実施した。 

(2) 王子川水系の整備 

王子川流域は、昭和21年12月の南海震災の影響による地盤沈下のため、流下能力が低下

し、昭和20年代から40年代にかけて、毎年梅雨期に浸水被害を受けてきた。そこで、治水

安全度の向上を図るため、昭和48年から昭和54年にかけて、府道泉大津美原線の道路敷内

に新王子川の建設を行った。 

また、近年新王子川合流点から小高石橋までの区間においては、護岸の老朽化が進んだ

ために補修工事を実施し、平成19年度に完了した。さらに伊勢湾台風級の超巨大台風によ

る高潮被害を防止するため、泉州地区河川において高潮対策事業を実施し、王子川では、

昭和47年から昭和54年にかけて水門及び排水機場の建設を行った。 

現在、王子川では、時間雨量65mm 程度の降雨による洪水で床下浸水被害は想定されな

いものの、時間雨量80mm 程度の降雨による洪水では床下浸水被害が想定されている。ま

た、新王子川では、時間雨量80mm 程度の降雨による洪水でも床下浸水被害は想定されて

いない。 

高潮対策事業としては、伊勢湾台風規模の超大型台風が大阪湾を室戸台風と同じ経路で

満潮時に来襲したことを想定した防潮施設等の整備を進めてきており、王子川では、王子

川排水機場及び王子川水門が設置され昭和53年に供用開始された。 

地震・津波対策として、王子川排水機場については、南海トラフ地震等に伴う揺れ・液

状化対策を実施した。 

また、王子川水門については、Ｌ２（レベル２）津波に対して、水門の戸当り部の部材

補強等を実施するとともに、津波襲来時に備え、水門の遠隔監視や操作化を実施した。 

２ 市管理河川 

準用河川、普通河川を管理しており、各河川の改修計画に基づいた降雨に対応できるよう

整備を進め、治水機能を確保する。 

３ 大規模氾濫減災協議会の創設 

大阪府知事が指定する河川においては、流域自治体、河川管理者等からなる協議会を創設

する。水害対応タイムラインに基づく取組等の協議結果について市は、本計画等へ位置づけ、

確実に実施することを推進する。 

４ 水害リスク情報 

市は、洪水予報河川や水位周知河川に指定されていない中小河川についても、過去の浸水
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実績等を市長が把握した時は、水害リスク情報として市民へ周知を行う。 

 

第２ 雨水出水対策 

 

市は、市街地における浸水被害の軽減を図るため、下水道の整備による雨水対策に努める。 

また、アンダーパス部等の道路の冠水を防止するため、排水施設の点検等を推進する。 

 

第３ 高潮対策 

 

１ 護岸の整備 

市の海岸線は堺泉北臨海工業地帯の造成などにより一変し複雑となったが、海岸線の予防

対策として防潮堤を設置し、高潮等に備えている。 

現在、防潮堤は、伊勢湾台風級の超大型台風が室戸台風のコースを通って来襲した高潮に

十分対処できるよう、海岸管理者である大阪府において整備を行った。また、背後市街地の

豪雨時の内水排除はポンプで行い、安全を図っている。 

なお、高石漁港の漁港区域内に控える防潮堤については、令和２年度より市が管理してい

る。 

２ 水門等の点検 

市内には複数箇所に水門等があり、施設管理者は内外水位の調整を図って市内を防護する

とともに、これら施設の機能を維持するため定期的に点検して現況を把握し、高潮等の対策

に万全を期す。 

また、水門の操作については高潮予警報の発令時に指示し実施する。 

 

第４ 津波対策 

 

国の南海トラフ巨大地震に係る被害想定を踏まえて、大阪府が津波浸水想定区域を公表した。 

市はこれに基づき、高石市域における津波の浸水深を示した津波ハザードマップを作成し、

各戸へ配布した。市は、津波ハザードマップを引き続き津波避難訓練や住民啓発に活用する。 

また、南海トラフ地震などが発生し、気象庁から大津波警報・津波警報または津波注意報が

発表されたときは、水門等の操作員は参集のための指令が発令されたものとして、自動参集す

るとともに、迅速かつ的確な施設の操作に努める。 
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第５ 水害減災対策 

 

大阪府は、洪水、雨水出水、高潮に対する事前の備えと洪水や高潮時の迅速かつ的確な情報

伝達・避難により、水災の軽減を図るため、洪水予報、水位周知河川の洪水特別警戒水位（氾

濫危険水位）、水位周知下水道の雨水出水特別警戒水位、水位周知海岸の高潮特別警戒水位の

到達情報の発表、水防警報の発表、想定し得る最大規模の降雨・高潮による浸水想定区域の指

定・公表、洪水リスクの開示を行う。 

市は、ハザードマップの作成やハザード情報の住民周知など避難体制の整備を行う。併せて、

昨今の都市型集中豪雨（ゲリラ豪雨）に対する対策にも関係機関の連携をもとに対策に取り組

む。さらに、発災時に一次的に避難可能な既存建築物等（公共施設、民間施設）の確保や各浸

水想定区域における住宅の防災性能の向上を図るため、災害に強い構造等の建築への誘導を行

う。 

 

１ 洪水予報 

大阪府は、管理河川のうち、流域面積が大きく洪水により相当な損害を生ずるおそれの

あるものとして指定した河川について、大阪管区気象台と共同して洪水予報を行い、水防

管理者等に通知するとともに、報道機関の協力を求めて一般に周知する。 

なお、本市に該当する河川はないが、隣接の泉大津市域を流下する大津川が洪水予報河

川に指定されており、本市の一部が、その浸水想定区域に含まれている。 

２ 水位到達情報の発表 

(1) 大阪府は、管理河川のうち、洪水により相当な損害を生ずるおそれのある河川（水位周

知河川）について、避難判断水位（市長の高齢者等避難の目安となる水位）、及び氾濫危

険水位（水防法第13条で規定される洪水特別警戒水位で、市長の避難指示の判断の目安と

なる水位）に到達した場合には、その旨を水防管理者（市長）に通知するとともに、必要

に応じ報道機関の協力を求めて一般に周知する。 

本市では芦田川が該当するとともに、隣接の堺市域を流下する石津川も該当し、本市の

一部が、その浸水想定区域に含まれている）。 

また、その他の河川についても、役所等の所在地に係る河川については、雨量の情報を

活用する等、河川の状況に応じた簡易な方法も用いて、市等へ河川水位やカメラ画像等の

情報を提供するよう努める。 

大阪府は、市長による洪水時における避難指示等の発令に資するよう、市長へ河川の状

況や今後の見通し等を直接伝えるよう努める。 

※１：避難判断水位（特別警戒水位）とは、はん濫注意水位（警戒水位）を超える水位

であって洪水による災害の発生を特に警戒すべき水位 

※２：本市地域防災計画において「避難判断水位（特別警戒水位）」は「避難判断水位

（水防法第13条で規定される特別警戒水位）」を示す。 
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(2)市は、管理する下水道等の排水施設等で雨水出水により相当な損害を生ずるおそれがあ

るものとして指定した下水道（水位周知下水道）において、雨水出水による災害の発生

を特に警戒すべき水位（雨水出水特別警戒水位）を定め、当該排水施設等の水位がこれ

に達したときは、水防管理者等に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求め

て一般に周知する。 

(3) 大阪府は、管理海岸のうち、高潮により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして

指定した海岸（水位周知海岸）について、高潮特別警戒水位に到達した場合には、その

旨を水防管理者等に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて一般に周知

する。 

３ 水防警報の発表 

大阪府は、管理河川、海岸のうち、洪水又は高潮により重大な損害を生ずるおそれのある

と認めて指定した河川、海岸について、洪水又は高潮のおそれがあると認めるときは水防警

報を発令し、直ちに水防管理者に通知する。 

本市では、芦田川、泉北海岸が該当する。 

水防管理者（市長）は、水防警報が発せられたときは、水位が氾濫注意水位（警戒水位）

に達したとき、その他水防上必要があると認めたときは、水防団及び消防機関を出動又は、

出動準備させる。 

４ 水位情報の公表 

大阪府及び市は、管理河川、下水道、海岸のうち、水位・潮位観測所を設置した河川、

下水道、海岸においては、その水位の状況の公表を行う。 

本市では、芦田川、泉北海岸が該当する。 

５ 浸水想定区域の指定・公表 

(1) 大阪府は、想定し得る最大規模の降雨により、洪水予報河川及び水位周知河川が氾濫し

た場合に浸水が予想される区域を洪水浸水想定区域に指定し、その区域及び浸水した場合

に想定される水深、浸水範囲等を公表する。 

(2) 大阪府及び市は、想定し得る最大規模の降雨により、下水道等の排水施設に雨水を排除

できなくなった場合又は当該排水施設から河川その他の公共水域等に雨水を排除できなく

なった場合に、浸水が想定される区域を雨水出水浸水想定区域として指定し、その区域及

び浸水した場合に想定される水深、浸水範囲等を公表する。 

(3) 大阪府は、想定し得る最大規模の高潮により、水位周知海岸について高潮による氾濫が

発生した場合に浸水が想定される区域を高潮浸水想定区域として指定し、その区域及び浸

水した場合に想定される水深、浸水継続時間等を公表する。 

(4) 大阪府は、その他の河川についても、役場等の所在地に係る河川については、過去の浸

水実績を活用する等、河川の状況に応じた簡易な方法も用いて、市町村等へ浸水想定の情

報を提供する。 



第１章 災害に強いまちづくり 

第４節 水害予防対策の推進 

64 

 
 

 
 

 
 

 
 

６ 浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保 

(1) 市域に水防法による浸水想定区域の指定があった場合、当該浸水想定区域ごとに、次に

掲げる事項について定め、ハザードマップ等により市民に周知する。 

ア 洪水予報等の伝達方法 

① 広報車 

② 防災行政無線 

③ 電話、ファクシミリ 

④ 電子メール 

⑤ ホームページ、ＳＮＳ等 

イ 指定避難所及び避難経路に関する事項、洪水、雨水出水又は高潮に係る避難訓練に関

する事項その他洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項 

① 浸水の際に想定される水深及び浸水想定区域が指定された地域の特性等を踏まえ

て指定した洪水時の指定避難所について、周知を図る。 

② 避難経路については、基本的には住民各自の判断に任せるものとするが、避難行

動が安全に行えるうちに避難が終わるよう避難指示等を発令する。 

また、地域特性を考慮した避難誘導体制の整備に努めるとともに、避難行動要支

援者の避難が円滑になされるよう配慮し、集団避難が行えるよう自治会や自主防災

組織等の協力が得られる体制づくりを推進する。 

避難行動要支援者の避難については、円滑な避難ができるよう高石市個別避難計

画の作成を推進する。 

ウ 浸水想定区域内に地下街等で洪水時等に利用者の円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水

の防止を図ることが必要なもの、又は主として避難行動要支援者等、特に防災上の配慮

を要する者が利用する施設で洪水時等に利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図ること

が必要なもの、大規模工場等（大規模な工場その他地域の社会経済活動に重大な影響が

生じる施設として市が条例で定める用途及び規模に該当するもの）の所有者又は管理者

から申出があった施設で洪水時等に浸水の防止を図る必要があるものについて、これら

の施設の名称及び所在地 

エ 上記ウで名称及び所在地を定めたこれらの施設については、当該施設の所有者又は管

理者及び自衛水防組織の構成員に対する洪水予報等の伝達方法 

(2) 浸水想定区域内に位置し、上記(1)により市地域防災計画にその名称及び所在地を定め

られた所有者又は管理者は、次の措置を講じる。 

ア 要配慮者利用施設の所有者又は管理者 

浸水想定区域内に位置する要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、関係機関の協

力を得て、防災体制に関する事項、避難誘導に関する事項、避難の確保を図るための

施設の整備に関する事項、防災教育・訓練に関する事項、水防法に基づき設置した自

衛水防組織の業務に関する事項等を定めた計画（「避難確保計画」）を作成する。ま

た、作成した計画及び自衛水防組織の構成員等について市長に報告するとともに、当

該計画に基づき、避難誘導等の訓練を実施し、その結果を市長に報告する。 
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イ 大規模工場等の所有者又は管理者 

浸水想定区域内に位置する大規模工場等の所有者又は管理者は、防災体制に関する

事項、浸水の防止のための活動に関する事項、防災教育・訓練に関する事項、自衛水

防組織の業務に関する事項等を定めた計画（「浸水防止計画」）の作成及び浸水防止

計画に基づく自衛水防組織の設置に努めるものとし、作成した浸水防止計画、自衛水

防組織の構成員等について市長に報告する。また、当該計画に基づき、浸水防止活動

等の訓練の実施に努める。 

(3) 市は、要配慮者利用施設の避難確保に関する計画や避難訓練の実施状況等について、定

期的に確認するように努めるとともに、当該施設の所有者又は管理者に対して、必要に応

じて、円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な助言等を行う。 

７ 地下空間における浸水防止対策 

地下駐車場及びビルの地下施設等の地下空間の管理者は、防水板・防水扉の整備、出入

り口のマウントアップ、土のうの常備等の浸水防止対策に努めるとともに、利用者の避難

誘導体制を整備する。 

 

第６ 洪水・高潮リスクの開示 

 

１ 洪水リスクの開示 

(1) 大阪府は、管理河川において様々な降雨により河川はん濫・浸水が予想された区域及び

その区域が浸水した場合に想定される危険度並びに水深を洪水リスク表示図として公表し

ている。市域では、芦田川、芦田川分水路、王子川、新王子川について公表されている。 

(2) 市長は、洪水浸水想定区域等に指定されていない中小河川について、河川管理者から必

要な情報提供及び助言等を受けつつ、過去の浸水実績等を把握したときは、これを公表す

る。 

２ 洪水・高潮リスク及び避難に関する情報の周知 

市は、大阪府と連携して、公表された洪水・高潮リスクを市民へわかりやすく周知する

とともに、災害時にとるべき行動について普及啓発するため、説明会・講習会の実施等の

必要な措置を講じるように努める。また、洪水・高潮時の円滑かつ迅速な避難の確保を図

るために、必要な措置に関する計画を策定する際の参考とする。 

市は、ハザードマップ等の作成にあたっては、早期の立退き避難が必要な区域を明示する。

また、避難時に活用する道路において冠水が想定されていないか住民等に確認を促すよう努め

る。加えて、ハザードマップ等の配布又は回覧に際しては、居住する地域の災害リスクや住宅

の条件等を考慮したうえでとるべき行動や適切な避難先を判断できるよう周知に努めるととも

に、安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要がないこと、避難先として安全な親戚・知人

宅等も選択肢としてあること、警戒レベル４で「危険な場所から全員避難」すべきことなど、

避難に関する情報の意味の理解の促進に努める。 
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第７ 防災訓練の実施・指導 

 

１ 防災訓練の実施 

市及び大阪府は、防災週間、水防月間、土砂災害防止月間等を通じ、積極的かつ継続的に

防災訓練等を実施するとともに、定期的な防災訓練を、夜間等様々な条件に配慮し、居住地、

職場、学校等においてきめ細かく実施又は行うよう指導し、住民の風水害発生時の避難行動、

基本的な防災用資機材の操作方法等の習熟を図る。また、水災に的確に対処する危機管理方

策の習熟を図るため、水害を想定し、実践型の防災訓練を実施するよう努めることとし、訓

練の実施にあたっては、ハザードマップを活用しつつ行う。 

２ 要配慮者利用施設等の防災訓練 

(1) 浸水想定区域内に位置し、市地域防災計画に名称及び所在地を定められた要配慮者利用

施設の所有者又は管理者は、洪水時の避難確保に関する計画に基づき、避難誘導等の訓練

を実施する。 

  また、市は、要配慮者利用施設の避難確保に関する計画の策定状況や避難訓練の実施状

況等について、定期的に確認するよう努めるとともに、当該施設の所有者又は管理者に対

して、必要に応じて、円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な助言等を行う。 

(2) 浸水想定区域内に位置し、市地域防災計画に名称及び所在地を定められた大規模工場等

の所有者又は管理者は、洪水時の浸水防止に関する計画に基づき、浸水防止活動等の訓練

の実施に努める。 

 

第８ 水防と河川管理等の連携 

 

(1) 市は、洪水・雨水出水・高潮の発生時における水防活動その他の危険を伴う水防活動に

従事する者の安全の確保を図るよう配慮するとともに、必要に応じて、河川管理者又は下

水道管理者の同意を得たうえで、河川管理者等と河川又は下水道に関する情報の提供等水

防と河川管理等の連携を強化する。堺市消防局は、水防活動を実施するにあたり、高石市

水防団と協力する。 

(2) 大阪府及び市は、気候変動による影響を踏まえ、社会全体で被害を防止・軽減させるた

めのハード・ソフト対策を総合的かつ一体的に推進することを目的とした「泉北地域水防

災連絡協議会」等を活用し、国、河川管理者、水防管理者等の集水域を含めた流域全体の

多様な関係者が協働し、「流域治水」の取組を推進するための密接な連携体制を構築す

る。 

(3) 水防管理者は、委任を受けた民間事業者が水防活動を円滑に実施できるよう、あらかじ

め災害協定等の締結に努める。 
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第９ 水防団の強化 

 

市及び大阪府は、水防団及び水防協力団体の研修・訓練や、災害時における水防活動の拠点

となる施設の整備を図り、水防資機材の充実を図る。また、ＮＰＯ、民間事業者、自治会等多

様な主体を水防協力団体として指定することで水防活動の担い手を確保し、その育成、強化を

図る。 

堺市消防局は、「高石市の水防活動に関する協定書（平成28年11月21日締結）」に基づき、

高石市水防団の訓練指導に協力する。 

 

第 10 ため池の治水活用 

 

市及び大阪府は、台風や局地的豪雨時の流域における洪水発生の防止や浸水被害の軽減など、

地域の安全安心を確保するため、ため池の持つ洪水調節機能を活用した余水吐の改良等の整備

について、ため池管理者等関係機関と連携して、その機能保全に努める。。 

 

第 11 公共下水道の整備 

 

公共下水道施設の整備には、大きく分けて汚水整備と雨水整備がある。 

汚水整備に関しては、高石市の行政区域面積1,130ha に対して、下水道必要整備面積が

662ha あり（臨海工業地帯を除く。）、そのうち令和５年度末の整備面積は598ha で、下水道

整備率は90.3％となっている。（令和６年３月末現在） 

雨水整備に関しては、主要都市計画道路の整備と併せて、雨水管の整備を行い、浸水被害の

軽減を図る。 

 

１ 公共下水道における雨水整備 

公共下水道計画では、管渠、ポンプ場の整備に際しては、10年に一度の降雨（１時間

雨量50mm 程度）に対応できることを目標に整備を進めている。 

また、下水道管渠により自然放流できない低地帯においては、管渠の整備に併せてポンプ

場での強制排水により浸水対策を行う。 
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第５節 危険物等災害予防対策の推進 
 

危険物等による災害の発生及び拡大を防止するため、大阪府の指導のもとに自主保安体制

の強化並びに関係法規に基づく適切な保安確保措置を講ずるよう、保安教育及び訓練の徹底

並びに自衛消防組織等の育成・充実、防災思想の普及啓発の徹底を図る。 

関係する事業者は、危険物等関係施設が所在する地域の浸水想定区域等の該当性並びに被

害想定の確認を行うとともに、確認の結果、風水害により危険物等災害の拡大が想定される

場合は、防災のため必要な措置の検討や、応急対策にかかる計画の作成等の実施に努める。 

 

第１ 危険物災害予防対策 

 

消防機関は、消防法をはじめ関係法令の周知徹底、規制を行うとともに、危険物施設におけ

る自主保安体制の確立、保安意識の高揚に努める。 

 

１ 保安教育の実施 

危険物取扱事業所における保安管理の向上を図るため、危険物施設の管理責任者、危険物

取扱者、危険物保安監督者、危険物施設保安員に対し、講習会、研修会などの保安教育及び

消火、通報及び避難などの訓練を実施する。 

２ 危険物施設の災害防止対策の推進 

(1) 危険物施設の所有者は、当該施設の構造、設備の耐震化及び安全性の向上を図る。 

(2) 危険物施設の所有者は、危険物の貯蔵、取扱の実態等に応じた消防資機材の整備充実を図

るとともに、新たな危険物の出現等に対応した消火薬剤等の化学消防資機材の充実を図る。 

※資料4-7「危険物施設一覧表」 

３ 保安確保等の充実 

消防法をはじめ関係法令に基づき、堺市消防局と市は連携して立入検査等を実施し、法

令上の技術基準への適合についての指導を行う。 

(1) 危険物施設の位置、構造、設備の維持管理及び施設の老朽化対策に関すること。 

(2) 危険物の貯蔵、取扱等の安全管理に関すること。 

(3) 危険物施設の管理責任者、危険物取扱者、危険物保安監督者、危険物施設保安員の業務

遂行に関すること。 

４ 危険物等の輸送災害の予防対策 

危険物、高圧ガス等を運搬、移送する場合は、転倒・転落防止、標識等の表示、消火器等

の備付けなど種々の規制を遵守させる。 

５ 自衛消防組織等の充実 

(1) 自衛消防隊の組織化を推進し、危険物災害の予防と災害発生時の防御活動の円滑化を図
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ることにより危険物災害を防除する。 

(2) 危険物施設の所有者は、隣接する事業所間の相互応援体制を確立し、効率的な自衛消防

力を確保する。 

６ 防災思想の普及啓発 

危険物安全月間等、各種行事及び危険物査察等を通じ防災思想の普及啓発に努める。 

７ 浸水被害等への予防対策 

危険物取扱事業所の所有者は、当該施設が所在する地域の浸水想定区域等の該当性並びに

被害想定の確認を行うとともに、確認の結果、風水害により危険物等災害の拡大が想定され

る場合は、防災のため必要な措置の検討や、応急対策にかかる計画の作成等の実施に努める。 

 

第２ 高圧ガス災害予防対策 

 
市、堺市消防局及び大阪府は、高圧ガス保安法をはじめ関係法令の周知徹底・規制を行うと

ともに、事業所等における自主保安体制の確立、保安意識の高揚を図る。 

 

１ 規制 

(1) 立入検査及び保安検査により、法令上の技術基準の遵守を徹底させる。 

(2) 関係機関と連携して、高圧ガス積載車両等の一斉取締りを実施する。 

２ 指導 

(1) 危害予防規程の策定を指導する。 

(2) 高圧ガス関係事業所における保安教育、施設の維持管理等を適正に行うよう指導する。 

(3) 販売事業所等に対し、保安の確保を図るため、立入検査等の指導を実施する。 

３ 自主保安体制の確立 

自主的な防災組織である大阪府高圧ガス地域防災協議会や高圧ガス関係団体の実施する自

主保安活動が、より一層充実するよう指導する。 

４ 啓発 

各種の研修会、講習会を実施するほか、高圧ガス保安活動促進週間において、防災訓練の

実施等、関係者の保安意識の高揚を図る。 

 

第３ 火薬類災害予防対策 

 

市、堺市消防局及び大阪府は、大阪府警察と連携し、盗難防止対策を含めた火薬類の災害を

防止するため、火薬類取締法をはじめ関係法令の遵守徹底・規制を行うとともに、火薬類取扱

事業所等における自主保安体制の確立、保安意識の高揚を図る。 
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１ 規制 

立入検査及び保安検査により、法令上の技術基準を遵守徹底するよう指導する。 

２ 指導 

(1) 危害予防規程の策定を指導する。 

(2) 火薬類取扱事業所等における保安教育や自主保安検査の実施を指導する。 

３ 自主保安体制の確立 

(1) 大阪府火薬類保安協会が実施する火薬類取扱従事者に対する保安講習の方法等を指導する。 

(2) 事故発生時の緊急出動連絡体制として大阪府火薬類保安協会に設置された防災対策委員

制度を活用するよう指導する。 

４ 啓発 

危害予防週間（６月）において、立入検査の実施、啓発ポスタ－の配付等により、関係者

の保安意識の高揚を図る。 

 

第４ 毒物劇物等災害予防対策 

 

毒物及び劇物取締法に基づく製造所等に関する規制事務は、大阪府により実施され安全対策

が図られている。市は防災関係機関や大阪府及び事業者との協力、連携を図り、より一層の安

全化の推進に努める。 

大阪府は、災害時において、毒物劇物による危害を防止するため毒物劇物営業者及び毒物劇

物を業務上使用する者に対し、製造、販売、使用のあらゆる段階において、次のとおり規制、

指導を行い災害防止対策を講じる。また、アスベスト等の人体に有害な物質をはじめ、バイオ

テクノロジ－による取扱品等についても、災害防止のため必要な措置を講じる。 

 

１ 毒物劇物営業者及び取扱責任者に対し、常に登録基準に適合する施設を維持させる。 

２ 毒物、劇物によって市民の生命及び保健衛生上に危害を生じるおそれがあるときは、営業

者及び毒物劇物取扱責任者に対し、保健所、大阪府警察又は消防機関に届出をさせるととも

に災害防止のため応急措置を講じるよう指導する。また、届出に基づく関係機関との連絡を

強化し、防災上適切な措置が講じられるよう指導する。 

３ 毒物劇物を大量に使用する業態の現況の把握に努め、これらに対する指導体制の確立に努

める。 

４ 営業者等に対し立入検査を実施し、毒物劇物の貯蔵量に対応する設備の指導を実施する。 

５ 毒物劇物を業務上使用するもののうち、シアン化合物、酸類等を大量に使用する業態及び

特定毒物劇物使用者等に対し、特に重点的に指導を実施する。 
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第５ 放射線災害予防対策 

 

防災関係機関及び放射性同位元素に係る施設の設置者等は、放射線災害を防止するため次の

措置を講じる。 

 

１ 設置者等の責務 

放射性同位元素取扱事業者（放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第17

条に規定する放射性同位元素の使用者、販売業者、賃貸業者及び廃棄事業者をいう。）等は、

放射性同位元素等を原因とする事故（放射線災害）の予防、応急、事後の各対策について、

他の法令等によるべき旨のない範囲では、本計画に準じて必要な対策を講じる。 

なお、放射性同位元素取扱事業者は、放射性同位元素等の使用、貯蔵、廃棄、輸送等に関

して、関係省庁等への許可、届出が義務付けられており、常に関係法令の定める基準に適合

するよう適正に維持管理するとともに、想定される地震・津波対策にも十分留意し、放射線

障害予防規定等の整備、保安組織の確立、従業員等の教育訓練の励行等に努め、放射線災害

の防止に万全の措置を講じなければならない。 

２ 防災関係機関の対応 

防災関係機関は、放射線防災業務に携わる者に対する教育訓練の実施等、災害防止対策を

推進する。 

また、放射性同位元素を業務として貯蔵し、又は取り扱おうとする者に届出をさせるとと

もに、放射線施設の災害等の発生時における消防活動等を円滑に実施するため、常に放射性

同位元素取扱施設の状況を把握し、災害活動に必要な資機材の整備を図るとともに災害防御

訓練に努める。 

 

第６ 危険物等の輸送災害の予防対策 

 

危険物、高圧ガス等を運搬、移送する場合は、転倒・転落防止、標識等の表示、消火器等の

備え付けなど種々の規制を遵守させる。 

 

第７ 危険物積載船舶等災害予防対策 

 

防災関係機関等は、船舶火災、タンカー事故、油の流出及び油流出に係る海面火災等、港湾

での災害を防止するため、次の措置を実施する。 

 

１ 特定事業者の予防対策 

危険物等積載船舶の荷役及び停泊については、港長の指示に従うとともに、荷役作業にあ

たっては、陸側と海側との間で緊密な連携を図り、災害の未然防止に努める。 
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(1) タンカーの荷役に際しては、オイルフェンスの展張、防除資機材の配備を完全に行うと

ともに、監視体制を強化し、油流出災害の防止に努める。 

(2) 危険物等を積載した巨大船の着桟に際しては、警戒船を配備し、接近する船舶を監視す

るとともに、火災、爆発の防止、流出油の早期発見、早期処理に努める。 

２ 防災関係機関の予防対策 

堺海上保安署は、大阪府、市及び消防機関等と連携して次の措置を講ずる。 

(1) 規制 

ア 危険物等積載船舶に対する停泊場所の規制 

イ 危険物等の荷役、運搬の規制 

ウ 危険物等荷役の立ち会い 

なお、必要と判断される場合は、船舶交通の制限又は禁止を行う。 

① 火薬類の大量荷役 

② 核分裂性物質等の荷役 

③ タンカーによる引火性危険物の大量荷役 

④ その他特に必要があると認められる場合 

エ 引火性危険物等積載タンカーへの他船の接近、接舷の制限 

オ 荒天時における港内交通の制限及び避難の勧告 

カ 巡視船艇による航路の誘導、警戒 

キ 危険物桟橋等の工作物設置に際してあらかじめ検討、協議のうえ許可 

(2) 指導 

ア 荷役船舶点検指導 

イ 危険物等専用岸壁、専用桟橋の点検指導 

ウ 海上防災訓練及び海上防災講習会の実施 

エ タンカーの船長及び乗務員に対する指導 

① 海上衝突予防法、港則法及び海上交通安全法等の諸法規の遵守 

② 走錨の防止及び係留索の保守 

③ 接岸作業及び荷役作業中における保安要員の配置 

④ 各作業責任の明確化及び漏出油の予防と火気取締りの徹底 

⑤ 船内における防災用資機材の整備充実 

⑥ 航法、操船の指導 

オ 貯油施設等を有する企業に対する指導 

① 防災資機材の備蓄及び保安施設の拡充 

② タンカーの係船設備及び荷役設備の整備充実 

③ 従業員の教育及び訓練の実施 

④ 関係企業間における共同防災体制の整備 

(3) 予防活動 

ア 大阪湾・播磨灘排出油防除協議会構成員の出動の調整 
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イ 災害対策に関する関係機関の連絡調整 

 

第８ 管理化学物質災害予防対策 

 

大阪府は、管理化学物質として生活環境保全条例で定められた有害物質を取扱う事業者に対

し、生活環境保全条例に基づく規制を行うとともに、生活環境保全条例はじめ関係法令の周知

徹底を行い、管理体制の確立、管理化学物質による災害発生の未然防止について意識の高揚を

図る 

 

１ 規制 

管理計画書等の策定・届出を徹底させる。 

２ 指導 

(1) 立入検査を実施し、化学物質適正管理指針に適合する設備にするよう指導する。 

(2) 管理化学物質が流出した際の被害の拡大防止等のための訓練、施設の維持管理等を適正

に行うよう指導する。 

(3) 管理化学物質を取扱う事業者等に対し、管理化学物質の流出により住民の健康に被害を

生じるおそれがある際等には、応急措置を講じ、その状況を大阪府へ通報するよう、指導

する。 

３ 管理体制の整備 

管理化学物質取扱事業者等に対して、管理化学物質が流出した際の指揮命令系統及び連絡

体制、避難誘導体制、事故対策本部、モニタリング体制その他の管理体制の整備を指導する。 

４ 啓発 

化学物質適正管理指針に係る説明会、化学物質管理の事例紹介等に係るセミナーを開催す

るとともに、立入検査を実施する等により、関係者に対して管理化学物質による災害発生の

未然防止について意識の高揚を図る。 

 

第９ 石油コンビナート等災害予防対策 

 

石油コンビナート等災害防止法第２条第２号に定める石油コンビナート等特別防災区域（以

下、「特別防災区域」という。）に存在する危険物タンクの火災や高圧ガスタンクの爆発等に

より、特別防災区域を超えて、周辺住民の避難を伴う大きな被害が発生する場合に備え、大阪

府石油コンビナート等防災計画との整合性を図りつつ、市は、大阪府、特定事業者、関係機関

と連携して必要な検討を行い、周辺住民の避難対策等に取り組む。 

 

１ 啓発 

市は、大阪府と協力し、コンビナート災害時の避難行動について啓発に努める。 
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(1) 津波避難などで、屋外に出る場合には、「できるだけ肌の露出をなくす」 

(2) 屋外にいて熱を感じた場合には、「頭部等を物で覆う」、「木陰や建築物等の物陰に隠

れる」 

(3) 屋内にいる場合には、「窓ガラスの破片により負傷しないよう、窓際を避ける」 
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第１節 総合的防災体制の整備 
  

市及び防災関係機関は、自らの組織動員体制及び装備・資機材の整備を図るとともに、防

災活動を実施するための拠点整備や防災訓練の実施を通じ、相互に連携しながら総合的な防

災体制の確立に努める。 

 

第１ 中枢組織体制の整備 

 

１ 市の組織体制の整備 

市域において迅速な防災対策を実施し、総合的な防災体制を推進するため組織体制の整

備・充実を図る。 

また、大阪府と連携し、災害情報を一元的に把握し、共有することができる体制のもと、

適切な対応がとれるよう努める。 

(1) 高石市防災会議 

高石市防災会議は、本市域に係る地域防災計画の作成及びその実施の推進のため設置する。 

ア 市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

イ 法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務に関すること。 

※資料1-1「高石市防災会議条例」 

※資料1-2「高石市防災会議委員名簿」 

※資料1-3「高石市防災会議運営要綱」 

(2) 高石市災害対策指令部 

高石市災害対策指令部の設置基準及び組織構成、所掌事務等は、以下による。 

※第３編 地震災害応急対策 第１章 第１節 第１ 災害対策指令部 参照 

(3) 高石市災害警戒本部 

高石市災害警戒本部の設置基準及び組織構成、所掌事務等は、以下による。 

※第３編 地震災害応急対策 第１章 第１節 第２ 災害警戒本部 参照 

(4) 高石市災害対策本部 

高石市災害対策本部の設置基準及び組織構成、所掌事務等は、以下による。 

※第３編 地震災害応急対策 第１章 第１節 第３ 災害対策本部 参照 

※資料1-4「高石市災害対策本部条例」 

※資料1-5「高石市災害対策本部事務分掌」 

２ 市の動員体制の整備 

市は、災害時の組織体制の整備と併せて、災害時の応急対策活動を迅速かつ的確に実施で

きるよう、災害対応経験者をリスト化するなど、災害時に活用できる人材を確保し、即応で

きる動員体制の整備に努めるものとし、職員の動員体制及び参集体制を次のように定める。 

また、災害対策本部事務局の拠点の設置や防災関係機関の現地情報連絡員を含めた情報共
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有の仕組みを構築する等、運営方法の整備に努める。 

※資料1-6「動員体制別職員動員計画表」 

(1) 職員の動員体制 

下記基準により、本部長は各部長に指令を行う。 

 

指 令 配 備 時 期 動 員 体 制 

事前 

配備 

1.災害発生のおそれがある気象予警報

等により通信活動の必要があるとき 

 

1.通信情報活動を実施する体制 

2.事態の推移に伴い、速やかに高次の体制

に移行しうる態勢とする。 

警 

戒 

配 

備 

第 

１ 

号 

1.災害発生のおそれがあるが時間、規

模等の推測が困難なとき 

2.市域で震度４を観測したとき 

3.「津波予報区：大阪府」に津波注意

報が発表されたとき 

1.災害の発生を防御するため通信情報活動

を実施し、物資、資機材の点検整備及び

災害に対する警戒を行う。 

2.事態の推移に伴い、速やかに高次の体制

に移行しうる態勢とする。 

第 

２

号 

1.小規模な災害が発生したとき又は、

発生のおそれがあるとき 

2.市域で震度５弱を観測したとき 

 

1.突発的災害に対し小規模な応急措置をと

り、救助活動及び情報収集、広報活動等

が円滑に実施できる態勢とする。 

2.事態の推移に伴い、速やかに非常配備第

１号体制に移行しうる態勢とする。 

非 

常 

配 

備 

第

１

号 

1.中規模の災害が発生したとき又は、

発生するおそれがあるとき 

2.市域で震度５強を観測したとき 

3.「津波予報区：大阪府」に津波警報

が発表されたとき 

1.数地域についての救助・救援活動を行い

又、その他の地域に災害が拡大するのを

防止するための応急対策活動及び復旧対

策活動に対処できる態勢とする。 

2.事態の推移に伴い、速やかに非常配備第

２号体制に移行しうる態勢とする。 

第

２

号 

1.大規模な災害が発生したとき又は、

発生するおそれがあるとき 

2.市域で震度６弱以上を観測したとき 

3.「津波予報区：大阪府」に大津波警

報（特別警報）が発表されたとき 

4.その他必要により市長が当該配備を

指令するとき 

1.市の全力を挙げて災害応急対策等を実施

する態勢とする。 

 

 

 

 

 

(2) 主要防災関係職員への早期情報伝達 

主要防災関係職員に対する情報伝達の迅速化を図るため、これら職員の携帯電話への情

報伝達体制の整備を図る。 

(3) 災害対策要員の確保 

発災後の円滑な応急対応、復旧・復興に資するよう、災害対応経験者のリスト化や退職

者の一時的な活用等、災害時に活用できる人材を確保し、即応できる体制の整備に努める。 

 

３ 男女共同参画の視点を踏まえた活動体制の整備 

市は、男女共同参画を担当する総務部（人権・生活相談課等）と、災害対応の周知等を担

当する総合政策部（危機管理課等）の連絡体制を構築し、両部局が連携して男女共同参画の
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視点から平常時の防災対策及び災害時における役割について明確化しておくよう努める。 

 

４ 防災関係機関の体制整備 

市の区域を所管する指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、公共的団体等

の防災関係機関は、法令、防災基本計画、防災業務計画、大阪府地域防災計画及び高石市地

域防災計画の定めるところにより、災害対応経験者をリスト化するなど、災害時に活用でき

る人材を確保し、災害の予防対策の的確かつ円滑な実施のため必要な組織を整備する。 

 

５ 防災関係機関の連携 

防災関係機関は、他の関係機関と連携の上、災害時に発生する状況をあらかじめ想定し、

各機関が実施する災害対応を時系列で整理した防災行動計画（タイムライン）を作成するよ

う努める。また、災害対応の検証等を踏まえ、必要に応じて同計画の見直しを行うとともに、

平常時から訓練や研修等を実施し、同計画の効果的な運用に努める。 

 

６ 広域防災体制の整備 

市、大阪府、関西広域連合をはじめ防災関係機関は、平常時から大規模災害を視野に入れ、

訓練等を通じて、発災時の連絡先、要請手続等の確認を行うなど、実効性の確保に留意しな

がら、広域的な視点に立った防災体制の整備を図る。 

 

７ 国による支援・代行 

市の行政機能が著しく低下し、応急対策や復旧活動が困難な場合は、災害対策基本法に基

づき、国による支援・代行を求める。 

 

第２ 防災中枢機能等の確保、充実 

 

市は、発災時に速やかな体制をとれるよう、各種の浸水想定区域等に配慮しつつ、非構造部

材を含む耐震化を推進する等、防災中枢機能等の確保、充実を図るとともに、大規模災害時に

おいて適切な災害応急活動が実施できるよう、活動拠点及び備蓄拠点を計画的に整備する。 

また、防災拠点の自家発電設備等の整備を図り、十分な期間（最低３日間）の発電が可能と

なるよう燃料の備蓄等を行い、平常時から点検、訓練等に努める。 

 

１ 防災中枢施設等の整備 

市の防災中枢拠点である市役所、高石消防署、高石消防署高師浜出張所、市災害医療セン

ター注）等は、防災中枢拠点として必要な機能を発揮できるよう耐震化・耐浪化などに配慮

し整備、拡充を検討するとともに保有する施設、設備について、代替エネルギーシステムの

活用を検討し、自家発電設備等の整備を図り、十分な期間の発電が可能となるような燃料の

備蓄等に努める。その際、物資の供給が相当困難な場合を想定した食料、飲料水、燃料等の
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適切な備蓄・調達・輸送体制の整備及び非常用通信手段の確保を図る。 

また、災害対策本部室や防災行政無線等の防災中枢施設・設備などを整備するよう努める

とともに、当該室が損壊した場合の代替施設を選定するなどのバックアップ対策などに努め

る。 

 

注）市災害医療センター（市における災害医療の拠点となる医療機関） 

○役 割 

患者の受入れ、大阪府の災害拠点病院と連携し患者の受入れに係る地域内の医療機関

の調整 

○本市の災害医療センター 

高石加茂病院、高石藤井病院、高石市立診療センター 

 

２ 災害対策本部等の機能確保 

大規模災害時に、市の庁舎が被災し市災害対策本部等の機能の喪失又は著しい低下が懸念

されることから、次の事項について対策を講じることとし、災害対応を行う拠点機能を確保

する。 

(1) 庁 舎 

庁舎の立地場所、耐震性、通信基盤の点検・整備を推進する。 

(2) 代替施設の確保 

庁舎が被災することにより災害対策本部の運営に支障を来さないように代替施設の確保

に努める。 

ア 災害対策本部等の代替施設を確保する（耐震性、標高を確認）。 

イ 代替施設が使用不可の場合の候補施設を選定する（耐震性、標高を確認）。 

ウ 移転の判断や代替施設の決定手続き、移転手段の確保に必要な手順等について事前に

定めておく。 

(3) 電源・機材の確保体制の点検・整備 

防災拠点の機能を維持するため、機器類・備品等の整備や、中長期の停電に対応できる

非常用電源設備（自家発電設備等）を確保するとともに、設置場所の検討、非常用電源設

備の稼働持続時間の把握（発災後最低72時間の事業継続を可能とする稼働持続時間が必要）

と燃料確保体制の整備（点検、訓練等）に努める。 

なお、燃料については、あらかじめ、石油販売業者と、燃料の優先供給について協定の

締結を推進するとともに、平常時から受注機会の増大などに配慮するよう努める。 

※ 災害対応は、市役所だけでなく高石消防署、高石消防署高師浜出張所、市災害医

療センター等が機能しなければならない。これらの施設においても、どのような災

害であっても必要最低限の機能は維持できるようそれぞれの事前対策を講じる。 

３ 災害対策本部等用備蓄 

市は、災害対策本部等の機能を確保するため、仮眠スペース、飲料水、食料等を庁舎内に
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整備・備蓄する。 

 

第３ 防災拠点の整備 

 

市は、大規模災害時において適切な災害応急活動が実施できるよう、浸水想定区域等に配慮

しつつ、防災拠点を計画的に整備する。 

 

１ 地域防災拠点の整備 

(1) 施設整備 

地域防災拠点は、応援部隊の受入れ及び活動拠点となることから、次の施設を地域防災

拠点として整備に努める。 

ア 総合体育館 

イ 鴨公園 

ウ 新公園 

エ 蓮池公園 

(2) 運用体制の整備 

地域防災拠点が、災害時に適切かつ効果的に機能するよう、あらかじめ施設管理者と協

議し管理運営等の体制整備を行う。 

２ 地区防災拠点の整備 

各小中学校を地区防災拠点として整備する。 

(1) 機能整備 

地区防災拠点は、周辺の不燃化促進と安全性の向上を図るとともに、次の対策に努める。 

ア 物資、資機材等の備蓄 

イ 情報通信システムの整備 

ウ 自家発電施設の整備 

(2) 運用体制の整備 

地区防災拠点は、地域住民等自らが災害対策を推進する場となることから、自主防災組

織等と連携し、運営管理等の体制整備を推進する。 

３ 輸送拠点の整備 

災害発生時に救助、救急、医療、消⽕、緊急物資の供給を迅速かつ的確に実施するため、

陸上輸送基地等の輸送拠点の機能整備に努める。 

※資料3-2「市の防災拠点等一覧表」 

 

第４ 装備資機材等の備蓄 

 

市は、応急対策、二次災害の防止及び応急復旧に迅速に対応するため、必要な人材の育成、
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確保及び装備、資機材等の確保に努める。 

また、医療機関等の人命に関わる重要施設、電気、通信等のライフライン施設に係る防災関

係機関は、早期に復旧できるよう体制等を強化する。 

 

１ 資機材等の備蓄、点検 

燃料、発電機、建設機械等の装備、資機材等の充実に努めるとともに、関係団体との連携

により資機材等の確保体制の整備に努める。なお、燃料については、あらかじめ、石油販売

業者と、燃料の優先供給について協定の締結を推進するとともに、平常時から受注機会の増

大などに配慮するよう努める。 

また、大規模事故災害に対応するため、消火薬剤等の備蓄に努める。 

その他、随意契約の活用による速やかな災害応急対策ができるよう、建設業団体等との災

害協定の締結を推進するとともに、災害応急対策への協力が期待される建設業団体等の担い

手の確保・育成に取り組む。 

〔備蓄品の現況〕 

※資料3-10「備蓄配備一覧表」 

２ 備蓄の拡大及び分散備蓄の推進 

(1) 災害発生当初から必要となる資機材などの物資を、迅速に指定避難所等へ搬送できるよ

うに、備蓄の拡大と分散備蓄について推進する。 

(2) 物資・燃料の供給協定を拡大し、民間流通備蓄のさらなる活用を図る。 

３ 資機材等の点検 

備蓄、保有する装備、資機材は、随時点検並びに補充交換を行い、保全に万全を期する。 

４ 人材の確保・育成 

職員の危機意識の徹底を図り、また、災害時における迅速な対応と判断力を養い、円滑な

防災活動の実施を期するため防災教育を実施する等人材の育成に努める。また、専門的知見

を有する防災担当職員の確保及び育成に努める。 

５ 各種データの整備保全 

戸籍、住民基本台帳、地籍、建築物、権利関係、施設、地下埋設物等の情報及び測量図面、

情報図面等の復旧に必要な各種データを整備、保管する。特に、データ及びコンピュータシ

ステムのバックアップ体制の構築を図る。 

 

第５ 相互応援体制の整備 

 

大規模災害時の防災活動を適切に実施するため、実効性の確保に留意しながら、広域的な視

点から相互応援体制を整備し防災体制の確立を図る。また、市は大阪府と連携し、基幹的広域

防災拠点と緊急輸送体制を整備する。 
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１ 自治体相互の応援体制の整備 

災害時に本市のみでは迅速かつ十分な対応が困難な場合に、他市町村からの物資の提供、

人員の派遣、廃棄物処理等、相互に連携・協力し速やかに災害対応を実施できるよう、相互

応援協定の締結に努める。 

また、近隣市町村との防災協定の締結により、津波災害時においては内陸部の市町村から

の支援を確保するほか、広域災害を想定し、高石市と同時に被災しない自治体等との応援体

制の整備を推進する。 

さらに、応援職員等の宿泊場所の確保が困難となる場合を想定し、応援職員等に対して紹

介できるホテル・旅館、公共施設の空きスペース、仮設の拠点や車両を設置できる空き地な

ど宿泊場所として活用可能な施設等のリスト化に努める。 

２ 緊急消防援助隊の受入れ体制の整備 

地震等の大規模災害時における消防活動をより効果的に実施するため大阪府が策定した

「緊急消防援助隊受援計画」に基づき、「緊急消防援助隊」との連携及び受入れ体制の整備

を図る。 

３ その他関係団体との相互応援体制の整備、強化 

大規模災害に対応するため、関係団体との積極的な相互応援体制の整備を推進する。 

特に建設業団体等については、随意契約の活用による速やかな災害応急対策ができるよう、

災害協定の締結を推進するとともに、災害応急対策への協力が期待される建設業団体等の担

い手の確保・育成に努める。 

４ 民間事業所等との災害時応援体制の整備、強化 

災害時等において民間事業所等との多種多様な協力体制の整備を推進する。 

事業所に対しては、地域貢献が可能な分野をあらかじめ公開するなど自主的な協力体制を

構築するよう求める。 

５ 受援計画の整備 

災害時に備えて、他の自治体等からの支援部隊の受入れ場所の選定、業務継続計画（ＢＣ

Ｐ）を踏まえた受援内容をあらかじめ定め、高石市受援計画の策定を推進する。特に、庁内

全体及び各業務担当部署における受援担当者の選定や応援職員等の執務スペースの確保を行

うとともに、訓練等を通じて、応急対策職員派遣制度を活用した応援職員の受入れについて、

活用方法の習熟、発災時における円滑な活用の促進に努める。また、円滑な受入れ・受援の

ために、平常時から相互に交流を深めておく。 

なお、高石市受援計画の策定にあたっては、必要に応じ、大阪府の支援・助言を求める。 

(1) 受援計画の目的 

支援を要する業務や受入れ体制などを定め、計画としてまとめておくことで、大規模災

害発生時に、自らの行政機能だけでは対応できない事態に他の自治体等、多方面からの支

援を最大限活かすことを目的とする。 
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(2) 計画に定める主な内容 

ア 組織体制の整備 

イ 他の自治体等から応援のために派遣される職員による人的応援の要請・受入れ 

ウ 人的応援に係る担当部局との調整 

エ 災害ボランティアの受入れ 

オ 人的支援等の提供の調整 

カ 全国の自治体等に対する物的応援の要請・受入れ 

キ 人的・物的資源の管理及び活用 

６ 大阪府との連携体制の強化 

(1) 緊急防災推進員との連携 

大阪府が指名する本市担当の緊急防災推進員（大阪府内市町村本庁舎に自宅から徒歩・

自転車等により60分程度で参集可能な職員をあらかじめ指名）を把握するとともに、平常

時の防災訓練等を通じて相互の連携体制を構築する。 

(2) 災害時現地情報連絡員（リエゾン）との連携 

大阪府の災害時現地情報連絡員（リエゾン）の派遣体制を把握するとともに、派遣を要請

する場合の連絡調整や本市災害対策本部の運営支援等について、大阪府と連携体制を構築す

る。 

 

第６ 防災訓練の実施 

 

市及び防災関係機関は、地域防災計画や防災業務計画等の習熟、連携体制の強化、住民の防

災意識の向上及び災害時の防災体制の万全を期することを目的として、避難行動要支援者や女

性の参画を含め多くの住民の参加を得て各種災害に関するより実践的な訓練を民間事業者等と

連携しながら実施する。実施にあたっては、訓練の目的を具体的に設定したうえで、地震及び

被害の想定を明らかにするとともに、あらかじめ設定した訓練効果が得られるように訓練参加

者、使用する器材及び実施時間等の訓練環境などについて具体的な設定を行い、参加者自身の

判断も求められる内容を盛り込むなど実践的なものとなるよう工夫する。 

また、業務（事業）継続計画（ＢＣＰ）の実効性を高めるために、業務資源の有用性や非常

時優先業務の実行可能性等が検証できる訓練を行う。訓練後には訓練成果を取りまとめ、課題

等を明らかにし、必要に応じ体制等の改善を行うとともに、次回の訓練に反映させるよう努め

る。 

その際、高齢者、障がい者、外国人、乳幼児、妊産婦等避難行動要支援者に十分配慮し、地

域において避難行動要支援者を支援する体制が整備されるよう努めるとともに、被災時の男女

のニーズの違い等男女双方の視点に十分配慮するよう努める。 

さらに、大規模広域災害時の円滑な広域避難が可能となるよう、関係機関と連携して、実践

型の防災訓練を実施するように努める。 
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このほか、感染症の拡大のおそれがある状況下での災害対応に備え、感染症対策に配慮した

避難所開設・運営訓練も実施する。 

 

１ 総合訓練 

防災関係機関及び自主防災組織等住民の協力を得て、組織動員、避難、通信、消火、救

助・救急、医療、ライフライン対応、緊急輸送、緊急地震速報対応訓練、水防、原子力、危

険物、航空機、海上等の災害別対策訓練、地震直後の風水害等の複合災害に備えた訓練等の

防災訓練を実施する。 

その際、高齢者、障がい者、外国人、乳幼児、妊産婦等に十分配慮し、地域において避難

行動要支援者を支援する体制が整備されるよう努めるとともに、被災時の男女のニーズの違

い等、男女双方の視点に十分配慮するよう努める。 

２ 市及び防災関係機関が個別に実施する訓練 

(1) 消防訓練 

現有消防力の合理的運用及び的確な消防活動に万全を期するため、消防技術の徹底及び

習熟を目的とした訓練を行う。また、広域災害に対応するため、大阪府下消防機関をはじ

め近隣府県並びに全国消防機関との合同訓練に参画する。 

(2) 水防訓練 

市は、水防活動に備え、水防意識を高めるとともに技術の向上を図り水災による被害を

軽減するため水防活動の完全な習熟を目的とした水防訓練を実施する。 

堺市消防局は、「高石市の水防活動に関する協定書（平成28年11月21日締結）」に基づ

き、高石市水防団の訓練指導に協力する。 

(3) その他の訓練 

災害時における職員の迅速かつ的確な災害応急対策の実施を図るため、大規模地震の発

生等を想定した次のような訓練を適宜実施する。 

ア 情報収集・伝達訓練 

防災行政無線等を使用し、通信途絶時の情報収集・伝達を確実に行えるよう訓練を

実施する。 

イ 非常参集訓練 

夜間休日等において職員の動員、配備を迅速かつ確実に行うために訓練を実施する。 

ウ 避難救助訓練 

避難救助訓練は、住民の協力を得て迅速に行われるよう避難誘導を行う。更に自力

避難不可能な孤立者、負傷者、避難行動要支援者等の救助等についても訓練を行う。 

エ 図上訓練 

想定した災害の被害への対応を検討するとともに、組織動員体制、災害予防対策及

び災害応急対策を検証するため訓練、並びに災害復興対策として都市づくりのあるべ

き姿の検討を行う。また、その際はＧＩＳを活用する。 
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３ 市民、事業所等の訓練 

自治会及び自主防災組織、事業所は、災害時の自主的な防災行動力を高め、また、防災意

識の向上、組織活動の習熟及び防災関係機関との連携を図るため、次に掲げる項目を参考に、

防災訓練の実施に努める。 

(1) 情報伝達訓練 

(2) 避難誘導訓練 

(3) 初期消火訓練 

(4) 救出・救護訓練 

(5) 炊出し訓練等 

４ 児童・生徒等の防災訓練 

保育所・幼稚園・小中学校等は、災害を想定した避難訓練を適宜実施し、児童・生徒の避

難行動、教職員による誘導・防災活動等の習熟に努める。 

５ 南海トラフ地震を想定した防災訓練 

市及び防災関係機関は、南海トラフ地震を想定した津波からの避難のための災害応急対策

を中心とした防災訓練を実施する。 

〔内 容〕 

(1) 津波警報等の情報収集・伝達訓練 

(2) 参集訓練及び本部運営訓練 

(3) 水門等の操作訓練 

 

第７ 人材の教育 

 

市及び防災関係機関は、各々の防災体制の強化と併せて、災害対応力の向上を図るため、幹

部を含めた職員への防災教育をより一層充実するとともに、第一線で活動する消防職員及び消

防団員の専門教育を強化する。 

また、市は大阪府と協力し、国や関西広域連合等が実施する専門的な研修等を活用し、幹部

職員及び防災担当職員の災害対応能力の向上を図る。 

さらに、市は、大阪府及び国と連携して、市長及び幹部職員を対象とした研修を実施し、市

の災害対応能力の向上に努める。 

 

１ 職員に対する防災教育 

市は、災害時における適正な判断力を養い、各機関における防災活動の円滑な実施を期す

ため、連携して職員に対し防災教育を実施する。 

(1) 教育の方法 

ア 防災関係職員 

複雑化する災害の態様に即応できるよう高度かつ専門的な教育訓練を実施する。 
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① 他の防災機関への研修派遣 

② 国、大阪府等が実施する講習会、研修会等への参加 

③ 見学、現地調査等の実施 

④ 災害発生時に講ずべき対策等を体系的に整理した応急活動のためのマニュアル等

の作成、周知 

イ 一般職員 

① 大阪府、高石市等が実施する講習会、研修会等への参加 

② 見学、現地調査等の実施 

③ 防災活動マニュアル等の配付 

④ 災害発生時に講ずべき対策等を体系的に整理した応急活動のためのマニュアル等

の周知 

(2) 教育の内容 

ア 高石市地域防災計画及びこれに伴う各機関の防災体制と各自の任務分担、非常参集の

方法 

イ 気象、水象、地象、その他災害発生原因及び放射性物質・放射線についての知識並び

に災害の種別ごとの特性 

ウ 防災知識と技術 

エ 防災関係法令の適用 

オ 図上訓練の実施 

カ その他必要な事項 

２ 市民に対する防災教育 

(1) 防災講演会の開催 

自治会、自主防災組織、一般市民を対象に防災講演会を開催する。 

(2) 初等、中等教育における防災教育の推進 

幼・保・小・中学校等の教育活動全体を通じて、防災に関する学習活動を進める。 

３ 家屋被害認定を行う者の育成 

市は、災害時の家屋被害認定の迅速化と適正化を図るため、家屋被害認定調査員の確保・

スキルアップに向け、大阪府が実施する家屋被害認定調査員向けの研修に参加する。 

 

第８ 防災に関する調査研究の推進 

 

市及び防災関係機関は、災害の未然防止と被害の軽減を図り、かつ総合的、計画的な防災対策

を推進するため、災害要因、被害想定及び防災体制等について、調査研究を継続的に実施する。 

なお、効果的・効率的な防災対策を行うため、ＡＩ、ＩｏＴ、クラウドコンピューティング技

術、ＳＮＳの活用など、災害対応業務のデジタル化の積極的な活用に努める。 

さらに、「防災×テクノロジー官民連携プラットフォーム」（内閣府）等の取組を通じて、民
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間企業等が持つ先進技術とのマッチング等を行うことにより、災害対応における先進技術の導入

を促進する。 

 

第９ 自衛隊の災害派遣に対する連絡体制の整備 

 

市及び防災関係機関は、大規模災害時における自衛隊との連携を円滑に行うため、平常時か

ら連絡体制の強化や派遣の要請手続きの明確化など、自衛隊との連携体制を整備する。 

 

第 10 被災による行政機能の低下等への対応 

 

市は、大規模災害によって自らが被災することで行政機能が大幅に低下し、災害対応が困難

となることを視野に入れて必要な体制を整備する。 

 

１ 防災施設、職員の被災を想定した業務継続計画（ＢＣＰ）の運用 

南海トラフ巨大地震や上町断層帯地震等の大規模地震が発生した場合、庁舎（建物・ライ

フライン等）や職員等も甚大な被害を受けることが想定される。 

そのような状況においても、災害応急対策業務に万全を尽くすとともに、住民生活に直結

する業務等をできる限り継続的に実施し、また、やむを得ず中断を余儀なくされた場合にお

いても速やかに復旧できるよう、市では、以下の方針に基づき業務の継続を図るため「高石

市業務継続計画（ＢＣＰ）」を策定している。今後、この計画の実効性の確保に留意しつつ、

適切な運用に努める。 

(1) 想定を超える災害に対処するために、本市では、重要情報を保全するため自治体クラウ

ドを他自治体と共同で導入しているが、南海トラフ地震のような特定の事象を想定したＢ

ＣＰではなく、庁舎が使用不能な場合、電気が使用不能な場合など業務資源が使用困難と

なった場合を想定し、自治体クラウドを利用したＩＣＴ－ＢＣＰを別途策定し、重要な行

政データのバックアップ対策を講じる。 

(2) 災害対応業務では、平常業務と異なる知識、専門性等が求められる。市長不在時の明確

な代行順位、本庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎の特定を行い、専門性、人数な

ど質と量の両面で要員を確保するため、協定等に基づく外部自治体の応援や外部専門家の

活用を検討する。具体的な受入れ手続き、役割・責任分担、応援要員の規模等を事前に調

整しておく。 

(3) 災害応急対策業務及び中断が許されない通常業務（非常時優先業務）の整理を行うとと

もに、その業務の継続を図るため、早期参集等により必要な要員を確保するとともに、執

務室をはじめ、電気・水・食料や災害時にもつながりやすい多様な通信手段等にかかる業

務資源の確保に努める。 

(4) 本市単独では業務困難な場合を想定し、地域や複数の自治体が連携したＢＣＰを検討す
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る。特に自治体クラウドを共同利用している自治体間では、連携を密にし、自治体クラウ

ドを利用したＢＣＰ及びＩＣＴ－ＢＣＰの共同での策定を検討する。 

(5) 関西防災・減災プランとの整合を図り、関西広域連合による支援を活用する。 

２ 応援・受援体制の整備 

市は、災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑に他の自治体等から応援を受けることが

できるよう高石市受援計画等に基づき、応援・受援に関する手順、各業務担当部署における

受援担当者の選定、応援機関の活動拠点、応援要員の集合・配置体制、資機材等の準備及び

輸送体制等について必要な準備を整える。また、応急対策職員派遣制度を活用した応援職員

の受け入れについて、訓練等を通じて、活用方法の習熟、発災時における円滑な活用の促進

に努めるとともに、平常時より災害マネジメント総括支援員等の登録者の確保に努める。 

また、広域応援等の要請に応じ派遣された応援職員等の受け入れを事前に準備するにあた

り、環境整備・装備の充実に向け、次の事項に留意するよう努める。 

なお、その際、男女ともに活動することに配慮する。 

(1) 応援職員等に対して紹介できる、ホテル・旅館、公共施設の空きスペース、仮設の拠点

や車両を設置できる空き地など、宿泊場所として活用可能な施設等のリストの作成 

(2) 会議室のレイアウトの工夫やテレビ会議の活用など、応援職員等の執務スペースの適切

な空間の確保 

(3) テントや間仕切り等の装備等、感染症対策とプライバシーに配慮した適切な空間の確保 

 

第 11 事業者、ボランティアとの連携 

 

市は、企業等との間で連携強化を進め、民間事業者に委託可能な災害対策に係る業務（被災

情報の整理、救援物資の管理・輸送等）については、あらかじめ、民間事業者との間で協定を

締結するなど、協力体制を構築することにより、民間事業者のノウハウや能力等を活用しなが

ら、災害発生時に各主体が迅速かつ効果的な災害応急対策等が行えるように努めるとともに、

協定締結等の連携強化にあたっては、訓練等を通じて、発災時の連絡先、要請手続等の確認を

行うなど、実効性の確保に留意する。また、市は、輸送拠点として活用可能な民間事業者の管

理する施設の把握に努める。 

また、ボランティアによる防災活動が災害時において果たす役割の重要性を踏まえ、その自

主性を尊重しつつ、災害対策全般において、高石市社会福祉協議会と協議しボランティア団体

等と連携した取組みが行えるよう、ボランティアの活動環境の整備、ミスマッチ解消に向けた

コーディネート、防災協定の締結等に努める。 
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第２節 情報収集伝達体制の整備 
 

市及び防災関係機関は、災害時の迅速な被害情報の収集及び相互の情報連絡が円滑に行えるよ

う、平常時から大規模停電時も含めた情報収集伝達体制を確立させておく。また、災害の未然防

止及び被害の軽減のため、気象等の観測体制を整備する。 

さらに、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）と市防災行政無線を接続すること等により、

災害情報等を瞬時に伝達するシステムを構築するよう努める。 

 

第１ 災害情報収集伝達システムの基盤整備 

 

市は、無線通信網の多重化対策、施設設備の耐震化対策及び停電対策を実施するとともに、

相互に連携して防災情報システムの構築を図る。また、電気通信回線は、災害時の使用を考慮

し、十分な回線容量を確保する。また、被災者等への情報伝達手段として、特に市防災行政無

線等の無線系（戸別受信機を含む。）の整備を図るとともに、インターネット配信や携帯電話

の活用、さらに、防災行政無線屋外スピーカーで放送した音声を電話で聞くことができる自動

応答装置の周知も含め、要配慮者にも配慮した多様な情報伝達手段の整備に努める。 

防災関係機関は、非常用電源設備を整備するとともに、無線設備や非常用電源設備の保守点

検の実施と的確な操作の徹底、専門的な知見・技術をもとに耐震性のある堅固な場所や津波や

洪水による浸水のない階層への設置やかさ上げ等を図る。 

また、市及び防災関係機関は、通信設備の災害に対する安全性の確保及び停電対策、バック

アップ対策、デジタル化の促進、定期的な訓練等を通じた平常時からの連携体制の構築等によ

る防災対策の推進に努める。 

なお、国や府等と連携し、防災情報の共有化を図るため、各機関が横断的に共有すべき防災

情報を総合防災情報システム（ＳＯＢＯ－ＷＥＢ）（令和６年４月より運用開始）に集約する

ように努める。 

 

１ 防災情報収集システムの充実 

災害時に被害の状況を把握し、的確な応急対策を実施するため、市は観測情報や被害情報

の収集伝達など、初動活動に支障をきたさないよう情報システムの機能強化を図る。 

(1) 大阪府防災情報システムの活用 

大阪府の防災情報センターに設置された大阪府防災情報システムの端末機を活用し、気

象等観測情報、予測情報及び被害情報を収集分析する体制を強化する。 

(2) 大阪府防災行政無線の活用 

大阪府防災行政無線による気象予警報等、津波予報等、風水害に関する情報の的確な収

集体制を整備する。 

(3) 西日本電信電話株式会社等より提供される情報の活用 

西日本電信電話株式会社等により提供される気象等の警報、津波警報の的確な収集に努め
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る。 

(4) 統合型ＧＩＳの活用 

ＧＩＳ（地理空間情報システム）を活用し、災害時の迅速な被害情報の収集、分析及び

相互の情報連絡を円滑に行う。 

２ 無線通信施設の整備 

市及び防災関係機関は、災害時の応急活動にかかる情報通信の重要性に鑑み、通信施設の

整備及び運用体制の強化を図る。 

(1) 高石市 

ア 防災行政無線（固定系、移動系）デジタル波の整備充実 

イ 固定無線アクセスや無線ＬＡＮ等を効果的に結合させた電子データ情報通信用無線網

の整備 

(2) 堺市消防局 

ア 消防救急デジタル無線等の整備充実 

(3) 大阪府警察 

ア 警察無線の整備充実 

(4) 指定行政機関 

ア 海上保安庁（第五管区海上保安本部）無線の整備充実 

(5) 指定公共機関 

ア 西日本電信電話株式会社（関西支店）及び株式会社ＮＴＴドコモ（関西支社） 

① 無線の整備充実 

② 孤立防止用無線 

イ 大阪ガス株式会社及び大阪ガスネットワーク株式会社無線の整備充実 

ウ 関西電力株式会社及び関西電力送配電株式会社無線の整備充実 

(6) 防災相互通信用無線の整備 

市及び防災関係機関は、災害時に相互に通信できる防災相互通信用無線の整備及び増強

を図る。 

 

第２ 情報収集伝達体制の強化 

 

市及び防災関係機関は、被害情報の収集体制の整備、伝達窓口の明確化に努めるとともに、

伝達手段の多重化・多様化を図り、情報の地図化等による伝達手段の高度化に努める等、情報

収集伝達体制の強化を進める。 

市は、様々な環境下にある住民や職員に対し、津波警報等が確実に伝わるよう関係事業者の

協力を得つつ、伝達手段の多重化・多様化を図る。また、通信が途絶している地域で、部隊や

派遣職員等が活動する場合を想定し、衛星通信を活用したインターネット機器の整備、活用に

も努める。 

(1) 防災行政無線（戸別受信機を含む。） 
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(2) 全国瞬時警報システム（Ｊ-ＡＬＥＲＴ） 

(3) テレビ、ラジオ（コミュニティＦＭ放送を含む。） 

(4) Ｌアラート（災害情報共有システム） 

(5) ポータルサイト（おおさか防災ネット）のウェブページやメール 

(6) ソーシャルネットワーキングサービス（ＳＮＳ） 

(7) 携帯電話・スマートフォン（緊急速報メール機能を含む。） 

(8) ワンセグ・フルセグ 

(9) 衛星通信 

(10) 地理空間情報システム（ＧＩＳ） 等 

また、職員の情報分析力の向上を図るとともに被害情報及び関係機関が実施する応急対策の

活動情報等を迅速かつ正確に分析・整理・要約・検索するため、情報の地図化等による伝達手

段の高度化や、最新の情報通信関連技術の導入に努めるなど、情報収集伝達体制の強化を進め

る。 

また、市は、消防等防災関係機関との連携により、職員参集体制又はその代替的な体制の整

備に努める。 

 

第３ 災害広報体制の整備 

 

市及び防災関係機関は、災害に関する情報及び被災者への生活関連情報を伝達できるよう、

その体制及び施設、設備の整備を図る。その際、被災者や救助作業等への配慮に努める。 

また、市は、国や大阪府等と連携し、安否情報の確認のためのシステムが効果的・効率的に

活用されるよう、住民に対する普及啓発に努める。 

なお、大阪府は、発災時に安否不明者（行方不明者となる疑いのある者）の氏名等の公表や

安否情報の収集・精査等を行うことから、市は大阪府と連携の上、あらかじめ一連の手続等に

ついて整理し、明確にしておくよう努める。 

 

１ 災害広報、広聴責任者の選任 

災害時の情報の一元化を図るため、広報、広聴担当課は次の業務を行う。 

(1) 災害発生後の時間経過に応じた提供すべき情報の整理 

(2) 要配慮者に配慮した多様できめ細かな広報手段の確保 

(3) 広報文案の事前準備 

ア 地震情報（震度、震源、地震活動等）・津波・気象・海象・水位・放射線量等の状況 

イ 住民の不安感の払拭、適切な対応のための呼びかけ 

ウ 出火防止及び初期消火の呼びかけ 

エ 要配慮者への支援呼びかけ 

オ 災害応急活動の窓口及び実施状況 
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２ 災害時の広聴体制の整備 

市及びライフライン事業者は、市民等から寄せられる被害状況や応急対策状況等に関する

問い合わせ、要望、意見等に対して適切に対応できるよう、専用電話（コールセンター）、

相談窓口などの体制を整備する。 

３ 停電時の市民等への情報提供 

市は、電気事業者と連携し、停電時にインターネット等を使用できない被災者に対する被

害情報等の伝達に係る体制の整備に努める。 

４ 要配慮者にも配慮した、多様できめ細かな広報等手段の確保 

市は、府と連携し、障がい者に関し、障がいの種類及び程度に応じて防災及び防犯に関す

る情報を迅速かつ確実に取得することができるようにするため、体制の整備充実、設備又は

機器の設置の推進その他の必要な施策を講ずる。併せて、障がい者が緊急の通報を円滑な意

思疎通により迅速かつ確実に行うことができるようにするため、多様な手段による緊急の通

報の仕組みの整備の推進その他の必要な施策を講ずる。 

５ 被災者への情報伝達体制の整備 

電気通信事業者は、通信の仕組みや代替通信手段の提供等について利用者への周知に努め

るとともに、通信障害が発生した場合の被災者に対する情報提供体制の整備を図る。 

 

第４ 迅速な住民の安否確認と支援情報等の提供の体制整備 

 

１ 住民の安否確認・情報提供の体制整備、システム構築 

災害発生後、市外へ避難した者を含め、住民の安否確認情報の収集伝達や市民への支援・

サービス情報を容易かつ確実に伝達できる体制の整備及びシステムの構築を検討する。 

２ 全国避難者情報システム（総務省）の活用 

市外へ避難した者については、「全国避難者情報システム（総務省）」により提供される

所在地情報等により、所在地を把握する。（避難者自身が避難先市町村に所在地情報を提供

する。） 

３ 被災者支援システムの活用 

被災者支援システムを導入し、災害発生時後の迅速かつ的確な復旧・復興を行う。 

 

第５ 確認体制の整備 

 

災害を未然に防止し被害を最小限にとどめるため、気象、地象等の確認体制の整備・充実を

図る。 
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１ 震度計の活用 

大阪府震度情報ネットワ－クシステムの計測情報により、常に震度の確認を行う。 

２ 雨量計の活用 

大阪府等が設置している雨量計により、常に雨量の確認を行う。 

３ テレメータシステムの活用 

風水害等の自然災害を防ぐため、大阪府防災テレメ－タ（雨量、河川水位等）からの情報

を活用して、市内各所の雨量等を常時確認する体制を整備する。 
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第３節 火災予防対策の推進 
 

堺市消防局は、市街地における火災の発生を防止するとともに、初期消火の徹底を図り、延焼

の拡大を防止するため火災予防対策を推進する。また、国、大阪府と連携し、大規模災害又は

特殊災害に対応するため、高度な技術及び資機材を有する救助隊の整備を推進するとともに、先

端技術による高度な技術の開発に努める。さらに、消防団が将来にわたり地域防災力の中核とし

て欠くことのできない代替性のない存在であることを踏まえ、消防団の強化を図るとともに、事

業者や大学等への協力に努める。 

なお、市及び大阪府、堺市消防局は、警察官、消防職員、消防団及び自主防災組織等の防災対

応や避難誘導等にあたる者の危険を回避するため、防災対応等に係る行動ルールや退避基準を定

めるとともに、それに基づく訓練及び検証を行い、必要に応じ行動ルール等の見直しを行う。 

 

第１ 市街地の火災予防 

 

１ 火災予防査察の充実 

消防法第４条及び第16条の５、石油コンビナート等災害防止法第40条の規定に基づき、立

入り（査察）等を実施し、防火対象物及び危険物施設の実態把握に努め、施設・設備の維持

管理指導及び防火指導を行い、火災危険の排除及び火災時の対応に関する指導を行う。 

２ 防火・防災管理者の育成の推進 

学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店等、複合用途防火対象物、その他多数の者が

出入し、勤務し、又は居住する防火対象物の管理について権原を有する者（以下、「管理権

原者」という。）に対し、消防法第８条、第36条の規定による防火・防災管理者の養成を行

い、防火・防災管理上必要な業務を適切に実施するよう指導育成する。 

３ 防火対象物・防災管理定期点検報告制度の推進 

消防法に基づき、一定の防火対象物に対して防火対象物・防災管理定期点検を適正に実施

させ、特に厳格な施設管理、人的管理により火災の予防及び火災時、震災時等の被害軽減を

図るよう指導する。 

４ 住宅防火対策の推進 

火災予防条例により、住宅用火災警報器設置に関する積極的な啓発活動等を行い、設置の

推進を図るとともに、設置済み世帯に対する維持管理についても併せて広報活動を行う。ま

た初期消火や火災拡大防止に有効な消火器や防炎品の普及についても広報活動を行う。 

５ 住民、事業所に対する指導、啓発 

住民、事業所に対し、各種防火行事及び予防査察等を通じ、防火意識の普及啓発に努める。 
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６ 高層建築物の火災予防指導 

所有者等に対し、出火防止、火災拡大防止、避難、消防活動等に関する事項を定めた高層

建築物の防災指導指針に基づく指導を推進する。 

７ 自衛消防組織の設置指導 

堺市消防局は、学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店等の防火対象物で、自衛消防

組織の設置が必要なものの管理について権原を有する者に対し、火災予防だけでなく地震等

による被害軽減の観点から、自衛消防組織（消防法第８条の２の５）を設置させ、地震等に

よる火災その他の災害に係る被害軽減のための措置を講ずるよう指導する。 
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第４節 消火・救助・救急体制の整備 
 

市及び堺市消防局は、大規模災害などに備えて消防力の強化を図り、また、応援体制の整備、

関係機関との連携をもって消火、救助、救急体制の充実に努める。 

なお、市は、府と連携して、警察官、消防職員、消防団及び自主防災組織等の防災対応や

避難誘導等にあたる者の危険を回避するため、防災対応等に係る行動ルールや退避基準を定

めるとともに、それに基づく訓練及び検証を行い、必要に応じ、行動ルール等の見直しを行

うよう努める。 

 

第１ 消防力の強化 

 

１ 消防施設等の充実 

「消防力の整備指針」（平成12年１月20日消防庁告示第１号）に基づき消防署所を配置し、

消防車両などの消防施設や情報収集体制、通信機能の強化を図るための消防設備など総合的

消防力の充実に努める。 

２ 消防水利の確保（実施主体：高石市） 

(1) 「消防水利基準」（昭和39年12月10日消防庁告示第７号）に基づき消火栓等を配置する。 

(2) 河川、ため池、農業用水路などの自然水利やプ－ルの活用、耐震性貯水槽などの防火水

槽の整備など、消防水利の多様化を図る。 

(3) 遠距離大量送水システム等の消防水利を有効に活用するための消防施設、設備の整備に

努める。 

３ 消防活動体制の整備 

迅速かつ的確な消防活動実施のための諸体制の整備に努める。 

(1) 消防体制の充実 

(2) 情報伝達体制の整備充実 

(3) 消防職員の速やかな動員 

(4) 同時多発火災及び大規模火災の対応 

(5) 救助・救急資機材の強化 

(6) 救急隊員の活動強化 

(7) 消防水利の有効活用 

(8) 消防活動資機材等の備蓄と調達 

(9) 住民広報の徹底 

(10)空路拠点の充実 

(11)大規模消防応援部隊の受援体制の確立 

(12)要配慮者への対応 



第２章 防災体制の整備 

第４節 消火・救助・救急体制の整備 

98 

 
 

 
 

 
 

 
 

４ 消防団の充実強化（実施主体：高石市） 

地域における消防防災の中核として重要な役割を果たす消防団の充実強化を図るため、体

制整備や資機材の整備に努める。 

(1) 体制整備 

人口減少社会を迎える中、地域コミュニティの希薄化により地域のリーダーとなる担い

手不足が懸念されることから、若手、女性リーダーの育成、青年層・女性の消防団活動へ

の積極的な参加の促進、処遇の改善、必要な資格の取得などの教育訓練体制の充実、消防

団協力事業所表示制度の活用、機能別分団・団員の導入の促進などにより、組織強化に努

める。また、地域住民と消防団員の交流等を通じ、消防団員がやりがいを持って活動でき

る環境づくりを進めるよう努める。 

(2) 消防施設、装備の強化 

大規模災害等に備えて、消防団詰所やポンプ器具庫の確保、消防車両・小型動力ポンプ、

車載無線などの防災資機材、ライフジャケット等の安全確保用装備、拠点施設の充実強化

を図る。また、消防団詰所については、平常時においては研修・訓練の場となり、災害時

においては避難、備蓄等の機能を有する活動拠点としても活用できることから、詰所の整

備に努める。 

(3) 消防団員の教育訓練 

消防団員の防災に関する高度の知識及び技能の向上を図るとともに、消防団員の安全確

保の観点から、消防団員に安全管理等の徹底、必要な資格の取得等の教育訓練を実施する。 

(4) 津波発災時の消防団員の安全確保対策 

津波発生が予想される場合の消防団の活動・安全管理体制等を整備し、行動ルールや退

避ルールの確立等、津波発災時の消防団員の活動を明確化する。また、訓練及び検証を行

い、必要に応じ、行動ルール等の見直しを行う。 

(5) 自主防災組織との連携強化 

消防団が地域により密着した活動を行うことができるよう、地域の自主防災組織との連

携強化に努める。また、自主防災組織等の教育訓練において指導的な役割を担えるよう、

必要な対策に努める。 

※資料4-1「堺市消防局組織機構図」 

※資料4-2「堺市消防局職員の配置表」 

※資料4-3「消防庁舎現況」 

※資料4-4「各種車両配置表」 

※資料4-5「消防通信指令総合システム」 

※資料4-6「消防水利状況」 

 

第２ 広域消防応援体制の整備 

 

地震等大規模災害発生に備え、自治体相互の応援協定の締結を推進するほか、受入体制の整
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備に努める。 

 

第３ 消防救急無線等の整備充実 

 

消防機関は、消防・救急活動における情報取扱いの一層の適正化及び通信の高度化を図るた

め、更なる消防救急無線等の整備充実を進める。 

 

第４ 連携体制の整備 

 

市は、大阪府、警察署、海上保安署、自衛隊等と平常時から情報交換を行い、「顔の見える

関係」を構築し、信頼感を醸成するよう努めるとともに、相互に連携し、情報相互連絡体制、

輸送体制、消火用機器の同一規格化を図るなど、消火・救助・救急活動を円滑に行うための体

制整備に努める。 
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第５節 医療体制の整備 
 

災害時の医療救護活動が迅速かつ適切に行えるよう、大阪府及び医療関係機関と連携しながら、

災害時医療体制を整備する。 

なお、大阪府は、関西広域連合と連携して災害医療コーディネーター（災害等が発生した

場合において、必要とされる医療を迅速かつ的確に提供できる体制の構築を図るためのコー

ディネーター）、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）、災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）、

災害支援ナース及び災害薬事コーディネーターの充実強化や実践的な訓練の実施、日本災害

リハビリテーション支援協会（ＪＲＡＴ）、日本栄養士会災害支援チーム（ＪＤＡ－ＤＡＴ）

等との連携強化、関西広域連合管内のドクターヘリによる災害時の機動的かつ効果的な運航

体制の構築、ドクターヘリ運航要領に定める災害時の運用、複数機のドクターヘリ等が離着

陸可能な参集拠点等の確保等を通じて、救急医療活動等の支援体制の整備を図るとともに、

大規模災害発生時において医療救護活動等が中長期にわたることも見据え、主に急性期医療

を担う災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）から中長期的な医療を担う医療救護班（保健医療活

動チーム）への円滑な移行等を図るため、災害医療コーディネーターも参加する訓練等を通

じて、派遣調整を行うスキームの一層の改善に努めるとともに、被災地域外からの医療救護

班の受入れや派遣についてのコーディネート機能の整備等を図ることから、市はこれらの支

援を受けるための体制を整備する。 

 

第１ 災害時医療の基本的考え方 

 

災害時医療救護活動は、災害のため医療機関等が被災・混乱し、被災地の住民が医療の途を

閉ざされた場合に、医療等を提供し被災者の保護を図るための活動である。 

この際、死亡者を一人でも少なくすることを目標に、状況に応じて被災地域の内外を問わず、

以下の点に留意し市内の全ての医療機関が救命医療を最優先とした最大限の活動を実施する。 

また、大規模災害時においては、大阪府和泉保健所等と連携し、刻々と変化する現地医療ニ

ーズを的確に把握・分析のうえ、必要な「医療救護班」を組織し派遣するなど、中長期にわた

る医療救護活動を実施する。 

 

１ 現地医療活動 

患者がまず最初に受ける応急手当あるいは一次医療を、「救護所」において実施する。 

市は、高石市医師会に所属する医師によりあらかじめ構成される高石市医療救護班により、

応急救護所（災害発生直後の短期間、災害現場付近に設置する救護所）及び医療救護所（災

害発生直後から中長期にわたって、指定避難所等に併設される救護所）において、被災者の

傷害程度に基づく治療の選択（トリアージ）や搬送前の応急処置、軽症者の治療を行う。 

(1) 医療機関をできるだけ「救護所」と位置づけ、医療救護班の派遣と物資の供給を行う。 

(2) 災害の種類や時間経過に伴い量的・質的に変化する医療ニーズに対応し、医師の専門
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性を生かした医療救護を行う。 

２ 後方医療活動 

救護所で対応できない重症、重篤患者の二次、三次医療を提供するため、災害医療協力機

関を中心に被災を免れた（被災地域内と被災地域外を含め）全ての医療機関で実施する。 

(1) 災害が甚大であればあるほど、医療機関は後方医療活動を優先し活動する。 

(2) 被災地域内で対応困難な重症患者は、ドクターヘリや消防防災ヘリ、自衛隊機など航空

機等によりできるだけ早く被災地域外の医療機関へ搬送し、治療する。 

(3) 特定の医療機関に患者が集中しないよう、できるだけ（大阪府域外も含め）多数の医療

機関へ分散した搬送、治療を行う。 

(4) 医療機関を機能別、地域別に体制化し、重傷度、緊急度に応じた適切な患者の搬送、受

入れを行う。 

 

第２ 医療情報の収集・伝達体制の整備 

 

市は、大阪府及び高石市医師会と相互に連携し、災害時における医療活動が円滑に行えるよ

う医療機関の被害状況や空床状況を把握するとともに、大阪府が推進する広域災害・救急医療

情報システム（ＥＭＩＳ）の有効活用を推進する。 

大阪府は、災害時の医療情報が迅速かつ的確に把握し、発信できるよう、市及び医療関係機

関に対して、広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）を的確に活用できるよう入力操作

等の研修や訓練を定期的に行うとともに、その充実に努める。 

また、市、大阪府及び医療機関は、災害時の医療機関の機能を維持し、広域災害・救急医療

情報システム等の稼働に必要なインターネット接続を確保するため、多重化、多様化による非

常用通信手段の確保に努める。 

 

１ 連絡体制の整備 

(1) 市、大阪府及び医療機関は、災害時の連絡、調整窓口や情報内容、情報収集提供方法、

役割分担を定める。 

(2) 市は、各医療機関が有する情報収集伝達手段が麻痺した場合においても、医療機関の被

害状況や医療情報が収集伝達できるように、災害医療情報連絡員を指名する。 

２ その他 

(1) 市は、医療機関及び医療救護班との情報連絡手段（災害時優先電話回線等）を確保する。 

(2) 各医療機関は、災害時優先電話回線を確保する。 

 

第３ 現地医療体制の整備 

 

市は、高石市医師会、大阪府及び医療機関と連携し、災害発生時に通常の医療体制では対応
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できない多数の傷病者が発生した場合や、医療機関の被害によって被災地域に医療の空白が生

じた場合に適切な現地医療活動が実施できるよう、現地医療体制を整備する。 

 

１ 高石市医療救護班の体制整備 

市は、現地医療活動に従事する高石市医療救護班の編成・派遣方法について、高石市医師

会及び地域の医療機関と連携しあらかじめ定める。 

２ 救護所等の設置体制 

市は、高石市医師会及び地域の医療機関と協力し、救護所の開設手順や役割分担等の体制

を整備する。 

３ 医療救護班の派遣要請の確認 

市は、市単独では十分な対応ができない程度の災害が発生した場合は、大阪府（和泉保健

所等）を通して日本赤十字社大阪府支部に医療救護班の派遣を要請する。 

４ 緊急医療班の受入れ体制の整備 

市及び大阪府和泉保健所は、市災害対策本部及び保健所保健医療調整本部を通じて、他市

等からの緊急医療班及び医療ボランティア等の受入れ体制について、あらかじめ調整してお

く。 

緊急医療班の中には、災害の発生直後の急性期に活動が開始できる機動性を持った、専

門的な訓練を受けた災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）を含む。 

 

第４ 後方医療体制の整備 

 

市は、地域における災害医療の拠点となる医療機関との連携を図るとともに、他の医療機関

についても災害時に連携が図られるよう協力体制の整備に努め、後方医療体制を充実する。 

 

１ 広域搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ） 

八尾ＳＣＵ 

２ 災害拠点病院（地域災害医療センター） 

岸和田徳州会病院 

３ 市災害医療センター 

高石加茂病院、高石藤井病院、高石市立診療センター 

４ 災害医療協力病院 

浜寺病院 
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第５ 医薬品等の備蓄及び確保 

 

１ 備蓄 

市は、災害発生後３日程度の間に必要とする医薬品（包帯、解熱鎮痛剤、殺菌消毒剤等）

の備蓄に努めるとともに、災害時における医薬品の確保が円滑に行えるよう高石薬剤師会等

の医療関係機関の協力を得て、医薬品及び医療用資器材の備蓄等の確保体制を整備する。 

なお、日本赤十字社大阪府支部は、災害時における血液製剤の供給体制を整備する。 

２ その他 

１においてもなお医薬品等が不足する場合には、大阪府に要請する。 

 

第６ 患者等搬送体制の確立 

 

市は、災害時における患者、医療救護班及び医薬品等の大量かつ迅速・適切な搬送のための

陸路・海路・空路を利用した搬送手段の確保と搬送体制を明確化する。 

 

１ 患者搬送 

市は、大阪府及び災害医療機関と連携し、特定の医療機関へ患者が集中しないよう、広域

災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）の受入れ可能病床情報等に基づく適切な搬送体制

を明確化する。 

２ 医療救護班の搬送 

市をはじめとする医療関係機関は、救護所等における医療救護活動を行うための医療救護

班の派遣手段・方法を明確化する。 

３ 医薬品等物資の輸送 

(1) 市 

市は、医薬品等の受入れ及び救護所等への配送供給体制を整備する。 

(2) 大阪府、日本赤十字社大阪府支部 

医薬品等の大阪府外からの受入れ及び被災地への輸送手段の確保、輸送拠点の選定、輸

送体制の確立等を行う。 

 

第７ 個別疾病対策 

 

市は、大阪府と連携し、専門医療が必要となる人工透析、難病、循環器疾患、消化器疾患、

血液疾患、小児医療、周産期医療、感染症、アレルギー疾患、精神疾患、歯科疾患等の疾病に

対する対策を講じるため、特定診療災害医療センター、各専門医会関係団体と協力して医療機

関のネットワーク化、必要医薬品等の確保、供給体制及び在宅医療患者への情報提供方法など
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の整備に努める。 

併せて、被災者のこころのケアを行う専門チームである災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）

についても、大阪府や関係機関と連携のうえ、体制整備に努める。 

 

第８ 医療関係者に対する訓練等の実施 

 

１ 災害医療訓練の実施 

各医療機関は、年１回以上の災害医療訓練の実施に努めるとともに、自ら実施する消防訓

練等において、災害時を想定した訓練内容を加味して訓練を実施するように努める。 
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第６節 緊急輸送体制の整備 
 

災害発生時に救助、救急、医療、消火並びに緊急物資の供給を迅速かつ的確に実施するため、

緊急輸送体制の整備に努めるとともに、災害発生時の緊急輸送活動のために確保すべき道路、

港湾、漁港等の輸送施設及びトラックターミナル、総合体育館等の輸送拠点について把握・

点検する。 

なお、市は、輸送協定を締結した民間事業者等の車両は、あらかじめ緊急通行車両確認証

明書及び標章の交付を受けることができることについて、周知及び普及を図る。 

 

第１ 陸上輸送体制の整備 

 

１ 緊急交通路の選定 

市は、大阪府、大阪府警察及び道路管理者と協議し、災害時の応急活動を迅速かつ的確に

実施するため、緊急交通路を選定する。 

(1) 広域緊急交通路（大阪府選定） 

ア 大阪府県間を連絡する主要な道路 

イ 大阪府域の広域防災拠点、後方支援活動拠点、陸上、海上、航空輸送基地などを連絡

する主要な道路及び接続道路 

ウ 各府民センタービル、市町村庁舎など市町村の輸送拠点及び災害拠点病院を連絡する

主要な道路及び接続道路 

エ 津波による沿岸部の被災を考慮した、内陸部から沿岸部への櫛の歯型のアクセス道路 

※資料2-6 「防災マップ」 

(2) 地域緊急交通路（市選定） 

広域緊急交通路と市庁舎、災害時用臨時ヘリポート、市災害医療センター、災害医療協

力病院及び救援物資集積場所、指定避難所等を連絡する道路 

※資料2-6 「防災マップ」 

２ 緊急交通路の整備 

道路管理者は、多重性、代替性を考慮した緊急輸送ネットワークを確保するため、あら

かじめ選定された緊急交通路の効率的な整備に努める。 

３ 災害時の応急点検体制の整備 

道路管理者は、平常時からその管理する道路の安全性を十分に監視、点検するとともに、

災害時の通行の支障に関する情報の収集体制や応急点検体制を整備する。 

４ 緊急交通路の周知 

市、大阪府、大阪府警察及び道路管理者は、災害時に緊急交通路の機能を十分に発揮させ

るため、平常時から住民へ緊急交通路の周知に努める。 
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５ 重要物流道路の指定等 

国土交通大臣は、災害時も含めた安定的な輸送を確保するため、道路管理者と協議のうえ、

物流上重要な道路輸送網を重要物流道路として指定し、機能強化及び重点支援を実施する。 

なお、市域内で指定されている重要物流道路は、阪神高速道路湾岸線、国道26号、堺泉北

道路である。 

 

第２ 航空輸送体制の整備 

 

市は、航空輸送による救援物資等の緊急受入れ及び搬出のため、災害時用臨時ヘリポ－トを

整備・指定する。また、災害時に他府県等（消防・警察・自衛隊等）からのヘリコプターによ

る迅速かつ正確な救助・支援活動を実現するため、誤着陸防止用及び道しるべとして公共施設

等へのヘリサインの整備に努める。 

三次救急医療機関等をはじめとする高度医療施設は、負傷者の搬送及び救急活動にヘリコプ

ターを有効活用するため、緊急離着陸場等を確保するよう努める。 

 

第３ 水上輸送体制の整備 

 

港湾管理者（大阪府）及び漁港管理者（市）は、必要な岸壁の耐震化を促進するとともに、

災害時の物流拠点として必要な施設の整備に努める。 

また、国、港湾管理者等の関係機関は港湾法の改正（平成25年11月22日）を踏まえ、港湾の

相互間の広域的な連携による航路啓開等の港湾機能の維持・継続のための対策や緊急輸送等災

害時に必要な航路等の機能の確保に努める。 

港湾管理者（大阪府）は、航路等の水域沿いの民間港湾施設の適切な維持管理等について指

導するとともに、国と連携し民間事業者が耐震対策を実施する際には必要に応じて支援する。 

港湾管理者（大阪府）及び漁港管理者（市）は、建設業者等を活用し、発災後の港湾及び漁

港の障害物除去、応急復旧等に必要な人員・資機材等の確保に努める。 

 

第４ 救援物資集積場所の指定 

 

災害時において物資の受入れ、一時保管及び市内各区域への配送を効果的に行うため、陸上

及び海上ルートにおける救援物資集積場所を指定する。 

 

第５ 物資を指定避難所等へ的確に供給する仕組みの構築 

 

市の備蓄物資や各自治体、企業等からの救援物資を迅速かつ円滑に指定避難所等に搬送でき

るように、ニーズの把握方法、救援物資集積場所や搬送方法、搬送ルートなどの物資供給体制
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の仕組みを次の事項を踏まえて構築する。 

 

１ 発災直後で被災者のニーズが把握できない段階にあっては、被災者のニーズを待たずに、

当面必要とされる物資を短時間で効率的に供給する（プッシュシステム）。最低限の必要物

資が行き渡った後に、順次、被災者のニーズに対応した物資を供給する（プルシステム）。 

２ 救援物資集積場所から指定避難所への配送は、地域に詳しい宅配事業者によるのが効果的

である。 

３ 必要なものが的確に出荷元に情報伝達されていないと、救援物資集積場所に滞留在庫が大

量に生じることになる。よって、配送状況やニーズを把握するため情報共有体制を整備する。 

４ 義援物資について 

(1) 必要な物資、不要な物資についての情報を明確に発信する。 

(2) ダンボール箱への混載は避け、中身を明示していただくよう周知する。 

５ 市は、医薬品の仕分けのため、高石薬剤師会と連携を図る。 

 

第６ 民間事業者との協力体制の整備 

 

災害時の人員、応急資機材等の輸送等を迅速かつ効果的に行えるよう、民間事業者と緊急時

の輸送協力体制について協定締結等その整備を行う。 

 

１ 物流システムのノウハウを有する民間事業者の協力を得ることにより、物資の管理・輸送

体制を確保する。 

２ 効率のよい物流体制の実現のために発災直後から物流専門家が現場で調整を行うことが有

効である。 

３ 災害時において物資の輸送等に必要な燃料を確保するため、民間事業者及び団体との協定

を締結する。 

 

第７ 輸送手段の確保 

 

防災関係機関は、陸上輸送、航空及び水上輸送などによる人員、物資の輸送手段を確保する

ための体制や災害時における運用の手順を整備する。 

 

１ 車両、航空機、船舶などの把握 

防災関係機関は、緊急時において確保できる車両、航空機、船舶などの配備や運用をあら

かじめ計画する。 

２ 調達体制の整備 

市は、大阪府と連携し、防災関係機関の輸送能力を補完するため、民間事業者との連携に

努め、あらかじめ輸送協定を締結しておくとともに、必要に応じて、事前に緊急通行車両確
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認申出を行ない緊急通行車輌確認証明書及び標章の交付を受けておく。 

 

第８ 交通規制・管制の確保 

 

１ 大阪府公安委員会 

災害対策基本法50条第２項に基づく災害応急対策の実施責任者から、緊急通行車両として

使用する計画のある車両についての申出があった場合、審査し、緊急通行車両と認めたとき

は、緊急通行車両確認証明書及び標章を交付する。 

※資料8-7「緊急通行車両確認申出書」 

２ 大阪府警察 

災害対策基本法に基づく交通規制・管制を円滑に実施するための整備を行う。 

(1) 初動措置体制の整備 

災害発生時における要員を確保するために必要な整備を行う。 

(2) 災害に強い交通安全施設の整備 

ア 信号機電源付加装置（自動起動型）の整備 

イ 災害時の信号制御システム等の整備 

ウ 交通情報提供システム、交通情報収集システムの整備 

３ 道路管理者 

災害時における道路施設の破損・欠壊等により交通が危険であり応急復旧を必要とする場

合に、道路法に基づく通行規制を実施するために必要な対策を行う。 

４ 堺海上保安署 

港内及び港の周辺海域における海上交通安全確保のため、必要な資機材、要員の確保に努

める。 
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第７節 避難受入れ体制の整備 
 

災害から住民を安全に避難させるため、指定緊急避難場所、避難路、指定避難所をあらかじめ

指定し、日頃から住民に周知するとともに施設の整備に努める。さらに、大阪府と連携し、建

築物等の二次災害を防止するための危険度判定体制等の整備や応急仮設住宅等の事前準備を

進める。なお、平常時から、指定避難所の場所、収容人数、家庭動物の受入れ方法等につい

て、市民への周知徹底を図る。 

さらに、指定避難所等における被災者支援が適切に行われるよう、地域の実情に応じ、災害ケ

ースマネジメント（一人ひとりの被災者の状況を把握した上で、関係者が連携して、被災者に対

するきめ細やかな支援を継続的に実施する取組み）などの支援体制の整備等にも努める。 

 

第１ 指定緊急避難場所、避難路の指定 

 

市は、指定緊急避難場所及び避難路を指定し、日頃から住民に対し周知に努める。 

なお、指定緊急避難場所については、市は、災害種別に応じて被災が想定されない安全区域

内に立地する施設等又は安全区域外に立地するが災害に対して安全な構造を有し、想定される

津波や洪水等の水位以上の高さに避難者の受入れ部分及び当該部分への避難経路を有する施設

であって、災害発生時に迅速に避難場所の開放を行うことが可能な管理体制等を有するものを

指定する。 

なお、指定緊急避難場所は災害種別に応じて指定がなされていること及び避難の際には発生

するおそれのある災害に適した指定緊急避難場所を避難先として選択すべきであることについ

て、日頃から住民等への周知徹底に努める。 

特に、指定緊急避難場所と指定避難所が相互に兼ねる場合においては、特定の災害において

は当該施設に避難することが不適当である場合があることを日頃から住民等への周知徹底に努

める。 

 

１ 火災時の避難場所及び避難路の指定 

(1) 一時避難場所 

火災発生時等に住民が一時的に避難できる概ね１ha の場所を一時避難場所として指定

する。 

(2) 広域避難場所 

火災の延焼拡大によって生じる輻射熱、熱気流から住民の安全を確保できる場所であっ

て、概ね10ha 以上の空地等に、想定される避難者１人当たり概ね１㎡以上（「防災公園

計画・設計ガイドライン」に基づいて整備される防災公園については、想定される避難者

１人当たり概ね２㎡以上の避難有効面積を確保できること）の有効面積を確保できる場所

とするが、10ha 未満の空地であっても、周辺地域に耐火建築物等が存在し、火災に対し

て有効な遮断が可能な場合は広域避難場所として選定できる。その他、土地利用の状況そ
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の他の事情を勘案して、避難上必要な機能を有すると判断できるものは指定できるものと

する。 

本市の広域避難場所は次のとおり。 

鴨公園周辺、高南中学校周辺 

(3) 避難路 

広域避難場所へ通じる避難路を指定する。 

ア 原則として幅員が16ｍ以上の道路（ただし、沿道に耐火建築物が多く存在し、避難者

の安全が確保できると認められる場合には、幅員10ｍ以上の道路）又は10ｍ以上の緑道 

イ 沿道市街地における土地利用の状況その他の事情を勘案して、地震災害時における

避難上必要な機能を有すると認められる道路又は緑道（アに該当するものを除く。） 

ウ 落下物、倒壊物による危険など避難の障害のおそれが少ないこと。 

エ 浸水等により交通不能になるおそれがないこと。 

※資料3-5「指定緊急避難場所・指定避難所一覧」 

２ その他の避難場所及び避難路の指定 

津波、浸水に備え、それぞれの地域の実情及び災害特性に応じた安全な避難場所、避難

路を指定する。 

なお、避難場所・避難路の指定にあたり、市は、指定緊急避難場所を指定して誘導標識

等を設置する場合は、日本産業規格に基づく災害種別一般図記号を使用して、どの災害の

種別に対応した避難場所であるかを明示するよう努める。併せて市は、災害種別一般図記号

を使った避難場所標識等の見方に関する周知に努める。なお、避難場所標識等については、

案内図記号（ＪＩＳ Ｚ8210）の追補６「災害種別一般図記号」及び図記号を使った表示

方法に係る「災害種別避難誘導標識システム（ＪＩＳ Ｚ9098）」を用いる。 

また、指定した避難場所、避難路については、洪水、津波ハザードマップ等により日頃か

ら周知に努める。 

避難場所のうち、災害時用臨時へリポートに指定されているところにあっては、上空から

施設を確認できるよう、施設名の対空表示に努める。 

(1) 避難場所 

避難者１人当たり概ね１㎡以上を確保できる安全な空地 

(2) 避難路 

避難場所又はこれに準ずる安全な場所に通じる幅員３ｍ以上の安全な道路及び緑道 

 

第２ 避難場所、避難路等の安全性の向上 

 

市は、関係機関と協力し、一時避難場所、広域避難場所及び避難路を、避難行動要支援者に

も配慮して整備するとともに、消防水利の確保など総合的に安全性の向上を図る。 
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１ 一時避難場所 

(1) 避難場所標識等による住民への周知 

(2) 周辺の緑化の促進 

(3) 複数の進入口の整備 

２ 広域避難場所 

(1) 避難場所誘導標識の設置 

(2) 防災行政無線屋外子局の最適配置など避難市民への情報伝達手段の整備 

(3) 周辺における耐震・耐火建築物の整備促進及び緑化の促進 

(4) 複数の進入口の整備 

３ 避難路 

(1) 避難路であることを示す標識等の設置 

(2) 沿道における耐震・耐火建築物の整備促進及び緑化の促進 

(3) 落下・倒壊物対策の推進 

(4) 段差解消、誘導ブロックの設置等 

 

第３ 指定避難所の指定、整備 

 

市は、施設管理者と協力し、家屋の損壊、滅失、浸水、流失などにより、避難を必要とする

住民を臨時に受け入れることのできる、指定避難所を指定、整備する。その際、新型インフル

エンザ等感染症対策等を踏まえ、平常時から、指定避難所のレイアウトや動線等を確認してお

くとともに感染症患者が発生した場合の対応を含め、防災担当部局と保健福祉担当部局が連携

して、必要な措置を講じるよう努める。 

また、広報紙、ホームページなどの手段により、住民に対し指定避難所の情報を周知する。

さらに、避難者等の発生規模と指定避難所や応急住宅等による受入れ人数等について、あらか

じめ評価するとともに、それらが不足した場合、大阪府と連携し、ホテル・旅館等のほか、空

家・空室の活用等、可能な限り多くの避難所の開設に努めるとともに、自宅での生活が可能な

者に対する在宅避難への誘導等を行い、受入れの確保を図る。 

さらに、平常時から指定避難所の場所や受け入れ人数等について、市民への周知徹底を図る

とともに、災害時に指定避難所の開設状況や混雑状況等を周知することを想定し、ホームペー

ジやアプリケーション等の多様な手段の整備に努める。 

このほか、市及び避難所施設の管理者は、指定避難所の良好な生活環境の継続的な確保を図

るため、専門家やＮＰＯ・ボランティア等との定期的な情報交換、避難生活支援に関する知見

やノウハウを有する地域の人材の確保・育成に努める。 

 

１ 指定避難所の指定 

指定避難所の指定は、非構造部材も含めた耐震化・不燃化の促進、非常用電源の確保等、
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避難の実施に必要な設備・機器の整備に努め、次の事項を踏まえて行う。 

なお、台風の接近・通過、地震災害時は、指定避難所を必要に応じて開設する。 

(1) 市は、公民館、学校等の公共的施設等を対象に、できるだけ津波による浸水の危険性の

低い場所に、地域的な特性や過去の教訓、想定される災害等を踏まえ、その管理者の同意

を得たうえで、避難者が避難生活を送るための指定避難所をあらかじめ指定し、住民への

周知徹底を図る。 

(2) 指定避難所については、市は、避難者を滞在させるために必要となる適切な規模を有し、

速やかに避難者等を受け入れること等が可能な構造又は設備を有する施設であって、想定

される災害による影響が比較的少なく、災害救援物資等の輸送が比較的容易な場所にある

ものを指定する。なお、主として要配慮者を滞在させることが想定される施設にあっては、

要配慮者の円滑な利用を確保するための措置が講じられ、相談等の支援を受けることがで

きる体制が整備されているもの、円滑な情報伝達ができるように多様な情報伝達手段が確

保されているもの等を指定する。また、指定緊急避難場所と指定避難所の役割が違うこと

について、日頃から住民等への周知徹底に努める。 

(3) 市は、学校を指定避難所として指定する場合には、学校が教育活動の場であることに配

慮する。また、指定避難所としての機能は応急的なものであることを認識のうえ、指定避

難所となる施設の利用方法等について、事前に教育委員会等の関係部局や地域住民等の関

係者と調整を図る。 

(4) 市は、指定避難所の施設については、必要に応じ、良好な生活環境を確保するために、

男女のニーズの違い等、男女双方の視点を考慮のうえ、あらかじめ避難所内の空間配置図、

レイアウト図などの施設の利用計画を作成するよう努める。また、必要に応じ、換気、照

明等の設備の整備に努めるとともに、感染症対策について、感染症患者が発生した場合の

対応を含め、平常時から総合政策部と保健福祉部は連携して、必要に応じてホテルや旅館

等の活用等を含めて検討するよう努める。さらに、各施設管理者との連携を図り、貯水槽、

井戸、給水タンク、仮設トイレ、マンホールトイレ、マット、非常用電源、ガス設備、衛

星携帯電話等の通信機器等のほか、空調、洋式トイレ、パーティション、段ボールベッド

等の簡易ベッド等、要配慮者にも配慮した施設・設備の整備に努めるとともに、避難者に

よる災害情報の入手に資するテレビ、ラジオ等の機器の整備を図る。また、必要に応じ指

定避難所の電力容量の拡大に努める。このほか、停電時においても、施設・設備の機能が

確保されるよう、再生可能エネルギー等の自立・分散型エネルギーの導入や蓄電池・燃料

電池の利活用を含めた非常用発電設備等の整備に努める。 

(5) 市は、大阪府和泉保健所と連携して、新型インフルエンザ等感染症等（指定感染症及び

新感染症を含む）発生時における自宅療養者等の被災に備えて、災害発生前から、ハザー

ドマップ等に基づき、自宅療養者等が危険エリアに居住しているか確認を行うよう努める

とともに、自宅療養者等の避難の確保に向けた具体的な検討・調整を行い、必要に応じて、

自宅療養者等に対し、避難の確保に向けた情報を提供するよう努める。また、これらのこ

とが円滑に行えるよう新型インフルエンザ等感染症等発生前から関係機関との調整に努め

る。 
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※資料2-6 「防災マップ」 

２ 指定避難所の整備 

(1) 市は、避難生活等の長期化に対応できるよう指定避難所の耐震化・不燃化の促進及び福

祉仕様のトイレ設置をする（ただし、障がい者等が他の施設（棟）の福祉仕様のトイレを

支障なく利用できる場合は、この限りではない。）など要配慮者への配慮を図り、避難の

実施に必要な施設等を整備する。その際、大阪府福祉のまちづくり条例や高石市福祉のま

ちづくり要綱、その他要配慮者の権利擁護・配慮に関する法令等に基づくとともに、障が

い者等が落ち着ける環境を工夫することや、障がい特性に対応したコミュニケーション手

段を踏まえること、歩行が困難な障がい者等の通路を確保すること等、さまざまな対応方

法や配慮事項を踏まえた整備・改善に努める。 

(2) 市は、施設管理者の協力を得て、避難所生活において支障なく移動できるルート（仮設

スロープの準備等）を確保するなど、避難生活（水・食料・物資の受け取り、仮設トイレ

の使用等）に支障のないよう配慮する。 

(3) 市は、施設管理者の協力を得て、大阪府とともに、日常生活用具等、備品の整備に努め

る（施設ごとの備品の整備が困難な場合は、緊急時に支障なく使用に供することができる

よう、管理体制を整える。）。 

(4) 中長期の停電に対応できる非常用電源設備（自家発電設備等）を確保するとともに、設

置場所の検討、非常用電源設備の稼働持続時間の把握と燃料確保体制の整備に努める。 

(5) 市は、非常用電源、携帯型防災行政無線、衛星携帯電話・衛星通信を活用したインタ

ーネット機器等の通信機器等によるネットワーク環境の整備のほか、空調、洋式トイレ

などの整備に努める。さらに、テレビ、ラジオ等被災者による災害情報の入手に資する

機器の整備を図る。 

(6) 市は、指定避難所又はその近傍で地域完結型の備蓄施設を確保し、食料、水、常備薬、

炊き出し用具、毛布等避難生活に必要な物資等の備蓄に努める。 

(7) 保健師、福祉関係者、ＮＰＯ等の様々な主体が地域の実情に応じて実施している状況

把握の取組を円滑に行うことができるよう事前に実施主体間の調整を行うとともに、状

況把握が必要な対象者や優先順位付け、個人情報の利用目的や共有範囲について、あら

かじめ、検討するよう努める。 

(8) 在宅避難者等が発生する場合や、避難所のみで避難者等を受け入れることが困難とな

る場合に備えて、あらかじめ、地域の実情に応じ、在宅避難者等が利用しやすい場所に

在宅避難者等の支援のための拠点を設置すること等、在宅避難者等の支援方策を検討す

る。 

(9) やむを得ず車中泊により避難生活を送る避難者が発生する場合に備えて、あらかじめ、

地域の実情に応じ、車中泊避難を行うためのスペースを設置すること等、車中泊避難者

の支援方策を検討するとともに、その際、車中泊を行うに当たっての健康上の留意点等

の広報や車中泊避難者の支援に必要な物資の備蓄に努める。 
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〔参 考〕 

「大阪府地震被害想定調査結果」では、本市における避難所生活者は、上町断層帯地震

Ｂで最大12,153人が想定されている。 

３ 指定避難所の運営管理体制の整備 

市は、避難生活等の長期化に対応できるよう指定避難所の開設基準、管理体制、指定管理

者との連携、災害対策本部との連携、避難所ボランティア等の地元住民との協力体制を整備

する。 

(1) 指定避難所は、高石市災害対策本部からの指示により、災害対策本部事務分掌に基づき、

担当班が自主防災組織等の協力を得て開設する。 

(2) 市（災害対策本部等）と指定避難所の連絡、伝達等は、電話又は防災行政無線により行う。 

(3) 指定避難所の運営は、担当班、地域の自治会及び自主防災組織との連携により行う。 

(4) 市は、「指定避難所開設運営マニュアル」（平成30年3月）が適切に運用できるよう、

訓練等を通じて、住民等に対し、あらかじめ、指定避難所の運営管理のために必要な知識

等の普及に努める。特に、夏季には熱中症の危険性が高まるため、熱中症の予防や対処法

に関する普及啓発に努める。この際、住民等への普及にあたっては、住民等が主体的に指

定避難所を運営できるように配慮するよう努める。なお、指定避難所ごとに策定したマニ

ュアル運用編については、実効性を高めるため、住民主体による訓練や意見交換を重ねな

がら必要に応じて修正等を行う。 

(5) 市及び各避難所運営管理者は、指定避難所の良好な生活環境の継続的な確保のために、

専門家等との定期的な情報交換に努める。 

４ 要配慮者に配慮した施設整備等 

人口減少社会を迎える中、要配慮者となる高齢者の増加、支援者となる若年者の減少が懸

念されることから、市は、要配慮者が利用しやすいよう、指定避難所に指定された施設のバ

リアフリー化などに努めるなど、次の基準により施設の福祉的整備を図る。また、要配慮者

を保護するために、二次的避難所として福祉避難所の指定を進め、福祉関係者等の協力も得

ながら、指定避難所における介護や医療的ケア等の支援活動を充実させるため、大阪府と連

携し必要な人員を確保する。 

(1) 多人数の避難に供する施設の管理者は、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律（バリアフリー法）」、大阪府福祉のまちづくり条例や市福祉のまちづくり要

綱、その他要配慮者の権利擁護・配慮に関する法令等に基づくとともに、障がい者等が落

ち着ける環境を工夫することや、障がい特性に対応したコミュニケーション手段を踏まえ

ること、歩行が困難な障がい者等の通路を確保する等、多様な対応方法や配慮事項を踏ま

えた整備・改善に努める。 

(2) 市は、施設管理者の協力を得て、避難所生活において支障なく移動できるルート（仮設

スロープの準備等）を確保するなど、避難生活（水・食料・物資の受け取り、仮設トイレ

の使用等）に支障のないよう配慮する。 

(3) 市は、施設管理者の協力を得て、大阪府とともに、日常生活用具等、備品の整備に努め
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る（施設ごとの備品の整備が困難な場合は、緊急時に支障なく使用に供することができる

よう、管理体制を整える。）。 

 

第４ 避難者の受入れ 

 

市は、指定緊急避難場所や指定避難所に避難した避難者について、住民票の有無等に関わら

ず適切に受け入れられるよう、地域の実情や他の避難者の心情等について勘案しながら、あら

かじめ受け入れる方策について定めるよう努める。 

また、家庭動物と同行避難した避難者についても、適切に受け入れるとともに、避難所等に

おける家庭動物の受入状況を含む避難状況等の把握に努める 

 

第５ 避難者の状況把握に向けた準備 

市は、保健師、福祉関係者、ＮＰＯ等の様々な主体が地域の実情に応じて実施している状況

把握の取組を円滑に行うことができるよう事前に実施主体間の調整を行うとともに、状況把握

が必要な対象者や優先順位付け、個人情報の利用目的や共有範囲について、あらかじめ、検討

するよう努める。 

 

第６ 在宅避難等 

市は、在宅避難者等が発生する場合や、避難所のみで避難者等を受け入れることが困難とな

る場合に備えて、あらかじめ、地域の実情に応じ、在宅避難者等が利用しやすい場所に在宅避

難者等の支援のための拠点を設置すること等、在宅避難者等の支援方策を検討するよう努める

ものとし、やむを得ず車中泊により避難生活を送る避難者が発生する場合に備えて、あらかじ

め、地域の実情に応じ、車中泊避難を行うためのスペースを設置すること等、車中泊避難者の

支援方策を検討するよう努める。その際、車中泊を行うに当たっての健康上の留意点等の広報

や車中泊避難者の支援に必要な物資の備蓄に努める。 

 

第７ 避難指示等の事前準備 

 

１ 「避難指示等の判断・伝達マニュアル」の適切な運用 

市は、高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保といった避難情報について、河川管理者、

水防管理者、気象台等の協力を得つつ、洪水、高潮等の災害事象の特性、収集できる情報を

踏まえ、避難すべき区域や判断基準、伝達方法、警戒レベルに対応した避難行動や避難の際

の留意点等を明確にしたマニュアルを作成している。今後、このマニュアルの適切な運用に

努めるとともに、近年の都市型豪雨等に対応するためタイムライン等の最新の知見を参考に

すること、大型台風による高潮や南海トラフ地震による被害などを踏まえ、実効性を高める
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ため、必要に応じて、マニュアルを改訂する。 

２ 住民への周知・意識啓発 

市は、避難指示等が発令された際の避難行動として、指定緊急避難場所、安全な親戚・知

人宅、ホテル・旅館等への避難を基本とするものの、ハザードマップ等を踏まえ、自宅等で

身の安全を確保することができる場合は、住民自らの判断で「屋内安全確保」を行うこと、

既に周囲で水害が発生しているなど、指定避難所等への立退き避難はかえって命に危険を及

ぼしかねないと住民自身で判断した場合には、近隣のより安全な建物等の緊急的な退避場所

への避難や、屋内でもより安全な場所へ移動する「緊急安全確保」措置をとることも避難行

動とすることを住民へ平常時から周知しておく。 

 

避難情報と居住者等のとるべき行動（警戒レベルの詳細） 

警戒レベル 居住者等がとるべき行動 
行動を居住者等 

に促す情報 

居住者等が自ら行動をとる 

際の判断に参考となる情報 

（警戒レベル相当情報） 

警戒レベル１ 

災害への心構えを高める 

・防災気象情報等の最新情報に注意

する等、災害への心構えを高め

る。 

早期注意情報 

（気象庁が発表） 
 

警戒レベル２ 

自らの避難行動を確認 

・ハザードマップ等により自宅・施

設等の災害リスク、指定緊急避難

場所や避難経路、避難のタイミン

グ等を再確認するとともに、避難

情報の把握手段を再確認・注意す

るなど、避難に備え自らの避難行

動を確認。 

大雨・洪水・高潮 

注意報 

（気象庁が発表） 

・氾濫注意情報 

・洪水キキクル（洪水警報

の危険度分布）（注意） 

・土砂キキクル（大雨警報

（土砂災害）の危険度分

布）（注意） 

・大阪府が提供する土砂災

害危険度情報（注意） 

警戒レベル３ 

危険な場所から高齢者等は避難 

・高齢者等※は危険な場所から避難

（立退き避難又は屋内安全確保）

する。 

※避難を完了させるのに時間を要す

る在宅又は施設利用者の高齢者及

び障がいのある人等、及びその人

の避難を支援する者 

・高齢者等以外の人も必要に応じ、

出勤等の外出を控えるなど普段の

行動を見合わせ始めたり、避難の

準備をしたり、自主的に避難する

タイミングである。例えば、地域

の状況に応じ、早めの避難が望ま

しい場所の居住者等は、このタイ

ミングで自主的に避難することが

望ましい。 

高齢者等避難 

（市町村長が発令） 

・氾濫警戒情報 

・洪水警報 

・洪水キキクル（洪水警報

の危険度分布）（警戒） 

・大雨警報（土砂災害） 

・土砂キキクル（大雨警報

（土砂災害）の危険度分

布）（警戒） 

・大阪府が提供する土砂災

害危険度情報（警戒） 
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警戒レベル 居住者等がとるべき行動 
行動を居住者等 

に促す情報 

居住者等が自ら行動をとる 

際の判断に参考となる情報 

（警戒レベル相当情報） 

警戒レベル４ 

危険な場所から全員避難 

・危険な場所から全員避難（立退き

避難又は屋内安全確保）する。 

避難指示 

（市町村長が発令） 

・氾濫危険情報 

・洪水キキクル（洪水警報

の危険度分布）（危険） 

・土砂災害警戒情報 

・土砂キキクル（大雨警報

（土砂災害）の危険度分

布）（危険） 

・大阪府が提供する土砂災

害危険度情報（危険） 

警戒レベル５ 

命の危険 直ちに安全確保 

・指定緊急避難場所等への立退き避

難することがかえって危険である

場合、緊急安全確保する。 

ただし、災害発生・切迫の状況

で、本行動を安全にとることがで

きるとは限らず、また本行動をと

ったとしても身の安全を確保でき

るとは限らない。 

緊急安全確保 

（市町村長が発令） 

・氾濫発生情報 

・洪水キキクル（洪水警報

の危険度分布）（災害切

迫） 

・（大雨特別警報（浸水

害））※１ 

・（大雨特別警報（土砂災

害））※１ 

・土砂キキクル（大雨警報

（土砂災害）の危険度分

布）（災害切迫） 

・浸水キキクル（大雨警報

（浸水害）の危険度分

布）（災害切迫） 

注１ 市長は、居住者等に対して避難指示等を発令するにあたり、対象地域の適切な設定等に留意すると

ともに、高齢者等避難、避難指示及び緊急安全確保を夜間に発令する可能性がある場合には、避難行

動をとりやすい時間帯の発令に努める。 

注２ 市長が発令する避難指示等は、市長が総合的に判断して発令するものであることから、警戒レベル

相当情報が出されたとしても必ずしも発令されるものではない。 

注３ 土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）、大阪府が提供する土砂災害危険度をより詳

しく示した情報をまとめて「土砂災害に関するメッシュ情報」と呼ぶ。 

注４ 緊急安全確保は、令和３年災害対策基本法改正により、警戒レベル５の災害発生を確認した状況だ

けではなく、災害が切迫した状況においても発令することができるようになったことから、※１の大

雨特別警報（浸水害）及び大雨特別警報（土砂災害）は、警戒レベル５緊急安全確保の発令基準例と

して用いられることとなった。 

 

第８ 避難誘導体制の整備 

 

１ 市は、災害が発生又は発生するおそれがある場合に対応するため、避難誘導に係る計画を

あらかじめ作成する。また、防災訓練の実施や防災マップの作成・配布等により、その内容

の住民等に対する周知徹底を図るための措置を講じることとし、周知にあたっては、要配慮

者・避難行動要支援者に配慮する。その際、複数河川の氾濫、台風等による高潮と河川洪水
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との同時発生等、複合的な災害が発生することを考慮するよう努める。 

なお、防災マップの作成にあたっては住民参加型等の工夫をすることにより、災害からの

避難に対する住民等の理解の促進を図るよう努める。 

２ 地域特性を考慮した避難誘導体制を整備するとともに、避難行動要支援者の誘導に配慮し、

安全な避難が行えるよう消防団や自治会、自主防災組織、高石市社会福祉協議会や民生委

員・児童委員、福祉サービス事業者、ボランティア等の地域住民と連携した体制づくりを推

進する。 

３ 市は、要配慮者の避難行動をはじめ、安否確認、指定避難所における生活等に対する支援

を円滑に行うために、大阪府が示す「避難行動要支援者支援プラン作成指針」に基づいた

「高石市避難行動要支援者支援プラン」（全体計画）を作成し、避難行動要支援者の情報把

握、市・避難支援者・関係機関等の間での情報共有、避難誘導及び安否確認の支援体制を整

備する。 

４ 学校、社会福祉施設等、多数の者が利用する施設の管理者は、災害時に施設内の利用者を

安全に避難させるための体制づくりを推進する。また、学校は、保護者との間で、災害発生

時における児童生徒等の保護者への引渡しに関するルールをあらかじめ定める。 

なお、市は、小学校就学前の子どもたちの安全で確実な避難のため、災害発生時における

幼稚園・保育所・認定こども園等の施設との間、施設間の連絡・連携体制の構築を行う。 

５ 地下街、劇場等の興行場、駅、その他の不特定多数の者が利用する施設の管理者は、突発

性の災害の発生に備え、避難誘導に係る計画の作成及び訓練の実施に努める。なお、この際、

必要に応じ、多数の避難者の集中や混乱にも配慮した計画、訓練とするよう努める。また、

市は、施設の管理者等に対して、計画作成を働きかけていく。 

 

第９ 広域避難体制の整備 

 

市は、大規模広域災害時に円滑な広域避難及び広域一時滞在が可能となるよう、大規模氾濫

減災協議会など既存の枠組みを活用することにより国や他の自治体と協力体制を構築するとと

もに、他の自治体との応援協定締結や避難者の運送が円滑に実施されるよう運送事業者等との

協定締結、災害が発生又は発生するおそれがある場合の具体的な避難・受入れ方法を含めた手

順等をあらかじめ定めるよう努める。 

 

第 10 応急危険度判定体制の整備 

 

市は、大阪府と連携し、住民の安全確保を図るため、建築関係団体と協力し、地震により被

災した建築物等の二次災害を防止するための危険度判定体制を整備する。 

 

１ 被災建築物応急危険度判定体制の整備 

(1) 被災建築物応急危険度判定士の養成、登録 
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市は、市職員に、大阪府が主催する被災建築物応急危険度判定講習会を受講させ、応急

危険度判定士を養成し、大阪府へ登録を行う。 

(2) 実施体制の整備 

市は、判定主体として、資機材の整備、被災建築物応急危険度判定士受入れ体制の整備

など実施体制の整備を図る。 

(3) 被災建築物応急危険度判定制度の普及啓発 

市は、大阪府と連携し、建築関係団体と協力し、住民に対して、制度の趣旨について

理解が得られるよう普及啓発に努める。 

２ 被災宅地危険度判定体制の整備 

(1) 被災宅地危険度判定士の養成、登録 

市は、市職員に、大阪府が主催する被災宅地危険度判定講習会を受講させ、被災宅地危

険度判定士を養成し、大阪府へ登録を行う。 

(2) 実施体制の整備 

市は、判定主体として、資機材の整備、被災宅地危険度判定士受入れ体制の整備等、実

施体制の整備を図る。 

(3) 被災宅地危険度判定制度の普及啓発 

市は、大阪府と連携し、建築関係団体と協力し、住民に対して、制度の趣旨について理

解が得られるよう普及啓発に努める。 

 

第 11 応急仮設住宅等の事前準備 

 

１ 応急仮設住宅用地の事前選定 

市は、あらかじめ、各種災害に対する安全性に配慮しつつ、公共空地の中から、応急仮設

住宅の建設候補地を選定する。なお、学校の敷地を応急仮設住宅の用地等として定める場合

には、学校の教育活動に十分配慮する。 

また、災害時における被災者用の住居として利用可能な住宅の空家等の把握に努め、災害

時に迅速に斡旋できる体制の整備に努める。 

２ 応急仮設住宅の調達体制等の確立 

大阪府は、応急仮設住宅の建設・借上げ及び被災住宅の応急修理を円滑に実施するため、

あらかじめ関係団体と協定を締結する。また、要配慮者に配慮した住宅の仕様について検討

する。 

 

第 12 り災証明書の発行体制の整備 

 

市は、災害時にり災証明書の交付が遅滞なく行われるよう、住家被害の調査やり災証明書の交

付の担当部局を定め、家屋被害認定調査員の育成、他の地方公共団体や民間団体との応援協定の



第２章 防災体制の整備 

第７節 避難受入れ体制の整備 

120 

 
 

 
 

 
 

 
 

締結、り災証明発行業務のシステム化、住家被害認定調査及びり災証明書発行業務の要員名簿の

作成等を計画的に進めるなど、り災証明書の交付に必要な業務の実施体制の整備に努める。 

また、住家被害の調査やり災証明書の交付の担当部局と応急危険度判定担当部局とが非常時

の情報共有体制についてあらかじめ検討し、必要に応じて、発災後に応急危険度判定の判定実

施計画や判定結果を活用した住家被害の調査・判定を早期に実施できるよう努める。 

さらに、被災建築物の応急危険度判定調査、被災宅地危険度判定調査、住家被害認定調査な

ど、住宅に関する各種調査が個別の目的を有していることを踏まえ、それぞれの調査の必要性

や実施時期の違い、民間の保険損害調査との違い等について、被災者に明確に説明する。 

大阪府は、市におけるり災証明書の交付が遅滞なく行われるよう、市に対し、家屋被害認定

調査員のための研修機会の拡充等により、災害時の家屋被害認定の迅速化を図るとともに育成

した調査の担当者の名簿への登録、他の都道府県や民間団体との応援協定の締結等により、応

援体制の強化を図る。 
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第８節 緊急物資確保体制の整備 
 

災害による家屋の損壊、滅失、浸水、流失等により、水、食料、生活必需品の確保が困難と

なった住民に対して、必要な物資を迅速かつ効率的に供給するため、その確保体制を整備する。 
また、備蓄を行うにあたって、大規模地震が発生した場合には、物資の調達や輸送が平時の

ようには実施できないという認識に立って初期の対応に十分な量を備蓄するとともに、物資の

性格に応じて集中備蓄又は避難場所の位置を勘案した分散備蓄を行うなどにも配慮し、さらに

備蓄拠点を設けるなど、体制の整備に努める。なお、大規模自然災害において、孤立化が長期

化したことを踏まえ、指定された避難場所又はその近傍で地域完結型の備蓄施設を確保し避難

生活に必要な物資等の備蓄に努める。 
 

第１ 給水体制の整備 

 

大阪広域水道企業団は大阪府及び市と相互に協力し、災害発生後３日間は１日１人当たり３

リットルの飲料水を供給し、それ以降は順次供給量を増加できるよう給水体制の整備に努める。 

 

１ 補給水利の確保 

補給水利として配水場の水を応急給水の水源として確保する。 

また、そのバックアップ体制として次の措置を行う。 

(1) 大阪広域水道企業団の管路に整備されている給水栓付き空気弁（あんしん給水栓）を活

用し飲料水を確保 

(2) 状況に応じてプール等の水を簡易浄水装置により浄化し、適正な衛生管理のもと、応急

給水を実施 

２ 応急給水拠点等の整備 

(1) 配水場に応急給水所を設置、配水場を基地とする給水タンク車による応急給水体制の整

備 

(2) 大規模災害時には、被害状況に応じて、市内各所の消火栓を応急給水拠点として活用 

(3) 拠点給水は、配水場や避難場所において行い、被災状況に応じて、断水の集中している

地域に臨時の応急給水拠点を設け、給水車や仮設給水栓による応急給水を実施 

(4) 給水車等の配備、緊急用飲料水袋や給水コンテナなど給水資機材の備蓄、調達ルートや

その情報交換等の体制の整備 

(5)ボトル水・缶詰水等の備蓄 

３ 規定等の整備 

(1) 応急給水マニュアルの整備 

(2) 相互応援体制の整備 

大阪広域水道企業団は大阪府及び市と相互に協力して、迅速な給水活動等に必要な情報
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収集、総合調整、相互応援体制の確立に努める。また、その他自治体との応援体制の確立

に努める。 

(3) 指定給水装置工事事業者等協力体制の整備 

給水活動実施のため指定給水装置工事事業者等と災害時における協力体制の整備に努める。 

４ 井戸水による生活用水の確保 

市は、大阪府と連携し、災害時における家庭用などの井戸水の有効活用を図るため、災

害時協力井戸の登録を推進するなど、生活用水の確保を図る。 

 

第２ 食料・生活必需品の確保 

 

市は、大阪府をはじめとする防災関係機関と協力して、食料、生活必需品の確保に努める。

また、備蓄品の調達にあたっては、可能な限り要配慮者、女性、子ども等の多様なニーズに配

慮する。 

 

１ 市の備蓄等 

(1) 重要物資の備蓄 

市は、南海トラフ巨大地震をはじめとした大規模災害に対し、それぞれ最大の被害をも

たらす災害を想定し、避難者支援のために特に必要とする食料など11品目を重要物資と位

置づけ、大阪府と市で１：１を基本とした役割分担の下、必要量の備蓄を計画的に進める。

必要量は、直下型地震（１日分）と南海トラフ巨大地震（３日分）それぞれの避難所避難

者数を下表の算出式で算出した数量を比較し、多い方とすることから、本市では３日分を

必要数量として設定され、その半分が本市の目標である。 

 

品 目 算  出  式 

食料 

(直下型地震による)避難所避難者数×３食×1.2（注）により算出

した数量と(南海トラフ巨大地震による)避難所避難者数×３食×３

日×1.2 で算出した数量を比較し多い方。 

（注）1.2という係数は、避難所避難者以外の食料需要を想定した

もの。 

高齢者食 
上記で算出した数量のうち、５％（80歳以上人口比率）を高齢者食

とする。 

毛布(保温用資材) 
避難所避難者数×必要枚数２枚/人。※保温用資材の例：アルミブ

ランケット(シート)等 

乳児用粉ミルク又は乳児

用液体ミルク（乳アレル

ギーに対応したものを含

む。） 

【粉ミルク】 

避難所避難者数×1.6％（０～１歳人口比率）×70％（人工授乳

率）×130ｇ/人/日（南海トラフ想定の場合は３日を乗じる） 

【液体ミルク】 

避難所避難者数×1.6％（０～１歳人口比率）×70％（人工授乳

率）×１リットル/人/日（南海トラフ想定の場合は３日を乗じる） 
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品 目 算  出  式 

哺乳瓶 

避難所避難者数×1.6％（０～１歳人口比率）×70％（人工授乳

率）×１本（注）/人。 

（注）「瓶」以外、「使い切りタイプ」等の場合は５回/人/日とする。 

乳児・小児用おむつ 

(直下型地震による)避難所避難者数×2.5％（０～２歳人口比率）

×８枚/人/日(南海トラフ巨大地震による)避難所避難者数×2.5％

(０～２歳人口比率)×８枚(注)/人/日×３日で算出した数量を比較

し多い方 

(注)８枚/人/日は３Ｈで１枚使用するとの平均データから算出(内

閣府確認 

大人用おむつ 

(直下型地震による)避難所避難者数×必要者割合0.005×８枚(注)/

人/日と(南海トラフ巨大地震による)避難所避難者数×必要者割合

0.005×８枚(注)/人/日×３日で算出した数量を比較し多い方 

(注)８枚/人/日は３Ｈで１枚使用するとの平均データから算出(内

閣府確認)。 

災害用トイレ（組立式

等）、凝固剤及び便袋

（簡易トイレ用） 

避難所避難者数×0.02（避難所避難者50人に１基） 

市町村は、簡易トイレ、府は、調達含め仮設トイレ（組立式）中心

にそれぞれ確保する。 

上記とは別に、府は洋式水洗の組立式トイレ、市町村も洋式水洗の

組立式トイレ等を各市町村の一般避難所数×２（府１:市町村１）

基をそれぞれ速やかに確保し配備する。 

※組立式トイレについては、トイレを覆うテントも仕様に含むもの

とする。また、トイレットペーパーや消毒液等のほか夜間利用に必

要なランタン等についても準備することが望ましい。 

ＢＯＸ型等の簡易トイレを利用する避難所避難者数×５回×３日以

上を目標とする。 

生理用品 

（直下型地震による）避難所避難者数×48％（12～51歳人口比率）

×52％（12～51歳女性人口比率）×５/32（月経周期）×５枚/人/

日と（南海トラフ巨大地震による）避難所避難者数×48％（12～51

歳人口比率）×52％(注)（12～51歳女性人口比率）×５/32（月経

周期）×５枚/人/日×３日で算出した数量を比較し多い方 

(注)対象年齢12歳～51歳、月経周期５日/32日については、日本産

婦人科学会編著「女と男のディクショナリー」を参考に設定 

トイレットペーパー 

（直下型地震による）避難所避難者数×7.5ｍ/人/日と（南海トラ

フ巨大地震による）避難所避難者数×7.5ｍ/人/日×３日で算出し

た数量を比較し多い方 

(注)ＮＰＯ緊急災害備蓄推進協議会(経済産業省推奨)によると４人

家族で150m巻き６ロールを約１か月分としている。150ｍ×６ﾛｰﾙ÷

４人÷30日＝7.5m/人/日 

マスク 
（直下型地震による）避難所避難者数と（南海トラフ巨大地震によ

る）避難所避難者数×３日で算出した数量を比較し多い方 

※大阪府の「大規模災害時における救援物資に関する今後の備蓄方針について（令和６年６月）」よ

り抜粋 

※本市の避難所避難者数は、23,087人と想定されている。 
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(2) その他の物資の確保 

長期に渡る避難生活に必要な物資の確保体制をあらかじめ整備する。 

ア 日用品セット（タオル、Ｔシャツ、石鹸、歯磨きセット等） 

イ 光熱用品（エルピーガス、エルピーガス器具、簡易コンロ、乾電池、懐中電灯等） 

ウ 精米、即席麺などの主食 

エ ボトル水・缶詰水等の飲料水 

オ 野菜、漬物、菓子類などの副食 

カ 被服（肌着等） 

キ 医薬品等（常備薬、救急セット、マスク、消毒液） 

ク ブルーシート、土のう袋 

ケ 炊事道具・食器類（鍋、炊出しセット等、炊飯等に必要な資機材等） 

コ 仮設風呂・仮設シャワー 

サ 簡易ベッド、間仕切り等 

シ 要援護高齢者、障がい者等用介護機器、補装具、日常生活用具等（車いす、トイレ、

視覚障がい者用つえ、補聴器、点字器等） 

ス 棺桶、遺体袋など 

(3) 備蓄、供給体制の整備 

市は、大阪府の広域防災拠点（南部）との連携を図りながら、総合体育館を救援物資集

配拠点とし、速やかに物資等を輸送、提供するため、分散備蓄などの体制整備に努めると

ともに、民間事業者との協定等により物資の確保を図る。なお、大阪府は、物資調達・輸

送調整等支援システムを活用し、あらかじめ備蓄物資や物資拠点の登録を行う。特に、交

通の途絶等により地域が孤立した場合でも、食料・飲料水・医薬品等の救援物資の緊急輸

送が可能となるよう、国の支援を受けて無人航空機等の輸送手段の確保に努める。 

また、災害の規模等に鑑み、防災拠点等での管理・仕分け、輸送について、専門性を有

する民間事業者等との連携及び民間事業者の物流施設の活用により、迅速かつ効率的に集

配できるよう体制を整備するとともに、輸送拠点として活用可能な民間事業者の管理する

施設を把握しておく。さらに、平常時から、訓練等を通じて、物資の備蓄状況や運送手段

の確認を行うとともに、災害協定を締結した民間事業者等の発災時の連絡先、要請手続等

の確認を行うよう努める。 

市は、必要に応じて共同備蓄や備蓄の相互融通を行う。 

ア 拠点備蓄倉庫、指定避難所備蓄倉庫の整備 

イ 備蓄物資の点検及び更新 

ウ 定期的な流通在庫量の調査の実施 

エ 供給体制の整備（共同備蓄や相互融通含む） 

オ 救援物資集配拠点（総合体育館）から各指定避難所への物資の配送及び支給体制の整

備 
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２ その他の防災関係機関 

(1) 近畿農政局（大阪府拠点） 

応急用食料品（精米等）並びに政府米の供給についての連絡 

(2) 近畿経済産業局 

生活必需品等の供給に関する情報の収集及び伝達 

(3) 日本赤十字社大阪府支部 

毛布、日用品などの備蓄 

 

第３ 他自治体、事業所からの物資の調達 

 

災害の規模に応じて必要な緊急物資は災害時相互応援協定の整備に努めるとともに、事業所

と災害時の緊急必要物資について調達体制の整備に努める。 
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第９節 ライフライン確保体制の整備 
 

ライフラインに関わる事業者は、災害が発生した場合に、迅速かつ的確な応急復旧を行うため、

防災体制の整備に努める。特に、救急医療機関等の人命に関わる重要施設への供給ラインの重点

的な耐震化の推進に努める。 

 

第１ 上水道（大阪広域水道企業団） 

 

大阪広域水道企業団は、災害時における被害拡大の防止、水道水の安定供給及び迅速かつ的

確な応急復旧を行うために、防災体制を整備する。 

 

１ 応急復旧体制の強化 

(1) 施設の被害状況等を迅速に把握し、復旧活動等及びその支援を的確に行うための体制を

整備する。 

(2) 管路の多重化等によりバックアップ機能を強化する。 

(3) 関係機関との協力体制を整備する。 

(4) 応急復旧マニュアル等を整備する。 

(5) 管路図等の管理体制を整備する。 

２ 災害対策用資機材の整備等 

応急復旧用資機材の整備及び調達体制の確保を行う。 

３ 防災訓練の実施 

情報収集連絡体制及び関係機関との協力体制・応援受援体制の充実強化、緊急対応の熟知

並びに防災意識の高揚を図るため、定期的に単独及び広域的な防災訓練を実施するとともに、

市等が実施する防災訓練に計画的に参加する。 

４ 相互応援体制の整備 

(1) 迅速な復旧活動に必要な情報を収集し、総合調整、指示、支援を行うために、日本水道協

会大阪府支部及び関係機関と連携した体制を整備する。 

(2) 民間事業者等との協定締結による協力応援体制の整備に努める。 

５ 住民への広報 

市及び大阪広域水道企業団は、飲料水等の備蓄の重要性や非常時における節水や水道の利

用制限等について広報活動を実施し、利用者の意識の向上を図る。 
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第２ 下水道 

 

災害時における被害の拡大防止、衛生的生活環境の維持及び迅速かつ的確な応急復旧を行う

ために、防災体制を整備する。 

 

１ 応急復旧体制の強化 

市は、被害状況の迅速な把握及び円滑な復旧を図るため、損傷の可能性が高い施設を常に

把握しておくとともに、施設管理図書を保存・整備する。 

２ 災害対策用資機材の整備 

(1) 災害時に必要な復旧用資機材の確保に努める。 

(2) 資機材の点検に努め、緊急時の輸送体制を確保する。 

３ 防災訓練の実施 

市は、情報収集連絡体制及び他市町村等との協力体制の充実強化、緊急対応・応急復旧の手

順の熟知、並びに防災意識の高揚を図るため、市等が計画する防災訓練に計画的に参加し協力

することで平常時からの連携体制を構築する。 

４ 協力応援体制の整備 

(1) 施設の点検、復旧要員の確保を図るため、大阪府・市町村間の協力応援体制を整備する。 

(2) 「下水道事業災害時近畿ブロック支援に関する申し合わせ」に基づき、福井県・三重

県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・徳島県の近畿２府７県をはじ

め、国、他の地方公共団体及び民間団体との相互支援要請体制を整備する。 

(3) 民間事業者等との協定締結による協力応援体制の整備に努める。 

５ 住民への広報 

市は、水質汚濁防止や非常時の下水排除の制限等について広報活動を実施し、利用者の意

識の向上を図る。 

 

第３ 電力（関西電力株式会社、関西電力送配電株式会社） 

 

電力事業者は、災害時における被害の拡大防止、電力の安定供給及び迅速かつ的確な応急復

旧を行うために、防災体制を整備する。 

 

１ 応急復旧体制の強化 

(1) 被害状況を迅速かつ的確に把握する体制、システムの整備・強化に努める。 

(2) 災害対策組織をあらかじめ定めておく。また、災害により拠点が被災した場合の災害対

策活動拠点についてもあらかじめ定めておく。 

(3) 対策要員の動員体制を整備する。 
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(4) 重要施設への電力を確保するため、優先復旧についてあらかじめ計画を策定する。 

(5) 平常時から地方防災会議への参加により災害時の情報提供、収集など相互連携体制を整

備しておく。 

(6) 防災関係機関との連携強化により平常時の各種訓練の相互参画、定期的な会議及び情報

交換の実施、災害発生時の連絡体制の確立、相互協力を行う。 

２  災害対策用資機材の整備、点検 

(1) 災害復旧用資機材の確保体制を整備する。 

(2) 災害対策用設備（移動用変圧器等）を整備する。 

(3) 災害対策車両（発電機車等）を整備する。 

(4) 資機材の点検に努め、緊急時の輸送体制を確保する。 

(5) 衛星携帯電話の配備など情報通信手段の多様化を図る。 

３ 防災訓練の実施 

情報収集連絡体制及び他機関との協力体制の充実強化、緊急対応・応急復旧の手順の熟知、

並びに防災意識の高揚を図るため、最大クラスの災害である南海トラフ巨大地震も想定した

各種訓練を計画的に実施する。 

(1) 社員の安全を確保するために地震、津波の襲来を想定した避難訓練、情報連絡訓練を実

施する。 

(2) 応急復旧技能を維持するために設備復旧訓練を実施する。 

(3) 迅速、確実な情報連携や的確な意思決定に基づく行動ならびに社外対応を行うために図

上訓練を実施する。 

４ 協力応援体制の整備 

単独復旧が困難な場合に備え、他の事業者から協力を得る体制を整備する。 

(1) 復旧用資機材、要員について、他電力会社及び電源開発株式会社等と相互の応援体制を

整備する。 

(2) 災害時の一時的な供給力不足に対応するため、「二社間融通電力需給契約」及び広域的

運営推進機関の指示に基づき他電力会社との電力融通体制を確保する。 

５ 住民への広報 

関西電力株式会社、関西電力送配電株式会社は、飛散物による停電の拡大や、感電、漏電、

出火等の二次災害を防止するため、災害時における注意事項等について広報活動を実施し、

利用者の意識の向上を図る。 

 

第４ ガス（大阪ガス株式会社、大阪ガスネットワーク株式会社） 

 

ガス事業者は、災害時における被害の拡大防止、ガスの安定供給及び迅速かつ的確な応急復

旧を行うために、防災体制を整備する。 
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１ 応急復旧体制の強化 

(1) 緊急措置判断支援システム（地震発生時に地震計、圧力計などの情報を迅速かつ的確に

把握するシステム）の活用により被災地区の供給停止判断の迅速化を図る。 

(2) 緊急時ガス供給停止システムを強化する。 

ア 感震自動ガス遮断方式及び遠隔ガス遮断方式によって導管網のブロック単位でガス供

給を遮断するシステムの活用により、被災地区の供給停止の迅速化を図る。 

イ 基準値以上の揺れを感知すると一般家庭及び業務用のガス供給を自動的に停止するマ

イコンメーターの設置促進を図る。 

(3) 被災を免れた地区への供給を確保し、被災地区の二次災害の防止と早期復旧を図るため、

細分化された導管網ブロックの維持管理を行う。 

(4) 被害状況と復旧作業工程に応じて、従業員及び協力会社作業員を効率的に編成動員する

ため、職能別要員を把握し、連絡体制及び動員体制を整備する。 

(5) 重要施設への供給を早期に確保するため、復旧順序の決め方や臨時供給方法について、

あらかじめ計画を策定する。 

(6) ガス管の漏洩箇所の特定、管内異物の効率的除去等の復旧技術の開発、改良及び向上に

努める。 

(7) 施設の現況が把握できる施設管理図書等の整備・分散保管を図る。 

(8) 関係行政機関と連携し、前進基地の確保に努める。 

(9) 関係行政機関と連携し、早期復旧に資する手続きの合理化に努める。 

ア 復旧時における仮設配管及び導管地中残置。 

イ 緊急通行車両の届出を行っていない車両に対する標章及び緊急通行車両確認証明書の

交付の迅速化。 

２ 災害対策用資機材の整備、点検 

(1) 災害復旧用資機材及び代替燃料（圧縮天然ガス、カセットコンロ等）の確保体制を整備

する。 

(2) 緊急時通信機器の整備充実に努める。 

(3) 消火・防火設備の整備充実に努める。 

(4) 資機材の点検に努め、緊急時の輸送体制を整備する。 

(5) 適切な導管材料の備蓄に努める。 

３ 防災訓練の実施 

情報収集連絡体制及び他機関との協力体制の充実強化、緊急対応・応急復旧の手順の熟知、

並びに防災意識の高揚を図るため、市等が実施する防災訓練に計画的に参加する。 

４ 協力応援体制の整備 

「地震・洪水等非常事態における救援措置要綱」（一般社団法人日本ガス協会）に基づき、

単独復旧が困難な場合に備え、他の事業者との相互応援体制を整備する。 
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５ 住民への広報 

大阪ガス株式会社及び大阪ガスネットワーク株式会社は、ガスの漏洩、爆発、出火等の二

次災害を防止するため、災害時における注意事項等について広報活動を実施し、利用者の意

識の向上を図る。 

 

第５ 電気通信（西日本電信電話株式会社等） 

 

電気通信事業者は、災害により電気通信設備又は回線に故障が発生した場合に、迅速かつ的

確な応急復旧を行うため、防災体制を整備する。 

 

１ 応急復旧体制の強化 

広範囲な地域において災害が発生した場合、被災設備等の迅速な復旧を図り、通信サービ

スの確保に万全を期するため、必要な組織において、グループ会社、工事会社等を含めた全

国的規模による応援班の編成、応急復旧用資機材の確保と輸送体制、応援者等の前進基地の

設営及び作業体制等について計画に基づき確立し、運用する。 

２ 災害対策用資機材の整備、点検 

(1) 災害発生時において通信を確保し又は災害を迅速に復旧するため、あらかじめ保管場所

及び数量を指定して、災害対策用機器並びに車両等を配備する。 

(2) 災害応急対策及び災害復旧を実施するため、復旧用資材、器具、工具、消耗品等の確保

に努める。 

(3) 災害対策用機器、資材及び物資等の輸送を円滑に行うため、あらかじめ輸送ルート、確

保すべき車両、船舶、ヘリコプター等の種類及び数量並びに社外に輸送を依頼する場合の

連絡方法等の輸送計画を定めておくとともに、輸送力の確保に努める。 

(4) 災害対策用資機材等は、常にその数量を把握しておくとともに、必要な整備点検を行い

非常事態に備える。 

(5) 非常事態に備え、飲料水、食料、医薬品、被服、生活用備品等の保有量を定め、その確

保を図る。 

３ 防災訓練の実施 

防災を迅速かつ円滑に実施するため、次に掲げる内容の訓練を、市などが計画する防災訓

練において計画的に実施する。 

(1) 災害予報及び警報の伝達 

(2) 非常招集 

(3) 災害時における通信疎通確保 

(4) 各種災害対策機器の操作 

(5) 電気通信設備等の災害応急復旧 

(6) 消防及び水防 
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(7) 避難及び救護 

４ 協力応援体制の整備 

(1) 他の事業者との協調 

電力、燃料、水道、輸送等の事業者と協調し、防災対策に努める。 

具体的には、商用電源の供給、自家発電用エンジンの燃料及び冷却水等の確保並びに緊

急輸送等の協力体制を整備する。 

(2) グループ会社との協調 

グループ会社、工事会社等と協調し、防災対策に努めるとともに、要員、資機材、輸送

等について相互応援体制を整備する。 

５ 発災時の優先回線の確保 

災害時の応急対策等にかかる通信サービスの確保に万全を期するため、関係事業者と協調

し、市及び防災関係事業者による回線利用を優先的に確保できるように努める。 

特に、市庁舎等の重要拠点の通信確保に配慮する。 

６ 住民への広報 

西日本電信電話株式会社等は、災害時の通信輻輳の緩和のため、緊急通話以外の電話の自

粛並びに緊急通話する場合にかかりやすい公衆電話等、災害と電話について広報活動を実施

し、利用者の意識の向上を図る。 

 

第６ 倒木等への対策 

 

電気事業者及び電気通信事業者等は、倒木等により電力供給網、通信網に支障が生じること

への対策として、地域性を踏まえつつ、事前伐採等による予防保全や災害時の復旧作業の迅速

化に向けた、相互の連携の拡大に努める。 

なお、市は、必要に応じて、事前伐採等の実施に協力する。 
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第10節 交通確保体制の整備 
 

鉄道、道路、港湾、漁港施設の管理者は、災害発生時における安全かつ円滑な交通の確保のた

め、平常時から体制の整備に努める。 

 

第１ 鉄道施設 

 

鉄道管理者は、乗客の避難、応急復旧のための資機材の整備及び災害発生後直ちに鉄道施設

の被害状況及び安全点検を行うための、人員確保等の応急点検体制の整備に努める。 

また、鉄道事業者は、植物等が鉄道施設に障害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合等に

は、所要の手続きを行った上で、伐採等を行うなど、鉄道の輸送の安全確保に努める。 

 

第２ 道路施設 

 

道路・橋りょう管理者は、国が作成する道路啓開等に係る計画も踏まえて、道路啓開等に必

要な人員、資機材等の確保について、民間団体等との協定の締結に努めるとともに、道路・橋

りょうの障害物除去（路面変状の補修や迂回路の整備を含む）のための道路啓開用資機材を確

保するための体制を整える。 

また、災害発生後直ちに道路・橋りょう施設の被害状況の把握及び安全点検を行うための人

員確保等の体制整備に努める。 

 

第３ 港湾施設、漁港施設 

 

港湾管理者（大阪府）及び漁港管理者（市）は、航路の障害物除去及び船舶交通の整理・誘

導のための資機材を確保するための体制を整える。 

また、災害発生後直ちに港湾施設及び漁港施設の被害状況の把握並びに安全点検を行うため

の人員確保等の体制整備に努める。 
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第11節 避難行動要支援者支援体制の整備 
 

防災関係機関は、災害時の情報提供、安否確認、避難誘導など様々な場面において、要配慮者

に配慮したきめ細かな対策を行うための体制の整備に努める。 

また、被災者支援業務の迅速化・効率化を図るため、個別避難計画や被災者台帳等の作成につ

いてはデジタル技術の活用を検討する。 

 

第１ 障がい者・高齢者等避難行動要支援者に対する支援体制整備 

 

大阪府は、避難所の設置を継続するような規模の災害が発生した場合、高齢者や障がい者、

子どものほか、傷病者といった地域における災害時要配慮者に対する福祉支援を行う大阪府災

害派遣福祉チーム（大阪ＤＷＡＴ）を被災市町村へ派遣できるように関係機関と共に体制を整

備する。併せて、国が実施する活動内容の標準化及び質の確保を図るための研修を活用し、各

地域を主導する人材の育成を図ることとしており、市は大阪府災害派遣福祉チーム（大阪ＤＷ

ＡＴ）に協力を求める際の要請手順及び受入体制について整理しておく。 

市は、危機管理課と保健福祉部との連携の下、「高石市避難行動要支援者支援プラン」を定

めており、平常時より避難行動要支援者に関する情報を把握し、避難行動要支援者名簿及び個

別避難計画を作成し、支援体制の整備に努める。 

避難行動要支援者名簿については、地域における避難行動要支援者の居住状況や避難支援を

必要とする事由を適切に反映したものとなるよう、定期的に更新するとともに、庁舎の被災等

の事態が生じた場合においても名簿の活用に支障が生じないよう、名簿情報の適切な管理に努

める。避難支援等に携わる関係者として消防機関、警察機関、保健所、民生委員・児童委員、

社会福祉協議会、自主防災組織等に対し、避難行動要支援者本人の同意を得ることにより、あ

らかじめ避難行動要支援者名簿を提供し、個別避難計画の実効性を確保する観点等から、多様

な主体の協力を得ながら、避難行動要支援者に対する情報伝達体制の整備、避難支援・安否確

認体制の整備、避難訓練の実施等を図る。その際、名簿情報の漏えいの防止等必要な措置を講

じる。 

個別避難計画については、優先度の高い避難行動要支援者から作成するように努め、災害時

の避難支援等を実効性のあるものとするため、平常時から、福祉専門職、社会福祉協議会、民

生委員・児童委員、地域住民、ＮＰＯ等の避難支援等に携わる関係者と連携して、名簿情報に

係る避難行動要支援者ごとに作成の同意を得るとともに、地域特有の課題に留意しながら、避

難行動要支援者名簿の作成に合わせて、「高石市避難行動要支援者支援プラン」を指針として、

登録した避難行動要支援者ごとに、よりきめ細やかな避難支援に係る事項を定めた個別避難計

画の策定を進める。その際には、地域の特性や実情を踏まえつつ、名簿情報に基づき、市が個

別に避難行動要支援者と具体的な打合せを行いながら、策定することに努める。 

さらに、避難行動要支援者の状況の変化、ハザードマップの見直しや更新、災害時の避難方

法等の変更等を適切に反映したものとなるよう、必要に応じて更新するとともに、庁舎の被災
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等の事態が生じた場合においても、個別避難計画の活用に支障が生じないよう、個別避難計画

情報の適切な管理に努め、計画作成の際は、被災者支援業務の迅速化・効率化のため、デジタ

ル技術の活用を検討する。 

個別避難計画が作成されていない避難行動要支援者については、避難支援等が円滑かつ迅速

に実施されるよう、平常時から、避難支援等に携わる関係者への必要な情報の提供、関係者間

の事前の協議・調整その他の避難支援体制の整備など、必要な配慮を行うよう努める。 

地区防災計画が定められている地区において、個別避難計画を作成する場合は、地区防災計

画との整合が図られるよう努めるとともに、訓練等により両計画の一体的な運用が図られるよ

う努める。 

気象庁は、市に対し要配慮者の早期避難につながる防災気象情報の活用についての助言や普

及啓発を通じて、個別避難計画等の作成を支援する。 

 

１ 避難行動要支援者の情報把握 

保健福祉部や危機管理課をはじめとする関係部局や高石市社会福祉協議会・民生委員・児

童委員、介護保険事業者、障がい福祉サービス事業者、ボランティア団体、自治会、自主防

災組織等が連携し、避難行動要支援者の情報把握に一層努める。 

２ 避難行動要支援者名簿の作成等 

市は、避難行動要支援者名簿を作成するにあたり、避難行動要支援者に該当する者を把握

するために、市の関係部局で把握している要介護高齢者や障がい者等の情報を集約するよう

努める。また、市で把握していない情報の取得が避難行動要支援者名簿の作成のため必要が 

あるときは、大阪府をはじめ関係部局に、情報提供の依頼を、書面をもって行う。 

(1) 名簿を作成する避難行動要支援者 

生活の基盤が自宅にある方のうち、以下の要件に該当する方 

 

ア 要介護認定３～５を受けている方 

イ 身体障がい者手帳１・２級（総合等級）の第１種を所持する身体障がい者（心臓、じ

ん臓機能障がいのみで該当するものは除く） 

ウ 療育手帳Ａを所持する知的障がい者 

エ 精神障がい保健福祉手帳１・２級を所持する者で単身世帯の者 

オ 市の生活支援を受けている難病患者 

カ 高石市災害時要援護者支援制度実施要綱第２条第１号から第６号に定める範囲内にお

いて、本市災害時要援護者登録台帳に登載されている者 

キ 上記以外で市等が支援の必要を認めた者 

 

(2) 避難行動要支援者名簿の記載事項 

避難行動要支援者名簿には、掲載者の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号その他の

連絡先、避難支援等を必要とする事由、その他避難支援等の実施に必要な事項を避難行動
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要支援者名簿に掲載する。 

(3) 避難行動要支援者名簿のバックアップ 

災害規模等によっては市の機能が著しく低下することを考え、クラウドでのデータ管理

や大阪府との連携などにより避難行動要支援者名簿のバックアップ体制を構築する。 

また、災害による停電等を考慮し、電子媒体での管理に加え、紙媒体でも最新情報の保

管を行う。 

(4) 情報の適正管理 

市は、避難行動要支援者名簿情報を適正に管理し、避難行動要支援者のプライバシーを

保護する。 

(5) 避難行動要支援者名簿の更新 

避難行動要支援者の状況は常に変化することから、市は避難行動要支援者の把握に努め、

避難行動要支援者名簿を更新する期間や仕組みをあらかじめ構築し、名簿情報を最新の状

態に保つ。 

(6) 避難支援等関係者への事前の名簿情報の提供 

避難行動要支援者名簿は平常時から避難支援等関係者に提供され、共有されていること

で、いざというときの円滑かつ迅速な避難支援等の実施に結びつくため、市は避難行動要

支援者の名簿情報について、あらかじめ避難支援等の実施に必要な限度で避難支援等関係

者に提供する。 

また、避難支援等関係者に平常時から名簿情報を外部提供するためは、避難行動要支援

者の同意を得ることが必要であるため、市は関係機関と協力し、避難行動要支援者本人に

郵送や個別訪問など、直接的に働きかけ趣旨や内容を説明し、同意を得るように努める。 

さらに市は、避難支援等関係者が適正な情報管理を図るよう以下の措置を講ずる。 

ア 避難行動要支援者名簿には避難行動要支援者の氏名や住所、連絡先、要介護状態区分

や障がい支援区分等の避難支援を必要とする理由等、秘匿性の高い個人情報も含まれる

ため、避難行動要支援者名簿は、当該避難行動要支援者を担当する地域の避難支援等関

係者に限り提供する。 

イ 市内の一地区の自主防災組織に対して市内全体の避難行動要支援者名簿を提供しない

など、避難行動要支援者に関する個人情報が無用に共有、利用されないよう指導する。 

ウ 災害対策基本法に基づき避難支援等関係者個人に守秘義務が課せられていることを十

分に説明する。 

エ 施錠可能な場所への避難行動要支援者名簿の保管を行うよう指導する。 

オ 受け取った避難行動要支援者名簿を必要以上に複製しないよう指導する。 

カ 避難行動要支援者名簿の提供先が個人ではなく団体である場合には、その団体内部で

避難行動要支援者名簿を取扱う者を限定するよう指導する。 

キ 名簿情報の取扱状況を報告させる。 

ク 避難行動要支援者名簿の提供先に対し、個人情報の取扱いに関する研修を開催する。 
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３ 支援体制の整備 

事前に把握した避難行動要支援者の情報を基に、安否確認や避難誘導、指定避難所での支

援などを円滑に実施するため、自治会や自主防災組織、高石市社会福祉協議会、民生委員・

児童委員、福祉サービス事業者、ボランティア団体等と連携を図り、必要な支援体制の整備

に努める。なお、市は、避難支援関係者等の安全確保の措置を講ずる。 

４ 福祉避難所における体制整備 

市は、大阪府と連携を図りながら、福祉避難所（二次的な避難施設）等において、避難行

動要支援者の介護・医療的ケアなど相談や介助などの支援対策が円滑に実施できる要員の確

保に努める。 

５ 福祉サービスの継続と関係機関の連携 

福祉サービスの災害時における運用方針等に関し、大阪府や国と密接に連絡をとるととも

に、介護・医療的ケアなどの福祉サービスの継続に必要な体制を確立する。 

他の地方公共団体等からの広域的な応援派遣・受入れも活用しつつ、発災後も福祉・医療

関係部局や福祉サービス提供施設等必要な人員を確保し、関係者と密接な連携を図る。 

６ 訓練の実施 

避難行動要支援者の避難誘導や避難所生活での支援について、実効性を担保するため、自

治会や自主防災組織、高石市社会福祉協議会・民生委員・児童委員、福祉サービス事業者等

も参加した訓練を実施する。 

 

第２ 社会福祉施設の取組み 

 

市は、介護保険施設、障がい者支援施設等に対し、あらかじめ被災時における施設利用者支

援の確保のため、施設の所在する他市や他の都道府県における同種の施設やホテル等の民間施

設等と施設利用者の受入れの他、被災時における協力関係を構築する災害協定等を締結するよ

う指導に努め、併せて、その状況の把握に努める。また、介護保険施設、障がい者支援施設等

に関して、災害時に派遣可能な職員数の把握に努め、職能団体等の関係団体と災害時の職員派

遣協力に関する協定の締結等を行うことにより、介護職員等の派遣体制の整備に努める。 

各施設管理者は、介護保険法関係法令等に基づき、各々が所管する施設等における災害時の

対応や施設利用者等の安全をより確保するため、自然災害からの避難を含む非常災害に関する

具体的計画を作成し、避難訓練を実施する。併せて、施設の耐震化や非常用電源の確保（発災

後72時間の事業継続が可能となる燃料の確保を含む）等を進めるとともに、被災状況を市や大

阪府に報告する体制を確立するよう努める。 
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第３ 福祉避難所の指定 

 

市は、大阪府と連携を図りながら、社会福祉施設、公共宿泊施設等の管理者との協議により、

指定避難所内の一般避難スペースでは生活することが困難な要配慮者のため、福祉避難所を指

定する。特に、医療的ケアを必要とする者に対しては、人工呼吸器や吸引器等の医療機器の電

源の確保等の必要な配慮をするよう努める。 

また、市や大阪府等の公共の施設で要配慮者の円滑な利用を確保するための措置が講じられ

ており、災害が発生した場合において要配慮者が相談等の支援を受けることができる体制が整

備され、主として要配慮者を滞在させるために必要な居室が可能な限り確保される施設を指定

するものとし、特に要配慮者に対して円滑な情報伝達ができるよう、多様な情報伝達手段の確

保に努める。福祉避難所として指定する際は、受入れ対象者を特定して公示するとともに、一

次的な福祉避難所の役割について住民に周知する。 

市は、上記の公示を活用しつつ、福祉避難所で受け入れるべき要配慮者を事前に調整の上、

個別避難計画等を作成し、要配慮者が、避難が必要となった際に福祉避難所へ直接避難するこ

とができるよう努める。 

なお、民間の施設については、災害協定を締結する等の手段により、二次的な福祉避難所と

して選定する。 

 

第４ 外国人に対する支援体制整備 

 

１ 関係機関との連携 

大阪府は、外務省をはじめとする国の関係機関や市町村、大阪観光局、大阪府国際交流財

団（ＯＦＩＸ）、宿泊事業者をはじめとする民間事業者等の多様な機関と連携し、官民連携

により外国人に対する支援の検討・推進を行う。また、災害時に大阪府内在住の外国人等に

多言語での情報提供や相談に対応するため、大阪府国際交流財団（ＯＦＩＸ）と共同で「災

害時多言語支援センター」を設置する。 

総務省は、地方公共団体等と協力し、研修を通じて、災害時に行政等から提供される災害

や生活支援等に関する情報を整理し、避難所等にいる外国人避難者のニーズとのマッチング

を行う災害時外国人支援情報コーディネーターの育成を図る。 

２ 情報発信等による支援 

市は、大阪府と連携し、外国人に対する情報発信等の支援を行う。 

(1) 市内在住の外国人に対する支援 

ア 防災教育・訓練や防災情報の提供に努める。 

イ 情報提供や避難誘導において、多言語化や「やさしい日本語」の活用等に努める。 

ウ 気象庁をはじめとする国の防災関係機関は、防災・気象情報が確実に伝達できるよう、

多言語化等の環境の整備を図る。 
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(2) 来阪外国人旅行者に対する支援 

ア 災害発生に備え、災害に関する知識や情報入手先等の情報の周知に努める。 

イ 早期帰国等に向けた災害情報等を多言語で提供するため、ウェブサイトやＳＮＳ等の

様々なツールを活用して、多言語での情報発信に努める。 

ウ 観光案内所をはじめ、ターミナル駅周辺における多言語での情報提供の充実に努める。 

エ 気象庁をはじめとする国の防災関係機関は、防災・気象情報が確実に伝達できるよう、

多言語化等の環境の整備を図る。 

３ 指定避難所における支援 

大阪府は、指定避難所を運営する市町村が円滑に多言語支援を行えるよう、大阪府国際交

流財団（ＯＦＩＸ）と連携し、災害時通訳・翻訳ボランティアの確保・育成に努める。 

市は、災害時通訳・翻訳ボランティアの確保に努める。 

 

第５ その他の要配慮者に対する配慮 

 

市は、避難行動要支援者以外の要配慮者に対しても、災害時における情報提供や避難誘導そ

の他の必要な支援において、配慮に努める。 

また、障がいの種類及び程度に応じて障がい者が緊急の通報を円滑な意思疎通により迅速か

つ確実に行うことができるようにするため、多様な手段による緊急の通報の仕組みの整備の推

進その他の必要な施策を講ずる。 

府は、平時から支援を行っている高度医療機器を要する難病患者について、迅速な安否確認

を行うための取組を進めるとともに、市町村、医療機関、訪問看護ステーション、地域住民、

ボランティア等と連携し、災害時の地域での療養の継続に向けた支援体制の構築を図る。 

府は、大阪府訪問看護ステーション協会等との連携により、在宅療養人工呼吸器装着患者に

対する非常用電源確保等にかかる支援を行う。 
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第12節 帰宅困難者支援体制の整備 
 

市は、大阪府や関西広域連合と連携して、一斉帰宅の抑制を図るため、「むやみに移動を開始

しない」という基本原則の広報等を行うとともに、事業所に対して、交通機関の運行が停止した

際に従業員や観光客等を待機させること、その際に必要となる備蓄等を促す。また、大規模な集

客施設等の管理者に対して、利用者の誘導体制の整備等について働きかけを行うとともに、帰宅

者が無事に帰ることができるように、関西広域連合と協定を締結しているコンビニエンスストア

等の事業者の協力を得て、トイレ、水道水等の提供等、徒歩帰宅支援を行う。 

市は、可能な範囲で地域における「共助」の活動を事業者等に働きかけるとともに、帰宅困難

者を受け入れるため、宿泊施設、大規模店舗及び大学等に協力を求め、必要に応じて、一時滞在

施設の確保を図る。なお、大阪府は、府有施設や府立施設を一時滞在施設として確保を希望する

市町村に提供できるよう協力するとともに、広域的な立場から事業者団体に対して、一時滞在施

設の提供について協力を求めるなど、市町村の一時滞在施設確保の支援を図ることから、市は、

大阪府との連携・協力体制の整備に努める。 

また、市、大阪府、国、関西広域連合等は連携して、鉄道の代替としてバス、船舶による輸送

が円滑に実施できるよう、関係機関との情報伝達や運行調整などを行う枠組みの構築を図るほか、

徒歩帰宅者への支援を行う。 

なお、具体的な対策としては、関西広域連合が策定した「関西広域帰宅困難者対策ガイドライ

ン」に基づき実施される訓練などを通じ、実効性のある帰宅困難者支援の取組みを行う。 

さらに、内閣府の「大規模地震の発生に伴う帰宅困難者等対策のガイドライン」に基づき、帰

宅困難者の適切な行動判断のための情報提供のあり方の検討や、一斉帰宅抑制後の分散帰宅の実

施や帰宅行動指針における市、市民、事業者等主体ごとの対応の周知にも努める。 

 

第１ 帰宅困難者対策の普及啓発活動 

 

災害発生後、従業員等がむやみに移動を開始して二次災害が発生することを防止するため、

市は、大阪府や関西広域連合、経済団体と連携して、企業等に対して次のような施設内待機等

に係る計画を策定するための働きかけを行う。 

１ むやみに移動を開始することは避ける 

２ 発災時間帯別に企業等が従業員等にとるべき行動の周知 

３ 企業等内に滞在するために必要な物資の確保 

４ 従業員等に対する情報入手、伝達方法の周知 

５ 従業員等が家族等の安否確認を行う手段の確認（家族間であらかじめ決定） 

６ 帰宅可能となった場合には時間的･空間的（移動範囲や移動手段等）に分散して帰宅 

７ これらを確認するための訓練の実施 
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第２ 駅周辺における滞留者の対策 

 

駅周辺に多くの滞留者が発生することによる混乱を軽減するため、民間事業者を中心とした

対策協議会を設置し、平常時から訓練等により連携体制を確立する。 

また、飲料水やトイレ等の提供体制の整備、避難行動要支援者や観光客等を考慮した滞留者

の避難誘導対応等についての検討を行う。 

併せて、帰宅困難者について、地域救援活動の応援要員としての役割についても検討を行う。 

 

第３ 道路・鉄道情報共有の仕組みの確立と啓発 

 

大阪府は、関西広域連合と連携して、主要幹線道路の情報や鉄道の運行状況を関係者で情報

共有する仕組みを確立するとともに、大阪府民に対しこれらの情報入手方法について普及啓発

を図る。 

また、情報の提供にあたっては、防災関係機関が連携し、利用者自らが次の行動を判断でき

るよう、利用者視点での情報提供に取り組む。 

 

第４ 代替輸送確保の仕組み（バス、船舶等） 

 

鉄道の代替として、バス及び船舶による輸送が円滑に実施できるよう、近畿運輸局、道路管

理者、交通管理者、各事業者等の関係機関と情報伝達や運行調整などを行う枠組みの構築を図

る。 

 

第５ 徒歩帰宅者への支援 

 

１ 給油取扱所における徒歩帰宅者への支援 

大阪府域で地震による災害が発生し、交通が途絶した場合に、大阪府石油商業組合の組合

員は、徒歩帰宅者支援「協力店」のポスターを表示したそれぞれの給油取扱所（「防災・救

急ステーション」と呼称）において、徒歩帰宅者（徒歩で帰宅する被災者）に対し、次のよ

うな支援を行う。 

(1) 一時休憩所として、飲料水、トイレ等の提供 

(2) 地図等による道路等の情報、ラジオ等で知り得た通行可能な歩道に関する情報の提供 

２ コンビニエンスストア・外食事業者による徒歩帰宅者への支援 

関西圏域で地震等による災害が発生し、交通が途絶した場合に、関西広域連合と協定を締

結し支援可能とされた店舗を有するコンビニエンスストア事業者及び外食事業者等は、災害

時帰宅支援ステーション・ステッカーを表示したそれぞれの店舗（「災害時帰宅支援ステー

ション」と呼称）において、徒歩帰宅者（徒歩で帰宅する被災者）に対し、次のような支援
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を行う。 

(1) 飲料水、トイレ等の提供 

(2) 地図等による道路等の情報、ラジオ等で知り得た通行可能な歩道に関する情報の提供 

 

また、大阪府は、民間事業者等との連携のもと進めるこうした対策が十分に機能するため

にも、簡易トイレ等の備蓄、帰宅経路の情報提供、安全な歩行空間や休憩場所の確保等、徒

歩帰宅を支援する環境整備等、ソフト・ハードにわたる取組みを行うことから、市は、大阪

府・国・他市町村・関西広域連合等と連携しながら取組みを進める。 
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第13節 地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備 
 

市は、大阪府と協力し、地震防災対策特別措置法に基づき、大阪府が作成し、推進している第

６次地震防災緊急事業五箇年計画（令和３年度～令和７年度）を踏まえて、地震防災上緊急に整

備すべき施設等の整備の推進を図っていく。 
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第１節 防災意識の高揚 
 

市及び防災関係機関は、防災知識の普及啓発、訓練や研修の実施等、幼児期からその発達段階

に応じ、学校教育及び社会教育等、あらゆる機会を通じて、住民の防災意識の高揚と災害初動対

応スキルの習得に努める。これらの実施にあたっては、避難行動要支援者の多様なニーズに配

慮し、地域において支援するとともに、被災時の男女のニーズの違い等、男女双方の視点を

踏まえた体制が整備されるよう努めることに加え、家庭動物の飼養の有無による被災時のニ

ーズの違いに配慮するよう努める。 

また、行政主導のソフト対策のみでは限界があることを前提とし、住民主体の取組みを支援・

強化することにより、社会全体としての防災意識の向上を図る。 

 

第１ 防災知識の普及啓発等 

 

市及び防災関係機関は、気候変動の影響や過去の災害の教訓、地震・津波災害時のシミュレ

ーション結果等を示しながら、その危険性を周知するとともに、住民が、災害に対する備えを

心がけ、災害時においては自発的な防災活動を行うよう、教育機関のみならず、地域コミュニ

ティにおける多様な主体の関わりの中で、地域の災害リスクや自分は災害に遭わないという

思い込み（正常性バイアス）等の必要な知識を教える実践的な防災教育や避難訓練を実施す

る。 

特に、被害の防止、軽減の観点から、住民に対して、「自らの命は自らが守る」という意識

を持ち自らの判断で、一人一人が確実に避難行動をとること及び早期避難の重要性を周知し、

住民の理解と協力を得るよう取り組む。 

また、防災（防災・減災への取組実施機関）と福祉（地域包括支援センター・ケアマネジャ

ー等）の連携により、高齢者に対し、適切な避難行動に関する理解の促進を図る。 

併せて、災害発生後に、指定避難所や仮設住宅、ボランティアの活動場所等において、男女

双方の視点を考慮するとともに、被災者や支援者が性暴力・ＤＶの被害者にも加害者にもなら

ないよう、「暴力は許されない」意識の普及、徹底を図る。 

 

１ 普及啓発の内容 

(1) 災害の知識 

ア 規模の大きな地震の連続発生や各災害が複合的に発生する可能性もあること等、様々

な災害の態様とその危険性 

イ 各防災関係機関の防災体制とその講ずる措置 

ウ 地域の地形、危険場所 

エ 過去の災害から得られた教訓の伝承 

オ 避難行動への負担感、過去の被災経験等を基準にした災害に対する危険性の認識、正

常性バイアス等を克服し、避難行動を取るべきタイミングを逸することなく適切な行動
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をとること 

カ 地域社会への貢献 

キ 応急対応、復旧・復興に関する知識 

(2) 災害への備え 

ア  最低３日間できれば１週間分以上の飲料水、食料、携帯トイレ・簡易トイレ、トイレ

ットペーパー及び生活物資の備蓄 

イ 非常持ち出し品の準備（貴重品、避難用具、救急箱、非常食品、衛生用品等） 

ウ 自動車へのこまめな満タン給油 

エ 飼い主による家庭動物との同行避難や指定避難所での飼養についての準備 

オ 負傷の防止や避難路の確保の観点からの家具・什器類の固定、家屋・施設・塀・擁壁

の予防・安全対策 

カ 指定緊急避難場所や安全な親戚・知人宅、ホテル・旅館等の避難場所・避難路・指定

避難所（コンクリート屋内退避所、津波避難ビル等を含む。）、家族等との連絡体制等

（連絡方法や避難ルールの取り決め等）の確認 

キ 自主防災組織活動、初期消火・救出訓練をはじめとした防災訓練などへの参加 

ク 住宅の耐震診断と状況に応じた耐震改修の必要性 

ケ 地震保険・共済、火災保険・共済の加入の必要性（生活再建に向けた事前の備え） 

コ 警報等発表時や高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保といった避難情報の発令時に

とるべき行動 

サ 様々な条件下（家屋内、路上、自動車運転中等）で災害発生時にとるべき行動、避難

場所や指定避難所での行動 

シ 消火器、ガスのマイコンメーター、感震ブレーカーの設置 

ス 大阪府が発信する災害モード宣言の主旨と発信時にとるべき行動 

(3) 災害時の行動 

ア 身の安全の確保方法 

イ インターネット・テレビ・ラジオ等による情報の収集 

ウ 気象予警報や避難情報、５段階の警戒レベル等の意味 

エ 緊急地震速報を見聞きした場合に具体的にとるべき行動 

オ 津波発生時（強い揺れまたは弱い揺れであっても長い時間ゆっくりとした揺れが継続

した場合）にとるべき行動 

カ 地震発生時における自動車運転手が注意すべき事項 

キ 避難行動要支援者への支援 

ク 初期消火、救出救護活動 

ケ 心肺蘇生法、応急手当の方法 

コ 避難生活に関する知識 

サ 自らの安全を確保のうえ、応急対応等の防災活動への参加 

シ 自らの被害が軽微であった場合の生活物資等の提供等の協力 

ス 災害緊急事態が布告され、内閣総理大臣から物資の買占めの自粛等の協力要請があっ
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た場合の協力 

セ 広域避難の実効性を確保するための通常の避難との相違点を含めた広域避難の考え方 

ソ 家屋が被災した際、片付けや修理の前に家屋の内外の写真を撮影するなど生活の再建

に資する行動 

タ 南海トラフ地震臨時情報が発表されたときにとるべき行動 

２ 普及啓発の方法 

(1) パンフレット等による啓発 

防災パンフレット、ハザードマップを作成、活用するとともに、広報紙、テレビやラジ

オ等のマスメディア、ホームページ（インターネット）などを活用した普及啓発を実施す

る。 

ハザードマップ等の配布・回覧に際しては、居住する地域の災害リスクや住宅の条件等

を考慮したうえでとるべき行動や適切な避難先を判断できるよう周知に努めるとともに、

安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要がないこと、避難先として安全な親戚・知人

宅等も選択肢としてあること、警戒レベル４で「危険な場所から全員避難」すべきこと等

の避難に関する情報の意味の理解の促進に努める。 

また、啓発コンテンツの作成にあたっては、東日本大震災、平成28年熊本地震等の教訓

や南海トラフ巨大地震で想定される被害の状況等、最新の知見や情報を反映するとともに、

外国語版、点字版のパンフレットの作成や、字幕・手話通訳を挿入したビデオの活用等、

外国人や視覚障がい者・聴覚障がい者等に配慮した、多様できめ細かな啓発に努める。 

(2) 地域活動等を通じた啓発 

市は、防災知識について、出前講座や防災まちづくり勉強会等による普及啓発に努める。 

また、水害・土砂災害・防災気象情報に関する専門家の活用を図りつつ、防災週間、防

災とボランティアの週間及び津波防災の日をはじめ防災に関する諸行事にあわせた講演会

等の開催、住民参加型防災訓練の実施、地域社会活動等の促進・活用による普及啓発を実

施する。 

 

第２ 学校における防災教育 

 

１ 学校における防災教育の実施 

防災意識を高め、それを次世代へ着実に継承していくためには、学校における体系的かつ

地域の災害リスクに基づいた防災教育が重要である。学校は、児童・生徒の安全を守るとと

もに、今後、地域防災の主体を担い、防災活動に大きな役割を果たすことができる人材を育

成するよう、小学校・中学校・高等学校等の発達段階に応じた防災教育を実施する。 

また、市は、大阪府と必要な情報を共有するなど互いに連携を図り、防災に関する講習

会を開催するなどして、学校における防災教育の充実を図る。特に、水害のリスクがある学

校においては、避難訓練と合わせた防災教育の実施に努める。 
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(1) 教育の内容 

ア 気象、地形、地震、津波についての正しい知識 

イ 防災情報の正しい知識 

 ウ 気象予警報や避難情報等の意味 

エ 身の安全の確保方法、指定緊急避難場所・避難路・指定避難所、避難方法、家族・学

校との連絡方法 

オ 災害等についての知識 

カ ボランティアについての知識・体験、地域社会の一員としての自覚の育成 

(2) 教育の方法 

ア 防災週間等を利用した訓練の実施 

イ 教育用防災副読本、ビデオの活用 

ウ 特別活動等を利用した教育の推進 

エ 防災教育啓発施設の利用 

オ 防災関係機関との連携 

カ 緊急地震速報等、防災に関する科学技術の活用 

キ 自主防災組織、ボランティア等との連携 

(3) 教職員の研修 

市は、大阪府と連携し、地震・津波に関する正しい知識や各校の実践的な防災教育の事

例を含む研修を実施する。 

(4) 学校における防災教育の手引き 

「学校における防災教育の手引き」などを通じて防災教育を充実する。 

(5) 校内防災体制の確立 

学校は、児童・生徒の安全確保や災害被害の未然防止を目的として、毎年、防災計画を

作成するとともに、登下校時の対応を含め、適宜、危機等発生時対処要領（危機管理マニ

ュアル）等の見直しを行い、校内防災体制の確立に努める。 

(6) 災害時の備蓄品 

学校は、児童・生徒が在校中の災害の発生により一時的に帰宅困難となった場合に備え、

学校の実情に合わせて食糧や飲料水、携帯トイレ等の備蓄品を整備する。 

２ 消防団等が参画した防災教育 

市は、消防団が消防本部等と連携を図りつつ、小学校等において消防団員等が参画した体

験的・実践的な防災教育や訓練を行うことにより、市民の防災意識の高揚、災害時の対応力

が強化できるよう努めるものとし、大阪府はそれを支援する。 

 

第３ 災害教訓の伝承 

 

市は、過去に起こった大規模災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていくため、大規模

災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料を広く収集・整理し、適切に保存するとと
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もに、広く一般に閲覧できるよう公開に努めるとともに、過去の災害経験者の話を聞く機会の

創出に努める。 

 

第４ 南海トラフ巨大地震防災対策に係る相談窓口の設置 

 

 市は、南海トラフ巨大地震対策の実施上の相談を受ける窓口を設置する等、具体的に居住者

等が地震対策を講ずるうえで必要とする知識等を提供するための体制の整備についても留意す

る。 
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第２節 自主防災体制の整備 
 

市及び防災関係機関は、住民及び事業者による自主的な防災活動が、被害の拡大の防止に果た

す役割を踏まえ、その土台となる地域コミュニティの活性化を促進するとともに、消防団やボラ

ンティア団体等との連携強化等を通じて、地域における自主防災体制の整備に取り組むことによ

り、地域防災力の向上と継続・発展に努める。 

 

第１ 地区防災計画の策定等 

 

市は、高齢者や障がい者、女性、中高生等の地域活動への参画、地域で活動するボランティ

アのネットワーク化等によるコミュニティの再生や、地域住民と一体となって少子高齢化に合

わせた地域活動に取り組むための新たな仕組みづくりを行うなど、コミュニティ活動を促進し、

地域の連帯感の醸成に努める。 

また、市内の一定の地区内の住民及び当該地区に事業所を有する事業者（要配慮者利用施設

や地下街等の施設管理者を含む。）（以下、「地区居住者等」という。）は、当該地区におけ

る防災力の向上を図るため、共同して、防災訓練の実施、物資等の備蓄、高齢者等の避難支援

体制の構築等、自発的な防災活動の推進に努める。この場合、必要に応じて、当該地区におけ

る自発的な防災活動に関する計画を作成し、これを地区防災計画の素案として市防災会議に提

案するなど、当該地区の市と連携して防災活動を行う。 

市防災会議は、市地域防災計画に地区防災計画を位置付けるよう、地区居住者等から提案を

受け、必要があると認めるときは、市地域防災計画に地区防災計画を定めることとし、策定に

あたっては、高齢者や障がい者、女性、ボランティア団体等、多様な主体の参画の促進に努め

る。また、内閣府は、地区レベルの避難体制の構築を重視した地区防災計画の作成を支援する

手引書の作成等、地区防災計画の役割について周知し、大阪府は市の取組みを支援する。 

なお、市防災会議は、市地域防災計画に、地域防災力の充実強化に関する事項を定め、その

実施に努めることとし、地区防災計画を定めた地区は、地区居住者等の参加の下、具体的な事

業に関する計画を定める。 

地区防災計画が定められた地区の地区居住者等は、市防災会議に対し、当該地区の実情を踏

まえて、事業に関する計画の内容の決定又は変更をすることを提案することができる。 

さらに、市は、個別避難計画が作成されている避難行動要支援者が居住する地区において、

地区防災計画を定める場合は、地域全体での避難が円滑に行われるよう、個別避難計画で定め

られた内容を前提とした避難支援の役割分担及び支援内容を整理し、両計画の整合を図るとと

もに、訓練等により両計画の一体的な運用を図るよう努める。 
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第２ 自主防災組織の育成 

 

地域におけるコミュニティ活動を通じて、地域住民の連帯感の醸成に努めるとともに、自治

会、消防団や民生委員・児童委員、介護保険事業者、障がい福祉サービス事業者、ボランティ

ア団体等と連携し、防災意識の高揚、防災活動への取組を図り、全市域で組織されている自主

防災組織の育成に努める。その際、高齢者や障がい者、女性、子どもたちの参画の促進に努め

る。 

さらに、研修の実施などによる防災リーダーの育成、多様な世代が参加できるような環境の

整備などにより、これらの組織の日常化、訓練の実施を促進する。その際、高齢者や障がい者、

女性、子どもたちの参画の促進に努める。 

このほか、自営業者等の参加を促進し、併せて大学・専門学校生による防災組織の結成を促

し、地域との連携を図る。 

 

１ 活動内容 

(1) 平常時の活動 

ア 防災意識の普及啓発 

イ 災害発生の未然防止（消火器などの防災用品の頒布斡旋、家具の安全診断・固定、建

物や塀の耐震診断など） 

ウ 災害時への備え（避難行動要支援者の把握、指定緊急避難場所・避難路・指定避難

所・津波避難ビル等の把握、防災資機材や備蓄品の管理など） 

エ 避難行動要支援者の支援体制の整備を目的として、互近助隊※の結成による平常時の

見守りなどコミュニケーションの維持 

オ 災害発生時の活動の習得（情報伝達、避難、小型可搬ポンプの活用による初期消火、

救急処置、指定避難所開設運営・炊き出しなど） 

カ 「指定避難所開設運営マニュアル」の習熟（運営管理のための知識等の普及）などの

支援 

キ 復旧・復興に関する知識の習得 

 ※互近助隊：近隣の居住者で日頃のコミュニケーションを基本として、災害時等に声掛

け合い、救助救出、避難誘導等の助け合いを行う仕組み。自治会の班体制

など。 

(2) 災害時の活動 

ア 避難誘導（安否確認、集団避難、避難行動要支援者への援助など） 

イ 救出・救護（救助用資器材等を利用した救出、負傷者の救護など） 

ウ 出火防止・初期消火（小型可搬式消防ポンプ、消火器やバケツリレーによる消火など） 

エ 情報伝達（地域内の被害情報や避難状況の伝達、救援情報などの住民への周知など） 

オ 物資分配（物資の運搬、給食、分配） 

カ 指定避難所の自主的運営 
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２ 育成方法 

市は、地域の実情に応じた自主防災組織の結成及び育成に係る下記の取組みを行う。 

また、必要に応じて支援を大阪府に求める。 

(1) 自主防災組織の必要性の啓発 

(2) 地域住民に対する研修会等の実施 

(3) 防災リ－ダ－の育成（養成講習会等の開催、認定証の交付） 

(4) 防災資機材の配付又は整備助成、倉庫の整備助成及び支援 

(5) 初期消火防災訓練、応急手当等の訓練の実施 

(6) 教育啓発施設等を活用した体験教育等の実施 

３ 各種組織の活用 

幼年消防クラブなど防災・防火に関する組織のほか、婦人会、青年団、防犯委員等の公共

的団体における自主的な防災活動の促進を図る。 

 

第３ 事業所による自主防災体制の整備 

 

市は、従業員、利用者の安全確保とともに地域への貢献という観点から、事業者に対して広

報紙又は堺市消防局による予防査察を通じて自主防災体制の整備について啓発を行う。 

また、事業者を地域コミュニティの一員としてとらえ、地域の防災訓練等への積極的参加の

呼びかけ、防災に関するアドバイスを行うほか、地域貢献に関する協定の締結に努める。 

 

１ 啓発の内容 

(1) 平常時の活動 

ア 事業継続計画（ＢＣＰ）の策定・運用 

イ 防災に対する心構えの普及啓発（社内報、掲示板の活用など） 

ウ 災害発生の未然防止（社屋内外の安全化、非常用マニュアルの整備、防災用品の整備

など） 

エ 災害発生への備え（飲料水・食料・その他物資・資機材の備蓄、非常持ち出し品の準

備、避難方法等の確認など） 

オ 災害発生時の活動の習得（情報伝達、避難、初期消火、救急処置など） 

カ 地域活動への貢献（防災訓練など地域活動への参加、自主防災組織等との協力） 

(2) 災害時の活動 

ア 従業員・利用者の生命の安全確保（安否確認（従業員の家族含む。）、集団避難、避

難行動要支援者への援助など） 

イ 救出・救護（救助用資器材等を利用した救出、負傷者の救護など） 

ウ 出火防止・初期消火（消火器や屋外消火栓による消火など） 

エ 情報伝達（地域内の被害情報や避難状況の市への伝達、救援情報などの周知など） 

オ 地域活動への貢献（地域活動、防災関係機関の行う応急対策活動への協力、施設の開
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放など） 

２ 啓発の方法 

市は、大阪府及び経済団体と連携して、事業者による自主防災体制の整備について指導・

助言する。 

(1) 広報紙（誌）などを活用した啓発 

(2) 自衛消防組織の育成（養成講習会等の開催） 

(3) 教育啓発施設等を活用した体験教育等の実施 

(4) 消防法に規定する予防査察の機会を活用した指導・助言 

 

第４ 救助活動の支援 

 

市及び防災関係機関は、自主防災組織が実施する諸活動と連携した防災訓練の実施や救助・

救急用資機材の整備等を行い、その活動を支援する。 
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第３節 災害ボランティア活動の推進 
 

ボランティアは、日頃から地域コミュニティの活性化に寄与するとともに、災害発生時には各

地域に長期的に関わり、物質的な支援だけではなく、被災者の精神的な支援にも寄与するなど重

要な活動を行っている。また、ＮＰＯ等の有償ボランティア活動との連携やボランティアのネッ

トワーク化等を通じて、更なる地域防災力の充実・強化が図られることから、市は地域のボラン

ティア活動の支援を行う。 

さらに、市、大阪府、日本赤十字社大阪府支部、大阪府社会福祉協議会、高石市社会福祉協議

会、ボランティア団体、ＮＰＯ及びその他ボランティア活動推進機関は、大阪府の「災害時にお

けるボランティア活動支援制度」等を活用し、それぞれ連携するとともに、災害中間支援組織

（ボランティア団体・ＮＰＯ等の活動支援やこれらの異なる組織の活動調整を行う組織）を含め

た連携体制の構築を図り、災害時に、ボランティアが被災者のニーズに応えて円滑に活動できる

よう環境の整備に努める。 

このほか、災害発生時における官民連携体制の強化を図るため、災害ボランティアセンターを

運営する高石市社会福祉協議会等との役割分担や災害ボランティアセンターの設置予定場所等を

定めておくよう努める。 

 

１ 受入れ窓口の整備 

高石市社会福祉協議会は、災害対策緊急会議を開催し、市と連携し、災害時にボランティ

アを受け入れる「高石市災害ボランティアセンター」を設置し、運営する。 

特に大規模災害が発生した時には、大阪府社会福祉協議会と連携し、概ね災害発生から24

時間以内に災害ボランティアセンターを設置し、ボランティアを迅速かつ円滑に受け入れる

と共に、高石市災害ボランティアセンターにおいて、救急救助、医療、介護等専門ボランテ

ィアの活用を図る。 

２ 事前登録 

市は、災害時にボランティアとの情報連絡が円滑に行えるよう、事前登録を行う。 

３ 人材の育成 

高石市社会福祉協議会は、ボランティアセンターを窓口にして、大阪府社会福祉協議会、

日本赤十字社大阪府支部と相互に連携して、ボランティア活動リーダーの養成、ボランティ

ア活動の諸調整を行うボランティアコーディネーターの養成を図る。 

４ 支援体制の整備 

市は、災害時に迅速にボランティア活動が機能するよう、活動拠点及び情報の提供など、

ボランティア活動がしやすい環境づくり等の条件整備を図る。 

５ 情報共有会議の整備・強化 

市は、大阪府及びＮＰＯ・ボランティア等と三者で連携し、平常時の事前登録、ボランテ
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ィア活動や避難所運営等に関する研修や訓練の制度、災害時における防災ボランティア活動

の受入れや調整を行う体制、防災ボランティア活動の拠点の確保、活動上の安全確保、被災

者ニーズ等の情報提供方策等について意見交換を行う情報共有会議の整備・強化を、研修や

訓練を通じて推進する。 

６ 義援物資の発送等に関する知識の普及 

市は、小口・混載の義援物資を送ることは被災地方公共団体の負担になること等、被災地

支援に関する知識を整理するとともに、その知識の普及及び内容の周知等に努める。 
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第４節 企業防災の促進 
 

事業者は、災害時に企業の果たす役割（生命の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、地域

貢献・地域との共生）を十分に認識し、自らの自然災害リスクを把握するとともに、リスクに応

じたリスクコントロールとリスクファイナンスの組み合わせによるリスクマネジメントの実施に

努める。 

また、市は、事業者の防災活動を促進するため、広報・啓発や必要な情報提供等の支援に努め

る。 

 

１ 事業者 

(1) 事業継続計画（ＢＣＰ）の策定・運用 

被災による業務中断という事態に積極的に備えていくため、あらかじめ想定されるリス

クが発生した場合に事業者が遂行する重要業務を継続するための事業継続計画（ＢＣＰ）

を策定し、運用するよう努める。 

(2) 事業継続マネジメント（ＢＣＭ）の実施 

東日本大震災では、被災地はもとより、サプライチェーンの寸断により、経済活動への

影響が全国に及ぶなど、経済活動が直接の取引先との間で完結するものでなく、サプライ

チェーンを通じて、広く連鎖すること等が明らかとなったことを踏まえ、次に示すような

事業継続上の取組みを継続的に実施するなど、事業継続マネジメント（ＢＣＭ）の取組み

を通じて、企業防災の推進に努める。 

ア 防災体制の整備 

イ 従業員の安否確認体制の整備 

ウ 必要な物資・資機材の備蓄や防災用品の整備 

エ 防災訓練 

オ 事業所の耐震化・耐浪化 

カ 損害保険等への加入や融資枠の確保等による資金の確保 

キ 予想被害からの復旧計画の策定 

ク 各計画の点検・見直し 

ケ 燃料・電力等重要なライフラインの供給不足への対応 

コ 取引先とのサプライチェーンの確保 

(3) その他 

ア 食料、飲料水、生活必需品を提供する事業者など、災害応急対策等に係る業務に従事

する企業は、大阪府及び市との物資等提供の協定締結、地域の防災訓練等の防災施策の

実施に協力するよう努める。 

イ 事業者は、地震発生時における施設の利用者等の安全確保や機械の停止等による被害

の拡大防止を図るため、緊急地震速報受信装置等の積極的活用を図るよう努める。 

ウ 事業者は、豪雨や暴風等で屋外移動が危険な状況であるときに従業員等が屋外を移動
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することのないよう、また、避難を実施する場合における混雑・混乱等を防ぐため、テ

レワークの実施、時差出勤、計画的休業等、不要不急の外出を控えさせるための適切な

措置を講ずるよう努める。 

エ 要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、施設毎の規定（介護保険法等）や、災害に

対応するための災害毎の規定（水防法等）により、自然災害からの避難を含む計画を作

成する。 

２ 重要施設及び災害応急対策に係る機関 

病院、要配慮者に関わる社会福祉施設等の人命に関わる重要施設の管理者は、発災後72時

間の事業継続が可能となる非常用電源を確保するよう努める。 

３ 市 

市は、大阪府と連携して、事業者の事業継続計画（ＢＣＰ）の策定、事業継続マネジメン

ト（ＢＣＭ）の実施や防災活動を促進するため、経済団体や企業防災活動を支援する団体等

との連携体制を構築し、広報・啓発や必要な情報提供等の支援に努めるとともに、研修会の

実施や必要な助言を行う。また、事業者による従業員の防災意識の高揚を図る取組みを支援

する。 

なお、市は、高石商工会議所と連携・協力し、中小企業等による事業継続力強化計画に基

づく取組み等の防災・減災対策の普及を促進するため、事業継続計画作成支援計画の策定に

努める。 

 

※ 事業継続マネジメント（ＢＣＭ） 

ＢＣＰ策定や維持・更新、事業継続を実現するための予算・資源の確保、対策の実施、

取組を浸透させるための教育・訓練の実施、点検、継続的な改善等を行う平常時からのマ

ネジメント活動のこと。経営レベルの戦略的活動として位置付けられる。 

（引用：内閣府作成 事業継続ガイドラインより） 
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第１節 組織動員 
 

市及び防災関係機関は、地震による災害が発生した場合に、迅速かつ的確に災害応急対策を実

施するため、全市をあげて必要な組織動員体制をとるとともに災害応急対策に従事する者の安全

確保に十分留意する。 

また、市は、災害情報の収集伝達及び災害応急対策の迅速かつ的確な実施に資するよう災害の

規模・状況に応じて災害現場に職員を派遣するとともに、被害が甚大かつ長期間に及ぶことや複

合的な災害が起こることを考慮した災害応急対策の支援体制を整備する。 

 

第１ 災害対策指令部 

 

危機管理監は、市域に災害の発生又は発生のおそれがあるとき、災害対策指令部体制をとり、

直ちに情報の収集・分析等の活動を行う。なお、南海トラフ地震臨時情報が発表又は東海地震

の警戒宣言が発せられた際は、発生事象を踏まえて指令部設置を判断する。 

 

１ 設置基準 

(1) 市域において震度４を観測したとき 

(2) 大阪府域に津波注意報が発表されたとき 

(3) 災害の発生が予想される情報を受信し、危機管理課長の報告に基づき、危機管理監が必 

要と認めたとき 

(4) その他、危機管理監が必要と認めたとき 

２ 閉鎖基準 

(1) 災害発生のおそれがなくなったとき 

(2) その他、指令部長（危機管理監）が認めたとき 

３ 災害対策指令部の構成 

指 令 部 長 危機管理監 

副指令部長 危機管理課長 

指 令 部 員 総務課長、人事課長、秘書課長、市民課長、土木管理課長、下水道課長 

４ 指令部の所掌事務 

(1) 情報の交換及び分析 

(2) 関係機関との連絡調整 

(3) 職員の警戒配備体制に関すること 

(4) 災害警戒本部体制の必要性 

(5) 災害警戒本部及び災害対策本部が設置されたときは、当該本部事務局の運営に関すること 
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第２ 災害警戒本部 

 

副市長は、小規模災害に対して、災害応急対策活動を実施するため高石市災害警戒本部を設

置する。なお、南海トラフ地震臨時情報が発表された際は、発生事象を踏まえて本部設置を判

断する。 

 

１ 設置基準 

(1) 市域において震度５弱または５強を観測したとき 

(2) 大阪府域に津波警報が発表されたとき 

(3) 災害発生のおそれはあるが時間規模などの推測が困難なとき 

(4) 小規模の災害が発生したとき 

(5) その他、副市長が必要と認めたとき 

２ 閉鎖基準 

(1) 災害発生のおそれがなくなったとき 

(2) 災害応急対策が概ね完了したとき 

(3) 災害対策本部が設置されたとき 

(4) その他、災害警戒本部長が認めたとき 

３ 災害警戒本部の構成 

災害警戒本部長 副市長 

災害警戒副本部長 教育長、危機管理監 

災害警戒本部員 
総合政策部長、総務部長、保健福祉部長、土木部長、教育部長、

議会事務局長 

４ 災害警戒本部会議 

災害警戒本部長は、所掌事務についての方針を策定し、その実施を推進するため、必要に

応じて、副本部長及び本部員等の集合を命じ本部会議を開催する。 

なお、災害警戒本部長は、災害対策指令部員を出席させることができる。 

５ 災害警戒本部の所掌事務 

(1) 緊急に実施を必要とする災害応急対策に関すること 

(2) 情報の収集分析、伝達に関すること 

(3) 職員の動員体制に関すること 

(4) 災害対策本部体制の必要性に関すること 

(5) 防災関係機関との連絡に関すること 

(6) 災害警戒本部の閉鎖に関すること  

(7) 必要な物品、資機材等の購入に関すること 
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(8) その他 

６ 災害警戒本部事務局 

災害警戒本部の所掌事務を処理するため災害警戒本部事務局を設置する。 

事務局は、危機管理課におき、局員は本部会議で決定された事項、本部の庶務及び本部の

所掌事務の補助作業を行う。 

７ 機構及び事務分掌 

災害警戒本部体制による災害応急対策等については、高石市災害対策本部事務分掌に準じ

て行うものとする。 

※資料1-5「高石市災害対策本部事務分掌」 

 

第３ 災害対策本部 

市長は、次の設置基準に該当する場合に高石市災害対策本部を設置する。 

なお、南海トラフ地震臨時情報が発表された際は、発生事象を踏まえて本部設置を判断する。 

 

１ 設置基準 

(1) 市域において震度６弱以上を観測したとき 

(2) 大阪府域に大津波警報（特別警報）が発表されたとき 

(3) 市域に災害救助法（昭和22年法律第118号）の適用を要する被害が発生したとき 

(4) 中規模または大規模な災害の発生が予想され、その対策を要すると市長が判断するとき 

(5) その他、市長が必要と認めたとき 

２ 閉鎖基準 

(1) 災害の危険が解消したと本部長が認めるとき 

(2) 災害応急対策が概ね完了したと本部長が認めるとき 

(3) その他、本部長が設置の必要がなくなったと認めるとき 

３ 災害対策本部の構成 

災 害 対 策 本 部 長 市長 

災害対策本部副本部長 副市長、教育長、危機管理監 

災 害 対 策 本 部 員 
総合政策部長、総務部長、保健福祉部長、土木部長、 

教育部長、議会事務局長、堺市高石消防署長、高石市消防団長 

４ 所掌事務 

高石市災害対策本部における本部及び各部の所掌事務は、次のとおりとする。 

〔本部〕 

(1) 情報の収集分析、伝達に関すること 
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(2) 職員の動員体制に関すること 

(3) 自衛隊等関係機関に対する応援の要請に関すること 

(4) 市民の避難誘導の決定に関すること 

(5) 地区防災拠点の開設に関すること 

(6) 指定避難所の開設に関すること 

(7) 避難指示等に関すること 

(8) 大阪府が現地災害対策本部を設置した場合その連絡に関すること 

(9) 災害救助法の適用申請に関すること 

(10) その他、災害に関する重要事項に関すること 

 

〔各部〕 

各部の所掌事務は、本部事務分掌による。 

※資料1-5「高石市災害対策本部事務分掌」 

５ 災害対策本部会議の開催及び決定事項の通知 

本部長は、情報の分析、実施すべき災害応急対策の検討及び配備指令等を行うため、必要

に応じて、副本部長及び本部員の集合を命じ本部会議を開催する。なお、本部長は、災害対

策指令部員を出席させることができる。 

又、災害対策本部会議での決定事項のうち防災関係機関及び職員に通知又は周知する必要

があると認めるときは、速やかに連絡し周知徹底を図る。 

６ 災害対策本部事務局 

災害対策本部会議の災害応急対策を円滑に実施するため、災害対策本部事務局を設置する。 

事務局は、危機管理課におき局員は本部会議で決定された事項、本部の庶務及び本部の所

掌事務の補助作業を行う。 

７ 本部長の代理 

市長に事故あるとき又は欠けたときの本部長の代理は、副市長、教育長、危機管理監の順

とする。 

８ 本部設置又は閉鎖の通知 

市長は、本部を設置し、又は閉鎖したときは速やかに知事、高石市防災会議委員、報道機

関、その他関係機関に通知するとともに公表する。 

また、本部入口に「高石市災害対策本部」の標識板等を掲げ、内外にその設置を宣言する

とともに、その所在を明らかにする。 

９ 大阪府現地災害対策本部との連携 

災害対策本部は、災害の状況に応じ設置される大阪府現地災害対策本部との連携・連絡体

制を確保する。 
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10 現地災害対策本部の設置 

本部長は、災害応急対策を局地的又は特定地域を重点的に実施する必要がある場合、現地

災害対策本部を設置する。 

現地災害対策本部は、本部長が指示する業務内容に応じて必要な人材を確保し、弾力的に

構成する。 
 

第４ 職員動員計画 

 

地震による被害が発生し、又は被害が発生するおそれがある場合に応急対策活動を迅速かつ

的確に行うために必要な職員の動員計画・配備体制を定める。 

所属長は、あらかじめ災害の状況に応じた動員計画を定め、市長に報告しなければならない。 

また、所属職員に対し、動員計画を周知し、速やかに応急対策活動がとれるようにしておか

なければならない。 

職員は本計画で定める任務分担に応じて、自らの役割を理解し、速やかに応急対策活動を実

施できるようにするものとする。 

※資料1-6「動員体制別職員動員計画表」 
 

１ 職員の動員体制 

災害が発生した場合又は災害が発生するおそれがある場合は、災害の規模に応じ、次の配

備区分により、あらかじめ指定された場所に参集する。 

指 令 配 備 時 期 動 員 体 制 

事前 
配備 

1.災害発生のおそれがある気象予警報等
により通信活動の必要があるとき 

1.通信情報活動を実施する体制 
2.事態の推移に伴い、速やかに高次の体制

に移行しうる態勢とする。 

警
戒
配
備 

第
１
号 

1.災害発生のおそれがあるが時間、規模
等の推測が困難なとき 

2.市域に震度４を観測したとき 
3.「津波予報区：大阪府」に津波注意報

が発表されたとき 

1.災害の発生を防御するため通信情報活動
を実施し、物資、資機材の点検整備及び
災害に対する警戒を行う。 

2.事態の推移に伴い、速やかに高次の体制
に移行しうる態勢とする。 

第
２
号 

1.小規模な災害が発生したとき又は、発
生のおそれがあるとき 

2.市域に震度５弱を観測したとき 
 

1.突発的災害に対し小規模な応急措置をと
り、救助活動及び情報収集、広報活動等
が円滑に実施できる態勢とする。 

2.事態の推移に伴い、速やかに非常配備第
１号体制に移行しうる態勢とする。 

非
常
配
備 

第
１
号 

1.中規模の災害が発生したとき又は、発
生するおそれがあるとき 

2.市域に震度５強を観測したとき 
3.「津波予報区：大阪府」に津波警報が

発表されたとき 

1.数地域についての救助・救援活動を行い
又、その他の地域に災害が拡大するのを
防止するための応急対策活動及び復旧対
策活動に対処できる態勢とする。 

2.事態の推移に伴い、速やかに非常配備第
２号体制に移行しうる態勢とする。 

第
２
号 

1.大規模な災害が発生したとき又は、発
生するおそれがあるとき 

2.市域に震度６弱以上を観測したとき 
3.「津波予報区：大阪府」に大津波警報

（特別警報）が発表されたとき 
4.その他必要により市長が当該配備を指

令するとき 

1.市の全力を挙げて災害応急対策等を実施
する態勢とする。 
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２ 動員の基準 

(1) 勤務時間外における自主参集 

ア 自ら察知及び、報道等で知りえた震度情報により自主参集する。参集基準は、市域に

おける震度が次の「震度と参集基準」による。 

震度と参集基準 

震 度 等 参集該当者 

震度４ 警戒配備第１号 

震度５弱 警戒配備第２号 

震度５強 非常配備第１号 

震度６弱以上 非常配備２号（全員） 

イ 交通途絶時の参集 

交通途絶時であっても自転車、徒歩等により可能な限り参集する。 

ウ 参集の免除者 

参集時において、健康上の理由等により参集が不能又は困難である者については参

集を免除する。 

エ 動員報告 

各班長は、職員の参集状況を記録し、その累計を各部長を通じて人事班に報告する。

人事班長は、職員の参集状況を取りまとめ、総合政策部長を通じて、本部長に報告す

る。 

(2) 動員の指令・伝達 

動員の指令は、自主参集の場合を除き、災害対策本部長が各部長に行う。ただし、特定

の部及び班に対して異なる指令を行うことができる。 

ア 勤務時間内における指令の伝達 

勤務時間内において指令が発せられたときは、各部長から班長、班長から所属職員

へ伝達するとともに、必要に応じ、庁内放送、電話等により速やかにその旨を周知す

る。 

イ 勤務時間外における指令の伝達 

勤務時間外において動員指令が発せられたときは、各部及び班において定める伝達

方法による。 

※資料1-6「動員体制別職員動員計画表」 
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第５ 防災関係機関の動員配備体制 

 

防災関係機関は、法令又はそれぞれの作成する防災業務計画に基づき各災害対策本部を設置

し、業務を的確かつ円滑に実施するよう、その職員の動員配備を行う。 

なお、大阪府は、勤務時間外に、本市において震度５弱以上を観測した場合には、市庁舎に

緊急防災推進員を配備する。 

 

第６ 応援派遣職員の環境整備・装備等の充実 

 

市は、広域応援等の要請に応じ、応援職員を派遣するにあたり、環境整備・装備等の充実に

向け、次の事項に留意するよう努める。なお、その際は、男女ともに活動することに配慮する。

また、府内市町村間で派遣を実施する場合も同様とする。 

(1) 応援派遣職員等の宿泊場所の確保 

(2) テントや間仕切り等、感染症対策とプライバシーに配慮した適切な空間の確保に向けた

資機材の配備 

(3) 感染症対策のため、応援派遣職員の健康管理やマスク着用等の徹底 

(4) 衛星通信機器等、その他、応援派遣職員等の円滑な執務に向けた資機材の確保 

(5) テレビ会議などを活用した応援派遣職員と府との円滑な連携 

(6) 応援派遣職員間での適切な引継ぎ等、情報共有体制の確保 

(7) 帰阪後の産業医面談等、応援派遣職員の身体的・精神的負担への配慮 

 



第１章 初動期の活動 

第２節 津波対策 

166 

第２節 津波対策 
 

市及び防災関係機関は、大阪管区気象台から発表される津波予報等を、あらかじめ定めた経路

により、関係機関及び住民へ迅速に伝達、周知するなど、被害の未然防止及び軽減のための措置

を講ずる。 

 

第１ 関係機関の組織動員配備体制 

 

１ 市の組織動員配備体制 

津波の来襲が予想される場合には、直ちに災害対策指令部会議を開催し、必要に応じて災

害警戒本部、災害対策本部を設置するとともに、災害の規模に応じた動員配備体制をとり、

事態に対処する。 

(1) 災害警戒本部の設置 

津波警報が発表され、津波による中規模な災害の発生が予想され、その対策を要すると

認められるときは、災害警戒本部を設置し、事態に適切に対処する。 

(2) 災害対策本部の設置 

災害警戒本部設置後、大津波警報（特別警報）が発表され、津波による大規模な災害の

発生が予想され、その対策を要すると認められるときは、災害対策本部を設置し、事態に

適切に対処する。 

２ 防災関係機関の組織動員配備体制 

津波による災害の発生が予想され、その対策を要すると認められるとき、災害対策（警戒）

本部を設置するとともに、災害時における各機関の防災関係事務又は業務を迅速かつ的確に

実施できるよう、動員配備を行う。 

 

第２ 津波警報等の伝達 

 

気象庁から発表される津波警報・注意報等を、あらかじめ定めた経路により迅速に伝達する。 

 

１ 気象庁が発表する大津波警報、津波警報・注意報等 

(1) 大津波警報、津波警報・注意報 

ア 種類 

① 大津波警報：担当する津波予報区において津波による重大な災害のおそれがある

と予想されるとき発表する。 
② 津 波 警 報：担当する津波予報区において津波による重大な災害のおそれがあると

予想されるとき発表する。 

③ 津波注意報：担当する津波予報区において津波による災害のおそれがあると予想

されるとき発表する。 
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 以下の現象については、特別警報に位置付けられる。 

 

現象の種類 発 表 基 準 

津  波 
高いところで３mを超える津波が予想される場合。 

（大津波警報を特別警報に位置付ける） 

 

イ 発表基準・解説・発表される津波の高さ等 

① 津波警報等の種類ととるべき行動 

津波警報等

の種類 
発表基準 

 

発表される津波の高さ 

とるべき行動 数値による発表 

（カッコ内は予想される 

津波の最大波の高さ）

定性的表現

での発表※ 

大津波警報 

予想される津波の最

大波の高さが高いと

ころで３ｍを超える

場合 

10ｍ超 

（10ｍ＜予想高さ） 

巨大 

陸域に津波が浸水する

おそれがあるため、沿

岸部や川沿いにいる人

は、ただちに高台や避

難ビルなど安全な場所

へ避難する。 

警報が解除されるまで

安全な場所から離れな

い。 

10ｍ 

（５ｍ＜予想高さ≦10ｍ） 

５ｍ 

（３ｍ＜予想高さ≦５ｍ） 

津波警報 

予想される津波の最

大波の高さが高いと

ころで１ｍを超え、

３ｍ以下の場合 

３ｍ 

（１ｍ＜予想高さ≦３ｍ） 
高い 

津波注意報 

予想される津波の最

大波の高さが高いと

ころで 0.2ｍ以上、

１ｍ以下の場合であ

って、津波による災

害のおそれがある場

合 

１ｍ 

（0.2ｍ≦予想高さ≦１ｍ） 

 

（表記なし）

海の中にいる人はただ

ちに海から上がって、

海岸から離れる。海水

浴や磯釣りは危険なの

で行わない。 

注意報が解除されるま

で海に入ったり海岸に

近付いたりしない。 

※定性的表現で発表される津波の高さについて 
地震規模（マグニチュード）が８を超えるような巨大地震の規模を数分内に精度よく推定する

ことは、現在の技術では無理である。津波警報等を迅速に発表するため、即時に推定した地震規

模が小さく見積もられているおそれがある場合、当該海域で想定される最大規模の地震が発生し

たものと見なし、予想される津波の高さを「巨大」等の定性的表現とした特別の大津波警報をた

だちに発表する。このような大津波警報が発表された場合は、最悪の事態を想定し、最大限の避

難等防災対応をとる必要がある。 

なお、地震発生からおよそ15分程度で、正確な地震規模を確定し、その地震規模から予想され

た津波の高さを数値で示す続報を発表する。 

 

【津波警報等を利用するにあたっての留意事項】 

1） 津波警報等は、地震が発生してから約３分（一部の地震※については最速２分以内）を

目標に発表するが、沿岸に近い海域で大きな地震が発生した場合、津波警報等が津波の襲
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来に間に合わない場合がある。 

このため、沿岸地域など津波災害のリスクのある地域の住民等には、強い揺れ又は弱くて

も長い時間ゆっくりとした揺れを感じたときは、迅速かつ自主的に安全な場所へ避難する等、

自らの命は自ら守る行動を求めることが重要である。（※日本近海で発生し、緊急地震速報

の技術によって精度の良い震源位置やマグニチュードが迅速に求められる地震。） 

2） 津波警報等は、最新の地震・津波データの解析結果に基づき、更新される場合がある。 

3） 津波による災害のおそれがなくなったと認められる場合、津波警報等の解除を行う。こ

のとき、津波の観測状況等により、津波がさらに高くなる可能性は小さいと判断した場合

には、津波の高さが津波注意報の発表基準未満となる前に、海面変動が継続することや留

意事項を付して解除を行う場合がある。 

4） 「津波の高さ」とは、津波によって潮位が高くなった時点における潮位と、その時点に津

波がなかったとした場合の潮位との差であって、津波によって潮位が上昇した高さをいう。 

 

② 津波予報 
 発 表 基 準 内     容 

津

波

予

報 

津波が予想されないとき。 

（地震情報に含めて発表） 
津波の心配なしの旨を発表。 

0.2ｍ未満の海面変動が予想され

たとき。 

（津波に関するその他の情報に含

めて発表） 

高いところでも0.2ｍ未満の海面変動のた

め被害の心配はなく、特段の防災対応の必要

がない旨を発表。 

 

津波警報等解除後も海面変動が継

続するとき。 

（津波に関するその他の情報に含

めて発表） 

津波に伴う海面変動が観測されており、今

後も継続する可能性が高いため、海に入って

の作業や釣り、海水浴などに際しては十分な

留意が必要である旨を発表。 

 

③ 津波情報 
 情報の種類 発表内容 

津
波
情
報 

津波到達予想時刻・予想され

る津波の高さに関する情報 

（ＸＭＬ電文では、津波警報

等に含めて発表） 

 

各津波予報区の津波の到達予想時刻や予想され

る津波の高さを５段階の数値（メートル単位）ま

たは２種類の巨大地震の場合の表現で発表。 

また、地震の発生場所（震源）やその規模（マ

グニチュード）を発表。 

各地の満潮時刻・津波到達予

想時刻に関する情報 

 

 

主な地点の満潮時刻や津波の到達予想時刻を発

表。 

また、地震の発生場所（震源）やその規模（マ

グニチュード）を発表。 
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 情報の種類 発表内容 

津波観測に関する情報 

（※１） 

 

 

 

沿岸で観測した津波の時刻や高さを発表。 

実際に津波を観測した場合に、その時刻や高さ

を発表。 

また、地震の発生場所（震源）やその規模（マ

グニチュード）を発表。 

沖合の津波観測に関する情報 

（※２） 

 

沖合で観測した津波の時刻や高さ、沖合の観測

値から推定される沿岸における津波の到達時刻や

高さを発表（予報区単位）。 

津波に関するその他の情報 

 

 

津波に関するその他必要な事項を発表。 

津波予報（津波の心配がない場合を除く）を含

めて発表。 

※１  津波観測に関する情報の発表内容について 
第１波については、到達時刻と押し引きのみ発表する。最大波については、その

時点までに得られた最大波の高さとその観測時刻を発表するが、大津波警報や津波

警報の発表中において、その観測値が予想される津波の高さより十分小さい場合は、

安心情報と受け取られないよう、数値ではなく「観測中」と発表する。 
 

最大波の観測値を数値で発表する基準 

発表中の警報等 観測値を数値で発表する基準 

大津波警報 観測値＞１ｍ （基準に達しない場合、「観測中」と発表する。） 

津波警報 観測値≧0.2ｍ（基準に達しない場合、「観測中」と発表する。） 

津波注意報 すべて数値で発表（ごく小さい場合は「微弱」と表現） 

※２ 沖合の津波観測に関する情報の発表内容について 
第１波については、沖合での観測時刻と押し引きのみ発表する。最大波について

は、その時点までに得られた沖合での最大波の高さとその観測時刻を発表する。ま

た、津波は沖合ではまだ小さいため、沖合の観測値から推定される沿岸での津波の

高さ及び沿岸への推定到達時刻も併せて発表する（沖合の観測点が比較的沿岸に近

く、推定が可能な場合のみ）。 
これらの観測値や推定値は、沖合の観測値から推定される沿岸での津波の高さが

予想される津波の高さより小さい場合は、安心情報と受け取られないよう、数値で

はなく「観測中」や「推定中」と発表する。 
なお、沿岸からの距離が 100km を超えるような沖合の観測点については、津波予

報区との対応付けが難しいため、沿岸での推定値は発表しない。また、最大波の観

測値については数値ではなく「観測中」の言葉で発表して、津波が到達中であるこ

とを伝える。 

 

最大波の観測値及び推定値を数値で発表する基準 

発表中の警報等 観測値及び推定値を数値で発表する基準 

大津波警報 

沿岸の推定値＞３ｍ 

（基準に達しない場合、沖合の観測値は「観測中」、 

沿岸の推定値は「推定中」と発表する。） 
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発表中の警報等 観測値及び推定値を数値で発表する基準 

津波警報 

沿岸の推定値＞１ｍ 

（基準に達しない場合、沖合の観測値は「観測中」、 

沿岸の推定値は「推定中」と発表する。） 

津波注意報 すべて数値で発表 

 

【津波情報を利用するにあたっての留意事項】 

1） 津波到達予想時刻・予想される津波の高さに関する情報 

・到達予想時刻は、津波予報区の中で最も早く津波が到達する時刻である。場所によ

っては、この時刻よりも数十分、場合によっては１時間以上遅れて津波が襲ってく

ることがある。 

・予想される津波の高さは、津波予報区の中での予測値のばらつきを考慮したうえ

で、安全サイドに立ち比較的高めの値を基に発表しているが、津波の高さは一般的

に地形の影響等のため場所によって大きく異なることから、予想される津波の高さ

より局地的に高くなる場合もある。 

2） 各地の満潮時刻・津波到達予想時刻に関する情報 

・津波と満潮が重なると、潮位の高い状態に津波が重なり、被害がより大きくなるの

で一層の警戒が必要である。 

3） 津波観測に関する情報 

・津波による潮位変化（第１波の到達）が観測されてから最大波が観測されるまでに

数時間以上かかることがある。 

・場所によっては、検潮所で観測した津波の高さよりも更に大きな津波が到達してい

るおそれがある。 

4） 沖合の津波観測に関する情報 

・津波の高さは、沖合での観測値に比べ、沿岸ではさらに高くなる。 

・津波は非常に速く伝わり、「沖合の津波観測に関する情報」が発表されてから沿岸

に津波が到達するまで５分とかからない場合もある。また、地震の発生場所によっ

ては、情報の発表が沿岸での津波の到達に間に合わない場合もある。 

・沖合で津波が観測されたことを示す情報であるが、上記の理由等から、この情報が

発表されてから避難するのではなく、避難行動開始のきっかけは強い揺れや津波警

報等とする。 

 

④ 地震情報 
地震情報

の種類 
発表基準 内  容 

震度速報 ・震度３以上 

地震発生約１分半後に、震度３以上を観測

した地域名（全国を 188 地域に区分）と地震

の揺れの検知時刻を速報。 
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地震情報

の種類 
発表基準 内  容 

震源に 

関する 

情報 

・震度３以上 

（大津波警報、津波警報ま

たは津波注意報を発表した

場合は発表しない） 

「津波の心配がない」または「若干の海面変

動があるかもしれないが被害の心配はない」

旨を付加して、地震の発生場所（震源）やそ

の規模（マグニチュード）を発表。 

震源・震

度情報 

 

以下のいずれかを満たし

た場合 

・震度１以上 

・大津波警報、津波警報ま

たは津波注意報発表時 

・若干の海面変動が予想さ

れる場合 

・緊急地震速報（警報）を

発表した場合 

地震の発生場所（震源）やその規模（マ

グニチュード）、震度１以上を観測した地

点と観測した震度を発表。それに加えて、

震度３以上を観測した地域名と市町村毎の

観測した震度を発表。 

震度５弱以上と考えられる地域で、震度

を入手していない地点がある場合は、その

市町村・地点名を発表。 

推計震度

分布図 
・震度５弱以上 

観測した各地の震度データを基に、250m

四方ごとに推計した震度（震度４以上）を

図情報として発表。 

長周期地

震動に関

する観測

情報 

・震度１以上を観測した地

震のうち長周期地震動階級

１以上を観測した場合 

地域毎の震度の最大値・長周期地震動階

級の最大値のほか、個別の観測点毎に、長

周期地震動階級や長 

周期地震動の周期別階級等を発表（地震

発生から 10 分後程度で１回発表）。 

遠地地震

に関する

情報 

国外で発生した地震につ

いて以下のいずれかを満た

した場合等 

・マグニチュード 7.0 以上 

・都市部等、著しい被害が

発生する可能性がある地

域で規模の大きな地震を

観測した場合※国外で発

生した大規模噴火を覚知

した場合にも発表するこ

とがある（当面の対応） 

地震の発生時刻、発生場所（震源）やそ

の規模（マグニチュード）を概ね 30 分以内

に発表。 

日本や国外への津波の影響に関しても記

述して発表。 

※海外で発生した大規模噴火を覚知した

場合は噴火発生から１時間半～２時間程度

で日本でも火山噴火等による潮位変化が観

測される可能性がある旨を発表し、その後

随時潮位変化や気圧変化の観測状況を発

表。 

その他の

情報 

・顕著な地震の震源要素を

更新した場合や地震が多

発した場合等 

顕著な地震の震源要素更新のお知らせや

地震が多発した場合の震度１以上を観測し

た地震回数情報等を発表 

 

⑤ 緊急地震速報 
気象庁は、震度５弱以上又は長周期地震動階級３以上の揺れが予想された場合、震

度４以上又は長周期地震動階級３以上が予想される地域（緊急地震速報で用いる区

域（下表参照））に対して緊急地震速報（警報）を発表する。高石市の地域名は

「大阪府南部」。 
また、最大震度３以上又はマグニチュード 3.5 以上若しくは長周期地震動階級１以
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上等と予想されたときに、緊急地震速報（予報）を発表する。 
以下の現象については、特別警報に位置付けられる。 

現象の種類 発 表 基 準 

地震 

（地震動） 

震度６弱以上又は長周期地震動階級４の大きさの地震動が予想される場

合。 

（緊急地震速報（震度６弱以上又は長周期地震動階級４の揺れを予想し

た緊急地震速報（警報））を特別警報に位置付ける） 

気象庁は、緊急地震速報を発表した後、日本放送協会に伝達するとともに、大阪府、

市町村等の関係機関への提供に努める。さらに、放送事業者等の協力を得て、テレ

ビ、ラジオ、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）等を用いて広く国民一般へ

の緊急地震速報の提供に努めるものとする。市は、全国瞬時警報システム（Ｊ－Ａ

ＬＥＲＴ）経由による市の防災無線等を通して住民への提供に努める。また、日本

放送協会は、テレビ、ラジオを通じて住民に提供する。 

注）緊急地震速報（警報）は、地震発生直後に震源に近い観測点で観測された地震

波を解析することにより、地震による強い揺れが来る前に、これから強い揺れが

来ることを知らせる警報である。このため、内陸の浅い場所で地震が発生した場

合、震源に近い場所では強い揺れの到達に原理的に間に合わない場合がある。 
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津波予報等の関係機関への伝達経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)１ 太線は、気象業務法に規定される伝達経路を示す。 
２ 二重線の経路は、特別警報（大津波警報）が発表された際に、通知若しくは周知の措置が義務づ

けられている伝達経路。 
３ ☆印は、津波警報、同解除（津波注意報）の場合のみ。☆☆印は、津波警報、津波注意報のみ。 
４ 関係市町とは、大阪市、堺市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、田尻

町、泉南市、阪南市、岬町の12市町である。 
５ 津波警報受領時は、緊急警報信号を発信し、その内容を放送する。 

台

各事務所 

津波予報等の関係機関への伝達経路 

消防庁
堺市高石消防署 

高石市（水防団） 
堺市消防局

大阪府水防本部 大阪府水防関係各課・出先機関 
（大阪府河川室）

近畿地方整備局 各河川事務所・工事事務所

近畿管区警察局

交  番 
大阪府警察本部 高石警察署 駐在所

陸上自衛隊中部方面総監部 ☆☆

陸上自衛隊第３師団

関係市町

（NTT西日本マーケティングアクト大阪104センタ）

関西電力送配電㈱

日本放送協会大阪放送局 

放送事業者 

報道各社 

近畿運輸局 日本貨物鉄道株式会社等

私 鉄 各 社

阪神高速道路株式会社

関西国際空港株式会社

大阪市関係各機関

近畿各府県気象官署

大阪海上保安監部

船 舶

第五管区海上保安本部

大阪府危機管理室

☆西日本電信電話㈱または東日本電信電話㈱ 

大

阪

管

区

気

象

台

大阪府関係出先機関等 
大阪府防災行政無線 
一斉通信伝達機関 

住 
民 
・
学 
校 
・
社 
会 
福 
祉 
施 
設 
・
そ
の
他

堺海上保安署 

注５、６ 

注８

別途FAXによる 

水防連絡

J-ALERT 

注５ 

注７

注10

神
戸
海
洋

気
象

西日本旅客鉄道株式会社新大阪総合指令所

新関西国際空港株式会社（関西エアポート株式会社） 

携帯電話事業者 注９ 

注10 
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６ 放送事業者とは、朝日放送グループホールディングス㈱、㈱毎日放送、読売テレビ放送㈱、関西
テレビ放送㈱、㈱エフエム大阪、㈱日経ラジオ社大阪支社、㈱ジェイコムウエスト、㈱テレビ岸和
田、箕面ＦＭまちそだて放送㈱、テレビ大阪㈱、㈱FM802（FMCO.CO.LO）の11社である。 

７ 報道各社とは、朝日新聞グループホールディングス大阪本社、日本経済新聞大阪本社、読売新聞
大阪本社、産業経済新聞大阪本社、共同通信社、毎日新聞大阪本社の６社である。 

８ 私鉄各社とは、近畿日本鉄道㈱、阪急電鉄㈱、阪神電気鉄道㈱、南海電気鉄道㈱、京阪電気鉄道
㈱、北大阪急行電鉄㈱、泉北高速鉄道㈱、能勢電鉄㈱、大阪モノレール㈱、大阪市高速電気軌道㈱、
㈱大阪港トランスポートシステムの11社である。 

９ 緊急速報メールは、大津波警報、津波警報が発表されたときに、気象台から携帯電話事業者を通
じて関係するエリアに配信される。 

10 大津波警報は市町村から住民等への周知の措置が義務付けられている。（気象業務法第15条の2） 

 

第３ 避難対策等 

 

１ 市が管理又は運営する施設に関する対策 

(1) 不特定かつ多数の者が出入りする施設 

市は、自ら管理・運営する庁舎・学校等不特定かつ多数の者が出入りする施設の管理上

の措置を概ね次のとおり行う。 

なお、具体的な措置内容は施設ごとに別に定める。 

ア 大津波警報等の入場者等への伝達 

① 来場者が極めて多数の場合、これらの者が円滑な避難行動を取り得るよう、適切

に伝達する。 

② 指定緊急避難場所や避難経路、避難対象地区、交通規制状況その他必要な情報を

併せて伝達する。 

③ 施設が海岸近くにある場合には、強い揺れを感じたとき、または、弱い揺れであ

っても長いゆっくりとした揺れを感じたときは、大津波警報や津波警報が発表され

る前であっても、直ちに避難するよう来場者等に対し、伝達する。 

イ 入場者等の安全確保のための退避等の措置 

ウ 学校における措置 

① 津波予想浸水範囲に学校がある場合、避難の安全に関する措置 

② 学校に、保護を必要とする生徒等がいる場合、これらの者に対する保護の措置 

(2) 工事中の建築等に対する措置 

工事中の建築物その他の工作物又は施設については原則として工事を中断する。 

(3) 施設の緊急点検・巡視等 

市は、必要に応じて、通信施設、水門等の津波防御施設、公共施設等、特に防災活動の

拠点となる公共施設等及び指定避難所に指定されている施設の緊急点検・巡視等を実施し、

当該施設の被災状況等の把握に努める。 

２ 避難指示 

市は、津波災害に対する住民の警戒避難体制として、津波警報等が発表された場合に直ち

に避難指示を発令することを基本とし、津波警報等で発表される津波高に応じた発令対象区
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域を定めるなど、具体的な避難情報等の発令基準を設定するとともに、大阪府警察及び第五

管区海上保安本部と協力して、避難指示、避難誘導等の必要な措置を講ずる。 

市長は、津波警報が発表された場合、住民や釣り人、ドライバー、船舶等に対して、迅速

かつ的確な避難指示を行うとともに、津波ハザードマップに基づき安全な場所に誘導する。 

市長は、次のいずれかの場合、直ちに避難指示を発令する。 

(1) 津波に対する避難については、強い揺れ（震度４程度以上）若しくは弱い揺れであって

も長時間のゆっくりとした揺れを感じて避難の必要を認める場合 

(2) 大津波警報、津波警報又は津波注意報を覚知した場合 

（ただし、津波注意報については、漁業従事者や港湾施設等で仕事に従事する者、海水

浴客等を念頭に、基本的には海岸堤防等より海側の地域を対象とする。） 

※資料2-6「防災マップ」 

３ 周知の方法 

市長は、避難指示の発令及び避難誘導を行う場合は、市防災行政無線や広報車等の活用、

自主防災組織等住民組織との連携など、あらゆる手段を使って、住民等へ周知する。 

周知にあたっては、避難行動要支援者に配慮し、災害情報ファクシミリ、登録携帯へのメ

ールや音声対応、テレビの文字放送等の情報システムを活用するほか、民生委員・児童委員、

介護保険事業者、障がい福祉サービス事業者、ボランティア団体等が連携して、避難行動要

支援者に必要な情報が速やかに行き届くよう対応する。 

４ 水防団及び堺市消防局等が津波からの円滑な避難の確保等のために講ずる措置 

市は、水防団及び堺市消防局が津波からの円滑な避難の確保等のために講ずる措置につい

て、次の事項を重点として行う。 

(1) 正確な大津波警報等の収集及び伝達 

(2) 津波からの避難誘導 

(3) 救助・救急 

堺市消防局は、消火活動終了後、救助・救急活動及び津波からの避難誘導や広報活動等

を実施する。 

 

第４ 水防活動 

 

大阪湾沿岸に津波が来襲するおそれがあると認められるときは、水防団は「高石市水防非常

勤務要領」及び「高石市の水防活動に関する協定書」に基づき、各防災関係機関及び堺市消防

局と協力のもと、広報活動等、迅速な水防活動を実施する。また、津波の発生時における水防

活動に従事する者の安全を確保するため、避難時間を考慮したうえで水防活動を行う。 
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１ 初動措置 

津波警報・注意報が発表された場合は、次の初動措置をとる。 

(1) 津波注意報 

ア 広報車等による広報準備体制をとる。 

イ 必要に応じて水門等の開閉の実施 

(2) 津波警報 

ア 住民に対して警報発表の広報の実施 

イ 必要に応じて水門等の開閉の実施 

２ 広報活動 

各防災関係機関は、海岸沿いの住民・船舶等を対象に予報の周知、安全対策、海岸からの

退避等の広報活動を実施する。 

(1) 実施方法 

ア 津波注意報が発表された時 

① 広報車・パトカ－等による広報 

② 消防艇・巡視船艇による広報 

③ ラジオ放送等による広報 

④ 海岸・河川流域に設置された防災行政無線（固定系）による広報 

⑤ 船舶への無線による広報 

⑥ 航行警報等による広報 

イ 津波警報が発表された時 

① ラジオ放送等による広報 

② 海岸・河川流域に設置された防災行政無線（固定系）による広報 

③ 船舶への無線による広報 

④ 航行警報等による広報 

(2) 実施区域 

ア 陸上における移動広報区域は、津波浸水想定区域 

イ 海上における移動広報区域は、主として大阪港堺泉北区 

 

第５ 防災事務に従事する者（市職員、消防団員等）の安全確保 

 

１ 津波到達時間の確認 
襲来する津波高に不確実性がある中で、気象庁が発表する津波到達予想時刻を十分考慮し、

出来るだけ短時間に避難を完了させる。 

２ 防災対応や避難誘導に係る行動ルール 
避難指示等の伝達、避難誘導、水門等の閉鎖等については、あらかじめ定めた津波到達

時間内での防災対応や避難誘導に係る行動ルール（地震発生後60分以内での避難とするな
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ど）に基づく。（東日本大震災では、水門閉鎖中や、避難したがらない人の説得中に防災

事務従事者が被害にあった事例がある。） 

 

第６ ライフライン・放送事業者の活動 

 

ライフライン及び放送に関わる事業者は、地震発生時、第１章第13節に準じた緊急対応を行

うとともに、津波からの円滑な避難を確保するため、次の対策を実施するものとする。 

 

１ 水道等 

大阪広域水道企業団は上水道、大阪府及び市は下水道施設の破損等による二次災害を軽減

させるための措置を行う。また、津波による河川への塩分遡上に関しては事前の情報収集に

努め、その影響を最小限にとどめられるよう措置を行う。 

２ 関西電力株式会社、関西電力送配電株式会社 

電気は、大津波警報等の伝達や避難時の照明の確保等、円滑な避難を行うために必要なも

のであることから、系統の多重化など電力供給のための体制を確保する。 

また、火災等の二次災害の防止に必要な利用者によるブレーカーの開放等の措置に関する

広報活動を実施するなど、必要な措置を講じる。 

３ 大阪ガス株式会社、大阪ガスネットワーク株式会社 

利用者によるガス栓閉止等火災等の二次災害防止のために必要な措置に関する広報を実施

するものとする。 

４ 西日本電信電話株式会社（関西支店）、株式会社ＮＴＴドコモ（関西支社）、ＫＤＤＩ株

式会社（関西総支社）、ソフトバンク株式会社、楽天モバイル株式会社 

大津波警報等の情報を確実に伝達するために必要な通信を確保するため、電源の確保、地

震発生後の輻輳時の対策等必要な措置を講じるものとする。 

なお、応急復旧のために通信用機材等の運搬や道路被災状況等の情報共有が必要な場合は、

総務省を通じて非常対策本部や被災地方公共団体に協力を要請する。 

５ 日本放送協会、民間放送事業者 

日本放送協会及び民間放送事業者は、津波からの円滑な避難を確保するため、次の対策を

実施するものとする。 

(1) 津波に対する避難が必要な地域の居住者等に対しては、大きな揺れを感じたときは、津

波警報等が発表される前にあっても津波に対する注意喚起に努めるとともに、津波警報等

の正確かつ迅速な報道に努めるものとする。 

(2) 被害に関する情報、交通に関する情報、ライフラインに関する情報、津波情報等防災関

係機関や居住者等が津波からの円滑な避難を行うために必要な情報の提供に努めるよう留

意するものとする。 
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(3) 発災後も円滑に放送を継続し、津波警報等を報道できるよう、あらかじめ必要な要員の

配置、施設等の緊急点検その他の被災防止措置を講ずるものとし、その具体的な内容を定

めるものとする。 

 

第７ 交通対策 

 

１ 道路 

大阪府公安委員会は、津波の来襲により危険度が高いと予想される区間及び避難路として

使用が予定されている区間について、必要に応じて交通規制を行うものとする。 

２ 海上 

(1) 堺海上保安署は、船舶交通の輻輳が予想される海域において、必要に応じて船舶交通の

整理・指導を行う。この場合、緊急輸送を行う船舶が円滑に航行できるよう努めるものと

する。 

(2) 堺海上保安署は、海難の発生その他の事情により、船舶交通の危険が生ずるおそれがあ

るときには、必要に応じて船舶交通を制限し又禁止するものとする。 

(3) 堺海上保安署は、水路の水深に異常を生じたと認められるときは、必要に応じて検測を

行うとともに、応急標識を設置する等により水路の安全を確保するものとする。 

(4) 堺海上保安署は、海難船舶又は漂流物その他の物件により船舶交通の危険が生じ又は生

ずるおそれのあるときには、速やかに航行警報等必要な応急措置を講ずるとともに、船舶

所有者等に対し、これらの除去、その他船舶交通の危険を防止するための措置を講ずべき

ことを命じ、又は勧告するものとする。 

(5) 国土交通省、港湾管理者(大阪府)・漁港管理者(市)は、港内航路等について、沈船、漂

流物等により船舶の航行が危険と認められる場合は、障害物除去による航路啓開に努める

ものとする。 

(6) 堺海上保安署、大阪府、市は、津波による危険が予想される場合において、船舶の安全

な海域への退避等が円滑に実施できるよう措置を講ずることとし、予想される津波の高さ、

到達時刻等を踏まえ、その具体的な内容を定めるものとする。 

３ 鉄道事業者（西日本旅客鉄道株式会社、南海電気鉄道株式会社） 

列車及び乗客等の安全を確保するため、走行路線に津波の来襲により危険度が高いと予想

される区間がある場合、運行を停止するものとする。 

４ 乗客等の避難誘導等 

鉄道事業者は、乗客や駅に滞在する者の避難誘導計画を定めるものとする。 
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第３節 災害情報の収集伝達 
 

市をはじめ大阪府及び関係機関は、災害発生後、相互に連携協力し、直ちに地震情報（震度、

長周期地震動階級、震源、マグニチュード、地震活動の状況等）、津波警報、被害状況の把握及

び応急対策の実施のための情報収集及び伝達活動を行う。 

また、収集した情報の確度や必要とする内容の異同を勘案し、生存情報などの重要度、情報に

付された場所・時間の明確性、発信者の属性等の観点から、情報のトリアージを行い、適切な応

急対策を実施する。 

 

第１ 情報収集伝達経路 

 

市及び防災関係機関は、災害発生時の情報収集、伝達、職員の動員等、初期の災害応急対策

を迅速かつ的確に実施するため、次のとおり定める。 

 

１ 情報連絡体制 

市は、災害発生時には直ちに防災行政無線や防災情報システムをはじめとする多様な通信

手段を活用し、被害状況の把握及び応急対策の実施のための情報収集活動等を行うとともに、

大阪府をはじめ関係機関に迅速に伝達する。 

(1) 有線通信 

ア 電話の利用及び災害時優先電話の確保 

通常の電話回線のほか、災害時優先電話の回線を一定数確保し、輻輳等による混乱

を緩和する。 

イ ファクシミリの利用 

災害対策本部、防災関係機関の情報伝達、報告等の通信連絡については、ファクシ

ミリによる。 

ウ インターネット 

インターネットを利用して、効率的な情報収集、共有、伝達を図る。 

(2) 無線通信 

災害時の連絡手段として、有線電話が電話線の切断や電話の輻輳等による混乱で使用で

きない場合の通信連絡には、次の無線網を有効に活用して、情報連絡を円滑に行う。 

ア 高石市防災行政無線（固定系） 

屋外受信局及び戸別受信局への一斉通信 

イ 高石市防災行政無線（移動系） 

市各部及び公用車両、堺市消防局、高石市消防団、自主防災組織との相互通信 

また、携帯型デジタル防災行政無線を活用し、自主防災組織と相互通信する。 

ウ 大阪府防災行政無線 

大阪府、大阪府出先施設、大阪府下市町村及び防災関係機関との相互通信 
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エ 堺泉北地域防災相互無線（相互系） 

防災関係機関及び近隣市との相互通信 

(3) 大阪府防災情報システム 

大阪府域にかかる気象情報収集のほか、市から大阪府への被害報告を迅速かつ的確に行

う。情報収集、配信は大阪府防災行政無線の回線を使用する。 

２ 指定電話、連絡責任者の指定 

(1) 指定電話 

市及び防災関係機関は、災害情報通信に使用する指定電話を定め、窓口の統一を図る。

災害時においては、指定電話を平常業務に使用することを制限し、円滑な通信連絡を確保

する。 

(2) 連絡責任者 

市及び防災関係機関は、災害時の防災関係相互の迅速かつ的確な通信連絡を確保するた

め、連絡責任者を定める。 

連絡責任者は、各所属及び関係機関相互の通信連絡を統轄する。 

 

第２ 被害情報の収集・報告 

 

市は、大阪府及び防災関係機関と密接な連携のもと、災害情報を収集するとともに、国をは

じめ関係機関へ速やかに伝達する。なお、市が報告を行うことができなくなったときは、職員

の派遣、ヘリコプターや無人航空機等の機材や各種通信手段の効果的活用等を通じ、大阪府が

災害に関する情報の収集を行う。 

人的被害の数（死者・行方不明者数をいう。）については、大阪府が一元的に集約、調整を

行うとともに、要救助者の迅速な把握による救助活動の効率化・円滑化のために必要と認める

ときは、大阪府は市等と連携の上、安否不明者の氏名等を公表（ＤＶ等支援措置対象者は除

く。）し、速やかな安否不明者の絞り込みを行う。その際、市は、把握している人的被害の数

について大阪府に連絡する。当該情報が得られた際は、大阪府は、関係機関との連携のもと、

整理・突合・精査を行い、直ちに消防庁へ報告する。また、市は、人的被害の数について広報

を行う際には、大阪府と密接に連携しながら適切に行う。 

大阪府は、安否不明者等の氏名等は、救助活動の円滑化につながると判断する場合、市ほか

関係機関から得た情報を基に、速やかに安否不明者の氏名公表を行うほか、必要に応じ、収集

した被災現場の画像情報は災害対策本部を通して防災関係機関との共有を図る。 

さらに、市は、災害発生後、直ちに防災行政無線（戸別受信機を含む。）や防災情報システ

ム等を活用し、被害状況の把握及び応急対策の実施のための情報収集活動を行うとともに、大

阪府をはじめ関係機関に迅速に伝達する。また、要救助者の迅速な把握のため、安否不明者に

ついても、関係機関の協力を得て、積極的に情報収集を行う。 

なお、指定公共機関は、その業務に係る被害情報を収集し、総合防災情報システム（ＳＯＢ

Ｏ－ＷＥＢ）等を活用して、直接又は関係指定行政機関等を通じて官邸〔内閣官房〕、内閣府
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及び関係省庁に当該情報を連絡するものとし、政府本部（事故災害においては特定災害対策本

部又は非常災害対策本部）の設置後は当該情報を政府本部に連絡する。 

 

１ 初動期の情報収集 

(1) 被害状況の把握 

次の情報により、被害のある地域、被害の規模等の把握に努める。 

ア 堺市消防局への通報状況 

イ 大阪府警察からの情報（通報状況等） 

ウ 防災関係機関からの情報 

エ 自主防災組織、住民等からの情報 

オ 各出先機関及び災害現地に派遣した職員からの情報 

カ 庁舎周辺の状況 

キ その他 

(2) 情報収集内容 

災害発生直後における被害概況を正確に把握し、要員や資機材等の確保、応援の要請等

を迅速に判断するため、災害対策本部は、次の情報収集活動を実施する。 

この場合、部分的な詳細情報よりも、被害の概況を大まかにつかむことに留意する。 

ア 人的被害 

イ 物的被害 

ウ 機能的被害 

エ その他災害対策上必要な事項 

(3) 情報収集に基づく判断 

本部長は、得られた情報に基づき、本部会議において、重点的に取り組むべき応急対策、

その実施方針及びそのために必要な体制を決定する。また、勤務時間外等のため本部会議

を開催することが困難な場合は、本部長が決定する。 

なお、前記について、緊急を要すると認められる場合には、各部において実施し、事後

速やかに本部長に報告する。 

２ 被害情報の収集 

初動期の情報収集活動に並行して、二次災害防止、災害救助法の適用の可否等を早急に判

断するため、人的被害状況及び火災の発生状況等のより詳しい被害情報の収集を実施する。 

市から大阪府への被害状況の報告は、大阪府防災情報システムにより直後、速報、中間、

確定報告を行う。 

なお、被害状況等の情報収集は、市をはじめ各防災関係機関において定められた所管業務

に基づき連携して収集にあたる。また、市が報告を行うことができなくなったときは、大阪

府が職員の派遣等を通じ、災害に関する情報の収集を行う。 
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調査実施者 収集すべき被害状況等の内容 

市 

１ 人 的 被 害 

・死者及び負傷者の発生並びに人命危険の有無 

・被災者の状況、要救援救護情報、住民の動向、

避難の必要の有無及びその状況 

・避難者及び指定避難所の状況 

２ 物 的 被 害 
・庁舎等所管施設及び設備の損壊状況 

・建物（住家、非住家）の損壊状況 

３ 機能的被害 

・市道及び橋りょう等の被害状況 

・ライフラインの状況 

・各医療機関等の被害状況 

４ その他災害

対策上必要な

事項 

・所管施設の来所者、入所者、職員等の人的被害 

・その他所管する施設の人的・物的・機能的被害 

・農業施設、商業施設・市場・工場、危険物取扱

施設等の物的被害 

・その他所管する施設の人的・物的・機能的被害 

堺市消防局 

１ 火災発生状況及び延焼の状況 

２ 危険物施設等の被害状況 

３ 大規模救助及び救急事象の発生場所と程度 

４ 消火栓等水利施設の被害状況 

５ その他消防活動上必要ある事項 

高石警察署 

１ 被害の概要（火災、人命、建物、道路、交通機関） 

２ 交通規制及び緊急交通路確保の要否 

３ 各種犯罪の発生状況 

４ その他災害警備活動上必要な事項 

その他の防災機関 
１ 所管施設に関する被害状況並びに応急措置の概要 

２ その他活動上必要ある事項 

 

第３ 被害情報の報告 

 

被害状況等の報告は、災害対策基本法第53条第１項並びに消防組織法第40条に基づく災害報

告取扱要領（昭和45年４月10日付消防防第246号）及び火災・災害等即報要領（昭和59年10月

15日付消防災第267号）により、基本的に大阪府に対して行うが（大阪府に報告できない場合

は、内閣総理大臣に対して行う。）、地震が発生し、市域内で震度５強以上を記録したものに

ついては、被害の有無を問わず直接消防庁に報告するものとし、応急措置が完了した後は速や

かに大阪府に災害確定報告を行う。なお、大阪府への報告は、原則として大阪府防災情報シス

テムによるが、システムが使用できない場合には、電話及びファクシミリ等の手段による。 

なお、火災等に関する報告については、消防組織法第40条に基づく災害報告取扱要領（昭和

45年４月10日付消防防第246号）及び火災・災害等即報要領（昭和59年10月15日付消防災第267

号）により、大阪府に対して行う。ただし、「直接即報基準」に該当する火災・災害等が発生

した場合には、市は、第一報を大阪府に加え、消防庁に対しても報告する。即報にあたっては、
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区分に応じた様式に記載しファクシミリ等により報告するものとする。また、堺市消防局等へ

の通報が殺到した場合等において、迅速性を確保するため、電話による報告も認められるもの

とする。 

また、行方不明者として把握した者が、他の市町村に住民登録を行っていることが判明した

場合には、当該登録地の市町村又は都道府県（外国人のうち、旅行者など住民登録の対象外の

者は直接又は必要に応じ外務省を通じて在京大使館等）に連絡する。 

(1) 堺市消防局への通報が殺到する場合は、その状況を大阪府及び国（消防庁）に通報する。 

(2) 大阪府への報告が、通信の途絶等によりできない場合は、直接国（消防庁）に報告する。 

(3) 措置が完了した後、速やかに大阪府に災害確定報告を行う。 

※資料8-4「被害状況等報告」 

１ 災害概況即報 

地震発生直後の第一報、個別の災害現場の概況を報告する場合、災害当初の段階で被害状

況が十分把握できていない場合は、「火災・災害等即報要領」の第４号様式（その１）「災

害概況即報」に従い大阪府等に報告するとともに、概況が判明するのに併せて随時報告する。 

第一報については、原則として、覚知後30分以内で可能な限り早く、分かる範囲で記載し

て報告する。 

人的及び家屋被害に重点を置いて報告する。 

震度６弱以上を観測した場合は、119番通報件数についても概数を記入する。 

２ 被害状況即報 

地震発生直後の大阪府への報告後、被害状況の詳細が判明した場合、又は被害状況に大き

な変化があった場合は、「火災・災害等即報要領」の第４号様式（その２）「被害状況即報」

に従い大阪府等に報告する。なお、報告数値は判明した範囲で構わない。 

人的及び家屋被害に加えて各種被害状況についても報告する。 

震度６弱以上を観測した場合は、119番通報件数についても概数を記入する。 

３ 災害確定報告 

応急措置が完了した場合は、災害報告取扱要領の第１号様式「災害確定報告」に従い、事

後速やかに報告する。 

 

第４ 通信手段の確保 

 

市は、災害発生後、直ちに無線通信機能の点検を行うとともに、支障が生じた施設設備の復

旧を行う。また、携帯電話、衛星通信等の移動通信回線、公共安全モバイルシステムの活用や、

通信が途絶している地域で部隊や派遣職員等が活動する場合を想定した衛星通信を活用したイ

ンターネット機器の整備、活用に努めるなど、緊急情報連絡用の通信手段の確保に努めるとと

もに、状況によっては伝令（自転車、オートバイ利用若しくは徒歩）等を検討し、緊急情報連

絡用の通信手段の確保に努める。 
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なお、市は、災害応急に必要となる通信機器が不足又は、電源が途絶している場合は、大阪

府に要請を行い、総務省（近畿総合通信局）から通信機器及び電源車の貸与を受ける等通信手

段の確保に努める。特に孤立地域の通信手段の確保については、特段の配慮を行う。 

 

第５ 迅速な住民の安否確認と支援情報等の提供 

 

１ 住民の安否確認・情報提供 

災害発生後、市外へ避難した者を含め、市民の安否確認情報の収集伝達や市民への支援・

サービス情報を確実に伝達する。 

２ 全国避難者情報システム（総務省）の活用 

市外へ避難した者については、「全国避難者情報システム（総務省）」により提供される

所在地情報等により、所在地を把握する。（避難者自身が避難先市町村に所在地情報を提供

する。） 

 

第６ 有線・無線途絶時の対策 

 

有線電話が途絶した場合、若しくは本市の無線電話が不通となった場合は大阪地区非常通信協

議会に加入する他の機関の最寄りの無線電話を依頼し通信する。 
大阪地区非常通信協議会の定めた通信経路は次のとおりである。 

 

出典：大阪府非常通信経路計画（令和元年度 大阪府危機管理室） 
      

高
石
市 

（
危
機
管
理
課
） 

 消救 消救 府防 

 堺市高石消防署 堺市消防局 大阪市消防局 大阪府庁 

 

 （警防課） （通信指令課消防指令センター）（指令情報センター） （危機管理室） 

 消救 （地域衛星通信ネットワーク） 地星 

 堺市高石消防署 堺市消防局 (防 T):9-200-220-8921 大阪府庁 

 

 （警防課） （通信指令課消防指令センター）(防 F):9-200-220-8821 （危機管理室） 
 警察 府防 

 高石警察署 大阪府警察本部 大阪府庁 

 

 （総務課） （通信指令室） （危機管理室） 

0.8km  4.2km 

  南海難波駅 大阪府庁 

 南海高石駅   

  （駅長室） （危機管理室） 

  府防 

   大阪府庁 

 大阪ガス泉北製造所第二工場 大阪ガス本社  

   （危機管理室） 
  地星 

  (防 T):9-200-220-8921 大阪府庁 

 （地域衛星通信ネットワーク）   

  (防 F):9-200-220-8821 （危機管理室） 

無線区間 

有線区間 

使送区間 
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第４節 災害広報 
 

市及び防災関係機関は、相互に協議調整し、住民をはじめ、出勤及び帰宅困難者、訪日外国人

を含む観光客に対し、自らの判断で適切な行動がとれるよう、正確かつきめ細かな情報を様々な

手段を用いて、提供する。 

 

第１ 災害モード宣言 

 

大阪府は、住民や事業者等に、大阪府内に広域的な大規模災害が発生若しくは迫っているこ

とを知らせ、学校や仕事などの日常生活の状態（モード）から、災害時の状態（モード）への

意識の切り替えを呼びかける「災害モード宣言」を行う。 

１ 発信の目安 

(1) 地震 

大阪府域に震度６弱以上を観測した場合 

(2) その他自然災害等 

その他自然災害等により、大阪府域が重大な危機事態となった場合又はおそれがある場

合 

２ 発信の内容 

(1) 地震 

ア 自分の身の安全確保 

イ 近所での助け合い 

ウ むやみな移動の抑制 

エ 出勤・通学の抑制 

 

第２ 災害広報 

 

市及び防災関係機関は、相互に連携し、平常時の広報手段を活用するほか、停電や通信障害

発生時は情報を得る手段が限られていることから、指定避難所への広報紙の掲示など、多様な

方法により広報活動を実施する。 

なお、市は府と連携し、インターネット上の偽情報・誤情報について、被災者等が的確な情

報を入手する際の注意喚起に努める。 

 

１ 市 

(1) 地震発生直後の広報 

ア 地震情報（震度、長周期地震動階級、震源、マグニチュード、地震活動の状況等）及
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び津波情報（津波の規模、到達予定時刻等）に関する事項 

イ 出火防止及び初期消火の呼びかけ 

ウ 避難指示等の発令 

エ 要配慮者保護及び人命救助の協力呼びかけ 

オ 規模の大きな地震が連続発生する危険性の注意喚起 

カ 二次災害の危険性 

キ パニック防止及びデマ情報への注意の呼びかけ 

ク 市内の被害状況の概要 

① 延焼火災、建物破壊、道路破損等の発生状況 

ケ 市の活動体制及び応急対策始動状況 

① 本部等の設置 

② 指定避難所の開設及び救護所の設置 

③ その他必要な事項 

(2) 応急活動実施段階の広報 

ア 地震及び津波に関する情報 

イ 被害情報及び応急対策実施状況 

① 被災地の状況とその後の見通し 

② 指定避難所及び救護所の開設状況 

③ 応急給水、応急給食等の実施状況 

④ 被災者のために講じている施策 

⑤ その他必要な事項 

ウ 生活関連情報 

① 電気、ガス、水道及び下水道の復旧状況 

② 食料品及び生活必需品の供給状況 

エ 通信施設の復旧状況 

オ 道路交通状況 

カ 医療機関、スーパーマーケット、ガソリンスタンド等の生活関連情報 

キ 交通機関の復旧及び運行状況 

ク 市役所業務の再開等に関する情報 

ケ 義援物資等の取扱い 

コ その他必要な事項 

２ 堺市消防局 

災害状況に応じて、消防車両等による二次災害の発生防止並びに災害現場においては、火

災発生状況、延焼状況及び消防隊の活動状況について広報する。 

３ 高石市消防団 

堺市消防局と協力し、地域住民の安全確保に係る広報活動に努める。 
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４ 大阪府高石警察署 

大阪府高石警察署は、市その他防災関係機関と協力し、次の事項について広報活動を行う。 

(1) 災害の状況及びその見通し。 

(2) 避難及び救出・救助活動に関すること。 

(3) 各種犯罪の予防・取締りに関すること。 

(4) 交通規制に関すること。 

(5) その他警察措置に関すること。 

５ 西日本電信電話株式会社等 

災害のため通信が途絶したとき又は利用制限を行ったときは、利用者に対して次の事項に

ついて広報活動を行う。 

(1) 通信途絶又は利用制限の理由及び内容 

(2) 災害復旧に対しての措置及び復旧見込み時期 

(3) 通信利用者に協力を要請する事項 

(4) その他の事項 

６ 関西電力株式会社、関西電力送配電株式会社 

感電事故及び漏電による出火を防止するため、利用者に対し次の事項について広報活動を

行う。 

(1) 安全及び危険防止 

ア 無断昇柱及び無断工事をしないこと。 

イ 断線、電柱の倒壊折損等には接触を避けること。 

ウ 屋外へ避難する場合は、ブレーカー等を切ること。 

エ 地震発生後は、使用中の電気器具のコンセントを直ちに抜くこと。 

オ その他事故防止のため留意すべき事項 

(2) 被害状況 

ア 停電区域 

イ 停電事故復旧状況 

ウ 停電事故復旧見込み 

７ 大阪ガス株式会社、大阪ガスネットワーク株式会社 

住民の不安解消を図り、二次災害を防止するため、次の事項について広報活動を行う。 

(1) 二次災害を防止するため、ガス漏洩時の注意事項についての情報を広報する。 

ア ガス栓を全部閉めること。 

イ ガスメーターのそばにあるメーターガス栓を閉めること。 

ウ ガスのにおいがする場合、火気使用は厳禁であること。 

(2) 被害状況、可動状況、復旧状況と今後の見直しを関係機関、報道機関に伝達し広報

する。加えて、大阪ガス株式会社のホームページ上に供給停止エリア、復旧状況など

掲載することで幅広い情報伝達に努める。 
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ア ガス栓を開いてもガスが出ない場合は、供給停止しているのでメーターガス栓を

閉め、大阪ガスから連絡があるまで待つこと。 

イ ガスの供給が再開される時には、あらかじめ大阪ガスが各家庭のガス設備を点検

し、安全を確認するので、それまではガスを使用しないこと。 

(3) ガス供給を再開する場合 

ア あらかじめ通知する内管検査及び点火試験等の当日はできるだけ在宅すること。 

イ 点火試験に合格するまでは、ガスを使用しないこと。 

ウ ガスの使用再開後に異常を発見した場合は、直ちにガスの使用をやめ、最寄りの

大阪ガスに連絡すること。 

８ 大阪広域水道企業団 

大阪広域水道企業団は、市その他防災関係機関と協力し、次の事項について広報活動を行

う。 

(1) 断水区域及び復旧見通しに関する事項 

(2) 応急給水の場所、時間、給水を受けるために必要な容器等に関する事項 

９ 広報活動の実施 

災害広報活動は、人心の安定及びパニック等の防止を目的として、災害発生後できる限り

速やかに開始し、以降、応急対策及び復旧対策の進展に応じ的確な情報の提供に努める。 

また、広報情報の不統一を避けるため、市民に対して実施する災害時の広報活動について

は、市災害対策本部において調整のうえ実施する。 

(1) 市民に対する広報 

ア 防災行政無線の利用 

市災害対策本部は、防災行政無線を通じて必要な情報を伝達する。 

※資料6-6「広報の文例」 

イ 広報車の利用 

広報車による広報活動は、市災害対策本部又は防災関係機関が必要な地域へ出動し、

広報活動を実施する。 

ウ 口頭等での伝達 

広報車の活動が不可能な地域、又は特に必要と認められる地域に対しては、市災害

対策本部から職員を派遣し、広報活動を実施する。 

また、必要な場合は、併せて堺市消防局、大阪府高石警察署その他の防災関係機関

の協力を要請する。 

エ 市庁舎、指定避難所等での配布、掲示 

災害対策広報又はチラシ等を作成し、可能な限り、市庁舎、指定避難所等で印刷物

を配布又は掲示する。 

オ インターネットによる広報 

市及び防災関係機関が保有するホームページを活用して、災害関連情報を提供する。 
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カ 避難行動要支援者に配慮した広報 

点字やファクシミリ等多様な手段の活用により、視覚障がい者、聴覚障がい者等に

配慮した広報を行う。 

(2) 報道機関に対する情報の発表 

ア 災害の状況、被災者に対する生活情報及び応急活動の実施状況等を必要に応じ、報道

機関に発表する。報道機関に対する情報提供は、情報内容の一元化を図るため統轄して

行う。 

なお、情報等の提供・発表に際しては、できるだけ日時、場所、目的等を前もって

各報道機関に周知させて発表する。また、定期的な発表を行う。 

イ 緊急放送について 

避難指示等を発令する場合で、放送を利用する必要があるときは、災害対策基本法

第57条に基づき放送を依頼する。 

ウ 要配慮者への配慮について 

ラジオ放送の充実、手話通訳・字幕入放送・文字放送・外国語放送の活用等要配慮

者に配慮した広報を行う。 

(3) 広報資料等の収集 

ア 各班からの報告のほか、必要に応じ災害現場における取材を行う。 

イ 災害現場に職員を派遣し、被害状況等の災害写真を撮影する。 

ウ 他の機関の資料や情報の収集に努める。 

 

第３ 広聴活動 

 

大規模な災害が発生し、甚大な被害が発生した場合、人心の動揺、混乱や情報不足、誤報な

どによる社会不安を防止するため、被災者の生活相談や要望事項等を把握するとともに、住民

からの各種問合せに速やかに対応できるよう広聴活動を行い、応急対策及び復旧対策に市民

の要望等を反映させる。 

 

１ 相談窓口及びコールセンターの開設 

災害の状況により、被災者のための相談窓口及びコールセンターを市に開設し、相談、問

合せ、受付等の業務を行う。また、総務省行政評価局等は、市と連携して、被災者への生活

支援情報の提供、専用電話等を備えた相談窓口や特別行政相談所の開設を現地の情勢を踏ま

えながら速やかに実施し、特別行政相談活動を展開する。 

２ 相談窓口及びコールセンターの推進体制 

(1) 相談窓口及びコールセンターでは、当該災害についての電話や市民対応全般について実

施するものとし、必要に応じ、各部から派遣するほか、防災関係機関の協力を得るものと

する。 

(2) 相談窓口の開設時には、広報紙、報道機関等を通じ市民へ周知する。 
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３ 広聴内容の処理 

相談窓口等で聴取した内容については、速やかに関係部又は関係機関へ連絡する。 
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第５節 広域応援等の要請・受援体制の確立・受入

れの実施・支援 
 

市の対応能力を超えた大規模な災害が発生した場合は、大阪府、災害時相互応援協定締結市町、

他市町村、自衛隊、その他防災関係機関等に対して応援を要求するとともに、警察・消防・自衛

隊の部隊の展開、宿営等のための拠点の確保を図り、市民の生命、身体又は財産を保護するため

万全の措置をとる。 

また、被害が比較的少なかった場合は、自力での災害対応に努めるとともに、被害の甚大な地

域に対して積極的に支援を行う。なお、要求を受けた時は、正当な理由がない限り、応援又は災

害応急対策の実施を拒まず、災害応急対策の実施については、応援を求めた市町村長等の指揮の

下に行動する。 

市が被災市町村に職員を派遣する場合、派遣先や支援内容に応じた職員の選定に努める。 

 

［応援体系図］ 

⑤ ⑦   

 

④       ① 

 

⑥           ② 

 

 

 

 

③ 協定等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自 衛 隊 
指定地方行政機関 

特定公共機関 

他 市 町 村 

① 法第30条（職員の派遣の斡旋） 

 法第68条（都道府県知事に対する応援の要求等） 

② 法第29条第２項（職員の派遣の要請） 

③ 法第67条（他市町村長等に対する応援の要求） 

地方自治法第252条の17（職員の派遣） 

④ 法第68条の２第１項（災害派遣の要請の要求等） 

⑤ 自衛隊法第83条（災害派遣） 

⑥ 法第68条の２第２項（防衛大臣又はその指定する者へ

の通知） 

⑦ 消防組織法第44条（消防庁長官の広域措置要求） 

消防庁 
他の 

都道府県 

緊急消防 

援助隊 

※大阪府（知事）に職員の斡旋を要求する対象 

法第30条第１項：指定地方行政機関、特定公共機関 

法第30条第２項：他の地方公共団体、特定地方公共機関 

 
（法：災害対策基本法） 

大 阪 府 

高 石 市 
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第１ 大阪府知事等に対する要請等 

 

１ 大阪府知事に対する要求 

市長は、大阪府知事に対して応援を求め又は応急処置の実施を要求するときは、次の項目

を明確にし、大阪府防災行政無線又は電話等により行う。 

また、事後速やかに文書を提出する。 

(1) 災害の状況及び応援（又は応急措置の実施）を要請する理由 

(2) 応援を必要とする期間 

(3) 応援を希望する職種別人員並びに物資資材、機械、器具等の名称及び数量 

(4) 応援を必要とする場所 

(5) 応援を必要とする活動内容（必要とする応急措置内容） 

(6) その他必要な事項 

連 絡 先 大阪府防災行政無線 電  話 

大阪府危機管理室 
（6）220-8921 

FAX（6）220-8821 

06-6944-6021 

FAX 06-6944-6654 

（6）は、市役所本庁舎内の電話（FAX）から通信する場合の特番 

２ （大阪府知事に対する）緊急消防援助隊の要請 

市長は、堺市消防局と協議し、大阪府知事に対して全国の消防機関で構成される緊急消防

援助隊の派遣要請を依頼するときは、大阪府防災行政無線又は電話等により行う。また、事

後速やかに文書を提出する。この場合において、知事と連絡が取れないときは、堺市消防局

と協議のうえ、直接、消防庁長官に派遣を要請する。 

３ 協定等に基づく要請 

災害時における相互応援協定等により、応援又は協力を要請する場合は、それぞれの協定

等に定める手続きにより行う。なお、協定の定める手続きに基づくいとまがないときは電話

等により行い、事後速やかに協定に基づく手続きを実施する。 

※資料7-1 「災害協定一覧」 

４ 他の市町村等に対する要求 

市長は、他の市町村長に対して応援を求めるときは、次の事項を明確にして要請する。 

(1) 災害の状況及び応援を要請する理由 

(2) 応援を希望する期間 

(3) 応援を希望する職種別人員並びに物資資材、機械、器具等の名称及び数量 

(4) 応援を希望する場所 

(5) 応援を希望する活動内容 

(6) その他必要な事項 
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５ 職員の派遣要請等 

市長は、災害応急対策又は災害復旧対策を実施するため、本市職員のみでは対応ができな

いと認めた場合に、他の地方公共団体の長、指定地方行政機関の長、特定公共機関※１に対

して職員派遣を要請する。 

また、知事に対して指定地方行政機関、特定公共機関、他の地方公共団体、特定地方公共

機関※２の職員派遣の斡旋を要請する。 

当該機関の職員の派遣を要請するときは、次の事項を明確にして電話等により行い、事後

速やかに文書を提出する。 

また、大阪府知事に対して職員の派遣について、斡旋を要請するときは、大阪府防災行政

無線又は電話等により行い、事後速やかに文書を提出する。 

(1) 派遣を要請する事由 

(2) 派遣を要請する職員の職種別人員 

(3) 派遣を必要とする期間 

(4) 派遣される職員の給与その他の勤務条件 

(5) その他必要事項 

※１：特定公共機関 

指定公共機関のうち、その業務の内容その他の事情を勘案して、市町村の地域に係る災害

応急対策又は災害復旧に特に寄与するものとして、それぞれ地域を限って内閣総理大臣が指

定したもの 

※２：特定地方公共機関 

指定地方公共機関である地方独立行政法人法第２条第４項に規定する行政執行法人 

６ 大阪府知事の指示等 

知事は、市の実施する応急措置が的確かつ円滑に行われるようにするため、特に必要があ

ると認めるときは、市に対し、応急措置の実施について必要な指示を行い、または他の市町

村長を応援するよう指示する。 

また、知事は、市の実施する災害応急対策（応急措置を除く。）が的確かつ円滑に行われ

るようにするため、特に必要があると認めるときは、市長に対し、災害応急対策の実施を求

め、または他の市町村長を応援することを求める。 

なお、知事の指示又は要求に係る応援に従事する者は、災害応急対策の実施については、

応援を受ける市町村長の指揮の下に行動する。 

７ 知事による応急措置の代行 

知事は、大阪府域に係る災害が発生した場合において、被災により市がその全部又は大部

分の事務を行うことが不可能になった場合には、応急措置を実施するため市に与えられた権

限のうち、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立

ち入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずる権限、他人の土地等を

一時使用し、又は土石等を使用し、若しくは収用する権限及び現場の災害を受けた工作物等

で応急措置の実施の支障となるものの除去等をする権限並びに現場にある者を応急措置の業

務に従事させる権限により実施すべき応急措置の全部または一部を、市に代わって行う。 
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第２ 広域応援の受援体制の確立 

 

市は、要請に応じて派遣される応援職員を受け入れるため、環境整備・装備の充実、体制整

備、情報提供など、受援体制の確立に努める。特に、災害対応に関する方針については、相互

に、定期的なテレビ会議の活用などにより情報共有を行う等により連携強化に努めるとともに、

これら方針等について、応援職員等に迅速かつ適切に情報共有する。 

 

１ 受援時の環境整備・装備の充実 

市は、広域応援等の要請に応じ派遣された応援職員を受入れるにあたり、環境整備・装備

の充実に向け、次の事項に留意するよう努める。なお、その際、男女ともに活動することに

配慮する。 

(1) 応援職員等に対して紹介できる、ホテル・旅館、公共施設の空きスペース、仮設の拠点

や車両を設置できる空き地など宿泊場所として可能な施設等の確保 

(2) 会議室のレイアウトの工夫やテレビ会議の活用など、応援職員等の執務スペースの適切

な空間の確保 

(3) テントや間仕切り等の装備等、感染症対策とプライバシーに配慮した適切な空間の確保 

(4) その他、応援職員等の円滑な執務に向けた資機材の確保 

２ 受援時の体制整備 

市は、広域応援等の要請に応じ派遣された応援職員等を受け入れるにあたり、事前に定め

た高石市受援計画等に基づき、庁内全体及び各業務担当部署における受援担当者を選定し、

応援職員等の集合・配置体制や役割分担を定めるなど、応援職員が円滑に業務を実施するた

めの体制整備に努める。 

３ 受援時の情報提供 

市は、総合防災情報システム（ＳＯＢＯ－ＷＥＢ）の活用や、道路等の復旧情報のホーム

ページへの公表等により、応援職員等への必要な情報の提供に努める。 

 

第３ 広域応援受入の実施 

 

市は、応援人員用の活動スペースや資機材の確保に努め、円滑に応援を受け入れるための体

制を整備する等、高石市受援計画等に基づき受け入れを行う。その際、感染症対策のため、適

切な空間の確保に配慮する。 

 

１ 誘導 

応援に伴い誘導の要求があった場合は、応援部隊（団体・個人）の内容、到着予定時刻、

場所、活動日程等を確認し、災害対策本部は救護班と協議、調整のうえ応援活動が効率的に
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行える拠点へ誘導する。必要に応じ、案内者を確保する。 

２ 連絡所等の設置 

応援部隊（団体・個人）との連絡調整のために連絡担当者を指名し、必要に応じ連絡所等

を設置する。 

３ 資機材等の準備 

広域応援部隊の作業に必要な資機材を準備するほか、必要な設備の使用等に配慮する。 

４ 災害時用臨時ヘリポート 

ヘリポートを使用する応援活動を要請したときは、災害時用臨時ヘリポートの準備に万全

を期す。 

※資料3-9「災害時用臨時ヘリポート」 

 

第４ 応急対策職員派遣制度に基づく支援 

 

総務省は、大阪府及び市町村等と協力し、応急対策職員派遣制度（災害マネジメント総括支

援員及び災害マネジメント総括支援員の補佐を行う災害マネジメント支援員による支援を含

む。）に基づき、全国の地方公共団体による被災市町村への応援に関する調整を実施する。 

市は、訓練等を通じて、応急対策職員派遣制度を活用した応援職員の受け入れについて、活

用方法の習熟、発災時における円滑な活用の促進に努める。なお、市及び府は、平時より、災

害マネジメント総括支援員等の登録者の確保に努めるとともに、応援職員等が宿泊場所を確保

することが困難な場合には、公共施設の空きスペース、仮設の拠点や車両を設置できる空き地

などの確保に配慮する。 

 

第５ 関係機関の連絡調整 

 

内閣府は、大阪府、関係省庁、市町村及びライフライン事業者等の代表者を一堂に集め、災

害の状況に応じて生じた課題に沿って、現状の把握、被災地のニーズ等の情報共有を行うため、

連絡会議を開催する。また、連絡会議等で把握した、調整困難な災害対応、進捗が遅れている

災害対応等について、関係省庁、都道府県関係部局等の代表者を集め、関係者間の役割分担、

対応方針等の調整を行うため、調整会議を開催する。 

大阪府は、連絡会議及び調整会議において、自らの対応状況や被災市町村等を通じて把握し

た被災地の状況等を関係省庁等に共有し、必要な調整を行うことから、市は、被災状況や対応

状況等について、必要に応じ随時、大阪府に報告する。 
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第６節 自衛隊の災害派遣 
 

市は、自衛隊と災害又は事故の規模や被害情報等について緊密に連絡を図るとともに、市域

における被害が甚大であり応急対策を実施するため自衛隊の救援が必要と判断したときは、災害

対策基本法第68条の２の規定に基づき、大阪府知事に自衛隊災害派遣要請を要求する。 

 

第１ 派遣要請 

 

１ 市長が、知事に対して自衛隊の災害派遣を要求しようとする場合は、災害派遣要請書に定

められた次の事項を明らかにし、大阪府防災行政無線又は電話等により要求する。なお、事

後速やかに知事に文書を提出する。この場合において、市長は、必要に応じて、その旨及び

市域に係る災害の状況を自衛隊に通知する。 

(1) 災害の状況及び派遣を要請する事由 

(2) 派遣を希望する期間 

(3) 派遣を希望する区域及び活動内容 

(4) その他参考となるべき事項 

２ 市長は、通信の途絶等により、知事に対して要請の要求ができない場合は、直接、陸上自

衛隊第３師団（第37普通科連隊）長に災害の状況を通知し、派遣を要請する。なお、この通

知をした場合は、その旨を速やかに知事に通知する。 

※資料8-6「自衛隊派遣要請書様式等」 

 

派遣要請系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪府知事（危機管理室） 
TEL06-6944-6021 
大阪府防災行政無線6-200-6021 
                  6-220-8921 

第37普通科連隊（第３科） 
TEL0725-41-0090 （昼間）内線429 
        （夜間）内線302 
大阪府防災行政無線 6-825-0 

 

 

市     長 

陸上自衛隊第３師団（司令部第３部） 
TEL0727-81-0021 （昼間）内線333、424 
        （夜間）内線301 
大阪府防災行政無線 6-823-0 

要請 

要請の要求 

通知 

命令 
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第２ 自衛隊の自主派遣等 

 

自衛隊の災害派遣は、大阪府知事からの要請に基づくことが原則であるが、災害の発生が突

発的で、その救援が特に急を要し、知事の要請を待ついとまのないときは、自衛隊は要請を待

つことなく、以下に示す自らの判断基準に基づいて部隊を派遣することができる。 

この場合は、自衛隊の連絡員等により、大阪府経由又は直接市本部へ派遣部隊に関する情報

が伝達される。 

 

１ 災害に際し、関係機関に対して災害に係る情報を提供するため、自衛隊が情報収集を行う

必要があると認められるとき 

２ 災害に際し、知事が自衛隊の災害派遣に係る要請を行うことができないと認められるとき

に、市長から災害の状況に関する通知を受け、又は部隊等による収集その他の方法により入

手した情報等から、直ちに救援の措置をとる必要があると認められるとき 

３ 災害に際し、自衛隊が自らの判断により、緊急に人命救助に係る救援活動を実施するとき 

４ 海難事故の発生、運航中の航空機に異常な事態の発生等を自衛隊が探知した場合における

捜索又は救助活動を実施する場合 

５ その他災害に際し、上記１から４に準じ、特に緊急を要し、知事からの要請を待ついとま

がないと認められるとき 

 

第３ 派遣部隊の受入れ 

 

１ 派遣部隊の誘導等 

(1) 大阪府は、自衛隊に災害派遣を要請した場合は、大阪府警察及び市はじめ防災関係機関

に、その旨連絡する。 

(2) 大阪府警察は、自衛隊の災害派遣に伴う誘導の要請があった場合は、被災地等へ誘導する。 

２ 受入れ体制 

(1) 連絡所の設置 

市は、自衛隊から連絡調整のために派遣された連絡員のための連絡所を設置する。 

(2) 現地連絡担当者の指名 

市は、派遣部隊との現地での連絡調整のため、現地連絡担当者を指名する。 

 

第４ 派遣部隊の活動 

 

大規模な災害が発生した際には、発災当初においては被害状況が不明であることから、自衛

隊は、いかなる被害や活動にも対応できる態勢で対応する。また、人命救助活動を最優先で行

いつつ、生活支援等については、地方公共団体、関係省庁等の関係者と役割分担、対応方針、
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活動期間、民間企業の活用等の調整を行うものとする。さらに、被災直後の地方公共団体が混

乱していることを前提として、派遣部隊による活動が円滑に進むよう、防衛省・自衛隊による

「提案型」の支援が自発的に行われるものとする。 

 

１ 被害状況の把握 

車両、航空機等状況に適した手段により、被害の状況を把握する。 

２ 避難の援助 

避難指示等が発令され、安全面の確保等必要がある場合は、避難者の誘導、輸送等を行い、

避難を援助する。 

３ 遭難者等の捜索救助 

行方不明者、負傷者等が発生した場合は、他の救援活動に優先して捜索救助を行う。 

４ 水防活動 

堤防、護岸等の決壊に対しては、土のう作成、運搬、積込み等の水防活動を行う。 

５ 消防活動 

「大規模災害に際しての消防及び自衛隊の相互協力に関する協定」（平成８年１月17日）に

より、消防機関と速やかに大規模災害に係る情報交換を実施し、被災地等における人命救助そ

の他の救援活動をより効果的に行うため、連携してその任務にあたるよう相互に調整する。 

６ 道路又は水路の啓開 

道路若しくは水路が損壊し、又は障害物がある場合は、それらの啓開、又は除去にあたる。 

７ 応急医療、救護及び防疫 

応急医療、救護及び防疫を行うが、薬剤等は、通常関係機関の提供するものを使用するも

のとする。 

８ 人員及び物資の緊急輸送 

救急患者、医師その他救援活動に必要な人員及び救援物資の緊急輸送を実施する。 

この場合において、航空機による輸送は、特に緊急を要すると認められるものについて

行う。 

９ 炊飯及び給水 

被災者に対し、炊飯及び給水を実施する。 

10 物資の無償貸付又は譲与 

「防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令」（昭和33年総理府令第１

号）に基づき、被災者に対し生活必需品等を無償貸付し、又は救じゅつ品を譲与する。 

11 危険物の保安及び除去 

能力上可能なものについて、火薬類、爆発物等危険物の保安措置及び除去を実施する。 
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12 その他 

その他臨機の必要に対し、自衛隊の能力で対処可能なものについては、所要の措置をとる。 

 

第５ 撤収要請 

 

市長は、自衛隊の派遣の必要がなくなったと認めた場合は、大阪府知事に対して、自衛隊の

撤収要請を要求する。 
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第７節 災害緊急事態 
 

内閣総理大臣が災害緊急事態の布告を発し、大阪府内が関係地域の全部又は一部となった場合、

大阪府、市をはじめ防災関係機関は、政府が定める対処基本方針に基づき、応急対策を推進し、

大阪府の経済秩序を維持し、その他当該災害に係る重要な課題に適切に対応する。 
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第８節 消火・救助・救急活動 
 

市、堺市消防局、大阪府警察、海上保安署及び自衛隊は、活動エリア・内容・手順、情報通信

手段等について、部隊間の情報共有及び活動調整等、相互に連携を図りつつ、迅速かつ的確に消

火・救助・救急活動を実施する。 

また、災害現場で活動する災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等とも密接に情報共有を図りつつ、

連携して活動する。 

 

第１ 市 

 

市は、災害の規模及び地域その他の状況を勘案し、関係機関と連携をとり、救護体制を整備

し、応急救護にあたる。業務遂行にあたっては、適宜、地域住民、自主防災組織等の協力を求

めて行う。 

なお、市災害対策本部は、要救助者の生命及び身体に対する重要な危険が切迫し、位置情報

取得が不可欠であると認められる場合、電気通信事業者に対し、携帯電話等による要救助者の

位置情報提供を要請する。 

また、要救助者の迅速な把握のため、安否不明者についても、関係機関の協力を得て、積極

的に情報収集を行う。 

 

第２ 堺市消防局 

 

堺市消防局は、消防団及び大阪府警察等の関係機関と相互に連携を図り、震災時における消

火、延焼防止及び救急・救助を迅速かつ的確に実施し、被害の軽減を図る。 

 

１ 災害発生状況の把握 

高所カメラ、巡回等を通じて被災状況の早期把握に努め、関係機関への情報伝達に努める。 

２ 応急活動 

(1) 消火活動 

ア 市災害対策本部をはじめ関係機関との密接な連携のもとに、初動体制を確立し、災害

態様に応じた部隊配備を行い、道路状況、建物状況、燃焼状況等を勘案し、消火活動を

実施する。 

イ 延焼状況から、避難者に火災危険が及ぶおそれのある場合は、延焼阻止線の設定など、

効率的な消防隊の運用を行い、火災の鎮圧に努める。 

(2) 救助・救急活動 

ア 大阪府警察及び関係機関との密接な連携のもと、救助隊、救急隊を中心として、状況

に適した部隊配備を行い、人命救助活動を実施するとともに、医療機関と連携した救急
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活動を実施する。 

イ 現場救護所を開設し、救急隊員等によるトリア－ジ（負傷者の重傷度、緊急度の選別）

を実施し、効果的な救急隊の運用を図る。 

ウ 延焼火災及び救助・救急事案が同時に多発している場合は、人命救護活動を優先する

など、救命効果の高い活動を実施する。 

３ 相互応援 

地震により同時多発的に火災等が発生し、現有の消防力を結集しても対応することが不可能

と判断される場合は、他市及び他府県からの大規模部隊の応援を受け、消防活動を遂行する。 

(1) 大阪府下広域応援 

市長は、堺市消防局と協議のうえ、協定に基づき応援要請する。 

(2) 緊急消防援助隊 

市長は、堺市消防局と協議のうえ、大阪府知事若しくは消防庁長官に応援要請する。 

 

第３ 大阪府警察 

 

１ 大阪府警察は、被害の早期把握に努め、被災者の救出救助活動に必要な車両や資機材を調

達するなど、自署員等による救助部隊を編成し、災害現場へ迅速に派遣する。 

２ 大阪府警察本部は、被害発生状況等に基づき、迅速に機動隊等を災害現場を管轄する大阪

府高石警察署に派遣する。 

３ 市、堺市消防局等と密接な連携のもと、被災者の救出救助活動や行方不明者の捜索を実施

するとともに、救助・救急活動を支援する。 

４ 迅速かつ的確な救助・救急活動が行われるよう、必要な交通規制を実施するとともに、道

路管理者に協力して障害物の除去等にあたる。 

５ 負傷者等を搬送する場合は、災害時用臨時ヘリポートの使用等について、関係機関と緊密

な連携を図る。 

 

第４ 堺海上保安署 

 

海上における人命、負傷者等の海難救助活動を実施する。 

 

１ 被害の早期把握に努め、巡視船艇、航空機、必要に応じ特殊救難隊等による迅速な人命救

助活動を実施する。 

２ 負傷者等を搬送する場合は、臨時ヘリポートの使用等関係機関との緊密な連携を図る。 

３ 市・大阪府警察・その他の関係機関と密接な連携のもと、救助・救急活動を実施する。 

４ 堺海上保安署と直接連絡することが困難な場合は、防災相互通信波を使用して、沖合に配

備された巡視船艇または航空機を通じて所用の連絡を行い、要請・情報交換を実施するもの
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とする。（海上保安庁船艇、航空機は防災相互通信波を有する無線設備を搭載している。） 

 

第５ 各機関による連絡会議の設置 

 

市、堺市消防局、大阪府警察、堺海上保安署及び自衛隊は、相互に連携した救助・救急活動

が実施できるよう、情報連絡を密に行うとともに、大阪府災害対策本部内に設置する広域防災

連絡会議において、活動区域や役割分担等の調整を図るため、必要に応じて被災地等に合同調

整所を設置する。 

 

第６ 行方不明者の捜索 

 

市は、関係機関との密接な連携のもと、迅速かつ的確に行方不明者の捜索を実施する。 

 

１ 災害の規模等の状況を勘案して、大阪府警察との密接な連携のもと、地域住民の協力を得

て行方不明者の捜索を実施する。 

また、関係機関と密接に連絡をとり、行方不明者名簿を作成する。 

２ 行方不明者捜索中に遺体を発見したときは、速やかに所定の手続をとる。 

 

第７ 自主防災組織 

 

地域住民による自主防災組織及び事業所の自衛消防組織等は、地域の被害状況を把握すると

ともに、自発的に初期消火、救助・救急活動を実施する。 

また、市、消防団、堺市消防局、大阪府警察など防災関係機関との連携を図る。 

 

第８ 惨事ストレス対策 

 

救助・救急又は消火活動等を実施する各機関は、職員等の惨事ストレス対策の実施に努める。 
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第９節 医療救護活動 
 

市、大阪府及び医療関係機関は、「大阪府災害時医療救護活動マニュアル」に基づき、災害の

状況に応じた救命医療を最優先とする迅速かつ適切な医療救護活動（助産を含む）を実施するも

のとする。また、災害医療コーディネーターに対して適宜助言及び支援を求める。 

なお、市内の医療機関は、状況に応じて、大阪府知事との協定に基づき、災害派遣医療チーム

（ＤＭＡＴ）・災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）・災害支援ナース・救護班の派遣に努める

ものとする。 

 

第１ 医療情報の収集・提供活動 

 

１  市 

高石市医師会等の協力を得て、人的被害、医療機関の被災状況及び活動状況並びに被災地

の医療ニーズについて把握し、速やかに大阪府へ報告する。また、市民にも可能な限り医療

機関情報を提供する。 

２  大阪府 

市からの報告、大阪府広域災害・救急医療情報システム（大阪府医療機関情報システム）

及び大阪府防災行政無線等を用いて被災状況、医療機関の活動状況、被災地の医療ニーズ、

患者受入れ情報を一元的に把握し、速やかに市など関係機関及び市民に提供する。また、必

要に応じてライフライン事業者等に対し被災医療機関の情報提供を行い、復旧に係る対策等

を要請する。 

 

第２ 現地医療対策 

 

１ 現地医療の確保 

(1) 医療救護班の編成・派遣 

市及び医療関係機関は、災害の状況に応じ速やかに医療救護班を編成し、市の定める参

集場所に派遣する。 

なお、医療救護班は、原則として現地医療活動を行うために当座必要な資器材等を携行

する。 

ア 市 

災害医療センターである高石加茂病院、高石藤井病院、高石市立診療センター及び

高石市医師会を中心に医療救護班を編成し、医療救護活動を実施する。また、災害の

状況に応じ、大阪府を通じて日本赤十字社大阪府支部に対し、医療救護班の派遣その

他必要な措置を要請する。 
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イ  高石市医師会 

高石市医師会は、自ら必要と認めたとき又は市から要請があったときは、高石市医

師会災害対策本部を設置し、市に医療救護班を派遣し、医療救護活動を実施する。 

※資料5-2「医療救護班編成表」 

※資料7-3「災害時における医師の救急医療に関する協定書」 

(2) 救護所の設置 

市は、医療救護活動を行うため、医療救護班による現地医療活動のほか次の救護所を設

置する。 

ア 応急救護所 

災害発生後、災害現場付近に設置する。 

イ 医療救護所 

災害発生直後から中長期にわたって、指定避難所に設置する。 

(3) 医療救護班の受入れ・調整 

市は、医療救護班の受入れ窓口を設置し、大阪府（保健所）の支援・協力のもと救護所

への配置調整を行う。 

(4) 医療救護班の搬送 

ア 医療関係機関 

原則として、医療関係機関で所有する緊急車両、大阪府ドクターヘリ等を活用し、移

動する。 

イ 大阪府及び市 

医療関係機関が搬送手段を有しない場合は、大阪府及び市が搬送手段を確保し、搬送を

行う。 

２ 現地医療活動 

(1) 救護所における現地医療活動 

ア 応急救護所における現場医療救護活動 

災害発生直後に高石市医師会等から派遣される医療救護班等が、応急救護所で応急

処置やトリアージ等の現場医療救護活動を行う。 

応急救護所を設置した場合、状況に応じて、大阪府等に医療救護班（緊急医療班）

の派遣を要請する。 

緊急医療班の中には、災害の急性期に活動できる機動性を持った、専門的な訓練を

受けた災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）を含む。 

イ 医療救護所における臨時診療活動 

市及び各医療関係機関等から派遣される主に診療科別医療班等が、医療救護所で軽

症患者の医療や被災住民等の健康管理等を行う。 

この場合、発災当初から外科系及び内科系診療（必要に応じて小児科・精神科・歯科

診療等）を考慮し、医療ニーズに応じた医療救護班で構成する医療チームで活動する。 
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(2) 医療救護班の業務 

ア 患者に対する応急処置 

イ 医療機関への搬送の要否及びトリアージ 

ウ 搬送困難な患者及び軽症患者に対する医療 

エ 助産救護 

オ 被災住民等の健康管理 

カ 死亡の確認 

キ その他状況に応じた処置 

(3）現地医療活動の継続 

市は、大阪府の協力を得て、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）による活動と並行して、

また、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）活動の終了以降、日本医師会災害医療チーム（Ｊ

ＭＡＴ）、日本赤十字社、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人地域医療機能推進機

構、国立大学病院、日本災害歯科支援チーム（ＪＤＡＴ）、日本薬剤師会、災害支援ナー

ス、日本災害リハビリテーション支援協会（ＪＲＡＴ）、日本栄養士会災害支援チーム

（ＪＤＡ－ＤＡＴ）、民間医療機関等からの医療チーム派遣等の協力を得て、指定避難所

等、救護所も含め、被災地における医療提供体制の確保・継続を図るものとし、その調整

にあたっては災害医療コーディネーターを活用する。その際、医療チーム等の交代により

医療情報が断絶することのないよう、被災地における診療情報の引継ぎが適切に実施され

るよう努める。 

 

第３ 後方医療対策 

 

１ 後方医療の確保 

市は、発災直後から急激に増大する要入院患者に対応するために、大阪府及び医療関係機

関と協力して、広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）から得られる情報等を基に、

大阪府救急医療情報センターを拠点とし、被災を免れた大阪府下全域の災害医療機関で患者

の受入れ病床を確保する。 

また、大阪府は確保した受入れ病床の情報を速やかに市町村等に提供する。 

２ 後方医療活動 

救護所では、対応できない患者や病院等が被災したため継続して医療を受けることができ

ない入院患者は、被災を免れた医療機関が重症度等に応じて受入れ治療を行う。 

(1) 受入れ病院の選定と搬送 

市等は、災害拠点病院及び市災害拠点病院と連携し、広域災害・救急医療情報システム

（ＥＭＩＳ）等で提供される患者受入れ情報に基づき、特定の病院へ患者が集中しないよ

う振り分け調整し、関係機関が患者を搬送する。 
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(2) 患者搬送手段の確保 

ア 陸上搬送 

患者の陸上搬送は、原則として救急車で実施する。 

救急車が確保できない場合は、市及び大阪府が搬送車両を確保する。 

イ 航空機搬送 

市は、状況により大阪府に対し、航空機搬送の要請を行う。 

大阪府は、市町村から要請があった場合、又は自ら必要と認めたときは、大阪府が

所有する大阪府ドクターヘリや消防防災ヘリ、自衛隊機など航空機を保有する関係機

関に搬送を要請する。 

ウ 海上搬送 

大阪府は、所有する船舶、あるいは必要に応じて第五管区海上保安本部等に要請し、

海上搬送を行う船舶を確保する。 

３ 災害医療機関の役割 

(1) 災害拠点病院 

ア 基幹災害拠点病院 

災害医療に関して都道府県の中心的な役割を果たす基幹災害拠点病院は下記の地域災

害拠点病院の活動に加え、患者の広域搬送にかかる地域災害拠点病院間の調整及び府内

のＤＭＡＴの派遣調整を行う。 

イ 地域災害拠点病院 

地域災害拠点病院は次の活動を行う。 

①  24時間緊急対応により、多発外傷、挫滅症候群、溺水等の災害時に多発する救急患

者の受入れと高度医療の提供 

②  災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）及び医療救護班の受入れや派遣及びこれに係る調

整 

③ 地域の医療機関の情報収集と必要に応じた支援 

④  患者及び医薬品等の広域搬送拠点としての活動及びこれに係る地域医療機関との調

整 

⑤  地域の医療機関への応急用医療資器材の貸出し等の支援 

(2) 特定診療災害医療センター 

特定診療災害医療センターは、循環器疾患、消化器疾患、アレルギー疾患、小児医療、

精神疾患など専門診療を必要とする特定の疾病対策の拠点として主に次の活動を行う。 

ア 疾病患者の受入れと高度な専門医療の提供 

イ 疾病患者に対応する医療機関間の調整 

ウ 疾病患者に対応する医療機関等への支援 

エ 疾病に関する情報の収集及び提供 

(3) 市災害医療センター（高石加茂病院、高石藤井病院、高石市立診療センター） 

市災害医療センターは、次の活動を行う。 
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ア 市の医療拠点としての患者の受入れ 

イ 災害拠点病院等と連携した患者受入れに係る地域の医療機関間の調整 

(4) 災害医療協力病院（救急告示病院等） 

災害医療協力病院は、災害拠点病院及び市災害医療センター等と協力し、率先して患者

を受け入れる。本市の災害医療協力病院は、浜寺病院である。 

 

第４ 医薬品等の確保・供給活動 

 

市は、高石薬剤師会、地域の医療関係機関及び医薬品等関係団体の協力を得て、被災地域に

おける医薬品及び医療用資器材のニーズを把握し、医療救護活動に必要な医薬等の調達及び避

難所等における調剤体制を確保し、医薬品等の供給活動を実施する。また、不足が生じた場合

は、大阪府に対して供給の要請を行う。 

 

第５ 個別疾病対策 

 

市と高石市医師会は、専門医療が必要となる人工透析、難病、循環器疾患、消化器疾患、血

液疾患、小児医療、周産期医療、感染症、アレルギー疾患、精神疾患、歯科疾患等の疾病及び

心のケアについては、大阪府等と連携をとりながら特定診療災害医療センター、各専門医会等

関係機関と協力して、それぞれ現地医療活動、後方医療活動等を行う。 



第１章 初動期の活動 

第10節 避難誘導 

209 

第10節 避難誘導 
 

災害から住民の安全を確保するため、防災関係機関は相互に連携し、避難指示等の発令及び避

難誘導等に必要な措置を講じるとともに、避難を必要とする住民を収容するため、指定避難所を

開設する。 

その際、市は、危険の切迫性・地域の特性等に応じて避難指示等の伝達文の内容を工夫するこ

と、その対象者を明確にすること、対象者ごとにとるべき避難行動がわかるように伝達すること

などにより、住民の積極的な避難行動の喚起に努めるとともに、自らが定める「高石市避難行動

要支援者支援プラン」等に沿った避難行動要支援者に対する避難支援に努める。 

また、大阪府は、南海トラフ巨大地震による津波の被害想定を踏まえ、沿岸市町と共同して津

波版のガイドラインを策定し、市は、「避難情報の判断・伝達マニュアル」に基づき避難誘導に

あたる。 

 

第１ 避難情報及び災害発生情報 

 

市長は、住民の生命又は身体を災害から保護し、及び被害の拡大を防止するため特に必要が

あると認める場合は、避難指示等を発令する。避難指示等の発令に当たっては、必要に応じて、

気象防災アドバイザー等の専門家の技術的な助言等を活用し、適切に判断を行う。また、住民

が自らの判断で避難行動をとることができるよう、避難指示等は、災害種別ごとに避難行動が

必要な地域を示して発令する。 

また、大阪府は、時機を失することなく避難指示等が発令されるよう、市に積極的に助言す

る。 

 

１ 住民への周知 

市長は、避難指示等の発令にあたっては、避難の指示が出された地域名、避難先及び避難

理由等を示し、防災行政無線、広報車、Ｌアラート（災害情報共有システム）、携帯メール、

緊急速報メールなどにより周知徹底を図るとともに、周知にあたっては、避難行動要支援者

に配慮したものとする。 

また、市及び事業者は、避難者等のニーズを十分把握するとともに相互に連絡をとりあい、

放送事業者を含めた関係者間で連携を行うことで、避難者等に役立つ的確な情報を提供でき

るように努める。 

２ 避難路の確保 

市、大阪府、大阪府警察及び道路管理者は、住民の安全のために避難路の確保に努める。 

※資料3-5「指定緊急避難場所・指定避難所一覧」 
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第２ 避難者の誘導 

 

１ 市 

避難誘導にあたっては、指定緊急避難場所、避難路、浸水想定区域等、災害の概要その他

避難に資する情報の提供に努める。 

住民の避難誘導に際し、大阪府警察の協力を得るとともに、消防団や自主防災組織、自治

会、民生委員等の住民組織等と連携して、できるだけ集団避難を行わせる。また、高石市避

難行動要支援者支援プランに即して、避難行動要支援者の確認と誘導に配慮する。 

なお、自主防災組織や事業所等は連携・協力して、市の個別避難計画や地域による地区防

災計画に基づき、避難行動要支援者の避難支援を行うよう努める。 

２ 学校、病院等の施設管理者 

学校、病院、社会福祉施設等、多数の者が利用する施設の管理者は、施設内の利用者等を

安全に避難させるため、避難誘導を行う。 

 

第３ 広域避難 

 

１ 大阪府内市町村間の広域避難の協議等 

市は、災害の予測規模、避難者数等にかんがみ、市域外への広域的な避難、指定福祉避難

所を含む指定避難所及び指定緊急避難場所の提供が必要であると判断した場合において、大

阪府内の他の市町村への受入れについては当該市町村に直接協議する。 

なお、指定避難所及び指定緊急避難場所を指定する際には、併せて広域避難の用にも供す

ることについても定めるなど、他の市町村からの避難者を受け入れることができる施設等を

あらかじめ決定しておくよう努める。 

２ 他府県外の広域避難の協議等 

市は、他府県の市町村への受入れについては、大阪府に対し他府県との協議を求めるほか、

事態に照らし緊急を要すると認めるときは、大阪府知事に報告したうえで、市が他府県の市

町村に協議することができる。また、必要に応じて、大阪府から助言を受けることができる。 

 

第４ 警戒区域の設定 

 

住民の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときには、警戒区

域を設定し、当該区域への立ち入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命

ずる。 
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１ 警戒区域の設定 

発令者 種 類 「警戒区域」を設定する要件 根拠法令 

市   長 災害全般 

住民の生命、身体に対する危険を防止

するために特に必要があると認められる

とき。 

災害対策基本法 

第63条第１項 

警 察 官 

海上保安官 災害全般 

市長から要求があったとき。 

市長（権限の委任を受けた市の職員を

含む）が現場にいないとき 

災害対策基本法 

第63条第２項 

知 事 災害全般 

市町村が全部又は大部分の事務を行う

ことができなくなったときは市長が実施

すべきこの災害応急対策の全部又は一部

を代行する。 

災害対策基本法 

第73条第１項 

消 防 吏 員 

消 防 団 員 

災害全般 

(水災を除く) 

火災や他の災害（ただし、水災を除

く）の現場等において、消防警戒区域を

設定する。 

消防法第28条第１項 

消防法第36条第８項 

警 察 官 
災害全般 

(水災を除く) 

消防吏員又は消防団員が火災や他の災

害（ただし、水災を除く）の現場にいな

いとき又は消防吏員又は消防団員の要求

があったときは消防警戒区域の設定等を

行うことができる。 

消防法第28条第２項 

消防法36条第８項 

消防長又は 

消 防 署 長 
火 災 

ガス、火薬又は、危険物の漏えい、飛

散、流出等の事故が発生した場合におい

て、当該事故により火災が発生するおそ

れが著しく大であり、かつ、火災が発生

したならば、人命又は財産に著しい被害

を与えるおそれがあると認められるとき

は、火災警戒区域を設定する。 

消防法 

第23条の２第１項 

警 察 署 長 火 災 

消防長若しくは消防署長又はその委任

を受けた消防吏員若しくは消防団員が現

場にいないとき、又は消防長若しくは消

防署長から要求があった場合は火災警戒

区域の設定等を行うことができる。 

消防法 

第23条の２第２項 

災害派遣を命

ぜられた部隊

等の自衛官 

災害全般 

災害派遣を命ぜられた部隊の自衛官

は、市長その他職権を行うことができる

者がその場にいない場合 

災害対策基本法 

第63条第３項 

 

２ 規制の内容及び実施方法 

市長等は、警戒区域を設定したときは、退去の確認又は立ち入り禁止の措置を講ずるとと

もに、大阪府警察の協力を得て、可能な限り防犯・防火のためのパトロールを実施する。 

 



第１章 初動期の活動 

第10節 避難誘導 

212 

第５ 指定避難所の開設及び運営等 

 

市は、災害の規模にかんがみ、必要な避難所を可能な限り当初から開設するよう努める。

ただし、指定避難所だけでは施設が量的に不足する場合には、ホテル等の活用も含め、可能

な限り多くの避難所を開設し、大阪府に開設状況を報告するとともに、ホームページやＳＮ

Ｓ等の多様な手段を活用して、避難所の開設状況や混雑状況を市民等に周知する。 

 

１ 市長は、避難が必要と判断した場合は、安全な避難路、指定緊急避難場所又は指定避難所

を指定し、周知する。また、必要に応じて、福祉避難所を開設する。 

２ 指定避難所を開設した場合は、速やかに指定避難所へ担当職員を派遣し、「指定避難所開

設運営マニュアル」に基づき指定避難所を開設する。また、関係機関等による支援が円滑に

講じられるよう、指定避難所の開設状況等を適切に大阪府に報告し、情報の共有に努める。 

３ 指定避難所を開設する場合には、あらかじめ施設の安全性を確認するとともに、避難行動

要支援者に配慮し、被災地以外の地域にあるものも含め、ホテル等を実質的に福祉避難所と

して開設するよう努める。 

４ 指定避難所への被災者受入れの際、避難したホームレスについても、住民票の有無等に関

わらず適切に受け入れられるよう、地域の実情や他の避難者の心情等について勘案し、関係

機関や団体などとも連携を図りながら受け入れに努める。 

５ 指定避難所に家庭動物と同行避難した被災者についても適切に受け入れるとともに、避難

所等における家庭動物の受入状況を含む避難状況等の把握に努める。 

６ 指定避難所の運営は、避難者による自主的な運営を促すとともに、指定避難所担当職員は、

災害対策本部の統括のもと、自主防災組織などと連携して指定避難所の円滑な運営に努める。

運営の詳細については、指定避難所ごとに策定した「指定避難所開設運営マニュアル（運用

編）」による。 

７ 市は、指定避難所の運営に関しては役割分担を明確化し、避難者に過度の負担がかからな

いよう配慮しつつ、避難者が相互に助け合う自治的な組織が主体的に関与する運営に早期に

移行できるよう、その立ち上げを支援し、この際、避難生活支援に関する知見やノウハウを

有する地域の人材に対して協力を求めるなど、地域全体で避難者を支えることができるよう

留意する。 

※資料3-5「指定緊急避難場所・指定避難所一覧」 



第１章 初動期の活動 

第11節 二次災害防止 

213 

第11節 二次災害防止 
 

市及び関係機関は、建築物の倒壊、危険物の漏洩、放射性物質の飛散、被災文化財の被害拡大

等に備え、施設の点検、応急措置、関係機関への連絡、環境等への二次災害防止対策を講ずると

ともに、二次災害への心構えについて住民の啓発に努める。 

 

第１ 公共土木施設等 

 

１ 被災施設・危険箇所の点検、応急措置 

市及び施設管理者は、被害状況の早期把握に努め、被災施設や危険箇所に対する点検を速

やかに行い、必要に応じ、応急措置を行う。国は、応急復旧資機材の確保や貸与等による市

及び府等への支援を推進する。 

２ 避難及び立入制限 

市及び施設管理者は、著しい被害を生じるおそれがある場合は、速やかに関係機関や住民

に連絡するとともに、必要に応じ、適切な避難対策、被災施設・危険箇所への立入制限を実

施する。 

 

第２ 建築物等 

 

１ 市有建築物等 

市は、市有建築物及び敷地の被害状況の把握を速やかに行い、必要に応じ、応急措置を行

うとともに、二次災害を防止するため、倒壊の危険性のある建物や崩壊の危険性のある敷地

への立ち入り禁止措置や適切な避難対策を実施する。 

２ 民間建築物等 

市は、被害状況を大阪府に報告するとともに、対象とする建築物、区域等を定めて、危険

度判定を実施する。実施にあたっては、必要に応じ、大阪府に、建築物については被災建築

物応急危険度判定士を、宅地については被災宅地危険度判定士の派遣を要請する。 

大阪府は、市の派遣要請に基づき、事前に登録された被災建築物応急危険度判定士及び被

災宅地危険度判定士に対して出動を要請するとともに、必要に応じて、他府県に派遣を要請

する。 

また、市は、被災建築物応急危険度判定士及び被災宅地危険度判定士の協力を得て、判定

ステッカーの貼付等により建築物及び宅地の所有者等にその応急危険度を周知し、二次災害

の防止に努める。 

３ 空き家等の対策 

市は、平常時より、災害による被害が予測される空き家等の状況の確認を行い、必要に応
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じて、空き家等の所有者等を探索し、当該所有者等に家屋等の危険度を周知することにより、

倒壊等の二次災害の防止に努める。 

 

第３ 危険物等（危険物施設、高圧ガス、火薬類貯蔵所、毒物劇

物施設） 

 

１ 施設の点検、応急措置 

危険物施設等の管理者は、爆発などの二次災害防止のため、施設の点検、応急措置を行う。 

大阪府及び市は、必要に応じて、立入検査を行うなど、適切な措置を講ずる。 

２ 避難及び立入制限 

危険物施設等の管理者は、爆発などによって大きな被害が発生するおそれのある場合は、

速やかに関係機関や住民に連絡するとともに、適切な避難対策を実施する。 

また、必要に応じ、被災施設及びその周辺の危険区域への立入制限を実施する。 

 

第４ 放射性物質（放射性同位元素に係る施設等） 

 

１ 施設の点検、応急措置 

放射性物質を利用・保管する施設の管理者は、放射線の漏洩及び放射性物質の飛散等を防

止するため、施設の点検、応急措置、環境監視などを実施する。 

２ 避難及び立入制限 

放射性物質を利用・保管する施設の管理者は、施設の倒壊などによって放射性物質による

被害が発生するおそれがある場合には、速やかに関係機関や住民に連絡するとともに、適切

な避難対策を実施する。 

また、必要に応じ被災施設及びその周辺の危険区域への立ち入り制限を実施する。 
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第12節 交通規制・緊急輸送活動 
 

市及び防災関係機関は、救助・救急・消火、医療並びに緊急物資の供給を迅速かつ的確に実施

するための緊急輸送活動に努めるものとする。特に緊急輸送手段としてヘリコプターの活用が有

効と判断される場合には、ヘリコプターの派遣要請を行い、地上輸送とともに航空輸送を機動的

かつ効果的に活用する。 

大阪府警察、道路管理者及び第五管区海上保安本部は、災害が発生した場合、又は災害がまさ

に発生しようとする場合において、災害応急活動に必要な交通規制を実施するものとする。 

 

第１ 陸上輸送 

 

１ 緊急交通路の確保及び交通規制の実施 

(1) 被害情報等の収集及び緊急交通路の指定 

市、大阪府、大阪府警察、道路管理者、港湾管理者（大阪府）及び漁港管理者（市）は、

連携して災害の規模、道路の損壊状況、交通状況等について、迅速かつ正確な情報収集に

努め、その結果を相互に連絡する。 

特に、緊急交通路に選定されている「重点14路線」である国道26号、大阪和泉泉南線に

対しては、緊急交通路の指定に向けた道路状況の確認を行うとともに、大阪府警察は、交

通規制の実施に伴う道路管理者との連絡・調整を行う。 

※資料2-6「防災マップ」 

(2) 緊急交通路の指定に係る各関係機関の役割 

市は、災害応急対策を迅速かつ的確に行う必要があると認める場合には、大阪府、大阪

府警察、道路管理者、港湾管理者（大阪府）及び漁港管理者（市）と協議し、被災地の状

況、道路の状況、緊急輸送活動等を考慮して、緊急通行車両等の通行を確保すべき緊急交

通路を選定する。 

市、大阪府、大阪府警察、道路管理者、港湾管理者（大阪府）及び漁港管理者（市）は、

選定された緊急交通路について必要な措置を講じ、その結果を相互に連絡するとともに、

大阪府及び市に連絡する。 

ア 市、大阪府、道路管理者、港湾管理者（大阪府）、漁港管理者（市） 

① 点検 

使用可能な緊急交通路を把握するため、自転車やバイク等の多様な移動手段の活用

による現地調査の実施、道路管理用カメラ等の活用及び官民の自動車プローブ情報

の活用等により早急に、道路施設の被害状況及び安全性の点検を行い、その結果を

市、大阪府及び大阪府警察に連絡する。 

② 通行規制 

道路の破損、欠損等により交通が危険であると認められる場合、あるいは被災道路

の応急復旧等の措置を講ずる必要がある場合には、大阪府警察と協議し、区間を定
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めて、道路の通行を禁止し、または制限する。 

③ 道路啓開 

道路上の倒壊障害物の除去（路面変状の補修や迂回路の整備を含む）、移動や、放

置車両の移動を、民間建設業者等の協力を得て実施し、早期の道路啓開に努める。

作業にあたっては、大阪府警察、消防機関、自衛隊、その他の道路管理者等と相互

に協力し、必要な措置をとる。なお、放置車両や立ち往生車両等が発生した場合に

は、緊急通行車両の通行を確保するため緊急の必要があるときは、運転者等に対し

車両の移動等の命令を行う。運転者がいない場合等においては、道路管理者、港湾

管理者（大阪府）及び漁港管理者（市）は、自ら車両の移動等を行う。 

イ 大阪府警察 

① 交通管制 

被災区域への車両の流入抑制及び緊急交通路を確保するための信号制御等の交通管

制を行う。 

② 緊急交通路における交通規制の実施 

「重点14路線」である国道26号、大阪和泉泉南線に対する緊急交通路の指定を実施

し、緊急通行車両等以外の車両に対する通行禁止の交通規制を実施する。 

(3) 災害時の踏切長時間遮断に係る緊急車両の運行に関する対応 

鉄道事業者及び道路管理者は、緊急交通路上等の踏切道について、遮断状況の情報共有

を行い、関係者間で合意した優先開放※する踏切道について、踏切道の点検、接続道路の

啓開、踏切遮断の解消を行い、緊急車両の円滑な通行の確保に努める。 

※ 優先開放とは「運転再開が一定時間見込めないなど緊急車両の通行に支障を及ぼすお

それが生じた場合に、開放される前までは一定時間迂回対応が生じるものの、開放が困

難な場合を除き、他の踏切と比べ優先的に開放すること」を言う。 

(4) 警察官、自衛官及び消防吏員による措置命令 

警察官は、通行禁止区域等において、車両その他の物件が緊急通行車両等の通行の妨害

となることにより災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれがあると認めるときは、

車両その他の物件の所有者等に対して緊急通行車両等の円滑な通行を確保するため必要な

措置を命ずる。 

災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官及び消防吏員は、警察官がその場にいない場合に

限り、自衛隊用緊急通行車両及び消防用緊急車両の通行のため、同様の措置を講ずる。 

(5) 交通規制の標識等の設置 

大阪府警察及び道路管理者は、車両の通行を禁止し、又は制限する措置を講じた場合は、

緊急の場合を除き、規制の対象、期間等を表示した標識等を設置する。 

(6) 一般社団法人大阪府警備業協会との連携 

大阪府は、必要に応じて一般社団法人大阪府警備業協会に対し、「災害時における交通

の確保等の業務に関する協定」に基づき、出動要請を行う。 

大阪府警察は、「災害時における交通の確保等の業務に関する細目協定」に基づき、派
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遣された警備員の運用を行う。 

２ 緊急交通路の周知 

市、大阪府、大阪府警察及び道路管理者は、報道機関等を通じて、消防機関、医療機関、

自衛隊、交通関係事業者、ライフライン事業者など緊急輸送活動に係る関係機関等に対して、

交通規制の状況を連絡するとともに、緊急交通路への一般車両の進入を防止し、緊急交通路

の機能を十分に発揮させるため、住民への周知を行う。 

３ 緊急通行車両等の確認等 

大阪府公安委員会が災害対策基本法第76条第１項に基づく通行の禁止又は制限を行った場

合は、大阪府及び大阪府公安委員会は、同法施行令第33条の規定により、緊急通行車両等で

あることの確認を行い、当該車両の使用者に対して標章及び証明書を交付する。 

なお、公安委員会は、緊急通行車両以外の車両の通行禁止等を行うため必要があるときは、

道路管理者、港湾管理者（大阪府）及び漁港管理者(市)に対し、緊急通行車両の通行を確保

するための区間の指定、放置車両や立ち往生車両等の移動等について要請する。 

※資料8-7「緊急通行車両事前届出書」 

４ 輸送手段の確保 

市は、関係機関並びに民間運送事業者等の協力を得て緊急輸送活動を実施する。 

５ 輸送基地の確保 

(1) 陸上輸送基地に選定された施設の管理者は、施設及びその周辺の被害状況や施設の利用

可能状況を把握し、大阪府に報告する。 

(2) 施設管理者は、輸送活動の支障となる障害物の除去に努める。 

６ 高速道路が緊急交通路に指定された場合の措置 

災害対策基本法又はその他の関係法令の規定に基づき、高速道路が関係機関から緊急交通

路に指定されたときは、西日本高速道路株式会社又は阪神高速道路株式会社は、これに対処

すべき必要な措置を行い道路交通の確保に協力するものとする。この場合、料金を徴収しな

い車両の取扱い等、料金徴収業務に関し適切な措置を講ずるものとする。 

７ 重要物流道路等における道路啓開等の支援 

国は、迅速な救急救命活動や緊急支援物資の輸送などを支えるため、国土交通大臣が指定

した重要物流道路及びその代替え・補完路において、道路啓開や災害復旧を代行できる制度

を活用し支援を行う。 

 

第２ 水上輸送 

 

市は、堺海上保安署をはじめ関係機関並びに近畿旅客船協会の協力を得て、緊急輸送活動を

行う。 



第１章 初動期の活動 

第12節 交通規制・緊急輸送活動 

218 

また、知事は、必要に応じて、近畿運輸局に輸送力確保を要請する。 

 

第３ 航空輸送 

 

１ 輸送基地の確保 

(1) 市は、災害時用臨時ヘリポートにおける障害物の有無等の利用可能状況を把握し、大阪

府に報告する。 

(2) 市は、大阪市消防局、大阪府警察、第五管区海上保安本部、自衛隊と協議し、開設する

ヘリポートを指定する。 

※資料3-9「災害時用臨時ヘリポート」 

２ 輸送手段の確保 

市は、大阪市消防局、大阪府警察、第五管区海上保安本部、自衛隊の協力を得て、緊急輸

送活動を行う。 
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第13節 ライフラインの緊急対応 
 

ライフラインに関わる事業者は、災害発生時における迅速な初動対応と二次災害防止対策を実

施するものとする。 

災害により途絶したライフライン施設、放送施設については、速やかに応急措置等を進めると

ともに、応急供給、サービス提供を行うものとする。 

 

第１ 被害状況の報告 

 

１ ライフラインに関わる事業者は、地震が発生した場合は、速やかに施設設備の被害状況を

調査し、被害が生じた場合は市及び大阪府に報告する。 

２ 大阪広域水道企業団、大阪ガス株式会社及び大阪ガスネットワーク株式会社、西日本電信

電話株式会社等は、サービス供給地域内において震度５弱以上が観測された場合には、直ち

に施設設備の被害状況を調査し、市及び大阪府に報告する。 

３ 関西電力送配電株式会社は、市内において停電が発生した場合には、直ちに停電状況を調

査し、市及び大阪府に報告する。 

 

第２ ライフライン事業者における対応 

 

１ 上水道（大阪広域水道企業団）、下水道（市）の施設において二次災害が発生するおそれ

がある場合、又は被害の拡大が予想される場合は、直ちに施設の稼働の停止又は制限を行い、

必要に応じて、堺市消防局、大阪府警察に通報し、付近住民に広報する。 

２ 関西電力株式会社、関西電力送配電株式会社は、感電事故、漏電火災など二次災害が発生

するおそれがある場合は、送電中止等の危険予防措置を講ずるとともに、市、大阪府、堺市

消防局、大阪府警察に通報し、付近住民に広報する。 

３ 大阪ガス株式会社及び大阪ガスネットワーク株式会社は、ガスの漏洩による二次災害が発

生するおそれがある場合は、ブロック毎の供給停止等の危険予防措置を講ずるとともに、市、

大阪府及び防災関係機関への通報並びに付近住民への広報を行う。 

４ 西日本電信電話株式会社等は、災害に際し、通信輻輳の緩和及び重要通信の疎通を確保す

るため、応急回線の作成、網措置、災害用伝言ダイヤルの提供、利用制限等の措置を講ずる

とともに、非常、緊急通話又は非常、緊急電報を一般の通話又は電報に優先して取り扱う。 

また、インターネットによる災害用伝言板サービスを提供する。 
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第14節 交通の安全確保 
 

鉄道、道路、港湾、漁港、空港施設の管理者は、迅速な初動対応と利用者の安全確保のための

対策を講ずるとともに、都市機能を確保するために、速やかに交通機能の維持・回復に努める。 

 

第１ 被害状況の報告 

 

各施設管理者は、速やかに施設の被害状況を調査し、被害が生じた場合は、その状況を大阪

府に報告する。 

 

第２ 各施設管理者における対応 

 

１ 鉄道施設（西日本旅客鉄道株式会社、南海電気鉄道株式会社） 

(1) あらかじめ定めた基準により、列車の緊急停止、運転の見合せ若しくは、速度制限を行

う。 

(2) 負傷者には、応急救護の措置を講ずるとともに、必要に応じて、堺市消防局、大阪府警

察に通報し、出動の要請を行う。 

(3) 乗客の混乱を防止するため、適切な車内放送及び駅構内放送を行うとともに、状況に

応じて、安全な場所への避難誘導を行う。 

２ 道路施設（市、大阪府、近畿地方整備局、阪神高速道路株式会社、西日本高速道路株式会

社） 

(1) あらかじめ定めた基準により、通行の禁止又は制限を実施する。 

(2) 負傷者には、応急救護の措置を講ずるとともに、必要に応じて堺市消防局、大阪府警察

に通報し、出動の要請を行う。 

(3) 交通の混乱を防止するため、通行車両の迂回路への誘導等適切な措置を講ずる。 

３ 港湾施設、漁港施設（市、大阪港湾局） 

(1) 港湾施設、漁港施設に被害が生じた時は、供用の一時停止等の措置を講ずる。 

(2) 負傷者には、応急救護の措置を講ずるとともに、必要に応じて堺市消防局、大阪府警察、

海上保安署に通報し、出動の要請を行う。 

(3) 利用者の混乱を防止するため、適切な情報提供を行うとともに、状況に応じて、安全な

場所への避難誘導を行う。 
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第３ 各施設管理者における復旧 

 

１ 鉄道施設 

(1) 線路、保安施設、通信施設等、列車運行上重要な施設を優先して応急復旧を行うととも

に、被害状況、緊急性、復旧の難易度等を考慮し、段階的な応急復旧を行う。 

(2) 被害状況によっては、他の鉄道管理者からの応援を受ける。 

(3) 運行状況、復旧状況、今後の見通しを関係機関に連絡するとともに、報道機関を通じ

広報する。 

２ 道路施設 

(1) 被害状況、緊急性、復旧の難易度等を考慮し、緊急交通路を優先して応急復旧を行うと

ともに、順次その他の道路の応急復旧を行う。なお、橋梁、トンネルなど復旧に時間を要

する箇所を含む道路は、代替道路の確保に努める。自動車専用道路は、速やかに復旧させ

るよう部分開通するための段階的な応急復旧を行う。 

(2) 被害状況によっては、他の道路管理者からの応援を受ける。 

(3) 復旧活動等に支障を及ぼす道路渋滞情報を把握した場合、近畿地方整備局や府、府警察、

高速道路会社ほか府内関係市町村で組織した協議会において情報共有を行う。また、迂回

誘導等の対策検討や情報提供手段等の確認を行い、必要に応じた対策を講じる。 

(4) 通行状況、復旧状況、今後の見通しを関係機関に連絡するとともに、報道機関を通じ広

報する。 

３ 港湾施設、漁港施設 

(1) 係留施設、臨港交通施設、外郭施設等の応急復旧を行う。 

(2) 使用状況、復旧状況、今後の見通しを関係機関、報道機関を通じ広報する。 
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第１節 支援体制 
 

大規模災害が発生した場合、被災生活が長期間に及ぶ可能性があることから、市は、府と連携

して、地域の実情に応じ、災害ケースマネジメント（一人ひとりの被災者の状況を把握した上で、

関係者が連携して、被災者に対するきめ細やかな支援を継続的に実施する取組）など、長期間の

対応が可能な支援体制の整備を図り、被災者の精神的な安心と、一刻も早い日常生活の回復につ

なげる。 

市は、支援体制の整備にあたり、ボランティア団体や民間事業者との連携、物資やボランティ

アのミスマッチ解消に向けたコーディネート等を進めながら、発災当初から72時間までとそれ以

降の支援について検討を行う。また、市は大阪府に対して、支援体制の整備支援を要請する。 
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第２節 住民等からの問い合わせ 
 

市は、必要に応じ、発災後速やかに住民等からの問合せに対応する専用電話(コールセンター）

等の窓口の設置、人員の配置等体制の整備を図り、情報のニーズを見極めたうえで、情報収集・

整理・発信を行う。 

国は、被災者に対する各種支援措置の案内等に対応する特別行政相談活動を行うものとする。 

また、被災者の安否について住民等から照会があったときは、被災者等の権利利益を不当に侵

害することのないよう配慮しつつ、消防、救助等人命に関わるような災害発生直後の緊急性の高

い応急措置に支障を及ぼさない範囲で、可能な限り安否情報を回答するよう努める。その際、市

は、安否情報の適切な提供のために必要と認めるときは、関係地方公共団体、堺市消防局、大阪

府警察等と協力して、被災者に関する情報の収集に努める。 

なお、被災者の中に、高齢者虐待、障がい者虐待、児童虐待、配偶者からの暴力等を受け加害

者から追跡されて危害を受けるおそれがある者等が含まれる場合は、その加害者等に居所が知ら

れることのないよう当該被災者の個人情報の管理を徹底するよう努める。 
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第３節 災害救助法の適用 
 

知事は、災害が発生するおそれがある段階で、国が災害対策本部を設置し、その所管区域とな

り当該区域内で被害を受けるおそれがある場合、災害救助法を適用して同法に基づく救助を行う

ことができる。 

併せて、知事は、災害により住家が滅失した世帯数が、災害救助法に定める基準以上に達し、

又は、多数の者が生命又は身体に危害を受けるおそれが生じた場合であって政令が定める基準に

該当し、被災者が現に救助を要する状態にある場合は、災害救助法を適用して、同法に基づく救

助を行う。 

 

第１ 法の適用 

 

１ 実施責任者 

災害に際して、市長が行う応急救助のうち、一定規模以上の災害の救助活動については災

害救助法の適用を受け、知事が実施する。この法律に基づいて知事が行う救助のうち、市長

に委任された事項については、市長がこれを実施する。 

２ 適用基準 

法による救助は、市の区域を原則として、同一原因による災害で次のいずれかに該当する

災害で、かつ被災者が現に救助を要する状態にあるときに実施する。 

災害救助法の適用基準 

指標となる被害項目             適用の基準        備   考 

市内の住家が滅失（り災）した世帯の数    80以上 

住家が半壊し、又は半焼

する等著しく損傷した世帯

は２世帯をもって住家が滅

失した１の世帯とみなす。 

住家が床上浸水、土砂の

堆積等により一時的に居住

することができない状態と

なった世帯は３世帯をもっ

て住家が滅失した１の世帯

とみなす。 

大阪府内の住家が滅失（り災）した世帯

の数 
 2,500以上 

そのうち市内の住家が滅失（り災）した

世帯数 
 40以上 

大阪府内の住家が滅失（り災）した世帯

の数 
12,000以上 

そのうち市内の住家が滅失（り災）した

世帯数 
多 数 

多数の者が生命又は身体に危害を受け又

は受けるおそれがある場合 

大阪府知事が厚生

労働大臣と協議 

３ 適用手続き 

市は、災害による被害の程度が適用基準のいずれかに該当し、又は該当する見込みがある

場合は、速やかに、その旨を大阪府知事に報告する。 
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知事は、報告に基づき、災害救助法を適用する必要があると認めたときは、直ちに災害救

助法に基づく救助の実施を市長に指示するとともに厚生労働大臣に報告し、公示する。 

ただし、災害の事態が急迫して、知事による救助の実施の決定を待ついとまのない場合は、

市長は災害救助法の規定による救助に着手するとともに、その状況を直ちに知事に報告し、

その後の処置に関して知事の指示を受けなければならない。 

 

第２ 救助の内容 

 

災害救助法に基づく救助の種類は、次のとおりである。 

ただし、災害が発生するおそれがある段階の救助の種類は避難所の供与とする。（要配慮者

等の避難の輸送・賃金職員等雇上げを含む。） 

１ 受入れ施設（応急仮設住宅を含む）の供与 

２ 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

３ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

４ 医療及び助産 

５ 災害にかかった者の救出 

６ 災害にかかった住宅の応急修理 

７ 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与 

８ 学用品の給与 

９ 埋葬 

10 死体の捜索及び処理 

11 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼ

しているものの除去 

 

第３ 職権の一部委任 

 

知事は、救助を迅速に行うため必要であると認めるときは、その権限に属する救助の実施に

関する事務の一部を市長が行うこととすることができる。（災害救助法第13条） 

なお、上記により市長が行う事務のほか、市長は、知事が行う救助を補助する。 

 

第４ 救助の程度、方法及び期間等 

 

災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準は、資料編（資料8-1）

に示すとおりである。 

救助の期間については、やむを得ない特別の事情のあるときは、応急救助に必要な範囲内に

おいて厚生労働大臣の承認を得て延長することができる。 
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第４節 指定避難所の開設・運営等 
 

市は、災害が発生したとき、指定避難所を開設し、居住の確保、食料、衣料、医薬品、保健医

療サービスの提供、生活環境の整備に必要な措置を講ずるとともに、指定避難所に滞在すること

ができない被災者に対しても、食料等必要な物資の配布、保健師等による巡回健康相談の実施等

保健医療サービスの提供、正確な情報の伝達等により、生活環境の確保が図られるよう努める。 

また、市は、災害による家屋の損壊、滅失により避難を必要とする住民を臨時に受け入れるこ

とのできる指定避難所を指定し、開設する。 

大阪府は、市を支援するため、施設の確保や避難者の移送等を行う。 

 

第１ 指定避難所の開設 

 

市は、災害の規模にかんがみ、必要な避難所を可能な限り当初から開設するよう努める。た

だし、指定避難所だけでは施設が量的に不足する場合には、ホテル等の活用も含め、可能な限

り多くの避難所を開設し、大阪府に開設状況を報告するとともに、ホームページやＳＮＳ等の

多様な手段を活用して、避難所の開設状況や混雑状況を市民等に周知する。 

避難収容が必要と判断した場合は、避難所を開設するとともに、速やかに指定避難所へ担当

職員を派遣する。また、必要に応じて、福祉避難所を開設する。 

 

１ 指定避難所の開設基準 

(1) 災害対策本部が開設を決定したとき 

(2) その他、市長が必要と認めたとき 

２ 開設の留意点 

(1) 指定避難所を開設した場合は、速やかに地域住民に周知する。 

(2) 開設にあたっては、指定避難所の安全を確認してから行う。 

(3) 学校の教育活動に配慮する。 

(4) 緊急の場合を除き、指定避難所の開設・運営にあたっては避難施設の管理者及び自治会、

自主防災組織等の協力を求める。 

(5) 指定避難所の開設にあたっては、避難行動要支援者に配慮し、被災地以外の地域にある

ものも含め、ホテル等を指定避難所として借り上げるなど、多様な避難所の確保に努める。 

３ 指定避難所開設にともなう報告事項 

災害対策本部長は、避難を指示したとき、又は指定避難所を開設した場合には、ただちに

大阪府知事、管轄の警察に次のことを報告する。 

(1) 開設の日時、場所、施設名 

(2) 収容人員 

(3) 開設期間の見込み 
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(4) 救援食料の要否、必要量 

４ 指定避難所の閉鎖 

災害対策本部長は、下記の決定に基づき避難所担当職員に被災者を帰宅させる他、必要な

措置をとるよう指示する。 

(1) 災害の状況を考慮して災害対策本部が閉鎖を決定したとき 

(2) その他、市長が決定したとき 

＊ただし、被災者のうちで住居が全壊等により居住が困難な者については、指定避難所を

縮小して存続することも検討する。 

５ 指定避難所の早期解消のための取組み 

市は、大阪府と充分に連携し、避難者の健全な居住環境の早期確保のために、応急仮設住

宅の迅速な提供、及び公営住宅や民間賃貸住宅の空家等利用可能な既存住宅の斡旋を行うな

ど、指定避難所の早期解消に努める。 

また、市は、必要に応じて、住宅事業者の団体と連携し、応急対策をすれば居住を継続で

きる被災住宅の応急修繕を推進する。 

 

第２ 指定避難所の管理、運営 

 

市は、指定避難所を管理するため避難所担当職員を派遣し、必要に応じて施設管理者等の協

力を得て災害対策本部の統括のもと、自主防災組織などと連携し指定避難所の円滑な管理、運

営に努める。また、施設の本来の機能の早期回復のため、市と大阪府は協力して、応急仮設住

宅の提供など避難者の住宅の確保に努める。 

地域住民で組織する避難所運営委員会は、指定避難所の運営における女性の参画を推進する

ため、組織に女性を加えるとともに、男女のニーズの違い等男女双方の視点に配慮するものと

する。特に女性専用の物干し場、更衣室、授乳室、トイレの設置や生理用品、女性用下着の女

性による配布、巡回警備や防犯ブザーの配付等による指定避難所における安全性の確保など、

女性や子育て家庭のニーズに配慮した指定避難所の運営に努める。 

 

１ 避難受入れの対象者 

(1) 災害によって現に被害を受けた者 

ア 住家が被害を受け居住の場所を失った者であること 

イ 現に災害による被害を受けた者であること 

(2) 災害によって現に被害を受けるおそれがある者 

ア 避難指示等が発せられた場合 

イ 避難指示等は発せられていないが、緊急に避難することが必要である場合 

(3) その他、避難が必要と認められる場合 
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２ 指定避難所の管理、運営の留意点 

市は、自主防災組織などと連携して避難者による自主的な運営を促すとともに、「指定避

難所開設運営マニュアル」に基づき、指定避難所における生活環境を常に良好なものとする

ため、次の事項に留意して、指定避難所の円滑な管理、運営に努める。 

なお、市は、指定避難所の運営に関し、役割分担を明確化し、避難者に過度な負担がかか

らないよう配慮しつつ、避難者が相互に助け合う自治的な組織が主体的に関与する運営に早

期に移行できるよう、その立ち上げを支援するものとする。この際、避難生活支援に関する

知見やノウハウを有する地域の人材に対して協力を求めるなど、地域全体で避難者を支える

ことができるよう留意する。 

(1) 指定避難所ごとに受入れ避難者に係る情報の早期把握及び自宅、テント及び車等、指定

避難所外で生活している被災者等に係る情報の把握、並びに大阪府への報告 

なお、指定避難所及び指定避難所外で生活している避難者等の情報の把握については、

必要に応じてデジタル技術を活用 

(2) 混乱防止のための避難者心得の掲示 

(3) 応急対策の実施状況・予定等の情報の掲示 

(4) 生活環境を常に良好なものとするための食事供与（栄養バランスのとれた適温の食事、食

物アレルギーを有する者のニーズの把握等、食物アレルギーに配慮した食料の確保を含む。）

及びトイレ設置の状況等の把握 

(5) 避難行動要支援者への配慮 

(6) 避難の長期化等の状況に応じた、プライバシーの確保及び男女のニーズの違い等男女双

方の視点への配慮 

(7) 生理用品や女性用下着の物資を手渡す担当者は必ず女性が担当 

(8) 避難所開設当初からの段ボールベッド等の簡易ベッド、パーティション（間仕切り）の

設置 

(9) 相談窓口の設置（女性相談員の配置に配慮する。） 

(10) 高齢者、障がい者、乳幼児、児童等の要配慮者へ配慮した運営に努める。 

(11) 被災者支援等の観点から、家庭動物のためのスペース確保及び動物飼養者の周辺への

配慮の徹底（獣医師会の他、動物取扱業者等の民間団体から必要な支援が受けられるよう、

適宜連携を図る）、家庭動物と同行避難した被災者について適切に受け入れ、避難所等に

おける家庭動物の受入状況を含む避難状況等の把握に努める。 

(12) 指定管理施設が指定避難所となっている場合には、指定管理者との間で事前に避難所

運営に関する役割分担等を定めるよう努める。 

(13) 各指定避難所の運営者とともに、避難所の良好な生活環境の継続的な確保のために、

専門家、災害支援ナース、ＮＰＯ・ボランティア等との定期的な情報交換や避難生活支

援に関する知見やノウハウを有する地域の人材の確保・育成に努める。 

(14) 安全、保健・衛生、保安及びプライバシーの保持に注意し、男女別更衣室、授乳室を

確保 

(15) 生理用品、粉ミルク、離乳食などの提供 
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(16) トイレは仮設トイレを含めて男女別とし、和式、洋式両方を配置 

(17) テレビ、ラジオ、臨時公衆電話、インターネット端末、携帯電話の充電器等、避難者

の情報受信の便宜を図る。 

(18) 情報伝達は必ず音声と掲示を併用し、手話・外国語通訳者の配置など、避難行動要支

援者の情報環境に配慮（多言語支援が必要な避難者情報の収集及び当該避難者に対する言

語、生活習慣、文化等の違いへの配慮） 

(19) 女性や子ども等に対する性暴力・ＤＶの発生を防止するため、トイレ・更衣室・入浴

施設等は昼夜問わず安心して使用できる場所に設置し、照明の増設、性暴力・ＤＶについ

ての注意喚起のためのポスター等の掲載など、女性や子ども等の安全に配慮するよう努め

るとともに、警察、病院、女性支援団体との連携のもと、被害者への相談窓口情報の提供

を行うよう努める。 

(20) 正確な情報の伝達、食料、飲料水等の配布、清掃等については、避難者、住民、自主

防災組織、避難所運営について専門性を有したＮＰＯ・ボランティア（企業や団体も含む）

等の外部支援者等の協力が得られるよう努める。 

(21) 指定避難所における感染症対策のため、避難者の健康管理や避難所の衛生管理、十分

な避難スペースの確保、適切な避難所レイアウト等の必要な措置を講じるよう努める。ま

た、自宅療養者等が指定避難所に避難する可能性を考慮し、本部事務局と保健福祉部は避

難所の運営に必要な情報について協議の上、共有する。 

(22) 在宅避難者等の支援拠点が設置された場合は、利用者数、食料等の必要な物資数等を

集約し、必要に応じ物資の補充等の支援を行うものとし、被災者支援に係る情報を支援の

ための拠点の利用者に対しても提供する。 

(23) 車中泊避難を行うためのスペースが設置された場合は、車中泊避難を行うためのスペ

ースの避難者数、食料等の必要な物資数等を集約し、必要に応じ物資の補充等の支援を行

うものとし、被災者支援に係る情報を車中泊避難を行うためのスペースの避難者に対して

も提供する。この際、車中泊避難の早期解消に向け、必要な支援の実施等に配慮するよう

努める。 

３ 指定避難所生活長期化に対応する環境整備 

指定避難所生活が長期化することにより、環境悪化が懸念されることから、指定避難所運

営には特に次の事項に留意する。 

(1) 施設としての機能維持のため非常用電源設備を整備・強化する。 

(2) トイレ（し尿処理）、水道、下水道、衛生対策等について、指定避難所生活が長引く際

は、環境を維持するため避難者等の協力を得る。 

(3) 避難して助かった被災者が、指定避難所で亡くなることのないよう、指定避難所の長期

化対策等、細やかなケアに努める。（二次被害の防止） 

(4) 指定避難所での集団生活や避難生活の長期化による持病の悪化やインフルエンザ等集団

感染などを防ぐため、医師、保健師による健康管理、衛生管理を行う。 

(5)「医療・保健・福祉の専門職」の視点を取り入れる。（例えば、障がい者、女性、高齢
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者、子どもたちなどの目線） 

(6) 乳幼児のいる家庭専用部屋を設置する。 

(7) 女性用物干し場を設置する。 

(8) トイレ・更衣室以外にも女性専用スペースを設置する。 

(9) 指定避難所、不在住宅等の防犯対策を行う。 

(10) 栄養バランスのとれた適温の食事、入浴、洗濯等の生活に必要となる水の確保、福祉

的な支援を実施する。 

(11) 状況に応じて行政やボランティア等による支援が享受できる地域への避難やさらなる

広域避難について検討する。 

４ 避難者の把握及び指定避難所の生活環境の把握 

(1) 市は、指定避難所ごとに受入れ避難者に係る情報の早期把握及び指定避難所で生活せず

食事のみ受け取りに来ている被災者等に係る情報の把握に努め、大阪府等への報告を行う。 

(2) 市は、指定避難所における生活環境に注意を払い、常に良好なものとするよう努める。 

そのため、食事供与の状況、トイレの設置状況等の把握に努め、必要な対策を講じる。 

避難の長期化等必要に応じて、プライバシーの確保状況、入浴施設設置の有無及び利用

頻度、洗濯等の頻度、医師や保健師、看護師等による巡回の頻度、換気や暑さ・寒さ対策

の必要性、食料の確保、配食等の状況、ごみ処理の状況など、避難者の健康状態並びに指

定避難所の衛生状態の把握に努め、栄養バランスのとれた適温の食事や、入浴、洗濯等の

生活に必要となる水の確保、福祉的な支援の実施等、必要な措置を講じるよう努める。 

また、必要に応じ、指定避難所における家庭動物のためのスペースの確保に努める。 

５ 避難行動要支援者への支援 

市は、被災した避難行動要支援者及び社会福祉施設に対し、被災状況やニーズの把握に努

めるとともに、継続した福祉サービスの提供を行う。 

また、大阪府は避難所の設置を継続するような規模の災害が発生した場合、避難所の高齢

者、障がい者等の生活機能の低下の防止等のため、市からの要請に基づき、必要に応じて、

大阪府災害派遣福祉チーム（大阪ＤＷＡＴ）や災害支援ナースを市へ派遣し、支援する。 

 

第３ 指定避難所の早期解消のための取組み等 

 

市は、大阪府と十分に連携し、避難者の健全な居住環境の早期確保のために、応急仮設住宅

の迅速な提供、及び公営住宅や民間賃貸住宅の空き家等利用可能な既存住宅の斡旋を行うなど、

指定避難所の早期解消に努める。 

また、市は、被災建築物応急危険度判定及び被災宅地危険度判定を迅速に実施し、必要に応

じて、住宅事業者の団体と連携し、被災しながらも応急対策をすれば居住を継続できる住宅の

応急修繕を推進するとともに、自宅に戻った避難者への物資の安定供給等に努める。 

なお、市、大阪府、関係機関が連携して、より効率的・効果的な応急対策に取り組めるよう、
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指定避難所に滞在する避難者が早期に日常生活を取り戻せるよう方策を検討する。 

 

第４ 広域一時滞在への対応 

 

市は、災害の規模、避難者の避難、収容状況、避難の長期化等に鑑み、被災地方公共団体の

区域外への広域的な避難及び指定避難所、応急仮設住宅等への収容が必要であると判断した場

合には、大阪府に広域一時滞在に関する支援を要請する。 
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第５節 緊急物資の供給 
 

市及び防災関係機関は、家屋の損壊、滅失、流失等により水、食料、生活必需品等の確保が困

難な住民に対して、迅速に必要な物資を供給するよう努める。 

被災者の生活の維持のため必要な食料、飲料水、燃料及び毛布等生活必需品等を効率的に調

達・確保し、ニーズに応じて供給・分配を行うものとし、関係機関は、その備蓄する物資・資機

材の供給や物資の調達・輸送に関し、物資調達・輸送調整等支援システム等を活用し情報共有を

図り、相互に協力するよう努める。 

なお、被災地で求められる物資は、時間の経過とともに変化することを踏まえ、時宜を得た物

資の調達に留意するものとする。また、避難所における感染症拡大防止に必要な物資や家庭動物

の飼養に関する資材をはじめ、夏季には冷房器具等、冬季には暖房器具、燃料等も含めるなど被

災地の実情を考慮するとともに、食物アレルギーに配慮した食料の確保、要配慮者や男女等の多

様なニーズの違いに配慮する。 

被災者の中でも、交通及び通信の途絶により孤立状態にある被災者に対しては、孤立状態の解

消に努めるとともに、食料、飲料水及び生活必需品等の円滑な供給に十分配慮するものとする。 

また、自宅、テント及び車等、指定避難所外で生活している避難者、応急仮設住宅で暮らす避

難者、所在が確認できる広域避難者に対しても物資等が供給されるよう努める。 

市は、備蓄物資の状況等を踏まえ、供給すべき物資が不足し、自ら調達することが困難である

ときは、物資関係省庁（厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、総務省、消防庁）

又は非常本部等に対し、物資の調達を要請する。 

市は大阪府に要請することができるとともに、大阪府は、市における備蓄物資等が不足するな

ど、災害応急対策を的確に行うことが困難であると認めるなど、その事態に照らし緊急を要し、

市からの要求を待ついとまがないと認められるときは、要求を待たないで、市に対する物資を確

保し輸送する。 

 

第１ 給水活動 

 

大阪広域水道企業団は大阪府及び市と協力して、災害発生後の非常用飲料水として１人１日３

リットルを供給するため次の給水体制を確立し、迅速かつ円滑な給水活動を実施するとともに、

その他の機関へ応援要請を行う。 

給水活動を円滑に実施するため、次の措置を講ずる。 

(1) 配水場での給水の実施 

(2) 給水車・トラック等による給水の実施 

(3) 仮設給水栓・共用栓の設置、応急仮配管の敷設による給水の実施 

(4) 給水用資機材の調達 

(5) 住民への給水活動に関する情報の提供 

(6) 飲料水の水質検査及び消毒 
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(7) ボトル水・缶詰水等の配布 

 

第２ 食料・生活必需品の供給 

 

市及び防災関係機関は、迅速かつ円滑に、食料及び生活必需品を供給する。 

 

１ 市における食料、生活必需品の供給 

発災時においては、必要な物資を確保・供給するため次の措置を講ずる。不足する場合は、

大阪府等に応援を要請する。他の市町村、近畿農政局（大阪府拠点）、日本赤十字社大阪府

支部に応援要請した場合は、大阪府に報告する。 

(1) 指定避難所毎の必要量算定 

(2) 災害用備蓄物資の供給 

(3) 協定締結している物資の調達 

２ 大阪府に対する応援要請 

大阪府は、市から応援要請があった場合又は必要と認めた場合は、物資が円滑に供給され

るよう、次の措置を講ずる。 

(1) 被災市の必要量、調達可能な物資量の情報収集 

(2) 災害用備蓄物資の供給 

(3) 協定締結している物資の調達 

(4) 市町村間の応援措置について指示 

(5) 被災市町村が複数にまたがる場合の被災市町村への燃料の優先供給に係る調整 

(6) 近畿農政局（大阪府拠点）、日本赤十字社大阪府支部、一般社団法人大阪府ＬＰガス協

会に対し、それぞれ食料、毛布・日用品、ＬＰガスの供給を要請 

(7) 不足する場合は、関西広域連合に要請 

(8) 緊急物資等を輸送基地で受け付けし、地域防災拠点など市町村の集積地まで輸送 

３ その他の防災関係機関 

下記の防災関係機関は、市からの要請があった場合は次の措置を講ずる。ただし、国は、

被災地の状況を踏まえ、被災市町村の物資支援ニーズの把握に努め、情報共有を図るととも

に、被災地方公共団体が、被災者のニーズの把握や物資の要請を行うことが困難な場合にお

いては、被災者数や引き渡し場所等の可能な限りの入手情報等に基づき、プッシュ型支援

（被災地からの要請がなくても、被災地方公共団体に対し、物資の供給を確保し、輸送をす

る支援）を開始するものとする。なお、プッシュ型支援を開始した場合は、現地の配送状況

等を考慮し、早期に要請に基づいた支援に切り替えるよう配慮するものとする。 

(1) 近畿農政局（大阪府拠点） 

応急用食料品（精米等）並びに政府米の供給についての連絡 
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(2) 日本赤十字社大阪府支部 

毛布、日用品等の備蓄物資の供給 

(3) 近畿経済産業局 

生活必需品等の供給に関する情報の収集及び伝達 

※資料3-10「備蓄配備一覧表」 

※資料7-1「災害協定一覧」 
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第６節 保健衛生活動 
 

感染症、食中毒の予防及び被災者の心身両面での健康維持のため、常に良好な衛生状態を保つ

ように努めるとともに、健康状態を十分把握し、福祉的な支援を実施するなど必要な措置を講ず

る。 

 

第１ 防疫活動 

 

市は、大阪府と連携して、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下

「感染症法」という。）及び災害防疫実施要綱（昭和40年厚生省公衆衛生局通知）に基づき、

緊密な連携をとりつつ、患者等の人権に配慮しながら、防疫活動を実施する。 

また、被災地において感染症の発生、拡大がみられる場合は、危機管理課と保健福祉部が連

携して、感染症対策として必要な措置を講じるよう努めるとともに、指定避難所等における衛

生環境を維持するため、必要に応じ、災害時感染制御支援チーム（ＤＩＣＴ）等の派遣を要請

する。 

 

１ 大阪府の指導、指示により、次の防疫活動を実施する。 

(1) 消毒措置の実施（感染症法第27条） 

(2) ねずみ族及び昆虫等の駆除（感染症法第28条） 

(3) 指定避難所の防疫指導（大阪府避難所運営マニュアル作成指針（新型コロナウイルス感

染症対応編）を踏まえて必要な措置を行う。） 

(4) 臨時予防接種（予防接種法第６条） 

(5) 衛生教育及び広報活動 

２ 防疫に必要な薬品を調達、確保する。 

３ 自らの防疫活動が十分でないと認められるときは、大阪府に協力を要請する。 

４ その他、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律により、大阪府の指示

を受け必要な措置を行う。 

 

第２ 食品衛生監視活動 

 

大阪府和泉保健所と緊密な連携をとりながら、食中毒防止の啓発等に努めるなど発生防止に

万全を期する。 

食中毒が発生した場合は、大阪府が行う所要の検査等に協力し、原因究明及び被害の拡大防

止に努める。 
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第３ 被災者の健康維持活動・災害関連死の防止 

 

市は、大阪府と連携し、被災者の健康状態、栄養状態を十分に把握するとともに、助言、加

療等、被災者の健康維持持・災害関連死の防止に必要な活動を実施する。特に、要配慮者の心

身双方の健康状態には特段の配慮を行い、必要に応じ福祉施設等での受入れ、介護職員等の派

遣、車椅子等の手配等を福祉サービス事業者、ＮＰＯ・ボランティア等の協力を得つつ、計画

的に実施する。 

 

１ 巡回相談等の実施 

(1) 被災者の生活習慣病の悪化・増加の防止、感染症や食中毒、高齢者の生活不活発病等の

予防のため、指定避難所、社会福祉施設及び応急仮設住宅などにおいて、保健師等による

巡回健康相談、訪問指導、健康教育、健康診断等を実施し、健康管理や生活環境の整備を

図る。その際、女性相談員も配置するよう配慮する。 

また、巡回健康相談等による健康状況の把握により、支援が必要な被災者については、

医療機関（医療救護班）や災害派遣精神医療チーム（DPAT）等、保健・医療・福祉等関係

機関と連携した支援に努める。 

(2) 被災者の栄養状況を把握し、食料の供給機関等との連絡をとり、給食施設や食生活改善

ボランティア団体の協力を得て、不足しやすい栄養素を確保するための調理品の提供や調

理方法等の指導を行う。 

(3) 高度医療等を要する在宅療養者を把握し、適切な保健指導や必要に応じた医療機関等へ

の受診の助言等を行う。 

２ 心の健康相談等の実施 

(1) 災害による心的外傷後ストレス障がい（ＰＴＳＤ）、生活の激変による依存症等に対応

するため、心の健康に関する相談窓口を設置する。その際、女性相談員も配置するよう配

慮する。 

(2) 環境の激変による精神疾患患者の発生、通院患者の医療中断状況を踏まえて、臨機に精

神科救護所を設置する。 

３ 災害関連死の防止 

大規模災害において、避難所や在宅避難時に多くの方が関連死で亡くなる恐れが大きいこ

とから、長期化する避難生活により、持病等が悪化し、災害関連死に至ることがないよう、

医療的ケア等のニーズを把握し、関係者間で情報等を共有する仕組みを構築することにより、

速やかに医療につなげるよう努める。 

 

第４ 保健衛生活動における連携体制 

 

市は、必要に応じ、保健衛生活動を円滑に行うための総合調整等に努め、市内での対処が困
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難になった場合は、大阪府に応援を要請する。 

また、市は、避難所等における衛生環境を維持するため、必要に応じ、災害時感染制御支援

チーム（ＤＩＣＴ）等の派遣を迅速に要請する。 

さらに、市は、発災後迅速に保健衛生活動が行えるよう、災害時の派遣・受入が可能となる

体制の整備、災害時のマニュアルの整備・充実及び保健師等に対する研修・訓練の実施等によ

り災害時の体制整備に努める。 

災害支援ナースは、医療、看護ニーズの把握に努め、必要時、専門職へつなげる活動をする。

また、施設運営者と相談しながら、施設の感染状況を把握し、必要時、ゾーニングや隔離を推

進する。 

 

第５ 動物保護等の実施 

 

市、大阪府及び関係機関は、「大阪府災害時等動物救護対策要綱」及び「大阪府災害時等動

物救護活動ガイドライン」に基づき、相互に連携し、被災動物の保護及び動物による人等への

危害防止に努める。 

 

１ 被災地域における動物の保護・受入れ 

飼い主のわからない負傷動物や逸走状態の動物の保護については、迅速かつ広域的な対応

が求められることから、市は、大阪府、大阪府獣医師会等関係団体をはじめ、ボランティア

等と協力し、動物の保護・受入れ等を行う。 

また、市は、被災した飼養動物の保護収容、飼い主等からの飼養動物の一時預かり要望へ

の対応、動物伝染病予防等衛生管理を含めた災害時における動物の管理等について、府獣医

師会等と連携し必要な措置を講ずる。 

２ 指定避難所における動物の適正な飼育 

市は、飼い主とともに避難した動物の飼養について、適正飼育の指導を行うとともに、動

物伝染病予防上必要な措置を行うなど、動物の愛護及び環境衛生の維持に努める。 

(1) 市は各地域の被害状況、指定避難所での動物飼養状況の把握及び資材の調達確保、獣医

師の派遣等について、大阪府との連絡調整を行う。 

(2) 指定避難所から動物保護施設への動物の受入れ等の調整 

(3) 他府県市町村との連絡調整及び応援要請を行う。 

３ 動物による人等への危害防止 

危険な動物が市街地周辺で徘徊し、人畜及びその財産に危害が及ぶおそれがあるときに市、

大阪府、警察等の関係者が連携し、人の生命、財産等への侵害を未然に防止する。 
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第７節 福祉活動 
 

市は、高石市社会福祉協議会や市内の福祉サービス事業者と連携して、被災した避難行動要支

援者に対し、被災状況やニーズの把握に努めるとともに、継続した介護・福祉サービスの提供を

行う。 

 

第１ 避難行動要支援者の被災状況の把握等 

 

１ 避難行動要支援者の安否確認・避難誘導及び被災状況の把握 

(1) 安否確認・避難誘導 

市は、災害発生直後には、避難行動要支援者本人の同意の有無に関わらず、避難行動要

支援者名簿を効果的に利用し、「高石市避難行動要支援者支援プラン」に則して、高石市

社会福祉協議会や民生委員・児童委員をはじめ、必要に応じて消防団や地域住民、自主防

災組織、校区福祉委員会、福祉サービス事業者等の協力を得ながら、在宅要援護高齢者、

障がい者その他の避難行動要支援者について避難支援や迅速な安否確認等が行われるよう

に努めるとともに、単独での避難行動に支援が必要と認められる者の避難誘導の実施に努

める。 

また、市は、被災により保護者を失う等の要保護児童の迅速な発見、保護に努める。 

(2) 被災状況の把握 

市は、高石市社会福祉協議会と連携し、所管する社会福祉施設等の施設設備、入所者、

職員及び福祉関係職員等の被災状況の迅速な把握に努める。 

２ 福祉ニーズの把握 

市は、被災した避難行動要支援者に対して、居宅、指定避難所及び応急仮設住宅等におい

て、介護・福祉サービスが組織的・継続的に提供できるよう、指定避難所に相談窓口を設置

するなど、福祉ニーズの迅速な把握に努める。 

３ 看護ニーズの把握 

市は、派遣された災害支援ナースを通して、被災した避難行動要支援者に対して健康状態

を観察し、医療ニーズ、看護ニーズの把握に努め、必要な医療の提供及び専門職種へ連携で

きるように努める。 

 

第２ 被災した避難行動要支援者への支援活動 

 

１ 在宅介護・福祉サービスの継続的提供 

市は、高石市社会福祉協議会と連携し、被災した避難行動要支援者に対して、居宅、指定

避難所及び応急仮設住宅等において、補装具や日常生活用具の交付、ホームヘルパーの派遣
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等、在宅介護・福祉サービスの継続的な提供に努める。 

その際には、福祉サービス事業者等の支援者と可能な限り連携を図るとともに、避難行動

要支援者本人の意思を尊重して対応する。 

また、市は、被災した児童やその家族の心的外傷後ストレス障がい（ＰＴＳＤ）等に対応

するため、心のケア対策に努める。 

２ 避難行動要支援者の施設への緊急入所等 

市は、高石市社会福祉協議会と連携し、被災により、居宅、指定避難所等で生活できない

避難行動要支援者については、本人の意思を尊重したうえで、福祉避難所（二次的な避難施

設）への避難及び社会福祉施設等への緊急一時入所を迅速かつ円滑に行う。 

社会福祉施設等は、施設の機能を維持しつつ、可能な限り受け入れるよう努め、入所者が

安心して生活を送れるよう支援を行う。 

３ 広域支援体制の確立 

市は、避難行動要支援者及び社会福祉施設等に関する被災状況等の情報を集約し、大阪府

に報告するとともに必要に応じて、広域的な人的・物的支援を得ながら高石市社会福祉協議

会や福祉サービス事業者と連携し、介護職員等の福祉関係職員の派遣や避難行動要支援者等

の他の地域の社会福祉施設等への入所が迅速に行えるよう大阪府や関係機関に要請する。 

４ 大阪府災害派遣福祉チーム（大阪ＤＷＡＴ）の派遣要請 

指定避難所の設置を継続するような規模の災害が発生した場合、高齢者や障がい者、子ど

ものほか、傷病者といった地域における災害時要配慮者に対する福祉支援を行う大阪府災害

派遣福祉チーム（大阪ＤＷＡＴ）の派遣を、必要に応じ要請する。 
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第８節 広域一時滞在への対応 
 

市は、災害の規模、被災者の避難・受入れ状況、避難の長期化等に鑑み、市の区域外への広域

的な避難及び指定避難所、応急仮設住宅等の提供が必要であると判断した場合において、大阪府

内の市町村への受入れについては当該市町村に直接協議し、他の都道府県の市町村への受入れに

ついては大阪府に対し当該他の都道府県との協議を求める。 

大阪府は、市から協議要求があった場合、他の都道府県と協議を行うものとし、市の行政機能

が被災によって著しく低下した場合など、被災市町村からの要求を待ついとまがないと認められ

るときは、市の要求を待たないで、広域一時滞在のための協議を市に代わって行う。 

また、他の都道府県から被災住民の受入れの協議を受けた場合は、被災住民の受入れについ

て、市長と協議を行う。協議を受けた市長は、正当な理由がある場合を除き、被災住民を受け入

れることとし、一時滞在の用に供するため、受け入れた被災住民に対し公共施設等を提供する。 

 市は、指定避難所を指定する際に併せて広域一時滞在の用にも供することについても定めるな

ど、他の市町村からの被災住民を受け入れることができる施設をあらかじめ決定しておくよう努

める。 
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第９節 社会秩序の維持 
 

市及び防災関係機関は、災害に伴う流言飛語や犯罪の防止に努めるなど、被災地域における社

会秩序の維持を図るとともに、被災者の生活再建に向けて、物価の安定、必要物資の適切な供給

を図るための措置を講ずるものとする。 

 

第１ 住民への呼びかけ 

 

市は、各種の応急対策の推進、実情周知による人心の安定、さらには、復興意欲の高揚を図

るため、被害の状況や応急・復旧対策に関する情報を積極的に住民に提供するとともに、秩序

ある行動をとるよう呼びかけを行う。 

 

第２ 警戒活動の強化 

 

大阪府警察は、被災地及びその周辺（海上を含む。）において、独自に又は自主防犯組織等

と連携し、パトロール及び生活の安全に関する情報等の提供を行い、地域の安全確保に努める

とともに、被災地に限らず、災害に便乗した犯罪の取締り及び被害防止、住民に対する適切な

情報提供を行うなど社会的混乱の抑制に努める。 

 

第３ 物価の安定及び物資の安定供給 

 

市、大阪府及び関係機関は、買い占め、売り惜しみにより生活必需品等の物価が高騰しない

よう監視・指導し、適正な流通機能の回復を図ることにより、被災者の経済的生活の安定の確

保と、経済の復興の促進を図る。 

 

１ 物価の監視 

市は、他市と協力して、物価の動きを調査、監視するとともに、買占め・売惜しみをする

業者に対しては、売渡しを勧告し、従わない場合は公表するなど、適切な措置を講ずる。 

２ 消費者情報の提供 

市は、生活必需品等の在庫量、適正価格、販売場所等の消費者情報を提供し、消費者の利

益を守るとともに、心理的パニックの防止に努める。 

３ 生活必需品等の確保 

市は、生活必需品等の在庫量と必要量を可能な限り把握し、不足量については、大阪府、

国、他府県、事業者等と協議し、物資が速やかに市場に流通されるよう努める。 
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４ 災害緊急事態布告時の対応 

内閣総理大臣が災害緊急事態を布告し、社会的・経済的混乱を抑制するため、国民に対し、

必要な範囲において、生活必需品等、国民生活との関連性が高い物資又は燃料等、国民経済

上重要な物資をみだりに購入しないこと等必要な協力を求められた場合は、住民は、これに

応ずるよう努める。 

５ 金融機関における預貯金払戻等 

(1) 市は、大阪府を通じて近畿財務局、日本銀行に対して、被災地の民間金融機関において

被災者の預金の払戻等が円滑に行われるよう次のような指導、要請を依頼する。 

ア 住民が預金通帳、届出印鑑等を焼失又は流失した場合に、り災証明書の提示その他簡

易な確認方法をもって、預金払戻の利便を図ること。 

イ 事情によっては定期預金、定期積金等の期限前払戻や、これを担保とする貸付にも応

じること。 

ウ 損傷日本銀行券・貨幣の引換えに応じること。 

(2) 近畿財務局は、証券会社に対して、被災者が預り証、印鑑を紛失した場合の拇印による

預り金払出しや有価証券の売却代金の即日払い等の措置を講ずるよう要請を行う。 
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第10節 ライフラインの確保 
 

災害により途絶したライフライン施設について、速やかに復旧を進めるとともに応急供給、サ

ービス提供を行うものとする。 

 

第１ 上水道（大阪広域水道企業団） 

 

飲料水の確保・応急復旧及び情報連絡に必要な人材、資機材等を確保する。なお、十分な対

応が出来ない場合は、公益社団法人日本水道協会、大阪府、近隣市町村、水道関係業者等に応

援を要請する。 

 

１ 応急措置 

被害の拡大のおそれがある場合、直ちに施設の稼働の停止又は制限を行い、必要に応じて、

堺市消防局、大阪府警察及び付近住民に通報する。 

２ 応急給水及び復旧 

(1) 応急給水・復旧活動等に必要な情報の収集、総合調整、指示、支援を行う。 

(2) 給水車、トラック等により、応急給水を行うとともに、速やかな応急復旧に努める。 

(3) 被害状況、復旧の難易度を勘案しながら、医療機関、社会福祉施設等の重要給水施設へ

優先的な応急給水・復旧を行う。 

(4) 被害状況等によっては、他の水道事業体等に対し応援を要請する。 

３ 広報 

被害状況、給水状況、復旧状況と今後の見通しを市及び関係機関、報道機関に伝達するほ

か、市のホームページ上に稼働状況、復旧状況等を掲載することで幅広い情報伝達に努める。 

 

第２ 下水道 

 

１ 管渠の応急対策 

(1) 下水管渠の被害に対して、迅速に管渠の応急復旧対策を講ずる。 

(2) 幹線の被害については、相当広範囲にわたる排水機能の停止を招くおそれがあるので、

原則として応急復旧を行い、本復旧計画を策定する。 

多量の塵芥等により管渠の閉塞又は流下の阻害がなされないようマンホ－ル、雨水桝等

で流入防止等の応急対策を行い、排水の円滑を図る。 

２ ポンプ場の応急対策 

迅速に機能回復の対策を講ずる。 
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３ 動員体制 

下水道ＢＣＰに基づき応急対策に従事する人員の確保を図る。 

４ 応援体制 

本市下水道課は、市で対応が困難な場合は、他の公共団体、企業等に協力を要請し、応援

体制の確保に努める。 

５ 広報 

(1) 生活水の節水に努めるよう広報する。 

(2) 被害状況、復旧状況と今後の見通しを関係機関、報道機関に伝達し、広報する。 

 

第３ 電力（関西電力株式会社、関西電力送配電株式会社） 

 

１ 応急供給 

(1) 電力設備被害状況、一般被害情報等を集約するための体制、システムを整備し、総合的

に被害状況の把握に努める。 

(2) 被害状況によっては、他の電力会社との協定に基づき、電力の供給を受ける。 

(3) 緊急を要する重要施設を中心に、発電機車両等により応急送電を行う。 

(4) 単独復旧が困難な場合は、他の電力会社との協定に基づき応援を要請する。 

２ 広報 

(1) 二次災害を防止するため、断線垂下している電線には触れないこと、屋外避難時はブレ

ーカーを必ず切ることなど電気施設及び電気機器の使用上の注意について、広報活動を行

う。 

(2) 被害状況、供給状況、復旧状況と今後の見通しを関係機関、報道機関に伝達し、広報す

る。加えて、利用者に対し、ホームページ等様々な手段を用いて、供給停止エリア、復旧

状況等の広報に努める。 

 

第４ ガス（大阪ガス株式会社、大阪ガスネットワーク株式会社） 

 

１ 応急供給 

(1) 被害状況、復旧の難易度を勘案して、必要度の高いものから応急供給を行う。 

(2) 緊急を要する重要施設を中心に、代替燃料・機器等を貸し出す。 

(3) 被害箇所の修繕を行い、安全を確認したうえで、ガスの供給を再開する。 

２ 広報 

(1) 二次災害を防止するため、ガス漏洩時の注意事項についての情報を広報する。 

(2) 被害状況、供給状況、復旧状況と今後の見通しを関係機関、報道機関に伝達し、広報す

る。加えて、利用者に対し、ホームページ等様々な手段を用いて、供給停止エリア、復旧
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状況等の広報に努める。 

 

第５ 電気通信（西日本電信電話株式会社等） 

 

１ 通信の確保と応急対策 

(1) 災害救助法が適用された場合等には、指定緊急避難場所・指定避難所に、被災者が利用

する特設公衆電話の設置に努める。 

(2) 被災した電気通信設備等の応急対策は、サービス回復を第一義として速やかに実施する。 

(3) 必要と認めるときは、応急対策に直接関係のない工事に優先して、対策工事に要する要

員、資材及び輸送の手当てを行う。 

(4) 対策にあたっては、行政機関、他の事業者と連携し、早期復旧に努める。 

(5) 応急復旧のために通信用機材等の運搬や道路被災状況等の情報共有が必要な場合は、総

務省を通じて非常対策本部や被災地方公共団体に協力を要請する。 

２ 広報 

災害に伴う電気通信設備等の応急対策においては、通信の疎通及び利用制限の措置状況並

びに被災した電気通信設備等の応急対策の状況等の広報を行い、通信の疎通ができないこと

による社会不安の解消に努める。 

 



第２章 応急復旧期の活動 

第11節 交通の機能確保 

249 

第11節 交通の機能確保 
 

鉄道、道路、港湾、漁港の管理者は、都市機能を確保するため、速やかに交通機能の維持・回

復に努めるものとする。 

 

第１ 障害物の除去 

 

各管理者は交通の支障となる障害物を除去し、除去した障害物については、各管理者が責任

をもって廃棄又は保管の措置をとる。 

 

第２ 各施設管理者における復旧 

 

１ 鉄道施設（西日本旅客鉄道株式会社、南海電気鉄道株式会社） 

(1) 線路、保安施設、通信施設など列車運行上重要な施設を優先して応急復旧を行うととも

に、被災状況、緊急性、復旧の難易度などを考慮し、段階的な応急復旧を行う。 

(2) 被害状況によっては、他の鉄道管理者からの応援を受ける。 

(3) 運行状況、復旧状況、今後の見通しを関係機関に連絡するとともに、報道機関を通じ広

報する。 

２ 道路施設（市、大阪府、近畿地方整備局、阪神高速道路株式会社、西日本高速道路株式会

社） 

(1) 被災状況、緊急性、復旧の難易度などを考慮し、緊急交通路を優先して応急復旧を行う

とともに、順次その他の道路の応急復旧を行う。なお、橋りょう、トンネルなど復旧に時

間を要する箇所を含む道路は、代替道路の確保に努める。 

自動車専用道路は、あらかじめ各々の道路管理者が定めた基準等により、速やかに復

旧させるよう部分開通するための段階的な応急復旧を行う。 

(2) 被害状況によっては、他の道路管理者からの応援を受ける。 

(3) 通行状況、復旧状況、今後の見通しを関係機関に連絡するとともに、報道機関を通じ広

報する。 

３ 港湾施設、漁港施設（市・大阪港湾局・近畿地方整備局） 

(1) 係留施設、臨港交通施設、外郭施設などの応急復旧を行う。 

(2) 近畿地方整備局は、国有港湾施設等の応急工事を実施するとともに、港湾管理者（大阪

府）からの要請により、必要に応じて、応急復旧工事の技術指導を行う。 

(3) 使用状況、復旧状況、今後の見通しを関係機関、報道機関を通じ広報する。 
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第12節 農水産関係応急対策 
 

市、大阪府及び防災関係機関は、災害時においては、農水産施設等の被害を早急に調査し、迅

速に応急対策を講ずるものとする。 

 

第１ 農業 

 

１ 農業用施設応急対策 

被害状況を関係団体を通じ、速やかに把握し、被害の程度に応じ、施設の管理者に対し、

必要な指示を行い、災害の復旧が速やかに図られるよう努める。 

なお、広範囲にわたる場合は、関係機関と連絡をとり、災害区域全体の総合調整のうえ、

施設の応急対策を実施する。 

２ 農作物応急対策 

(1) 災害対策技術の指導 

被害を最小限度にくいとめるための技術指導を、市、大阪府泉州農と緑の総合事務所、

いずみの農業協同組合等が協力し、実施する。 

(2) 水稲等種子の確保・斡旋 

必要がある場合、水稲等種子を大阪府種子協会に依頼し、その確保を図る。 

(3) 病害虫の防除 

ア 災害により被災した農作物の各種病害虫の防除については、農政室推進課及び他の関

係機関と協力し、各種病害虫の防除を行う。 

イ 農薬等が不足する場合は、大阪府に斡旋を依頼する。 

 

第２ 漁業 

 

市は、漁港の各種施設が被害を受けたときは、速やかにその被害状況を的確に把握し、機能

を維持するため、応急措置を講ずるとともに、その復旧促進に関する措置を講ずる。 
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第13節 住宅の応急確保 
 

市は、既存住宅ストックの活用を重視して応急的な住まいを確保することを基本とし、相談体

制の整備、修理業者の周知等の支援やブルーシートの展張等を含む応急修理の推進、公営住宅等

の既存ストックの一時提供及び賃貸型応急住宅の提供により、被災者の応急的な住まいを早期に

確保する。また、地域に十分な既存住宅ストックが存在しない場合には、建設型応急住宅（建設

して供与するものをいう。以下同じ。）を速やかに設置し、被災者の応急的な住まいを早期に確

保する。 

なお、応急仮設住宅等への入居の際には、これまで生活してきた地域コミュニティをなるべく

維持できるように配慮しつつ、高齢者、障がい者を優先する。 

 

第１ 被災住宅の応急修理 

 

市は、大阪府の委任により災害救助法第２条に規定する区域において、住宅が半壊又は半焼

し、当面の日常生活が営めない者の住宅の居室、炊事場及び便所等の日常生活に欠かすことの

できない部分について、必要最小限度において応急修理を行う。修理戸数並びに費用の限度額

は、災害救助法の定めるところによる。 

 

第２ 住居障害物の除去 

 

１ 大阪府は、浸水等により、居室、炊事場、玄関等に障害物が運び込まれているため生活に

支障をきたしている場合で、自らの資力をもってしては除去できない者に対して障害物の除

去を行う。ただし、必要に応じ、市に委任することができる。 

２ 大阪府は、市に委任した場合、障害物の除去について、要員の派遣及び機械器具の調達・

斡旋等の要請があったときは、必要な措置を講ずる。 

 

第３ 応急仮設住宅の建設 

 

市は、大阪府の委任により災害救助法第２条に規定する区域において、住宅が全壊、全焼又

は流失し、住宅を確保することができない者に対し、大阪府と建設場所、建設戸数等について

十分に調整したうえで、建設型応急住宅を供与する。 

 

１ 建設地については、公園、公共施設等の空地で、次の基準により選定する。 

(1) 電気、ガス、水道の供給施設が敷設可能な場所 

(2) 一定の空地面積を有する等、宅地が確保される場所 

２ 集会施設等生活環境の整備を促進する。 
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３ 建設型応急住宅の建設戸数並びに１戸当たりの規模・建設限度額は、災害救助法の定める

ところによる。 

４ 入居者に建設型応急住宅を供与する期間は、完成の日から、原則として２年以内とする。 

５ 高齢者、障がい者に配慮した建設型応急住宅を建設するよう努める。 

 

第４ 応急仮設住宅の借上げ 

 

民間賃貸住宅の空家等が存在する地域における比較的規模の小さい災害や、建設型応急住宅

の供与のみでは膨大な応急住宅需要に迅速に対応できないような大規模災害の発生時には、民

間賃貸住宅を借り上げて供与する賃貸型応急住宅を積極的に活用する。 

 

第５ 応急仮設住宅の運営管理 

 

市は、各応急仮設住宅の適切な運営管理を行う。この際、大阪府と連携して、応急仮設住宅

における安心・安全の確保、孤独死や引きこもり等を防止するための心のケア、入居者による

コミュニティの形成及び運営に努めるとともに、女性の参画を推進し、女性をはじめとする生

活者の多様な意見を反映できるよう配慮する。また、必要に応じて、応急仮設住宅における家

庭動物の受入れに配慮する。 

 

第６ 公共住宅への一時入居 

 

建設型応急住宅及び賃貸型応急住宅の活用状況に応じ、被災者の住宅を確保するため、市・

府営住宅等の空き家への一時入居の措置を講ずる。 

 

第７ 住宅に関する相談窓口の設置等 

 

１ 住宅に関する相談や情報提供のため、住宅相談窓口を設置する。また、専門家団体に働き

かけ、被災者の住まいの再建のための相談にきめ細かく、迅速に対応できる体制を組織化す

る。 

２ 市及び大阪府は、民間賃貸住宅への被災者の円滑な入居を確保するため、空き家状況の把

握に努めるとともに、家主及び不動産業関係団体への協力要請等適切な措置を講ずる。 

 

第８ 建設用資機材等の調達 

 

被災住宅の応急修理及び建設型応急住宅の建設に際し、関係団体の協力を得て、建設用資機
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材等の調達及び要員の確保を図るとともに、必要に応じ、大阪府へ要員派遣及び建設資機材等

の斡旋又は調達を要請する。 
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第14節 応急教育等 
 

大阪府及び市は、園児・児童・生徒の安全を確保するとともに、学校教育を継続して実施する

ため、教育施設、教材等を早期に確保し、応急教育の措置をとる。 

 

第１ 教育施設の応急整備 

 

大阪府及び市は、被害を受けた学校の授業実施のため、施設、設備の応急復旧及び代替校舎

の確保に努める。 

 

１ 軽易な校舎の被害については施設の長において即刻応急修理を行い、普通教室に不足が生

じたときは、特別教室を一時転用する等の措置をとる。 

２ 破損等により使用不能の園児・児童・生徒の机及びいすの補充は、近隣の学校園と調整し、

保育・授業に支障のないようにする。 

３ 災害により教室に不足が生じた場合は、通学可能な隣接学校園との総合調整又は学校園施

設以外の教育施設、その他適当な公共施設等を借用するなどの措置をとる。 

４ 施設が避難者を収容するために使用される場合は、校園舎の被害程度を考え、関係機関と

よく連絡のうえ措置する。 

 

第２ 応急教育体制の確立 

 

１ 応急教育の実施 

(1) 学校等 

教職員及び園児・児童・生徒の被災状況や所在地を確認するとともに、教育施設の状況

を踏まえ、大阪府若しくは市と協議し、応急教育実施のための措置を講ずる。 

ア 学校施設が指定避難所として利用されている場合の市との協議 

イ 校区外に避難した児童・生徒への授業実施状況・予定等の連絡 

(2) 市 

学校が指定避難所等に指定され、長期間使用不可能と想定される場合には、他の公共施

設等の指定避難所への転用も含め関係機関と調整し、早急に授業を実施できるよう努める。 

また、児童・生徒の転校手続き等の弾力的運用を図る。 

(3) 大阪府 

児童・生徒の転校手続き等の弾力的運用を図る。 

また、必要に応じ、国及び他府県に対して、児童・生徒の受入れについて応援を要請す

る。加えて、教職員及び児童・生徒の被災状況を把握し、府立学校及び市町村に対して、

応急教育実施のための指導助言・教職員体制の確保など円滑な学校運営が確保できるよう、
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必要な措置を講ずる。 

 

第３ 学校給食の応急措置 

 

学校、大阪府及び市は、学校給食の実施に支障がある場合は、速やかに学校給食用物資の確

保、給食施設等の復旧などの措置を講ずる。 

 

第４ 教職員の確保 

 

応急教育を速やかに確立するため、大阪府と十分連絡のうえ、教職員の確保に努める。 

まず、当該学校園内で調整することとし、当該学校園内で調整できない場合は市で調整に努

め、市で調整できない場合は、大阪府に指導・助言を求める。 

 

第５ 就学援助等 

 

１ 学用品等の支給 

市は、災害救助法に基づき、災害により住家に被害を受け、学用品を失い又はき損し就学

上支障のある小学校児童・中学校生徒・高等学校等生徒に対し、被災の状況に応じて教科書

（教材を含む。）、文房具及び通学用品を支給する。 

２ 就学援助等の措置 

市は、被災により就学が困難となり、また学費の支弁が困難となった児童・生徒に対し、

就学援助費の支給について必要な措置を講ずる。 

３ 園児・児童・生徒の健康管理 

大阪府、市及び学校等は、被災園児・児童・生徒の体と心の健康管理を図るため、保健所、

子ども家庭センター等と連携を図りながら、臨時健康診断、教職員によるカウンセリング、

電話相談等を実施する。 

 

第６ 文化財の応急対策 

 

指定文化財等の所有者又は管理責任者は、被災状況を調査し、その結果を、市を経由して大

阪府に報告する。 

市は、被災文化財の被害拡大を防止するため、大阪府と協議のうえ所有者又は管理責任者に

対し、応急措置をとるよう指導・助言する。 
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第７ 応急保育 

 

１ 保育園児の安全確保 

災害が発生し又は発生するおそれがある場合には、休所、中途帰宅等適切な措置をとる。 

２ 保育施設の応急復旧 

災害により保育施設に被害を受けた場合は、速やかに応急復旧を行い、平常通り保育で

きるよう努めるものとする。 

３ 応急保育の実施場所 

(1) 応急復旧により使用可能な場合は、速やかに処理し使用するものとする。 

(2) 施設の全部又は大部分が使用できない場合は、原則として保育を中止するものとする。 

４ 応急保育の実施方法 

(1) 被災地区の保育園児には、必要に応じ臨時の健康診断を行い、健康の保持に十分注意す

るとともに、伝染病予防についても適切な指導を行うものとする。 

(2) 長期にわたって保育が不能な場合、又は被災地区における復旧作業のための保育が特に

必要とされる場合は、速やかに保育が可能となるよう努めるものとする。 

５ 給食の実施 

(1) 被害があっても、できるかぎり継続実施するよう努めるものとする。 

(2) 給食施設等の被害のため実施困難な場合は、応急措置を施し、速やかに実施できるよう

努めるものとする。 
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第15節 廃棄物の処理 
 

市は、し尿、ごみ及び災害廃棄物等について、被災地の衛生状態の保持及び復旧活動の円滑な

促進のため、適正な処理を実施する。 

 

第１ し尿処理 

 

１ 初期対応 

(1) 上水道、下水道、電力等ライフラインの被害状況と復旧見込みを勘案し、指定避難所を

はじめ被災地域におけるし尿の収集処理見込み量及び仮設トイレの必要数を把握する。 

(2) し尿処理施設の被害状況と復旧見込みを把握する。 

(3) 被災者の生活に支障が生じることのないように、高齢者、障がい者に配慮しつつ、必要

に応じて、速やかに仮設トイレやマンホールトイレを設置する。また、簡易トイレ、組立

式洋式トイレ、トイレカー、トイレトレーラー等のより快適なトイレの設置に配慮するよ

う努める。 

２ 収集体制 

(1) し尿収集については、被災地域、指定避難所、被災者収容施設、高層集合団地及び住宅

密集地を優先に行う。 

(2) 指定避難所等においてトイレに不足が生じた場合、保有又は調達した応急仮設トイレや

携帯型トイレを設置する。 

(3) し尿収集運搬許可業者に協力を要請し、し尿収集体制の確立を図る。 

３ 処理活動 

(1) 速やかに、し尿の収集処理体制を確保する。 

(2) 消毒剤、消臭剤等や散布機器を確保し、仮設トイレ等の衛生状態を保つ。 

(3) 災害の状況により市において収集、処理することが不可能である場合は、大阪府及び泉

州地域の災害時相互支援基本協定を締結している市等に対して支援要請を行う。 

 

第２ ごみ処理 

 

１ 初期対応 

(1) 指定避難所をはじめ被災地域におけるごみの収集処理見込み量を把握し、公的空地等か

ら仮置場の候補地の選定を行う。 

(2) ごみ処理施設の被害状況と復旧見込みを把握する。 

２ 処理活動 

(1) ごみ処理については、災害の発生により一時的にごみが大量発生し、又は施設の被害に
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より焼却処分が一時的に不可能になった場合は、ごみの一時集積場所を指定し、被災地か

らのごみの搬出を行う。 

※資料3-4「公的空地一覧表」 

(2) ごみの搬出方法 

ごみの搬出方法は、原則として、次のとおり行う。 

ア 生ごみ等腐敗しやすい廃棄物は、被災地における防疫上特に早急に収集する必要があ

り、廃棄物収集運搬許可業者の協力を得て最優先で収集及び搬送の体制を確立し、焼却

処理する。 

イ 障害物として道路上に排出された廃棄物は、適宜、配車された車両等で一時集積場所

に収集し搬送する。 

ウ 泉北クリーンセンター及び一時集積場所に集積されたごみについては、焼却、又は破

砕処分されて最終処分地へ搬出されるが、「建築物等解体廃棄物」については資源の再

利用を積極的に図る。 

(3) 廃棄物収集運搬許可業者に協力を要請し、ごみ収集体制を確立する。 

(4) 殺虫剤、消臭剤等及び散布機器を確保し、仮置場等における衛生状態を保つ。 

(5) 災害の状況により市において収集、処理することが不可能である場合は、大阪府及び泉

州地域の災害時相互応援協定を締結している市等に対して支援要請を行う。 

 

第３ 災害廃棄物等（津波堆積物を含む。）処理 

 

１ 初期対応 

(1) 災害廃棄物等の種類等を勘案し、発生量を把握する。 

(2) 災害廃棄物等の選別・保管・焼却等のために、長期間の仮置きが可能な場所を確保する

とともに、災害廃棄物等の最終処分までの処理ルートの確保を図る。 

２ 処理活動 

(1) 災害廃棄物等処理については、危険なもの、通行上支障のあるもの等を優先的に収集・

運搬する。 

(2) 災害廃棄物等の適正な分別・処理・処分を行うとともに、可能な限り木材やコンクリー

ト等の再生利用を行い、最終処分量の低減を図る。 

(3) アスベスト等有害な廃棄物による環境汚染の未然防止に努めるとともに、住民及び作業

者の健康管理及び安全管理に十分配慮する。 

(4) 損壊家屋の解体を実施する場合には、解体業者、産業廃棄物処理業者、建設業者等と 

連携した解体体制を整備する。 

(5) 災害の状況により市において収集、処理することが不可能である場合は、大阪府及び泉

州地域の災害時相互応援協定締結市等に対して支援要請を行う。 

(6) ボランティア、ＮＰＯ等の支援を得て災害廃棄物等の処理を進める場合には、社会福祉

協議会、ＮＰＯ等と連携し、作業実施地区や作業内容を調整、分担するなどして、効率的
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に災害廃棄物等の搬出を行う。 
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第16節 遺体対策 
 

市及び大阪府警察、堺海上保安署は、遺体対策について、必要な措置をとる。 

 

第１ 初期活動 

 

災害発生後、直ちに災害対策本部の情報等により全体の状況の把握に努めるとともに、地域

別の死者の実数はもちろんのこと、予測数もつかむ。 

また、火葬場の被害状況及び火葬場までの道路状況を調査し、把握する。 

これらを、総合的に判断して、遺体の安置、火葬体制を定める。 

 

第２ 遺体の検視等 

 

災害に関連して亡くなった可能性がある人の遺体は、警察による検視（死体調査）、医師に

よる検案を経なければ埋火葬できないことから、安易に医師の死亡診断書で遺体を埋火葬する

ことがないように留意する。また、身元不明の遺体については、大阪府警察、その他関係機関

に連絡し、その調査にあたる。 

なお、遺族が遺体対策を行うことが困難若しくは不可能である場合は、市が代わってこれを

実施する。 

１ 遺体の洗浄、消毒等の処置を行う。 

２ 遺体の火葬、遺族等に対する棺、骨つぼ等の支給など、必要な措置を講ずる。 

３ 必要に応じて民間の葬儀社と連携し、遺体の処理やドライアイス等の遺体の安置に必要な

資機材の確保、遺体保管・運搬体制の整備及び棺の確保に努める。 

４ 火葬場の耐震化、耐浪化等により、仮埋葬をしなくても済むような遺体処理対策の検討に

努める。 

 

第３ 遺体安置所の設定 

 

検案を終えた遺体については、大阪府警察等の関係機関に連絡し身元確認及び身元引受人の

調査に努めるとともに、次のとおり遺体を収容・安置する。 

１ 多数の遺体が発生した場合に備えて、被災者が避難する指定避難所以外のできるだけ堅牢

な建物で、広い場所を遺体安置所に設定するように努める。 

２ 多数の遺体が発生した場合は、遺体安置所内または近接した場所において、警察及び医師

による検視・検案を行うので警察、その他の関係機関と連携を図る。 

３ 遺体安置所には責任者を配置するほか、来訪する遺族等への対応及び衛生状態を確保する

要員、葬祭扶助等に関する相談のための福祉担当者等の配置についても検討しておく。 
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４ 警察から引継がれた遺品や遺体の着衣、携行品等については、他の遺品と混在、紛失がな

いように、散逸防止等の措置をとる。 

５ 死亡の届出義務者がいない場合や外国籍の死亡者等の死亡届の扱いについて、所管する法

務局担当者と協議、調整を行う。 

６ 停電及び断水等に備えて、非常用電源となる発電発動機及び照明器具、また、遺体を洗浄

するために大量の水が必要となることから、計画段階においてタンク車等の確保にも努める。 

７ 遺体対策に従事する職員等の精神的なケアを目的とした、カウンセラーの派遣等について

もあらかじめ検討しておく。 

 

第４ 遺体の身元確認 

 

身元不明の遺体については、大阪府警察その他関係機関に連絡して、調査を実施する等身元

確認の調査に努める。また、身元不明の遺体の着衣・所持品・人相・特徴等は保存、記録して

身元確認の照会に応じる。 

 

第５ 遺体の火葬等 

 

災害の際、死亡した者については、その遺族が火葬を行うことが困難な場合や遺族がない場

合及び引取り手がない場合は、次のとおりとする。 

 

１ 遺体処理台帳及び遺品を保存し、原則として火葬に付す。 

２ 引取り手のない遺体は、火葬後、遺骨、遺品等を市又はその他適当な施設で保存し、縁故

者が判明した場合は直ちに引き渡す。 

 

第６ 応援要請 

 

市は、自ら遺体の処理、火葬等の実施が困難な場合は、大阪府が作成する「大阪府広域火葬

計画」に基づき、大阪府に対して必要な措置を要請する。 

また、大阪府からの応援要請に応じることができる場合は、広域火葬の応援体制を整え、積

極的に対応する。 
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第17節 ボランティアの受入れ 
 

市内外から寄せられる支援申し入れに対して、関係機関は連携を密にし、適切に対処するよう

努めるものとする。 

 

第１ 災害発生時におけるボランティアの活動 

 

市、高石市社会福祉協議会、おおさか災害支援ネットワーク、ＮＰＯ・ボランティア団体等

及びその他ボランティア活動推進機関は、大阪府の「災害時におけるボランティア活動支援制

度」等を活用し、相互に協力・連携するとともに、災害中間支援組織（ＮＰＯ・ボランティア

等の活動支援やこれらの異なる組織の活動調整を行う組織）を含めた連携体制の構築を図り、

災害の状況やボランティアの活動状況等に関する最新の情報を共有する場を設置するなど、被

災者のニーズや支援活動の全体像を関係者と積極的に共有するものとする。 

また、市は、災害の状況及びボランティアの活動予定を踏まえ、片付けごみなどの収集運搬

等、被災者のニーズ等に応じた活動を行うよう努める。 

これらの取組により、連携のとれた支援活動を展開するよう努めるとともに、男女双方の視

点を考慮するなど、ボランティアの活動環境について配慮する。 

なお、大阪府社会福祉協議会は、大阪府や関係団体等と連携し、「大阪災害支援連携会議」

等を活用しながら、発災時における対応等を情報交換し、被災者ニーズ等の対応を高石市社会

福祉協議会等へフィードバックする。 

 

１ ボランティアの受入れ 

(1) 受入れ窓口の開設 

高石市社会福祉協議会は、市と連携し、災害ボランティアを迅速かつ円滑に受け入れる

ため、災害ボランティアセンターを開設する。また、被災者ニーズ等への対応を図るため、

発災時における対応等について、大阪府社会福祉協議会との情報交換に努める。 

(2) 活動拠点・情報の提供 

市は、ボランティアの受入れ、活動の調整を行う窓口となる高石市社会福祉協議会と連

携し、情報を交換し、また活動の拠点を提供する。 

(3) 災害情報の提供 

市は、災害ボランティアセンターに対して、災害の状況及び災害応急対策の実施状況等

の情報を提供すると共に、一般ボランティアが得た情報を積極的に活用する。 

(4) 受入れ方法 

受入れは、高石市社会福祉協議会の「災害時支援ボランティア登録カード」に必要事項

を記載する方法により行う。 

(5) ボランティア保険への加入 

高石市社会福祉協議会は、ボランティア活動中の事故に備え、活動参加者を必ずボラン

ティア保険に加入させる。 
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２ ボランティアの派遣調整 

(1) 個人 

本人の希望、特技、資格等により、後述の被災情報により、活動内容、派遣場所、期間

等を定め、ボランティアコーディネーターが中心になって派遣調整を行う。 

特に、18歳未満の者については保護者の承諾を得ることを原則とする。 

(2) 団体 

団体については、上記の個人と同じく、団体の希望等により、派遣先、期間等を決定す

るが、ある程度、組織的な活動が期待できることから、その内容にそった派遣調整を行う。 

(3) その他 

市外からの個人及び団体のボランティアの取扱についても、上記と同じ取扱とする。 

３ 派遣先・活動の種別 

(1) 派遣先 

ア 指定避難所 

イ 福祉避難所 

ウ 防災拠点 

エ 救護所 

オ 災害対策本部（連絡・情報収集活動等） 

カ その他 

(2) 活動内容 

ア 居住場所の確保 

指定避難所での被災者用の居住場所の確保を行う。（テント設営を含む。） 

イ 救援物資等の輸送 

救援物資集配拠点（総合体育館）から、指定避難所への輸送を行う。 

ウ 生活物資・食料等の配布 

衣類、毛布、寝具等の日常生活に関する救援物資の仕分け及び配布や被災者用の飲料

水・生活用水の配布及び食料の調整・配布等を行う。 

エ けが人、病人等への対応 

被災者の健康状態の聴取・把握及び医薬品の配布並びに病院への搬送あるいは、その

手配等を行う。 

オ 指定避難所・仮設トイレの整備 

カ 指定避難所内外及び周辺のごみの清掃 

キ 専門職ボランティアについては、専門知識・資格を考慮した活動を行う。 

４ ボランティア活動に必要な情報の収集・提供 

(1) 収集内容 

ア 指定避難所ごとの被災者数 

① 大人数（男女別）・世帯数 

② 子供数（乳児・幼児・小学生・中学生・高校生・大学生） 
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③ 高齢者数（特に要介護者数・介護の種別） 

④ 障がい者数・種別 

⑤ 病人数（特に病状別要加療者数） 

⑥ 外国人数（国別） 

イ 指定避難所の状況（建物・ガス・水道・電気・グランド等建物周辺） 

ウ 必要な衣類、毛布、寝具等の日常生活支援物資の量、食料・水の量 

エ 重傷を負ったけが人、病人、乳幼児等で緊急に治療等が必要な被災者数 

(2) 情報の提供 

最優先で求められるボランティア活動の内容、必要人員、活動拠点、活動申し込み方

法・場所等について、近隣都道府県・市町村及び報道関係機関等に協力を求め、積極的に

情報提供を行うことにより、ボランティアの確保に努める。 

 

第２ 義援金品の受付・配分 

 

市並びに高石市社会福祉協議会に寄託された被災者あての義援金品の受付、配分は次により

行う。 

 

１ 義援金 

(1) 受付 

ア 市並びに高石市社会福祉協議会などに寄託される義援金・共同募金は、あらかじめ定

めた窓口において受け付ける。 

イ 義援金の受付に際しては、受付記録を作成し、寄託者に受領書を発行する。 

(2) 配分 

ア 義援金の配分方法等については、関係する機関が協議して決定する。その際、配分方

法を工夫するなどして、出来る限り迅速な配分に努める。 

イ 市は、大阪府又は日本赤十字社等から配分を委託された義援金を配分する。 

２ 義援物資 

市は、住民・企業等が被災者のニーズに応じた義援物資の提供ができるよう、大阪府と連

携して必要とされる物資のニーズ等を把握し、的確に広報を実施するとともに、義援物資の

受付・配送体制等の整備に努める。 

(1) 市並びに高石市社会福祉協議会に寄託される義援物資は、あらかじめ定めた窓口におい

て受け付ける。 

(2) 義援物資の受付に際しては、受付記録簿を作成し、寄託者に受領書を発行する。 

(3) 義援物資の配分方法等は、関係する機関等が協議して決定する。 

(4) 配分決定に基づき、ボランティアの協働において義援物資を各指定避難所へ輸送する。 

(5) 寄託された義援物資を直ちに配分することが困難な場合は、あらかじめ定めた一時保管

場所に保管する。 
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また、義援物資の募集に際し、又は電話等により事前に義援物資の申し出があった場合は、

申し出人の善意に十分配慮し、次のことにも配慮いただくよう要請する。 

(1) 受入れ品目の限定 

ア 必要とする物資 

イ 当面必要でない物資 

(2) 義援物資送付の際の留意事項 

ア 義援物資は荷物を開閉するまでもなく物資名、数量が分かるように表示すること。 

イ 複数の品目を混載しないこと。 

ウ 近隣で協力者がある場合はその方々と連携を図り、小口での義援物資の送付等を避け

ること。 

エ 食料は腐敗のおそれがあるので、可能な限り義援金としてお願いする。 

３ 日本郵便株式会社の援護対策等 

日本郵便株式会社は、災害の態様、被災者・被災地の実情に応じ、次のとおり、郵便業務

に係る災害特別事務取扱い及び援護対策を実施する。 

(1) 被災者に対する郵便葉書等の無償交付 

被災者の安否通信等の便宜を図るため、被災地の支店、郵便局において、被災世帯に対

し、通常葉書及び郵便書簡を無償交付する。 

(2) 被災者が差し出す郵便物の料金免除 

被災者が差し出す郵便物の料金免除を実施する。 

(3) 被災地あて救助用郵便物の料金免除 

被災者の救助を行う地方公共団体、日本赤十字社、その他総務省令で定める法人又は団

体にあてた救助用の現金書留郵便物等の料金免除を実施する。 

(4) 被災者救助団体に対するお年玉付郵便葉書等寄附金の配分 

被災者の救助を行う団体が、被災者に配布する救助物資を購入するために必要な費用に

充てるため、あらかじめ当該団体からの申請に基づき、総務大臣の認可を得て、お年玉付

郵便葉書等寄附金を配分する。 

 

第３ 海外からの支援の受入れ 

 

市及び防災関係機関は、海外からの支援について、国が作成する受入れ計画に基づき、必要

な措置を講ずる。 

大阪府は、国のルート以外に、海外の自治体との地域レベルの協力体制について検討を行う。 

 

１ 国・大阪府との連絡調整 

(1) 海外からの支援の受入れは、基本的に国において推進されることから、大阪府と連携し、

国と十分な連絡調整を図りながら対応する。 

(2) 海外からの支援が予想される場合には、大阪府と連携し、あらかじめ国に、被災状況の
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概要、想定されるニーズを連絡し、また国からの照会に対して迅速に対応する。 

２ 支援の受入れ 

(1) 市は、次のことを確認のうえ、受入れの準備をする。 

ア 支援内容、到着予定日時、場所、活動日程等 

イ 被災地のニーズと受入れ体制 

(2) 市は、海外からの支援の受入れにあたっては、極力自力で活動するよう要請するが、必

要に応じて次のことを行う。 

ア 案内者、通訳等の確保 

イ 活動拠点、宿泊場所等の確保 
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第１節 気象予警報等の伝達 
 

市及び防災関係機関は、大阪管区気象台及び府から参考となる警戒レベルを附して発せられる

気象予警報等を、あらかじめ定めた経路により、関係機関及び住民へ迅速に伝達、周知するなど、

被害の未然防止及び軽減のための措置を講ずるものとする。 

 

第１ 気象予警報等 

 

１ 大阪管区気象台の発表する予警報等 

気象警報・注意報、特別警報は、市町村単位「高石市」で発表される。また、テレビ、ラ

ジオによる放送では、市町村等をまとめた地域「泉州」、一次細分区分「大阪府」、府県予

報区「大阪府」で発表されることもある。なお、気象警報等を補足する情報として、警戒レ

ベルの他、災害の危険度が高まる地域を示すなど早期より警戒を呼びかける情報や、危険度

やその切迫度を伝えるキキクル（危険度分布）等の情報が提供されることがある。 

なお、竜巻注意情報は、竜巻発生確度ナウキャストで発生確度２が現れた地域に発表して

いるほか、目撃情報が得られて竜巻等が発生するおそれが高まったと判断した場合にも発表

しており、有効期間は発表から約１時間、発表後すみやかに防災機関や報道機関へ伝達され

る。 

(1) 注意報 

気象現象等によって市域に災害が予想される場合、住民及び関係機関の注意を喚起する

ため市町村毎に注意報を発表する。 
 

種  類 発表基準等（令和6年5月23日現在） 

気象注意報 

風雪注意報 

雪を伴う強風によって災害が起こるおそれがあると予想される場

合で、具体的には次の条件に該当する場合である。 

雪を伴い平均風速が陸上で12m/s以上、海上で15m/s以上になると

予想される場合。関空島（アメダス）の観測値は15m/s を目安とす

る。 

強風注意報 

強風によって災害が起こるおそれがあると予想される場合で、具

体的には次の条件に該当する場合である。 

平均風速が陸上で12m/s以上、海上で15m/s以上になると予想され

る場合 

大雨注意報 

大雨によって災害が起こるおそれがあると予想される場合で、避難

に備えハザードマップ等により災害リスク等を再確認するなど、自ら

の避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２である。具体的には次

のいずれかの条件に該当する場合である。 

表面雨量指数基準:11 

土壌雨量指数基準:114 
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種  類 発表基準等（令和6年5月23日現在） 

大雪注意報 
大雪によって災害が起こるおそれがあると予想される場合で、具

体的には次の条件に該当する場合である。 
12時間の降雪の深さ５cm 以上と予想される場合 

濃霧注意報 
濃霧によって交通機関等に著しい支障が生じるおそれがあると予想

される場合で、具体的には次の条件に該当する場合である。 
視程が陸上100ｍ以下、海上で500ｍ以下になると予想される場合 

気象注意報 
雷注意報 落雷等により被害が予想される場合 

乾燥注意報 

空気が乾燥し火災の危険が大きいと予想される場合で、具体的に
は次の条件に該当する場合である。 

実効湿度が60％以下で、最小湿度が40％以下になると予想される
場合 

なだれ 

注意報 

なだれによって災害が起こるおそれがあると予想される場合で、
具体的には次のいずれかの条件に該当する場合である。 
①積雪の深さが20cm以上あり、降雪の深さが30cm以上になると予想

される場合 
②積雪の深さが50cm 以上あり、大阪管区気象台における最高気温が

10℃以上又はかなりの降雨が予想される場合 

着雪注意報 

着雪によって通信線や送電線等に災害が起こるおそれがあると予想
される場合で、具体的には次の条件に該当する場合である。 

24時間の降雪の深さが平地で20cm以上、山地で40cm以上あり、気
温が－２℃～＋２℃になると予想される場合 

霜注意報 
晩霜によって農作物に著しい災害が起こるおそれがあると予想さ

れる場合で、具体的には次の条件に該当する場合である。 
最低気温が４℃以下になると予想される場合 

低温注意報 
低温によって農作物等に著しい災害が起こるおそれがあると予想さ

れる場合で、具体的には次の条件に該当する場合である。 
最低気温が－５℃以下になると予想される場合 

土砂崩れ 
注意報☆ 

土砂崩れ 

注意報 
大雨、大雪等によるがけ崩れ、土石流等によって災害が起こるお

それがあると予想される場合 

高潮注意報 高潮注意報 

台風等による海面の異常上昇について注意を喚起する必要がある
場合で、具体的には表３の条件に該当する場合である。高潮警報に
切り替える可能性に言及されていない場合は、避難に備えハザード
マップ等により災害リスク等を再確認するなど、自らの避難行動の
確認が必要とされる「警戒レベル２」である。高潮警報に切り替え
る可能性が高い旨に言及されている場合は高齢者等の危険な場所か
らの避難が必要とされる「警戒レベル３」に相当。 

波浪注意報 波浪注意報 
風浪、うねり等によって災害が起こるおそれがあると予想される

場合で、具体的には次の条件に該当する場合である。 
有義波高が1.5ｍ以上になると予想される場合 

浸水注意報 

☆ 
浸水注意報 浸水によって災害が起こるおそれがあると予想される場合 
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種  類 発表基準等（令和6年5月23日現在） 

洪水注意報 洪水注意報 

洪水によって災害が起こるおそれがあると予想される場合で、避
難に備えハザードマップ等により災害リスク等を再確認するなど、
自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。具体的
には次の条件に該当する場合である。 

流域雨量指数基準：芦田川流域=4.4，王子川流域=6.4 

(2) 警報 

気象現象等によって市域に重大な災害が予想される場合、住民及び関係機関の警戒を促

すために市町村毎に警報を発表する。 
 

種  類 発 表 基 準 

気象警報 

暴風警報 

暴風によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合

で、具体的には次の条件に該当する場合である。 

平均風速が陸上で20m/s 以上、海上で25m/s 以上になると予想され

る場合 

暴風雪警報 

雪を伴う暴風によって重大な災害が起こるおそれがあると予想さ

れる場合で、具体的には次の条件に該当する場合である。 

雪を伴い平均風速が陸上で20m/s 以上、海上で25m/s 以上になると

予想される場合。関空島（アメダス）の観測値は25m/s を目安とす

る。 

大雨警報 

（浸水害） 

大雨によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合

で、高齢者等の危険な場所からの避難が必要とされる「警戒レベル

３」に相当。具体的には次の条件に該当する場合である。 

表面雨量指数基準:20 

大雪警報 

大雪によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合

で、具体的には次の条件に該当する場合である。 

12時間の降雪の深さが平地で10cm 以上と予想される場合 

土砂崩れ 

警報 ☆ 

土砂崩れ 

警  報 

大雨、大雪等によるがけ崩れ、土石流等によって重大な災害が起

こるおそれがあると予想される場合である。 

高潮警報 高潮警報 

台風や低気圧等による海面の異常上昇によって重大な災害が起こ

るおそれがあると予想される場合で、危険な場所からの全員避難が

必要とされる「警戒レベル４」に相当。 

波浪警報 波浪警報 

風浪、うねり等によって重大な災害が起こるおそれがあると予想さ

れる場合で、具体的には次の条件に該当する場合である。 

有義波高が3.0ｍ以上になると予想される場合 

洪水警報 洪水警報 

洪水によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合

で、高齢者等の危険な場所からの避難が必要とされる「警戒レベル

３」に相当。具体的には次の条件に該当する場合である。 

流域雨量指数基準：芦田川流域=5.6，王子川流域=8.1 

注１ 発表基準欄に記載した数値は、大阪府における過去の災害発生頻度と気象条件との関

係を調査して決めたものであり、気象要素によって災害発生を予想する際の概ねの目安
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である。 

注２ 注意報・警報は、その種類にかかわらず、新たな注意報・警報が行われたときに切り

換えられ、又は解除されるまで継続される。（気象庁予報警報規程第３条） 

注３ ☆印は、気象注意報・警報に含めて行う。（気象庁予報警報規程第12条） 

注４ 土壌雨量指数（大雨注意報、大雨警報）：土壌雨量指数は、降雨による土砂災害発生

の危険性を示す指標で、土壌中に貯まっている雨水の量を示す指数。解析雨量、降水短

時間予報をもとに、１km 四方の領域ごとに算出する。本市は土砂災害警戒情報の対象と

なっていないので、大雨警報の土壌雨量指数基準は設定されていない（大雨注意報には

設定されている）。 

注５ 大雨や洪水等の警報が発表された場合のテレビやラジオによる放送等では、重要な内

容を簡潔かつ効果的に伝えられるよう、「市町村名」ではなく、「市町村等をまとめた

地域の名称」や「大阪府」を用いる場合がある。 

(3) 記録的短時間大雨情報 

大雨警報発表時に、現在の降雨がその地域にとって災害の発生につながるような、稀に

しか観測しない雨量であることを知らせるために発表する。 

種  類 発 表 基 準 

記録的短時間大雨情報 

数年に一度程度しか発生しないような短時間の大雨を、観測

(地上の雨量計による観測)したり、解析(気象レーダーと地上の

雨量計を組み合わせた分析)したとき 

１時間雨量：100mm 

 

(4) 特別警報 

気象現象等によって尋常でない災害が予想される場合、住民及び関係機関の最大級の警

戒を促すために市町村毎に特別警報を発表する。 

注 表中の「数十年に一度」の現象に相当する降雨量等の客観的な指標は気象庁ホームペー

現象の種類 発 表 基 準 

大   雨 

台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想される場
合である。災害が既に発生又は切迫している状況であり、命の危険が迫っ
ているため直ちに身の安全を確保する必要があることを示す「警戒レベル
５」に相当 

暴   風 
数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により暴風が吹くと予

想される場合である。 

高   潮 

数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により高潮になると予
想される場合である。避難指示が発令されていなくてもキキクル（危険度
分布）の情報により、危険な場所からの全員避難が必要とされる「警戒レ
ベル４」に相当 

波   浪 
数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により高波になると予

想される場合である。 

暴  風  雪 
数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風が

吹くと予想される場合である。 
大   雪 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合である。 
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ジで公表する。 

(5) キキクル（大雨警報・洪水警報の危険度分布）等 

キキクル等の種類と概要 

種 類 概  要 

浸水キキクル

（大雨 警報

（浸水害）の

危険度分布） 

短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で１km 四方

の領域ごとに５段階に色分けして示す情報。１時間先までの表面雨量指数の予

測を用いて常時 10 分ごとに更新しており、大雨警報（浸水害）等が発表された

ときに、どこで危険度が高まるかを面的に確認することができる。 

洪水キキクル

（洪水警報の

危険度分布） 

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川及びその他河

川）の洪水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で河川流路を概ね１km ご

とに５段階に色分けして示す情報。３時間先までの流域雨量指数の予測を用い

て常時 10 分ごとに更新しており、洪水警報等が発表されたときに、どこで危険

度が高まるかを面的に確認することができる。 

・「災害切迫」(黒)：重大な洪水災害が切迫しているか、すでに発生している可

能性が高い状況で「警戒レベル５」に相当 

・「危険」（紫）：危険な場所からの避難が必要とされる「警戒レベル４」に

相当 

・「警戒」（赤）：高齢者等の危険な場所からの避難が必要とされる「警戒レ

ベル３」に相当 

・「注意」（黄）：避難に備えハザードマップ等により災害リスク等を再確

認するなど、自らの避難行動の確認が必要とされる「警

戒レベル２」に相当 

流域雨量指数

の予測値 

水位周知河川及びその他河川の各河川を対象として、上流域での降雨によっ

て、下流の対象地点の洪水危険度がどれだけ高まるかを示した情報。 

６時間先までの雨量分布の予測（降水短時間予報等）を取り込んで、流域に降

った雨が河川に集まり流れ下る量を計算して指数化した「流域雨量指数」につ

いて、洪水警報等の基準への到達状況に応じて危険度を色分けし時系列で表示

したものを、常時10 分ごとに更新している。 

 

(6) 気象予警報等の関係機関への伝達経路 

〔別図１－１〕の伝達経路による。 

２ 大阪府が発表する水位到達情報 

(1) 芦田川（水位周知河川）について、「氾濫注意水位（警戒水位）を超える水位であって

洪水による災害の発生を警戒すべき水位」を避難判断水位と定め、この水位及び氾濫危険

水位（水防法第13条で規定される特別警戒水位）に到達した場合には、その旨を水防管理

者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一

般に周知する。 
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発 表 情 報 発 表 基 準 

氾濫警戒情報 

（特別警戒水位到達情報） 

対象量水標（加茂）で避難判断水位 

＜0.90ｍ＞に到達した場合 

高齢者等の避難が必要とされる「警戒レベル３」に相当 

氾濫危険情報 

（特別警戒水位到達情報） 

対象量水標（加茂）で氾濫危険水位（洪水特別警戒水位） 

＜1.00ｍ＞に到達した場合 

避難が必要とされる「警戒レベル４」に相当 

氾濫発生情報 

水位周知区間で氾濫が発生した場合 

災害が既に発生している状況であり、命を守るための最善の行動を

とる必要があることを示す「警戒レベル５」に相当 

(2) 芦田川の避難判断水位（特別警戒水位）到達情報等の伝達系統 

〔別図１－２〕の伝達系統による。 

(3) 水位周知海岸（府区域内に存する海岸で高潮により相当な損害を生ずるおそれがあるも

のとして指定した海岸）について、高潮特別警戒水位に到達した場合には、その旨を水防

管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これ

を一般に周知する。 

(4) 高潮特別警戒水位到達時の関係機関への伝達系統 

〔別図１－３〕の伝達系統による。 

３ 異常現象発見時の通報 

災害が発生するおそれのある異常現象を発見したときは、次の方法により措置するものと

する。 

(1) 発見者の通報義務 

異常現象を発見した者は、直ちに市又は堺市消防局、大阪府警察若しくは堺海上保安署

に通報する。 

(2) 警察官、海上保安官の通報 

警察官又は海上保安官は、異常現象を自ら発見し、又は報告を受けたときは、市又は堺

市消防局に通報する。 

(3) 市の通報 

市が通報を受けたときは、直ちに大阪管区気象台、大阪府（本庁関係課）に通報すると

ともに、住民に対して周知徹底を図る。 

(4) 異常現象の種類 

ア 気象に関する事項 

たつ巻、強いひょう、強い突風等著しく異常な気象現象 

イ 海象に関する事項 

異常潮位、異常波浪 

ウ その他 

① 堤防の亀裂又は欠け、崩れ 

② 堤防からの越水 
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③ 堤防の天端の亀裂又は沈下 など 

４ 防災関係機関の収集伝達方法 

防災関係機関においては、前記の気象警報及び災害に関する情報の系統によって、次のよ

うに収集伝達を行うものとする。 

(1) 気象予警報等の収集 

ア 気象台の発表する気象予警報等は、大阪府防災行政無線又は大阪府防災情報システム

等を通じ速やかに収集する。 

イ 気象予警報等については、市防災行政無線により情報を伝達する。 

ウ テレビ、ラジオ放送等による気象放送により注意し、予警報等の情報収集に努める。 

エ 水防法に基づく水位の状況、異常現象発見者の通報を受けたときは、直ちに関係機関

に連絡し、速やかに応急対策を行う。 

 

第２ 住民への周知 

 

市は、市防災行政無線、広報車などを利用し、又は状況に応じて自主防災組織などの住民組

織と連携して、住民や要配慮者利用施設の施設管理者等に対して予警報を伝達するとともに、

必要に応じて予想される事態とそれに対してとるべき措置について周知する。 

特に、これまで経験したことがない規模の台風が接近している場合は、大阪府及び気象台と

情報共有・連携を密にするとともに、住民に対し、台風の状況と併せて、不要・不急の外出抑

制や身の安全確保の呼びかけに努める。周知にあたっては、要配慮者に配慮する。 

市は、避難指示等や災害発生情報が発令された際、既に周囲で水害が発生しているなど、遠

方の指定避難所等への立退き避難はかえって命に危険を及ぼしかねないと住民自身で判断した

場合には、近隣のより安全な建物等の緊急的な退避場所への避難や、屋内でもより安全な場所

へ移動する安全確保措置をとることも避難行動とすることを住民へ平時から周知しておく。 

なお、道路管理者は、降雨状況等から通行規制範囲をあらかじめ指定し、ホームページ等で

周知し、規制の基準に達した場合はできるだけ早く通行規制状況を発表する。その際、当該情

報が入手しやすいよう多様な広報媒体を活用し、日時、迂回経路等を示す。また、降雨状況の

変化に応じて規制区間の見直しを行う。 

避難情報と居住者等のとるべき行動（警戒レベルの詳細） 

警戒レベル 居住者等がとるべき行動 
行動を居住者等に

促す情報 

居住者等が自ら行動をとる際の

判断に参考となる情報 

（警戒レベル相当情報） 

警戒レベル１ 

災害への心構えを高める 

・防災気象情報等の最新情報に注

意する等、災害への心構えを高

める。 

早期注意情報 

（気象庁が発表） 
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警戒レベル 居住者等がとるべき行動 
行動を居住者等に

促す情報 

居住者等が自ら行動をとる際の

判断に参考となる情報 

（警戒レベル相当情報） 

警戒レベル２ 

自らの避難行動を確認 

・ハザードマップ等により自宅・

施設等の災害リスク、指定緊急

避難場所や避難経路、避難のタ

イミング等を再確認するととも

に、避難情報の把握手段を再確

認・注意するなど、避難に備え

自らの避難行動を確認。 

大雨・洪水・ 

高潮注意報 

（気象庁が発表） 

・氾濫注意情報 

・洪水キキクル（洪水警報の危

険度分布）（注意） 

・土砂キキクル（大雨警報（土

砂災害）の危険度分布）（注

意） 

・府が提供する土砂災害危険度

情報（注意） 

警戒レベル３ 

危険な場所から高齢者等は避難 

・高齢者等※は危険な場所から避

難（立退き避難又は屋内安全確

保）する。 

※避難を完了させるのに時間を要

する在宅又は施設利用者の高齢

者及び障がいのある人等、及び

その人の避難を支援する者 

・高齢者等以外の人も必要に応

じ、出勤等の外出を控えるなど

普段の行動を見合わせ始めた

り、避難の準備をしたり、自主

的に避難するタイミングであ

る。例えば、地域の状況に応

じ、早めの避難が望ましい場所

の居住者等は、このタイミング

で自主的に避難することが望ま

しい。 

高齢者等避難 

（市長が発令） 

・氾濫警戒情報 

・洪水警報 

・洪水キキクル（洪水警報の危

険度分布）（警戒） 

・大雨警報（土砂災害） 

・土砂キキクル（大雨警報（土

砂災害）の危険度分布）（警

戒） 

・府が提供する土砂災害危険度

情報（警戒） 

・高潮警報に切り替える可能性

に言及する高潮注意報 

警戒レベル４ 

危険な場所から全員避難 

・危険な場所から全員避難（立退

き避難又は屋内安全確保）す

る。 

避難指示 

（市長が発令） 

・氾濫危険情報 

・洪水キキクル（洪水警報の危

険度分布）（危険） 

・土砂災害警戒情報 

・土砂キキクル（大雨警報（土

砂災害）の危険度分布）（危

険） 

・府が提供する土砂災害危険度

情報（危険） 

・高潮警報 

・高潮特別警報 
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警戒レベル 居住者等がとるべき行動 
行動を居住者等に

促す情報 

居住者等が自ら行動をとる際の

判断に参考となる情報 

（警戒レベル相当情報） 

警戒レベル５ 

命の危険 直ちに安全確保 

・指定緊急避難場所等への立退き

避難することがかえって危険で

ある場合、緊急安全確保する。 

ただし、災害発生・切迫の状況

で、本行動を安全にとることが

できるとは限らず、また本行動

をとったとしても身の安全を確

保できるとは限らない。 

緊急安全確保 

（市長が発令） 

・氾濫発生情報 

・洪水キキクル（洪水警報の危

険度分布）（災害切迫） 

・（大雨特別警報（浸水害））

※１ 

・（大雨特別警報（土砂災

害））※１ 

・土砂キキクル（大雨警報（土

砂災害）の危険度分布）（災

害切迫） 

・浸水キキクル（大雨警報（浸

水害）の危険度分布）（災害

切迫） 

・高潮氾濫発生情報 

注１ 津波は突発的に発生することから、津波浸水想定等の居住者等は、地震に伴う強い揺れ又

は長時間ゆっくりとした揺れを感じた場合、気象庁の津波警報等の発表や市長の避難指示の

発令を待たずに、自主的かつ直ちに可能な限り高く安全な場所に避難する。なお、津波にお

いては基本的には「避難指示」のみが発令される。 

注２ 市長は、居住者に対して避難指示等を発令するにあたり、対象地域の適切な設定等に留意

するとともに、高齢者等避難、避難指示及び緊急安全確保を夜間に発令する可能性がある場

合には、避難行動をとりやすい時間帯の発令に努める。 

注３ 市長が発令する避難指示等は、市が総合的に判断して発令するものであることから、警戒

レベル相当情報が出されたとしても発令されないことがある。 

注４ 緊急安全確保は、令和３年災対法改正により、警戒レベル５の災害発生を確認した状況だ

けではなく、災害が切迫した状況においても発令することができるようになったことから、

※１の大雨特別警報（浸水害）及び大雨特別警報（土砂災害）は、警戒レベル５緊急安全確

保の発令基準例として用いられることとなった。 

注５ 気象庁は令和３年３月に「危険度分布」の愛称を「キキクル」に定めた。 
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〔別図１－１〕気象予警報の関係機関への伝達経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１：太線は、気象業務法に規定される伝達経路を示す。 

２：☆印は、警報のみが伝達される。 

３：放送事業者とは、朝日放送グループホールディングス株式会社、株式会社毎日放送、読売テレビ放送
株式会社、関西テレビ放送株式会社、株式会社エフエム大阪、株式会社日経ラジオ社大阪支社、株式
会社ジェイコムウエスト、株式会社テレビ岸和田、箕面 FM まちそだて放送株式会社、テレビ大阪株
式会社、株式会社 FM802（FMCO.CO.LO）の11社。 

４：報道各社とは、朝日新聞大阪本社、日本経済新聞大阪本社、読売新聞大阪本社、産業経済新聞大阪本
社、共同通信社、毎日新聞大阪本社の６社である。 

５：緊急速報メールは、気象等（大雨、防風、波浪、高潮、大雪又は暴風雪)に関する特別警報が対象市
町村に初めて発表されたときに、気象台から携帯電話事業者を通じて関係するエリアに配信される。 

６：特別警報は市町村から住民等への周知の措置が義務付けられている。（気象業務法第15条の2） 

J-ALERT 
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会
福
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・
そ
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大阪府危機管理室 

大阪府水防本部 
（大阪府河川室） 

☆西日本電信電話㈱または東日本電信電話㈱ 

堺市高石消防署 

放送事業者 

高石市 

交番・駐在所 高石警察署 大阪府警察本部 

高石市（水防団） 

堺市消防局 

別途FAXに 

よる水防連絡 

（NTTﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｱｸﾄ大阪104ｾﾝﾀ） 

報道各社 

大阪府水防関係各課・出先機関 

南海電気鉄道㈱ 

堺海上保安署 

大阪海上保安監部 

西日本旅客鉄道㈱新大阪総合指令所 

 

注３ 

注４ 

船舶 

日本放送協会大阪放送局 

消防庁 

大阪府関係出先機関等 

大阪府防災行政無線 

一斉通信伝達機関 

携帯電話事業者 注５ 

注６ 

注６ 
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〔別図１－２〕芦田川の避難判断水位（特別警戒水位）到達情報等の伝達系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※浸水想定区域内の高齢者、障がい者、乳幼児その他の防災上の配慮を有する者が利用する施設（水防法第15条） 

 

〔別図１－３〕高潮特別警戒水位到達時の関係機関への伝達系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鳳土木事務所 水防管理者（市長） 

報道機関 

大阪府危機管理室 

大阪府警察本部警備部警備課 
警備危機管理室 

大阪管区気象台 

大阪府水防本部 

（大阪府河川室） 

住
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校
・
要
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慮
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関
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施
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（
※
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大阪港湾局 
関係市町村 
水防管理者、危機管理担当者 

大阪府水防本部 

報道機関 

大阪府危機管理

大阪管区気象台 

大阪府警察本部警備部警備第二課 

関係水防事務組

関係陸上自衛隊 

近畿地方整備局 

第五管区海上保安本部 
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第２節 組織動員 
 

市及び防災関係機関は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、迅速かつ的確に、

災害の防御、被害の軽減などの災害応急対策を実施するため、必要な組織動員体制をとるととも

に災害応急対策に従事する者の安全確保に十分留意する。 

また、市は、災害情報の収集伝達及び災害応急対策の迅速かつ的確な実施に資するよう災害の

規模・状況に応じて災害現場に職員を派遣するとともに、被害が甚大かつ長期間に及ぶことや複

合的な災害が起こることを考慮した災害応急対策の支援体制を整備する。 

 

第１ 災害対策指令部 

 

危機管理監は、市域に災害の発生又は発生のおそれがあるとき、災害対策指令部体制をとり、

直ちに情報の収集・分析等の活動を行うとともに、水防団は、水防体制を整え、水防活動を行

う。 

 

１ 設置基準 

(1) 気象に関する注意報・警報が発表されたとき 

(2) 災害の発生が予想される情報を受信し危機管理課長の報告に基づき、危機管理監が必要

と認めたとき 

(3) その他、危機管理監が必要と認めたとき 

２ 閉鎖基準 

(1) 災害発生のおそれがなくなったとき 

(2) その他、指令部長（危機管理監）が認めたとき 

３ 災害対策指令部の構成 
 

指 令 部 長 危機管理監 

副 指 令 部 長 危機管理課長 

指 令 部 員 総務課長、人事課長、秘書課長、市民課長、土木管理課長、下水道課長 

４ 指令部の所掌事務 

(1) 情報の交換及び分析 

(2) 関係機関との連絡調整 

(3) 職員の警戒配備体制に関すること 

(4) 災害警戒本部体制の必要性 

(5) 災害警戒本部及び災害対策本部が設置されたときは、当該本部事務局の運営に関すること 
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第２ 災害警戒本部 

 

副市長は、小規模災害に対して、災害応急対策活動を実施するため高石市災害警戒本部を設

置する。 

 

１ 設置基準 

(1) 災害発生のおそれはあるが時間規模などの推測が困難なとき 

(2) 小規模の災害が発生したとき 

(3) その他、副市長が必要と認めたとき 

２ 閉鎖基準 

(1) 災害発生のおそれがなくなったとき 

(2) 災害応急対策が概ね完了したとき 

(3) 災害対策本部が設置されたとき 

(4) その他、災害警戒本部長が認めたとき 

３ 災害警戒本部の構成 
 

災害警戒本部長 副市長 

災害警戒副本部長 教育長、危機管理監 

災害警戒本部員 
総合政策部長、総務部長、保健福祉部長、土木部長、教育部長、 

議会事務局長 

 

４ 災害警戒本部会議 

災害警戒本部長は、所掌事務についての方針を策定し、その実施を推進するため、必要に

応じて、副本部長及び本部員等の集合を命じ本部会議を開催する。なお、災害警戒本部長は、

災害対策指令部員を出席させることができる。 

５ 災害警戒本部の所掌事務 

(1) 緊急に実施を必要とする災害応急対策に関すること 

(2) 情報の収集分析、伝達に関すること 

(3) 職員の動員体制に関すること 

(4) 災害対策本部体制の必要性に関すること 

(5) 防災関係機関との連絡に関すること 

(6) 災害警戒本部の閉鎖に関すること 

(7) 必要な物品、資機材等の購入に関すること 

(8) その他 
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６ 災害警戒本部事務局 

災害警戒本部の所掌事務を処理するため災害警戒本部事務局を設置する。 

事務局は、危機管理課におき、局員は本部会議で決定された事項、本部の庶務及び本部の

所掌事務の補助作業を行う。 

７ 機構及び事務分掌 

災害警戒本部体制による災害応急対策等については、高石市災害対策本部事務分掌に準じ

て行うものとする。 

※資料1-5「高石市災害対策本部事務分掌」 

 

第３ 災害対策本部 

 

市長は、次の設置基準に該当する場合に高石市災害対策本部を設置する。 

 

１ 設置基準 

(1) 市域において中規模又は大規模な災害が発生したときまたは発生のおそれがあるとき 

(2) その他、市長が必要と認めたとき 

２ 閉鎖基準 

(1) 災害の危険が解消したと本部長が認めるとき 

(2) 災害応急対策が概ね完了したと本部長が認めるとき 

(3) その他、本部長が設置の必要がなくなったと認めるとき 

３ 災害対策本部の構成 
 

災害対策本部長 市長 

災害対策本部副本部長 副市長、教育長、危機管理監 

災害対策本部員 
総合政策部長、総務部長、保健福祉部長、土木部長、 

教育部長、議会事務局長、堺市高石消防署長、高石市消防団長 

４ 所掌事務 

高石市災害対策本部における本部及び各部の所掌事務は、次のとおりとする。 

〔本部〕 

(1) 情報の収集分析、伝達に関すること 

(2) 職員の動員体制に関すること 

(3) 自衛隊等関係機関に対する応援の要請に関すること 

(4) 市民の避難誘導の決定に関すること 

(5) 地区防災拠点の開設に関すること 

(6) 指定避難所の開設に関すること 
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(7) 避難指示等に関すること 

(8) 大阪府が現地災害対策本部を設置した場合その連絡に関すること 

(9) 災害救助法の適用申請に関すること 

(10) その他災害に関する重要事項に関すること 

〔各部〕 

各部の所掌事務は、本部事務分掌による。 

※資料1-5「高石市災害対策本部事務分掌」 

５ 災害対策本部会議の開催及び決定事項の通知 

本部長は、情報の分析、実施すべき災害応急対策の検討及び配備指令等を行うため、必要

に応じて、副本部長及び本部員の集合を命じ本部会議を開催する。なお、本部長は、災害対

策指令部員を出席させることができる。 

又、災害対策本部会議での決定事項のうち防災関係機関及び職員に通知又は周知する必要

があると認めるときは、速やかに連絡し周知徹底を図る。 

６ 災害対策本部事務局 

災害対策本部会議の災害応急対策を円滑に実施するため、災害対策本部事務局を設置する。 

事務局は、危機管理課におき局員は本部会議で決定された事項、本部の庶務及び本部の所

掌事務の補助作業を行う。 

７ 本部長の代理 

市長に事故あるとき又は欠けたときの本部長の代理は、副市長、教育長、危機管理監の順

とする。 

８ 本部設置又は閉鎖の通知 

市長は、本部を設置し、又は閉鎖したときは速やかに知事に通知するとともに公表する。 

また、本部入口に「高石市災害対策本部」の標識板等を掲げ、内外にその設置を宣言する

とともに、その所在を明らかにする。 

９ 大阪府現地災害対策本部との連携 

災害対策本部は、災害の状況に応じ設置される大阪府現地災害対策本部との連携・連絡体

制を確保する。 

10 現地災害対策本部の設置 

本部長は、災害応急対策を局地的又は特定地域を重点的に実施する必要がある場合、現地

災害対策本部を設置する。 

現地災害対策本部は、本部長が指示する業務内容に応じて必要な人材を確保し、弾力的に

構成する。 
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第４ 職員動員計画 

 

災害の規模により、必要な職員の動員計画・配備体制を定める。 

所属長は、あらかじめ災害の状況に応じた動員計画を定め、市長に報告しなければならない。 

また、所属職員に対し、動員計画を周知し、速やかに応急対策活動がとれるようにしておか

なければならない。 

職員は、本計画で定める任務分担に応じて、自らの役割を理解し、速やかに応急対策活動を

実施できるようにする。 

※資料1-6「動員体制別職員動員計画表」 

 

１ 職員の動員体制 

災害が発生した場合又は災害が発生するおそれがある場合は、災害の規模に応じ、次の配

備区分により、あらかじめ指定された場所に参集する。 

 

指令 配 備 時 期 動 員 体 制 

事前 

配備 

1.災害発生のおそれがある気象予

警報等により通信活動の必要が

あるとき 

1.通信情報活動を実施する体制 

2.事態の推移に伴い、速やかに高次の体制に移

行しうる態勢とする。 

警 

戒 

配 

備 

第 

１ 

号 

1.災害発生のおそれがあるが時

間、規模等の推測が困難なとき 

 

 

 

1.災害の発生を防御するため通信情報活動を実

施し、物資、資機材の点検整備及び災害に対

する警戒を行う。 

2.事態の推移に伴い、速やかに高次の体制に移

行しうる態勢とする。 

第 

２

号 

1.小規模な災害が発生したとき又

は、発生のおそれがあるとき 

 

 

 

1.突発的災害に対し小規模な応急措置をとり、

救助活動及び情報収集、広報活動等が円滑に

実施できる態勢とする。 

2.事態の推移に伴い、速やかに非常配備第１号

体制に移行しうる態勢とする。 

 

 

 

非 

常 

配 

備 

第

１

号 

1.中規模の災害が発生したとき又

は、発生するおそれがあるとき 

 

 

 

 

1.数地域についての救助・救援活動を行い又、

その他の地域に災害が拡大するのを防止する

ための応急対策活動及び復旧対策活動に対処

できる態勢とする。 

2.事態の推移に伴い、速やかに非常配備第２号

体制に移行しうる態勢とする。 

第

２

号 

1.大規模な災害が発生したとき又

は、発生するおそれがあるとき 

2.その他必要により市長が当該配

備を指令するとき 

1.市の全力を挙げて災害応急対策等を実施する

態勢とする。 

 

 

２ 動員の指令・伝達 

動員の指令は、本部長が各部長に行う。ただし、特定の部及び班に対して異なる指令を行
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うことができるものとする。 

(1) 勤務時間内における指令の伝達 

勤務時間内において指令が発せられたときは、各部長から班長、班長から所属職員へ伝

達するとともに、必要に応じ、庁内放送、電話等により速やかにその旨を周知する。 

(2) 勤務時間外における指令の伝達 

勤務時間外において動員指令が発せられたときは、各部及び班において定める伝達方法

による。 

３ 動員報告 

各班長は、職員の参集状況を記録し、その累計を各部長を通じて人事班に報告する。人事

班長は、職員の参集状況を取りまとめ、総合政策部長を通じて、本部長に報告する。 

※資料1-6「動員体制別職員動員計画表」 

 

第５ 防災関係機関の動員配備体制 

 

防災関係機関は、法令又はそれぞれの作成する防災業務計画に基づき各災害対策本部を設置

し、業務を的確かつ円滑に実施するよう、その職員の動員配備を行う。 

 

第６ 応援派遣職員の環境整備・装備等の充実 

 

市は、広域応援等の要請に応じ、応援職員を派遣するにあたり、環境整備・装備等の充実に

向け、次の事項に留意するよう努める。なお、その際は、男女ともに活動することに配慮する。

また、府内市町村間で派遣を実施する場合も同様とする。 

(1) 応援派遣職員等の宿泊場所の確保 

(2) テントや間仕切り等、感染症対策とプライバシーに配慮した適切な空間の確保に向けた

資機材の配備 

(3) 感染症対策のため、応援派遣職員の健康管理やマスク着用等の徹底 

(4) 衛星通信機器等、その他、応援派遣職員等の円滑な執務に向けた資機材の確保 

(5) テレビ会議などを活用した応援派遣職員と府との円滑な連携 

(6) 応援派遣職員間での適切な引継ぎ等、情報共有体制の確保 

(7) 帰阪後の産業医面談等、応援派遣職員の身体的・精神的負担への配慮 
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第３節 警戒活動 
 

市及び防災関係機関は、災害の発生に備え、警戒活動を行うものとする。 

 

第１ 気象観測情報の収集伝達 

 

市及び大阪府は、連携して正確な気象情報を収集、把握し、状況に応じた警戒体制をとる。 

 

１ 雨量 

水防管理者（市長）は、気象状況により相当の降雨があると認めたときは、気象通報及び

各河川上流の雨量等により常に的確な気象状況の把握に努めなければならない。 

２ 河川水位 

水防管理者（市長）は、気象等の状況から洪水のおそれを察知したときは、所轄の現地指

導班長（大阪府）及び他の水防管理者へ通報する。 

現地指導班長（大阪府）は、府管理の量水標の水位が通報事項の各項に定めるところによ

り、水防本部（大阪府）に通報すると共に、状況に応じて府観測の水位を関係水防管理団体

に通報する。 

(1) 通報事項 

ア 水防団待機水位（通報水位）に達したとき 

イ 氾濫注意水位（警戒水位）に達したとき及び下回ったとき 

ウ 避難判断水位に達したとき及び下回ったとき 

エ 氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）に達したとき 

オ 水防団待機水位（通報水位）を下回ったとき 

 

市内量水標設置位置等 

河川名 通報水位 警戒水位 
避難判断 
水    位 

氾濫危険 
水  位 

量水標 
位  置 

観測者 
量水標 
零線高 

芦田川 0.550ｍ 0.800ｍ 0.900ｍ 1.000ｍ 
芦田川 

加茂2丁目 
鳳土木 
事務所 

O.P.(＋) 
4.130ｍ 

３ 潮位 

(1) 水防管理者は、気象等の状況から高潮のおそれを察知したとき、又は気象予警報、高潮

予警報を受けたときは、風向・風速、潮位・波高等を所轄の現地指導班長（大阪府）に連

絡する。 

(2) 現地指導班長（大阪府）は、水防管理団体から潮位等の通報を受けたとき、又は高潮の

おそれがあると判断したときは、通報事項の各項に定めるところにより、水防本部（大阪

府）に報告するとともに、状況に応じて大阪府の観測潮位を関係水防管理者に通報する。 
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(3) 通報事項 

ア 潮位及び堤防天端高との関係 

イ 潮位偏差（平常時のその時間の推定潮位と観測潮位との差） 

(4) 警戒潮位 

名  称 開閉水位の基準 備  考 

芦田川水門 O.P.(＋) 2.20ｍ 操作責任者：高石市長 

王子川水門 O.P.(＋) 2.20ｍ 操作責任者：高石市長 

４ 情報交換の徹底 

市、防災関係機関及び水防管理者は、気象観測情報等の交換など相互連絡に努める。 

 

第２ 水防警報 

 

知事が指定する河川、海岸において、洪水又は高潮による災害の発生が予想される場合、知

事は、水防活動を必要とする旨の警報を発表する。（水防法第16条第１項） 

 

１ 知事が発令する水防警報 

知事が指定する河川及び海岸において、洪水又は高潮が生じるおそれがあると認められる

場合は、現地指導班長（大阪府）は、直ちに水防警報を発し、関係水防管理者に通知すると

ともに、水防本部に通知する。 

２ 関係機関への伝達経路 

〔別図１－４〕の伝達経路による。 

３ 警報発表の時期 

水防警報発表の段階 

種類 内  容 発表時間 

第１ 待機 
水防団員の足留めを行うことを目的とし、主

として気象予報に基づいて行う。 
 

第２ 準備 

水防資器材の整備点検、水こう門等開閉鎖準

備、巡視、幹部の出動等に対するもので主とし

て上流の雨量又は水位に基づいて行う。 

 

第３ 出動 
水防団員の出動の必要を警告して行うもの

で、上流の雨量又は水位に基づいて行う。 
 

第４ 解除 水防活動の終了に関するもの。 

氾濫注意水位（警戒水

位）を下回り水防の必要が

なくなったとき 
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水防警報発令の時期 

種 別 大阪府知事指定 

発表者 鳳土木事務所長 大阪港湾局長 

河川名 
芦田川 泉北海岸 

洪 水 高  潮 

待 機 － － 

準 備 

水防団待機水位（通報水位）に

達したとき（ただし、降雨が全く

無く、感潮による影響のみの場合

は別途判断する） 

潮位がOP+2.0ｍに達し、なお著しく上

昇のおそれがあり、かつ出動の必要が予

想されるとき 

 

出 動 

① 氾濫注意水位（警戒水位）に

達したとき 

② 氾濫注意水位（警戒水位）に

近づき、達するおそれがあると

き、あるいは、超えることが予

想されるとき 

 

 

 

・高潮注意報が発表されたとき 

・台風が岡山以東、大阪湾内を通過する

とき 

・台風等の接近により、大阪湾において

風速15m/s以上の南ないし西よりの風が

吹き、同時に満潮時になるとき 

・津波予報が発表されたとき 

・その他堤防の漏水、決壊等の危険を感

知したとき 

解 除 

水位が氾濫注意水位（警戒水

位）以下になり水防活動を必要と

しなくなったとき 

同  左 

準備解除 

水防団待機水位（通報水位）を

下回ったとき、又は、水防団待機

水位（通報水位）を上回っている

状況で大雨（洪水）注意報が解除

されたとき 

－ 

 

第３ 水防活動 

 

市及び大阪府は、市域において洪水、雨水出水、津波又は高潮による災害の発生が予想され

る場合には、迅速に水防活動を実施する。 

 

１ 高石市水防団 

(1) 水防区域の監視、警戒及び水防施設の管理者への連絡、通報を行う。 

(2) 重要箇所を中心に巡回し、異常を発見したときは直ちに水防作業を開始するとともに所

轄の現地指導班長（大阪府）に報告する。 

ア 堤防の亀裂、欠け・崩れ、沈下等 

イ 堤防からの越水状況 

ウ 樋門の水漏れ 

エ 橋りょう等構造物の異常 

オ ため池の流入水・放出水の状況、付近の山崩れなど 
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(3) 水防に必要な資機材の点検整備を実施する。 

(4) 防潮扉等の遅滞のない操作を行う。 

(5) 高石市災害対策本部または高石市災害警戒本部が設置された場合は、同本部のもと水防

活動を実施する。 

(6) 水防団は「高石市水防非常勤務要領」及び「高石市の水防活動に関する協定書」に基づ

き、各防災関係機関及び堺市消防局と協力のもと、広報活動等、迅速な水防活動を実施す

る。 

(7) 必要に応じて、委任した民間事業者により水防活動を実施する。 

２ 大阪府水防本部 

水防管理団体が行う水防活動が十分に行われるよう、情報の連絡調整及び技術的な援助を

行う。 

３ 防潮扉等の管理者、操作担当者等 

(1) 気象予警報を入手したときは、水位の変動を監視し、的確に防潮扉等の開閉を行う。 

(2) 水位の変動があったときは、水位の変動状況、措置状況等を速やかに関係機関に通報す

る。 

 

〔別図１－４〕 水防警報の関係機関への伝達経路 

 

○ 知事が発表する水防警報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪府警察本部警備部 
警備課警備危機管理室 

鳳土木事務所 

大阪港湾局 

大阪府水防本部 
（大阪府河川室） 

大阪府災害対策本部 
（大阪府危機管理室） 

高石市水防団 

水門等管理者 

関係各警察署 
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第４ ライフライン・交通等警戒活動 

 

ライフライン、放送、交通に関わる事業者は、豪雨、暴風等によって起こる災害に備える。 

 

１ ライフライン事業者 

気象情報等の収集に努め、必要に応じて警備警戒体制をとる。 

(1) 上水道（大阪広域水道企業団）、下水道（市） 

ア 応急対策要員の確保（待機及び非常呼集体制の確立） 

イ 応急対策用資機材の確保 

(2) 電力（関西電力株式会社、関西電力送配電株式会社） 

ア 応急対策要員の確保（待機及び非常呼集体制の確立） 

イ 応急対策用資機材の確保 

(3) ガス（大阪ガス株式会社、大阪ガスネットワーク株式会社） 

ア 応急対策要員の確保（待機及び非常呼集体制の確立） 

イ 応急対策用資機材の点検、整備、確保 

ウ ガス製造設備、主要供給路線、橋りょう架管等の巡回点検 

(4) 電気通信（西日本電信電話株式会社等） 

ア 情報連絡用回線の作成及び情報連絡員の配置 

イ 異常事態の発生に備えた監視要員又は防災上必要な要員の措置 

ウ 重要回線、設備の把握及び各種措置計画の点検等の実施 

エ 災害対策用機器の点検、出動準備又は非常配置及び電源設備に対する必要な措置の実

施 

オ 防災のために必要な工事用車両、資機材の準備 

カ 電気通信設備等に対する必要な防護措置 

キ その他安全上必要な措置 

２ 放送事業者（日本放送協会、民間放送事業者） 

気象情報等の収集に努める。 

(1) 電源設備、給排水設備の整備、点検 

(2) 中継・連絡回線の確保 

(3) 放送設備・空中線の点検 

(4) 緊急放送の準備 

３ 交通施設管理者 

気象情報等の収集に努め、必要に応じ警備警戒体制をとるとともに、施設設備の点検及び

利用者の混乱を防止するため適切な措置を講ずる。 

(1) 鉄道施設（西日本旅客鉄道株式会社、南海電気鉄道株式会社） 

ア 定められた基準により、列車の緊急停止、運転の見合せ若しくは速度制限を行う。 
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イ 適切な車内放送、駅構内放送を行い、必要に応じて利用者を安全な場所へ避難誘導す

る。 

(2) 道路施設（市、大阪府、近畿地方整備局、阪神高速道路株式会社、西日本高速道路株式

会社） 

ア 定められた基準により、通行の禁止、制限若しくは速度規制を行う。 

イ 交通の混乱を防止するため、迂回、誘導等適切な措置を講ずる。 

(3) 港湾、漁港施設（市、大阪港湾局） 

ア 施設に被害が生じるおそれがある場合は、供用の一時停止等の措置を講ずる。 

イ 適切な情報提供を行い、必要に応じて利用者を安全な場所へ避難誘導する。 

 

第５ 在港船舶避難活動 

 

関係機関は、連携して、暴風、波浪等による船舶の座礁・遭難事故に備える。 

 

１ 堺海上保安署 

在港中の船舶を河川又は港外の安全な場所に待避させ、船舶の安全を図るとともに、船舶

による港湾施設の損壊を未然に防止する。 

(1) 避難の要否、勧告の時期等は、大阪港海難防止対策委員会の具申等に基づき決定する。 

(2) 避難勧告 

電話・ファクシミリによる連絡、無線通信、ラジオ放送、巡視船艇によるサイレンの吹

鳴、避難勧告文書の交付などの方法で周知する。 

(3) 避難要領 

ア 小型船舶は、河川、運河等の安全な場所に避難させる。 

イ 大型船舶は、港外へ避難させる。 

ウ 水先人、ひき船等を必要とする船舶は、関係者が協議のうえ、沖出し順序を決定する。 

(4) 緊急時の措置 

事態が急迫し、関係機関と協議のいとまがないとき、又は市長から要求のあったときは、

状況を適切に判断して避難の指示を行う。 

２ 大阪府警察 

大阪港海難防止対策委員会その他関係機関と連携して、船舶に対する避難の勧告、指示の

伝達及び避難に伴う必要な誘導を行う。 

 

第６ 物資等の事前状況確認 

 

大規模な災害発生のおそれがある場合、市は大阪府と連携して、事前に物資調達・輸送調整

等支援システムを用いて備蓄状況の確認を行うとともに、あらかじめ登録されている物資の輸



第１章 災害警戒期の活動 

第３節 警戒活動 

290 

送拠点を速やかに開設できるよう、物資の輸送拠点の管理者の連絡先や開設手続を関係者間で

共有するなど、備蓄物資の提供を含め、速やかな物資支援のための準備に努める。 

また、電気事業者等は、それぞれが所有する電源車、発電機等の現在時点の配備状況等を確

認の上、リスト化するよう努めるものとする。 
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第４節 避難誘導 
 

災害から住民の安全を確保するため、防災関係機関は相互に連携し、避難指示等の発令及び避

難誘導等に必要な措置を講じるとともに、避難を必要とする住民を収容するため、指定避難所を

開設する。 

その際、市は、危険の切迫性・地域の特性等に応じて避難指示等の伝達文の内容を工夫するこ

と、その対象者を明確にすること、避難指示等に対応する警戒レベルを明確にして、対象者ごと

にとるべき避難行動がわかるように伝達することなどにより、住民の積極的な避難行動の喚起に

努めるとともに、自らが定める「高石市避難行動要支援者支援プラン」等に沿った避難行動要支

援者に対する避難支援に努める。 

 

第１ 高齢者等避難の指示 

 

市長は、河川で避難判断水位及びため池で警戒水位に達し、海岸では台風が大阪湾に接近し、

風速が20ｍに達するなど洪水又は高潮により被害が発生するおそれがある場合、又は市長は、

「避難情報の判断・伝達マニュアル」等に定める基準を超過した場合は、その必要な地域の住

民に対し、広報車等により高齢者等避難を発令・伝達する。 

 

第２ 避難情報及び災害発生情報 

 

市長は、大雨に起因して発生する浸水災害、氾濫災害等の『大雨災害』が発生するおそれが

予測された時には、「『大雨災害』に備えた避難行動・対策について」（平成22年10月 大阪

府危機管理室・河川室）を踏まえて作成する「避難情報の判断・伝達マニュアル（大雨災害

編）」に則して高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保（以下、「避難指示等」という。）を

発令する。避難指示等の発令に当たっては、必要に応じて、気象防災アドバイザー等の専門家

の技術的な助言等を活用し、適切に判断を行う。また、住民が自らの判断で避難行動をとるこ

とができるよう、避難指示等は、災害種別ごとに避難行動が必要な地域を示して発令するとと

もに、避難指示等に対応する警戒レベルを明確にして対象者ごとに警戒レベルに対応したとる

べき避難行動がわかるように伝達する。 

また、大阪府は、時機を失することなく避難指示等が発令されるよう、市に積極的に助言す

る。 

 

１ 避難指示等 

(1)高齢者等避難 

市長は、避難の準備を求める場合及び避難支援者に支援行動の準備を求める場合に高齢

者等避難を出す。 
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また、高齢者等以外の者に対して、必要に応じて、普段の行動を見合わせ始めることや

自主的な避難を呼びかける必要がある。 

(2) 緊急安全確保、避難指示 

市長は、住民の生命又は身体を災害から保護し、及び被害の拡大を防止するため特に必

要があると認める場合は、避難のための立ち退きを指示する。 

また、避難のための立退きを行うことにより、かえって人の生命又は身体に危険が及ぶ

おそれがあると認めるときは、必要と認める地域の必要と認める居住者に対し、高所への

移動、近くの堅固な建物への退避、屋内での待避その他の屋内における避難のための安全

確保に関する緊急安全確保措置を指示するよう努める。これらの措置を講じた場合は、速

やかに大阪府知事に報告する。 

２ 避難指示 

実 施 者 措置 災害の種類 要 件 根拠法令等 

市 長 指示 災害全般 

住民の生命又は身体を災害から保護

し、及び災害の拡大を防止するため特

に必要があると認める場合 

災害対策基本法 

第60条第１項 

市 長 

「屋内での

待避等の安

全確保措

置」の指示 

災害全般 

避難のための立退きを行うことによ

りかえって人の生命又は身体に危険が

及ぶおそれがあると認めるとき 

災害対策基本法 

第60条第３項 

知 事 指示 災害全般 

市が全部又は大部分の事務を行うこ

とができなくなったとき、市長の実施

すべき措置の全部又は一部を市長に代

わって行う。 

災害対策基本法 

第60条第６項 

知事又は 
その命を 

受けた職員 
指示 

洪水 

高潮の氾濫 

洪水又は高潮の氾濫により著しい危

険が切迫していると認められるとき 
水防法第29条 

地すべり 
地すべりにより著しい危険が切迫し

ていると認められるとき 

地すべり等防

止法第25条 

警 察 官 

海上保安官 
指示 災害全般 

市長による避難のための立ち退き、

若しくは緊急安全措置を指示をするこ

とができないと認めるとき、又は市長

から要求があったとき 

災害対策基本法 

第61条第１項 

人命若しくは身体に危険を及ぼし、

又は財産に重大な損害を及ぼすおそれ

のある天災等危険な事態がある場合 

警察官職務執

行法第４条 

自 衛 官 指示 災害全般 
災害の状況により特に急を要する場

合で、警察官がその場にいない場合 

自衛隊法 

第94条第１項 

水防管理者 指示 
洪水 

高潮の氾濫 

洪水又は高潮の氾濫により著しい危

険が切迫していると認められるとき 
水防法第29条 

※市長は、避難のための立退きを指示しようとする場合等において、必要があると認めるときは、

指定行政機関の長・指定地方行政機関の長・知事に対し、指示に関する事項について、助言を

求めることとし、迅速に対応できるよう、あらかじめ連絡調整窓口、連絡の方法を取り決め、
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連絡先の共有を徹底しておくなど、必要な準備を整えておく。 

※また、躊躇なく避難指示等を発令できるよう、平常時から災害時における優先すべき業務を絞

り込むとともに、当該業務を遂行するための役割を分担するなど、全庁をあげた体制の構築に

努める。 

※助言を求められた指定行政機関の長・指定地方行政機関の長・知事は、避難指示の対象地域、

判断時期等、所掌事務に関し、必要な助言を行う。 

※避難指示等の解除にあたっては、十分に安全性の確認に努める。 

３ 住民への周知 

市長は、避難指示等の発令にあたっては、避難指示が出された地域名、避難先及び避難理

由等を示し、防災行政無線、広報車、Ｌアラート（災害情報共有システム）、携帯メール、

緊急速報メールなどにより周知徹底を図るとともに、周知にあたっては、避難行動要支援者

に配慮したものとする。 

また、市及び事業者は、避難者等のニーズを十分把握するとともに相互に連絡をとりあい、

放送事業者を含めた関係者間で連携を行うことで、避難者等に役立つ的確な情報を提供でき

るように努める。 

４ 避難路の確保 

市、大阪府、大阪府警察及び道路管理者は、住民の安全のために避難路の確保に努める。 

※資料3-5「指定緊急避難場所・指定避難所一覧」 

 

第３ 避難者の誘導 

 

１ 市 

避難誘導にあたっては、指定緊急避難場所、避難路、浸水想定区域等、災害の概要その他

避難に資する情報の提供に努める。 

住民の避難誘導に際し、大阪府警察の協力を得るとともに、消防団や自主防災組織、自治

会、民生委員等の住民組織等と連携して、できるだけ集団避難を行わせる。また、高石市避

難行動要支援者支援プランに即して、避難行動要支援者の確認と誘導に配慮する。 

なお、自主防災組織や事業所等は連携・協力して、市の個別避難計画や地域による地区防

災計画に基づき、避難行動要支援者の避難支援を行うよう努める。 

２ 学校、病院等の施設管理者 

学校、病院、社会福祉施設等、多数の者が利用する施設の管理者は、施設内の利用者等を

安全に避難させるため、避難誘導を行う。 

 

第４ 広域避難 

 

１ 大阪府内市町村間の広域避難の協議等 

市は、災害の予測規模、避難者数等にかんがみ、市域外への広域的な避難、指定福祉避難
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所を含む指定避難所及び指定緊急避難場所の提供が必要であると判断した場合において、大

阪府内の他の市町村への受入れについては当該市町村に直接協議する。 

なお、指定避難所及び指定緊急避難場所を指定する際には、併せて広域避難の用にも供す

ることについても定めるなど、他の市町村からの避難者を受け入れることができる施設等を

あらかじめ決定しておくよう努める。 

２ 他府県外の広域避難の協議等 

市は、他府県の市町村への受入れについては、大阪府に対し他府県との協議を求めるほか、

事態に照らし緊急を要すると認めるときは、大阪府知事に報告したうえで、市が他府県の市

町村に協議することができる。また、必要に応じて、大阪府から助言を受けることができる。 

 

第５ 警戒区域の設定 

 

住民の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときには、警戒

区域を設定し、当該区域への立ち入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去

を命ずる。 

 

１ 警戒区域の設定 

発 令 者 種 類 「警戒区域」を設定する要件 根 拠 法 令 

市 長 災害全般 
住民の生命、身体に対する危険を防止する

ために特に必要があると認められるとき。 

災害対策基本法 

第63条第１項 

警 察 官 

海上保安官 
災害全般 

市長から要求があったとき。 

市長（権限の委任を受けた市の職員を含

む）が現場にいないとき 

災害対策基本法 

第63条第２項 

知   事 災害全般 

市町村が全部又は大部分の事務を行うこと

ができなくなったときは市長が実施すべきこ

の災害応急対策の全部又は一部を代行する。 

災害対策基本法 

第73条第１項 

消 防 吏 員 

消 防 団 員 

災害全般

(水災を除く) 

火災や他の災害（ただし、水災を除く）の

現場等において、消防警戒区域を設定する。 

消防法第28条第１項 

消防法第36条第８項 

警 察 官 
災害全般 

(水災を除く) 

消防吏員又は消防団員が火災や他の災害

（ただし、水災を除く）の現場にいないとき

又は消防吏員又は消防団員の要求があったと

きは消防警戒区域の設定等を行うことができ

る。 

消防法第28条第２項 

消防法36条第８項 

消防長又は 

消 防 署 長 
火 災 

ガス、火薬又は、危険物の漏えい、飛散、

流出等の事故が発生した場合において、当該

事故により火災が発生するおそれが著しく大

であり、かつ、火災が発生したならば、人命

又は財産に著しい被害を与えるおそれがある

と認められるときは、火災警戒区域を設定す

る。 

消防法 

第23条の２第１項 
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発 令 者 種 類 「警戒区域」を設定する要件 根 拠 法 令 

警 察 署 長 火 災 

消防長若しくは消防署長又はその委任を受

けた消防吏員若しくは消防団員が現場にいな

いとき、又は消防長若しくは消防署長から要

求があった場合は火災警戒区域の設定等を行

うことができる。 

消防法 

第23条の２第２項 

災害派遣を 

命ぜられた 

部隊等の 

自衛官 

 

災害全般 

災害派遣を命ぜられた部隊の自衛官は、市

長その他職権を行うことができる者がその場

にいない場合 

災害対策基本法 

第63条第３項 

水防団長、 

水防団員 

若しくは 

消防機関 

に属する者 

洪 水 水防上緊急の必要がある場合 水防法第21条第１項 

警  察  官 洪 水 

水防団長、水防団員、消防機関に属する者が

いないとき、又はこれらの者の要求があった

とき 

水防法第21条第２項 

２ 規制の内容及び実施方法 

市長等は、警戒区域を設定したときは、退去の確認または立ち入り禁止の措置を講ずると

ともに、大阪府警察の協力を得て、可能な限り防犯等のためのパトロールを実施する。 

 

第６ 指定避難所の開設及び運営等 

 

市は、災害の規模にかんがみ、必要な避難所を可能な限り当初から開設するよう努める。

ただし、指定避難所だけでは施設が量的に不足する場合には、ホテル等の活用も含め、可能

な限り多くの避難所を開設し、大阪府に開設状況を報告するとともに、ホームページやＳＮ

Ｓ等の多様な手段を活用して、避難所の開設状況や混雑状況を市民等に周知する。 

 

１ 市長は、避難が必要と判断した場合は、安全な避難路、指定緊急避難場所又は指定避難所

を指定し、周知する。また、必要に応じて、福祉避難所を開設する。 

２ 指定避難所を開設した場合は、速やかに指定避難所へ担当職員を派遣し、「指定避難所開

設運営マニュアル」に基づき指定避難所を開設する。また、関係機関等による支援が円滑に

講じられるよう、指定避難所の開設状況等を適切に大阪府に報告し、情報の共有に努める。 

３ 指定避難所を開設する場合には、あらかじめ施設の安全性を確認するとともに、避難行動

要支援者に配慮し、被災地以外の地域にあるものも含め、ホテル等を実質的に福祉避難所と

して開設するよう努める。 

４ 指定避難所への被災者受入れの際、避難したホームレスについても、住民票の有無等に関

わらず適切に受け入れられるよう、地域の実情や他の避難者の心情等について勘案し、関係

機関や団体などとも連携を図りながら受け入れに努める。 
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５ 指定避難所に家庭動物と同行避難した被災者についても適切に受け入れるとともに、避難

所等における家庭動物の受入状況を含む避難状況等の把握に努める。 

６ 指定避難所の運営は、避難者による自主的な運営を促すとともに、指定避難所担当職員は、

災害対策本部の統括のもと、自主防災組織などと連携して指定避難所の円滑な運営に努める。

運営の詳細については、指定避難所ごとに策定した「指定避難所開設運営マニュアル（運用

編）」による。 

７ 市は、指定避難所の運営に関しては役割分担を明確化し、避難者に過度の負担がかからな

いよう配慮しつつ、避難者が相互に助け合う自治的な組織が主体的に関与する運営に早期に

移行できるよう、その立ち上げを支援し、この際、避難生活支援に関する知見やノウハウを

有する地域の人材に対して協力を求めるなど、地域全体で避難者を支えることができるよう

留意する。 

※資料3-5「指定緊急避難場所・指定避難所一覧」 
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第１節 支援体制 
 

大規模災害が発生した場合、被災生活が長期間に及ぶ可能性があることから、市は、府と連携

して、地域の実情に応じ、災害ケースマネジメント（一人ひとりの被災者の状況を把握した上で、

関係者が連携して、被災者に対するきめ細やかな支援を継続的に実施する取組）など、長期間の

対応が可能な支援体制の整備を図り、被災者の精神的な安心と、一刻も早い日常生活の回復につ

なげる。 

市は、支援体制の整備にあたり、ボランティア団体や民間事業者との連携、物資やボランティ

アのミスマッチ解消に向けたコーディネート等を進めながら、発災当初から72時間までとそれ以

降の支援について検討を行う。また、市は大阪府に対して、支援体制の整備支援を要請する。 
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第２節 住民等からの問い合わせ 
 

市は、必要に応じ、発災後速やかに住民等からの問合せに対応する専用電話(コールセンター）

等の窓口の設置、人員の配置等体制の整備を図り、情報のニーズを見極めたうえで、情報収集・

整理・発信を行う。 

国は、被災者に対する各種支援措置の案内等に対応する特別行政相談活動を行うものとする。

また、被災者の安否について住民等から照会があったときは、被災者等の権利利益を不当に侵害

することのないよう配慮しつつ、消防、救助等人命に関わるような災害発生直後の緊急性の高い

応急措置に支障を及ぼさない範囲で、可能な限り安否情報を回答するよう努める。その際、市は、

安否情報の適切な提供のために必要と認めるときは、関係地方公共団体、堺市消防局、大阪府警

察等と協力して、被災者に関する情報の収集に努める。 

なお、被災者の中に、高齢者虐待、障がい者虐待、児童虐待、配偶者からの暴力等を受け加害

者から追跡されて危害を受けるおそれがある者等が含まれる場合は、その加害者等に居所が知ら

れることのないよう当該被災者の個人情報の管理を徹底するよう努める。 
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第３節 災害情報の収集伝達 
 

市をはじめ大阪府及び防災関係機関は、災害発生後、相互に連携協力し、直ちに被害状況の把

握及び応急対策の実施のための情報収集及び伝達活動を行う。また、収集した情報の確度や必要

とする内容の異同を勘案し、生存情報などの重要度、情報に付された場所・時間の明確性、発信

者の属性等の観点から、情報のトリアージを行い、適切な応急対策を実施する。 

 

第１ 情報収集伝達経路 

 

市及び防災関係機関は、災害発生時の情報収集、伝達、職員の動員等、初期の災害応急対策

を迅速かつ的確に実施するため、次のとおり定める。 

 

１ 情報連絡体制 

市は、災害発生時には直ちに防災行政無線や防災情報システムをはじめとする多様な通信

手段を活用し、被害状況の把握及び応急対策の実施のための情報収集活動等を行うとともに、

府をはじめ関係機関に迅速に伝達する。 

(1) 有線通信 

ア 電話の利用及び災害時優先電話の確保 

通常の電話回線のほか、災害時優先電話の回線を一定数確保し、輻輳等による混乱を

緩和する。 

イ ファクシミリの利用 

災害対策本部、防災関係機関の情報伝達、報告等の通信連絡については、ファクシミ

リによる。 

ウ インターネット 

インターネットを利用して、効率的な情報収集、共有、伝達を図る。 

(2) 無線通信 

災害時の連絡手段として、有線電話が電話線の切断や電話の輻輳等による混乱で使用で

きない場合の通信連絡には、次の無線網を有効に活用して、情報連絡を円滑に行う。 

ア 高石市防災行政無線（固定系） 

屋外受信局及び戸別受信局への一斉通信 

イ 高石市防災行政無線（移動系） 

市各部及び公用車両、堺市消防局、高石市消防団、自主防災組織との相互通信や携帯

型デジタル簡易無線機等を活用し、自主防災組織と相互通信する。 

ウ 大阪府防災行政無線 

大阪府、大阪府出先施設、大阪府下市町村及び防災関係機関との相互通信 
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エ 堺泉北地域防災相互無線（相互系） 

防災関係機関及び近隣市との相互通信 

(3) その他 

ア 大阪府防災情報システム 

大阪府域にかかる気象情報、雨量観測情報、潮位観測情報の収集のほか、市から大阪

府への被害報告を迅速かつ的確に行う。情報収集、配信は大阪府防災行政無線の回線を

使用する。 

イ 河川流域総合情報システム 

一般財団法人河川情報センター提供の河川流域総合情報システムを活用し、レーダ雨

量、市内の雨量等の情報収集を行う。 

２ 指定電話、連絡責任者の指定 

(1) 指定電話 

市及び防災関係機関は、災害情報通信に使用する指定電話を定め、窓口の統一を図る。

災害時においては、指定電話を平常業務に使用することを制限し、円滑な通信連絡を確保

する。 

(2) 連絡責任者 

市及び防災関係機関は、災害時の防災関係相互の迅速かつ的確な通信連絡を確保するた

め、連絡責任者を定める。 

連絡責任者は、各所属及び関係機関相互の通信連絡を統轄する。 

 

第２ 被害情報の収集・報告 

 

市は、大阪府及び防災関係機関と密接な連携のもと、災害情報を収集するとともに、国をは

じめ関係機関へ速やかに伝達する。なお、市が報告を行うことができなくなったときは、職員

の派遣、ヘリコプターや無人航空機等の機材や各種通信手段の効果的活用等を通じ、大阪府が

災害に関する情報の収集を行う。 

人的被害の数（死者・行方不明者数をいう。）については、大阪府が一元的に集約、調整を

行うとともに、要救助者の迅速な把握による救助活動の効率化・円滑化のために必要と認める

ときは、大阪府は市等と連携の上、安否不明者の氏名等を公表（ＤＶ等支援措置対象者は除

く。）し、速やかな安否不明者の絞り込みを行う。その際、市は、把握している人的被害の数

について大阪府に連絡する。当該情報が得られた際は、大阪府は、関係機関との連携のもと、

整理・突合・精査を行い、直ちに消防庁へ報告する。また、市は、人的被害の数について広報

を行う際には、大阪府と密接に連携しながら適切に行う。 

大阪府は、安否不明者等の氏名等は、救助活動の円滑化につながると判断する場合、市ほか

関係機関から得た情報を基に、すみやかに安否不明者の氏名公表を行うほか、必要に応じ、収

集した被災現場の画像情報は災害対策本部を通して防災関係機関との共有を図る。 
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さらに、市は、災害発生後、直ちに防災行政無線（戸別受信機を含む。）や防災情報システ

ム等を活用し、被害状況の把握及び応急対策の実施のための情報収集活動を行うとともに、大

阪府をはじめ関係機関に迅速に伝達する。また、要救助者の迅速な把握のため、安否不明者に

ついても、関係機関の協力を得て、積極的に情報収集を行う。 

なお、指定公共機関は、その業務に係る被害情報を収集し、総合防災情報システム（ＳＯＢ

Ｏ－ＷＥＢ）等を活用して、直接又は関係指定行政機関等を通じて官邸〔内閣官房〕、内閣府

及び関係省庁に当該情報を連絡するものとし、政府本部（事故災害においては特定災害対策本

部又は非常災害対策本部）の設置後は当該情報を政府本部に連絡する。 

 

１ 初動期の情報収集 

(1) 被害状況の把握 

次の情報により、被害のある地域、被害の規模等の把握に努める。 

ア 堺市消防局への通報状況 

イ 大阪府警察からの情報（通報状況等） 

ウ 防災関係機関からの情報 

エ 自主防災組織、住民等からの情報 

オ 各出先機関及び災害現地に派遣した職員からの情報 

カ 庁舎周辺の状況 

キ その他 

(2) 情報収集内容 

災害発生直後における被害概況を正確に把握し、要員や資機材等の確保、応援の要請等

を迅速に判断するため、災害対策本部は、次の情報収集活動を実施する。 

この場合、部分的な詳細情報よりも、被害の概況を大まかにつかむことに留意する。 

ア 人的被害 

イ 物的被害 

ウ 機能的被害 

エ その他災害対策上必要な事項 

(3) 情報収集に基づく判断 

本部長は、得られた情報に基づき、本部会議において、重点的に取り組むべき応急対策、

その実施方針及びそのために必要な体制を決定する。また、勤務時間外等のため本部会議

を開催することが困難な場合は、本部長が決定する。 

なお、前記について、緊急を要すると認められる場合には、各部において実施し、事後

速やかに本部長に報告する。 

２ 被害情報の収集 

初動期の情報収集活動に並行して、二次災害防止、災害救助法の適用の可否等を早急に判

断するため、人的被害状況及び火災の発生状況等のより詳しい被害情報の収集を実施する。 

市から大阪府への被害状況の報告は、大阪府防災情報システムにより直後、速報、中間、
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確定報告を行う。 

なお、被害状況等の情報収集は、市をはじめ各防災関係機関において定められた所管業務

に基づき連携して収集にあたる。また、市が報告を行うことができなくなったときは、大阪

府が職員の派遣等を通じ、災害に関する情報の収集を行う。 

調査実施者 収集すべき被害状況等の内容 

市 

１ 人 的 被 害 

・死者及び負傷者の発生並びに人命危険の有無 

・被災者の状況、要救援救護情報、住民の動向、

避難の必要の有無及びその状況 

・避難者及び指定避難所の状況 

２ 物 的 被 害 
・庁舎等所管施設及び設備の損壊状況 

・建物（住家、非住家）の損壊状況 

３ 機能的被害 

・市道及び橋りょう等の被害状況 

・ライフラインの状況 

・各医療機関等の被害状況 

４ その他災害

対策上必要な

事項 

・河川及び他の水位並びに海岸の潮位の状況 

・所管施設の来所者、入所者、職員等の人的被害 

・その他所管する施設の人的・物的・機能的被害 

・農業施設、商業施設・市場・工場、危険物取扱

施設等の物的被害 

・その他所管する施設の人的・物的・機能的被害 

堺市消防局 

１ 危険物施設等の被害状況 

２ 大規模救助及び救急事象の発生場所と程度  

３ その他消防活動上必要ある事項 

高石警察署 

１ 被害の概要（火災、人命、建物、道路、交通機関） 

２ 交通規制及び緊急交通路確保の要否 

３ 各種犯罪の発生状況 

４ その他災害警備活動上必要な事項 

その他の防災機関 
１ 所管施設に関する被害状況並びに応急措置の概要 

２ その他活動上必要ある事項 

 

第３ 被害情報の報告 

 

被害状況等の報告は、災害対策基本法第53条第１項並びに消防組織法第40条に基づく災害報

告取扱要領（昭和45年４月10日付消防防第246号）及び火災・災害等即報要領（昭和59年10月

15日付消防災第267号）により、基本的に大阪府に対して行う。（大阪府に報告できない場合

は、内閣総理大臣に対して行う） 

なお、大阪府への報告は、原則として大阪府防災情報システムによるが、システムが使用で

きない場合には、電話及びファクシミリ等の手段による。 

なお、火災等に関する報告については、消防組織法第40条に基づく災害報告取扱要領（昭和

45年４月10日付消防防第246号）及び火災・災害等即報要領（昭和59年10月15日付消防災第267



第２章 災害発生後の活動 

第３節 災害情報の収集伝達 

305 

号）により、大阪府に対して行う。ただし、「直接即報基準」に該当する火災・災害等が発生

した場合には、市は、第一報を大阪府に加え、消防庁に対しても報告する。即報にあたっては、

区分に応じた様式に記載しファクシミリ等により報告するものとする。また、堺市消防局等へ

の通報が殺到した場合等において、迅速性を確保するため、電話による報告も認められるもの

とする。 

また、行方不明者として把握した者が、他の市町村に住民登録を行っていることが判明した

場合には、当該登録地の市町村又は都道府県（外国人のうち、旅行者など住民登録の対象外の

者は直接又は必要に応じ外務省を通じて在京大使館等）に連絡する。 

(1) 堺市消防局への通報が殺到する場合は、その状況を大阪府及び国（消防庁）に通報する。 

(2) 大阪府への報告が、通信の途絶等によりできない場合は、直接国（消防庁）に報告する。 

(3) 措置が完了した後、速やかに大阪府に災害確定報告を行う。 

※資料8-4「被害状況等報告」 

 

１ 災害概況即報 

災害発生直後の第一報、個別の災害現場の概況を報告する場合、災害当初の段階で被害状

況が十分把握できていない場合は、「火災・災害等即報要領」の第４号様式（その１）「災

害概況即報」に従い大阪府等に報告するとともに、概況が判明するのに併せて随時報告する。 

第一報については、原則として、覚知後30分以内で可能な限り早く、分かる範囲で記載し

て報告する。 

人的及び家屋被害に重点を置いて報告する。 

２ 被害状況即報 

災害発生直後の大阪府への報告後、被害状況の詳細が判明した場合、又は被害状況に大き

な変化があった場合は、「火災・災害等即報要領」の第４号様式（その２）「被害状況即報」

に従い大阪府等に報告する。なお、報告数値は判明した範囲で構わない。 

人的及び家屋被害に加えて各種被害状況についても報告する。 

３ 災害確定報告 

応急措置が完了した場合は、災害報告取扱要領の第１号様式「災害確定報告」に従い、

事後速やかに報告する。 

 

第４ 通信手段の確保 

 

市は、災害発生後、直ちに無線通信機能の点検を行うとともに、支障が生じた施設設備の復

旧を行う。また、携帯電話、衛星通信等の移動通信回線、公共安全モバイルシステムの活用や、

通信が途絶している地域で部隊や派遣職員等が活動する場合を想定した衛星通信を活用したイ

ンターネット機器の整備、活用に努めるなど、緊急情報連絡用の通信手段の確保に努めるとと

もに、状況によっては伝令（自転車、オートバイ利用若しくは徒歩）等を検討し、緊急情報連
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絡用の通信手段の確保に努める。 

なお、市は、災害応急に必要となる通信機器が不足又は、電源が途絶している場合は、大阪

府に要請を行い、総務省（近畿総合通信局）から通信機器及び電源車の貸与を受ける等通信手

段の確保に努める。特に孤立地域の通信手段の確保については、特段の配慮を行う。 

 

第５ 有線・無線途絶時の対策 

 

有線電話が途絶した場合、若しくは本市の無線電話が不通となった場合は大阪地区非常通信

協議会に加入する他の機関の最寄りの無線電話を依頼し通信する。 

大阪地区非常通信協議会の定めた通信経路は次のとおりである。 

高石市 

（危機管

理課） 

 消救 消救 府防 

 堺市高石消防署 堺市消防局 大阪市消防局 大阪府庁 

 

 （警防課） （通信指令課消防指令センター）（指令情報センター） （危機管理室） 
 消救 （地域衛星通信ネットワーク） 地星 

 堺市高石消防署 堺市消防局 (防 T):9-200-220-8921 大阪府庁 

 

 （警防課） （通信指令課消防指令センター）(防 F):9-200-220-8821 （危機管理室） 

 警察 府防 

 高石警察署 大阪府警察本部 大阪府庁 

 

 （総務課） （通信指令室） （危機管理室） 

0.8km  4.2km 

  南海難波駅 大阪府庁 

 南海高石駅   

  （駅長室） （危機管理室） 
  府防 

   大阪府庁 

 大阪ガス泉北製造所第二工場 大阪ガス本社  

   （危機管理室） 

  地星 

  (防 T):9-200-220-8921 大阪府庁 

 （地域衛星通信ネットワーク）   

  (防 F):9-200-220-8821 （危機管理室） 

出典：大阪府非常通信経路計画（令和元年度 大阪府危機管理室） 

   

 

無線区間 

有線区間 

使送区間 
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第４節 災害広報 
 

市及び防災関係機関は、相互に協議調整し、住民をはじめ、出勤及び帰宅困難者、訪日外国人

を含む観光客に対し、自らの判断で適切な行動がとれるよう、正確かつきめ細かな情報を様々な

手段を用いて、提供する。 

なお、市は府と連携し、インターネット上の偽情報・誤情報について、被災者等が的確な情報

を入手する際の注意喚起に努める。 

 

第１ 災害モード宣言 

 

大阪府は、住民や事業者等に、大阪府内に広域的な大規模災害が発生若しくは迫っているこ

とを知らせ、学校や仕事などの日常生活の状態（モード）から、災害時の状態（モード）への

意識の切り替えを呼びかける「災害モード宣言」を行う。 

１ 発信の目安 

(1) 台風 

ア 気象台の予測で、台風が大阪府域に接近・上陸し、大阪府域の陸上で最大風速 30m/s

以上が見込まれる場合 

イ 大潮の時期に、これまで経験のない規模の台風が大阪府域付近に上陸し、大阪府域へ

の最接近が満潮の時間帯に重なるなどし、想定しうる最大規模以上の高潮が見込まれる

場合 

(2) その他自然災害等 

その他自然災害等により、大阪府域が重大な危機事態となった場合又はおそれがある場

合 

２ 発信の内容 

(1) 台風 

ア 自分の身の安全確保 

イ 出勤・通学の抑制 

ウ 市町村長の発令する避難情報への注意 

 

第２ 災害広報 

 

市及び防災関係機関は、相互に連携し、平常時の広報手段を活用するほか、停電や通信障害

発生時は情報を得る手段が限られていることから、指定避難所への広報紙の掲示など、多様な

方法により広報活動を実施する。なお、市は府と連携し、インターネット上の偽情報・誤情報

について、被災者等が的確な情報を入手する際の注意喚起に努める。 
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１ 市 

(1) 台風接近時の広報 

ア 台風についての情報（進路予想図、予報円等）や気象の状況 

イ 不要・不急の外出抑制の呼びかけ 

ウ 鉄道等の交通機関の運行情報 等 

(2) 災害発生直後の広報 

ア 気象等の状況 

イ 避難指示等の発令 

ウ 要配慮者保護及び人命救助の協力呼びかけ 

エ 二次災害の危険性 

オ パニック防止及びデマ情報への注意の呼びかけ 

カ 出火防止及び初期消火の呼びかけ 

キ 市内の被害状況の概要 

① 延焼火災、建物破壊、道路破損等の発生状況 

ク 市の活動体制及び応急対策始動状況 

① 本部等の設置 

② 指定避難所の開設及び救護所の設置 

③ その他必要な事項 

(3) 応急活動実施段階の広報 

ア 災害状況に関する情報 

イ 被害情報及び応急対策実施状況 

① 被災地の状況とその後の見通し 

② 指定避難所及び救護所の開設状況 

③ 応急給水、応急給食等の実施状況 

④ 被災者のために講じている施策 

⑤ その他必要な事項 

ウ 生活関連情報 

① 電気、ガス、水道及び下水道の復旧状況 

② 食料品及び生活必需品の供給状況 

エ 通信施設の復旧状況 

オ 道路交通状況 

カ 医療機関、スーパーマーケット、ガソリンスタンド等の生活関連情報 

キ 交通機関の復旧及び運行状況 

ク 市役所業務の再開等に関する情報 

ケ 義援物資等の取扱い 

コ その他必要な事項 
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２ 堺市消防局 

災害状況に応じて、消防車両等による二次災害の発生防止並びに災害現場においては災害

状況及び消防隊の活動状況について広報する。 

３ 高石市消防団 

堺市消防局と協力し、地域住民の安全確保に係る広報活動に努める。 

４ 大阪府高石警察署 

大阪府高石警察署は、市その他防災関係機関と協力し、次の事項について広報活動を行う。 

(1) 災害の状況及びその見通し。 

(2) 避難及び救出・救助活動に関すること。 

(3) 各種犯罪の予防・取締りに関すること。 

(4) 交通規制に関すること。 

(5) その他警察措置に関すること。 

５ 西日本電信電話株式会社等 

災害のため通信が途絶したとき又は利用制限を行ったときは、利用者に対して次の事項に

ついて広報活動を行う。 

(1) 通信途絶又は利用制限の理由及び内容 

(2) 災害復旧に対しての措置及び復旧見込み時期 

(3) 通信利用者に協力を要請する事項 

(4) その他の事項 

６ 関西電力株式会社、関西電力送配電株式会社 

感電事故及び漏電による出火を防止するため、利用者に対し次の事項について広報活動を

行う。 

(1) 安全及び危険防止 

ア 無断昇柱及び無断工事をしないこと。 

イ 断線、電柱の倒壊折損等には接触を避けること。 

ウ 屋外へ避難する場合は、ブレーカー等を切ること。 

エ 使用中の電気器具のコンセントを直ちに抜くこと。 

オ その他事故防止のため留意すべき事項 

(2) 被害状況 

ア 停電区域 

イ 停電事故復旧状況 

ウ 停電事故復旧見込み 

７ 大阪ガス株式会社、大阪ガスネットワーク株式会社 

住民の不安解消を図り、二次災害を防止するため、次の事項について広報活動を行う。 

(1) 二次災害を防止するため、ガス漏洩時の注意事項についての情報を広報する。 
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ア ガス栓を全部閉めること。 

イ ガスメーターのそばにあるメーターガス栓を閉めること。 

ウ ガスのにおいがする場合、火気使用は厳禁であること。 

(2) 被害状況、可動状況、復旧状況と今後の見直しを関係機関、報道機関に伝達し広報

する。 

加えて、大阪ガス株式会社のホームページ上に供給停止エリア、復旧状況など掲載

することで幅広い情報伝達に努める。 

ア ガス栓を開いてもガスが出ない場合は、供給停止しているのでメーターガス栓を閉め、

大阪ガスから連絡があるまで待つこと。 

イ ガスの供給が再開される時には、あらかじめ大阪ガスが各家庭のガス設備を点検し、

安全を確認するので、それまではガスを使用しないこと。 

(3) ガス供給を再開する場合 

ア あらかじめ通知する内管検査及び点火試験等の当日はできるだけ在宅すること。 

イ 点火試験に合格するまでは、ガスを使用しないこと。 

ウ ガスの使用再開後に異常を発見した場合は、直ちにガスの使用をやめ、最寄りの大阪

ガスに連絡すること。 

８ 大阪広域水道企業団 

大阪広域水道企業団は、市その他防災関係機関と協力し、次の事項について広報活動を行

う。 

(1) 断水区域及び復旧見通しに関する事項 

(2) 応急給水の場所、時間、給水を受けるために必要な容器等に関する事項 

９ 広報活動の実施 

災害広報活動は、人心の安定及びパニック等の防止を目的として、災害発生後できる限り

速やかに開始し、以降、応急対策及び復旧対策の進展に応じ的確な情報の提供に努める。 

また、広報情報の不統一を避けるため、市民に対して実施する災害時の広報活動について

は、市災害対策本部において調整のうえ実施する。 

(1) 市民に対する広報 

ア 防災行政無線の利用 

市災害対策本部は、防災行政無線を通じて必要な情報を伝達する。 

※資料6-6「広報の文例」 

イ 広報車の利用 

広報車による広報活動は、市災害対策本部又は防災関係機関が必要な地域へ出動し、

広報活動を実施する。 

ウ 口頭等での伝達 

広報車の活動が不可能な地域、又は特に必要と認められる地域に対しては、市災害対

策本部から職員を派遣し、広報活動を実施する。 

また、必要な場合は、併せて堺市消防局、大阪府高石警察署その他の防災関係機関の
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協力を要請する。 

エ 市庁舎、指定避難所等での配布、掲示 

災害対策広報又はチラシ等を作成し、可能な限り、市庁舎、指定避難所等で印刷物を

配布又は掲示する。 

オ インターネットによる広報 

市及び防災関係機関が保有するホームページを活用して、災害関連情報を提供する。 

カ 避難行動要支援者に配慮した広報 

点字やファクシミリ等多様な手段の活用により、視覚障がい者、聴覚障がい者等に配

慮した広報を行う。 

(2) 報道機関に対する情報の発表 

ア 災害の状況、被災者に対する生活情報及び応急活動の実施状況等を必要に応じ、報道

機関に発表する。報道機関に対する情報提供は、情報内容の一元化を図るため統轄して

行う。 

なお、情報等の提供・発表に際しては、できるだけ日時、場所、目的等を前もって各

報道機関に周知させて発表する。また、定期的な発表を行う。 

イ 緊急放送について 

避難指示等を発令する場合で、放送を利用する必要があるときは、災害対策基本法第

57条に基づき放送を依頼する。 

ウ 要配慮者への配慮について 

ラジオ放送の充実、手話通訳・字幕入放送・文字放送・外国語放送の活用等要配慮者

に配慮した広報を行う。 

(3) 広報資料等の収集 

ア 各班からの報告のほか、必要に応じ災害現場における取材を行う。 

イ 災害現場に職員を派遣し、被害状況等の災害写真を撮影する。 

ウ 他の機関の資料や情報の収集に努める。 

 

第３ 広聴活動 

 

大規模な災害が発生し、甚大な被害が発生した場合、人心の動揺、混乱や情報不足、誤報な

どによる社会不安を防止するため、被災者の生活相談や要望事項等を把握するとともに、住民

からの各種問合せに速やかに対応できるよう広聴活動を行い、応急対策及び復旧対策に市民の

要望等を反映させる。 

 

１ 相談窓口及びコールセンターの開設 

災害の状況により、被災者のための相談窓口及びコールセンターを市に開設し、相談、問

合せ、受付等の業務を行う。また、総務省行政評価局等は、市と連携して、被災者への生活

支援情報の提供、専用電話等を備えた相談窓口や特別行政相談所の開設を現地の情勢を踏ま
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えながら速やかに実施し、特別行政相談活動を展開する。 

２ 相談窓口及びコールセンターの推進体制 

(1) 相談窓口及びコールセンターでは、当該災害についての電話や市民対応全般について実

施するものとし、必要に応じ、各部から派遣するほか、防災関係機関の協力を得るものと

する。 

(2) 相談窓口の開設時には、広報紙、報道機関等を通じ市民へ周知する。 

３ 広聴内容の処理 

相談窓口等で聴取した内容については、速やかに関係部又は関係機関へ連絡する。 
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第５節 広域応援等の要請・受援体制の確立・受入

れの実施・支援 
 

市の対応能力を超えた大規模な災害が発生した場合は、大阪府、災害時相互応援協定締結市町、

他市町村、自衛隊、その他防災関係機関等に対して応援を要求するとともに、警察・消防・自衛

隊の部隊の展開、宿営等のための拠点の確保を図り、市民の生命、身体又は財産を保護するため

万全の措置をとる。 

また、被害が比較的少なかった場合は、自力での災害対応に努めるとともに、被害の甚大な地

域に対して積極的に支援を行う。なお、要求を受けた時は、正当な理由がない限り、応援又は災

害応急対策の実施を拒まず、災害応急対策の実施については、応援を求めた市町村長等の指揮の

下に行動する。 

市が被災市町村に職員を派遣する場合、派遣先や支援内容に応じた職員の選定に努める。 

 

応 援 体 系 図 

⑤         ⑦ 

 

④      ① 

 

⑥          ② 

 

 

 

 

③ 協定等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自 衛 隊 
指定地方行政機関 

特定公共機関 

他 市 町 村 

① 法第30条（職員の派遣の斡旋） 

  法第68条（都道府県知事に対する応援の要求等） 

② 第29条第２項（職員の派遣の要請） 

③ 法第67条（他市町村長等に対する応援の要求） 

 地方自治法第252条の17（職員の派遣） 

④ 法第68条の２第１項（災害派遣の要請の要求等） 

⑤ 自衛隊法第83条（災害派遣） 

⑥ 法第68条の２第２項（防衛大臣又はその指定する者へ

の通知） 

⑦ 消防組織法第44条（消防庁長官の広域措置要求） 

消防庁 他の都道府県 緊急消防 
援助隊 

※大阪府（知事）に職員の斡旋を要求する対象 

法第30条第１項：指定地方行政機関、特定公共機関 

法第30条第２項：他の地方公共団体、特定地方公共機関 

 
（法：災害対策基本法） 

大 阪 府 

高 石 市 
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第１ 大阪府知事等に対する要請等 

 

１ 大阪府知事に対する要求 

市長は、大阪府知事に対して応援を求め又は応急処置の実施を要求するときは、次の項目

を明確にし、大阪府防災行政無線又は電話等により行う。また、事後速やかに文書を提出す

る。 

(1) 災害の状況及び応援（又は応急措置の実施）を要請する理由 

(2) 応援を必要とする期間 

(3) 応援を希望する職種別人員並びに物資資材、機械、器具等の名称及び数量 

(4) 応援を必要とする場所 

(5) 応援を必要とする活動内容（必要とする応急措置内容） 

(6) その他必要な事項 
 

連 絡 先 大阪府防災行政無線 電  話 

大阪府危機管理室 
（6）220-8921 

FAX（6）220-8821 

06-6944-6021 

FAX 06-6944-6654 

（6）は、市役所本庁舎内の電話（FAX）から通信する場合の特番 

２ （大阪府知事に対する）緊急消防援助隊の要請 

市長は、堺市消防局と協議し、大阪府知事に対して全国の消防機関で構成される緊急消防

援助隊の派遣要請を依頼するときは、大阪府防災行政無線又は電話等により行う。また、事

後速やかに文書を提出する。この場合において、知事と連絡が取れないときは、堺市消防局

と協議のうえ、直接、消防庁長官に派遣を要請する。 

３ 協定等に基づく要請 

災害時における相互応援協定等により、応援又は協力を要請する場合は、それぞれの協定

等に定める手続きにより行う。なお、協定の定める手続きに基づくいとまがないときは電話

等により行い、事後速やかに協定に基づく手続きを実施する。 

※資料7-1 「災害協定一覧」 

４ 他の市町村等に対する要求 

市長は、他の市町村長に対して応援を求めるときは、次の事項を明確にして要請する。 

(1) 災害の状況及び応援を要請する理由 

(2) 応援を希望する期間 

(3) 応援を希望する職種別人員並びに物資資材、機械、器具等の名称及び数量 

(4) 応援を希望する場所 

(5) 応援を希望する活動内容 

(6) その他必要な事項 
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５ 職員の派遣要請等 

市長は、災害応急対策又は災害復旧対策を実施するため、本市職員のみでは対応ができな

いと認めた場合に、他の地方公共団体の長、指定地方行政機関の長、特定公共機関※１に対

して職員派遣を要請する。 

また、知事に対して指定地方行政機関、特定公共機関、他の地方公共団体、特定地方公共

機関※２の職員派遣の斡旋を要請する。 

当該機関の職員の派遣を要請するときは、次の事項を明確にして電話等により行い、事後

速やかに文書を提出する。 

また、大阪府知事に対して職員の派遣について、斡旋を要請するときは、大阪府防災行政

無線又は電話等により行い、事後速やかに文書を提出する。 

(1) 派遣を要請する事由 

(2) 派遣を要請する職員の職種別人員 

(3) 派遣を必要とする期間 

(4) 派遣される職員の給与その他の勤務条件 

(5) その他必要事項 

※１：特定公共機関 

指定公共機関のうち、その業務の内容その他の事情を勘案して、市町村の地域に係る災害

応急対策又は災害復旧に特に寄与するものとして、それぞれ地域を限って内閣総理大臣が指

定したもの 

※２：特定地方公共機関 

指定地方公共機関である地方独立行政法人法第２条第４項に規定する行政執行法人 

６ 大阪府知事の指示等 

知事は、市の実施する応急措置が的確かつ円滑に行われるようにするため、特に必要があ

ると認めるときは、市に対し、応急措置の実施について必要な指示を行い、または他の市町

村長を応援するよう指示する。 

また、知事は、市の実施する災害応急対策（応急措置を除く。）が的確かつ円滑に行われ

るようにするため、特に必要があると認めるときは、市長に対し、災害応急対策の実施を求

め、または他の市町村長を応援することを求める。 

なお、知事の指示又は要求に係る応援に従事する者は、災害応急対策の実施については、

応援を受ける市町村長の指揮の下に行動する。 

７ 知事による応急措置の代行 

知事は、大阪府域に係る災害が発生した場合において、被災により市がその全部又は大部

分の事務を行うことが不可能になった場合には、応急措置を実施するため市に与えられた権

限のうち、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立

ち入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずる権限、他人の土地等を

一時使用し、又は土石等を使用し、若しくは収用する権限及び現場の災害を受けた工作物等

で応急措置の実施の支障となるものの除去等をする権限並びに現場にある者を応急措置の業

務に従事させる権限により実施すべき応急措置の全部または一部を、市に代わって行う。 
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第２ 広域応援の受援体制の確立 

 

市は、要請に応じて派遣される応援職員を受け入れるため、環境整備・装備の充実、体制整

備、情報提供など、受援体制の確立に努める。特に、災害対応に関する方針については、相互

に、定期的なテレビ会議の活用などにより情報共有を行う等により連携強化に努めるとともに、

これら方針等について、応援職員等に迅速かつ適切に情報共有する。 

 

１ 受援時の環境整備・装備の充実 

市は、広域応援等の要請に応じ派遣された応援職員を受入れるにあたり、環境整備・装備

の充実に向け、次の事項に留意するよう努める。なお、その際、男女ともに活動することに

配慮する。 

(1) 応援職員等に対して紹介できる、ホテル・旅館、公共施設の空きスペース、仮設の拠点

や車両を設置できる空き地など宿泊場所として活用可能な施設等の確保 

(2) 会議室のレイアウトの工夫やテレビ会議の活用など、応援職員等の執務スペースの適切

な空間の確保 

(3) テントや間仕切り等の装備等、感染症対策とプライバシーに配慮した適切な空間の確保 

(4) その他、応援職員等の円滑な執務に向けた資機材の確保 

２ 受援時の体制整備 

市は、広域応援等の要請に応じ派遣された応援職員等を受け入れるにあたり、事前に定め

た高石市受援計画等に基づき、庁内全体及び各業務担当部署における受援担当者を選定し、

応援職員等の集合・配置体制や役割分担を定めるなど、応援職員が円滑に業務を実施するた

めの体制整備に努める。 

３ 受援時の情報提供 

市は、総合防災情報システム（ＳＯＢＯ－ＷＥＢ）の活用や、道路等の復旧情報のホーム

ページへの公表等により、応援職員等への必要な情報の提供に努める。 

 

第３ 広域応援受入の実施 

 

市は、応援人員用の活動スペースや資機材の確保に努め、円滑に応援を受け入れるための体

制を整備する等、高石市受援計画等に基づき受け入れを行う。その際、感染症対策のため、適

切な空間の確保に配慮する。 

 

１ 誘導 

応援に伴い誘導の要求があった場合は、応援部隊（団体・個人）の内容、到着予定時刻、
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場所、活動日程等を確認し、災害対策本部は救護班と協議、調整のうえ応援活動が効率的に

行える拠点へ誘導する。必要に応じ、案内者を確保する。 

２ 連絡所等の設置 

応援部隊（団体・個人）との連絡調整のために連絡担当者を指名し、必要に応じ連絡所等

を設置する。 

３ 資機材等の準備 

広域応援部隊の作業に必要な資機材を準備するほか、必要な設備の使用等に配慮する。 

４ 災害時用臨時ヘリポート 

ヘリポートを使用する応援活動を要請したときは、災害時用臨時ヘリポートの準備に万全

を期す。 

※資料3-9「災害時用臨時ヘリポート」 

 

第４ 応急対策職員派遣制度に基づく支援 

 

総務省は、大阪府及び市町村等と協力し、応急対策職員派遣制度（災害マネジメント総括支

援員及び災害マネジメント総括支援員の補佐を行う災害マネジメント支援員による支援を含

む。）に基づき、全国の地方公共団体による被災市町村への応援に関する調整を実施する。 

市は、訓練等を通じて、応急対策職員派遣制度を活用した応援職員の受け入れについて、活

用方法の習熟、発災時における円滑な活用の促進に努める。なお、応援職員等が宿泊場所を確

保することが困難な場合には、公共施設の空きスペース、仮設の拠点や車両を設置できる空き

地などの確保に配慮する。 

 

第５ 関係機関の連絡調整 

 

内閣府は、大阪府、関係省庁、市町村及びライフライン事業者等の代表者を一堂に集め、災

害の状況に応じて生じた課題に沿って、現状の把握、被災地のニーズ等の情報共有を行うため、

連絡会議を開催する。また、連絡会議等で把握した、調整困難な災害対応、進捗が遅れている

災害対応等について、関係省庁、都道府県関係部局等の代表者を集め、関係者間の役割分担、

対応方針等の調整を行うため、調整会議を開催する。 

大阪府は、連絡会議及び調整会議において、自らの対応状況や被災市町村等を通じて把握し

た被災地の状況等を関係省庁等に共有し、必要な調整を行うことから、市は、被災状況や対応

状況等について、必要に応じ随時、大阪府に報告する。 
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第６節 自衛隊の災害派遣 
 

市は、自衛隊と災害又は事故の規模や被害情報等について緊密に連絡を図るとともに、市域に

おける被害が甚大であり応急対策を実施するため自衛隊の救援が必要と判断したときは、災害対

策基本法第68条の２の規定に基づき、大阪府知事に自衛隊災害派遣要請を要求する。 

 

第１ 派遣要請 

 

１ 市長が、知事に対して自衛隊の災害派遣を要求しようとする場合は、災害派遣要請書に定

められた次の事項を明らかにし、大阪府防災行政無線又は電話等により要求する。なお、事

後速やかに知事に文書を提出する。この場合において、市長は、必要に応じて、その旨及び

市域に係る災害の状況を自衛隊に通知するものとする。 

(1) 災害の状況及び派遣を要請する事由 

(2) 派遣を希望する期間 

(3) 派遣を希望する区域及び活動内容 

(4) その他参考となるべき事項 

２ 市長は、通信の途絶等により、知事に対して要請の要求ができない場合は、直接、陸上自

衛隊第３師団（第37普通科連隊）長に災害の状況を通知し、派遣を要請する。なお、この通

知をした場合は、その旨を速やかに知事に通知する。 

※資料8-6「自衛隊派遣要請書様式等」 

 

派遣要請系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪府知事（危機管理室） 
TEL06-6944-6021 
大阪府防災行政無線6-200-6021、 
                  6-220-8921 

第37普通科連隊（第３科） 
TEL0725-41-0090 （昼間）内線429 
        （夜間）内線302 
大阪府防災行政無線 6-825-0 

 

 

市     長 

陸上自衛隊第３師団（司令部第３部） 
TEL0727-81-0021 （昼間）内線333、424 
        （夜間）内線301 
大阪府防災行政無線 6-823-0 

要請 

要請の要求 

通知 

命令 



第２章 災害発生後の活動 

第６節 自衛隊の災害派遣 

319 

第２ 自衛隊の自主派遣等 

 

自衛隊の災害派遣は、大阪府知事からの要請に基づくことが原則であるが、災害の発生が突

発的で、その救援が特に急を要し、知事の要請を待ついとまのないときは、自衛隊は要請を待

つことなく、以下に示す自らの判断基準に基づいて部隊を派遣することができる。 

この場合は、自衛隊の連絡員等により、大阪府経由又は直接市本部へ派遣部隊に関する情報

が伝達される。 

 

１ 災害に際し、関係機関に対して災害に係る情報を提供するため、自衛隊が情報収集を行う

必要があると認められるとき 

２ 災害に際し、知事が自衛隊の災害派遣に係る要請を行うことができないと認められるとき

に、市長から災害の状況に関する通知を受け、又は部隊等による収集その他の方法により入

手した情報等から、直ちに救援の措置をとる必要があると認められるとき 

３ 災害に際し、自衛隊が自らの判断により、緊急に人命救助に係る救援活動を実施するとき 

４ 海難事故の発生、運航中の航空機に異常な事態の発生等を自衛隊が探知した場合における

捜索又は救助活動を実施する場合 

５ その他災害に際し、上記１から４に準じ、特に緊急を要し、知事からの要請を待ついとま

がないと認められるとき 

 

第３ 派遣部隊の受入れ 

 

１ 派遣部隊の誘導等 

(1) 大阪府は、自衛隊に災害派遣を要請した場合は、大阪府警察及び市はじめ防災関係機関

に、その旨連絡する。 

(2) 大阪府警察は、自衛隊の災害派遣に伴う誘導の要請があった場合は、被災地等へ誘導する。 

２ 受入れ体制 

(1) 連絡所の設置 

市は、自衛隊から連絡調整のために派遣された連絡員のための連絡所を設置する。 

(2) 現地連絡担当者の指名 

市は、派遣部隊との現地での連絡調整のため、現地連絡担当者を指名する。 

 

第４ 派遣部隊の活動 

 

大規模な災害が発生した際には、発災当初においては被害状況が不明であることから、自衛

隊は、いかなる被害や活動にも対応できる態勢で対応する。また、人命救助活動を最優先で行

いつつ、生活支援等については、地方公共団体、関係省庁等の関係者と役割分担、対応方針、
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活動期間、民間企業の活用等の調整を行うものとする。さらに、被災直後の地方公共団体が混

乱していることを前提として、派遣部隊による活動が円滑に進むよう、防衛省・自衛隊による

「提案型」の支援が自発的に行われるものとする。 

 

１ 被害状況の把握 

車両、航空機等状況に適した手段により、被害の状況を把握する。 

２ 避難の援助 

避難指示等が発令され、安全面の確保等必要がある場合は、避難者の誘導、輸送等を行い、

避難を援助する。 

３ 遭難者等の捜索救助 

行方不明者、負傷者等が発生した場合は、他の救援活動に優先して捜索救助を行う。 

４ 水防活動 

堤防、護岸等の決壊に対しては、土のう作成、運搬、積込み等の水防活動を行う。 

５ 消防活動 

「大規模災害に際しての消防及び自衛隊の相互協力に関する協定」（平成８年１月17日）

により、消防機関と速やかに大規模災害に係る情報交換を実施し、被災地等における人命救

助その他の救援活動をより効果的に行うため、連携してその任務にあたるよう相互に調整す

る。 

６ 道路又は水路の啓開 

道路若しくは水路が損壊し、又は障害物がある場合は、それらの啓開、又は除去にあたる。 

７ 応急医療、救護及び防疫 

応急医療、救護及び防疫を行うが、薬剤等は、通常関係機関の提供するものを使用するも

のとする。 

８ 人員及び物資の緊急輸送 

救急患者、医師その他救援活動に必要な人員及び救援物資の緊急輸送を実施する。 

この場合において、航空機による輸送は、特に緊急を要すると認められるものについて行

う。 

９ 炊飯及び給水 

被災者に対し、炊飯及び給水を実施する。 

10 物資の無償貸付又は譲与 

「防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令」（昭和33年総理府令第１

号）に基づき、被災者に対し生活必需品等を無償貸付し、又は救じゅつ品を譲与する。 
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11 危険物の保安及び除去 

能力上可能なものについて、火薬類、爆発物等危険物の保安措置及び除去を実施する。 

12 その他 

その他臨機の必要に対し、自衛隊の能力で対処可能なものについては、所要の措置をとる。 

 

第５ 撤収要請 

 

市長は、自衛隊の派遣の必要がなくなったと認めた場合は、大阪府知事に対して、自衛隊の

撤収要請を要求する。 
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第７節 災害緊急事態 
 

内閣総理大臣が災害緊急事態の布告を発し、大阪府内が関係地域の全部又は一部となった場合、

大阪府、市をはじめ防災関係機関は、政府が定める対処基本方針に基づき、応急対策を推進し、

大阪府の経済秩序を維持し、その他当該災害に係る重要な課題に適切に対応する。 
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第８節 消火・救助・救急活動 
 

市、堺市消防局、大阪府警察、海上保安署及び自衛隊は、活動エリア・内容・手順、情報通信

手段等について、部隊間の情報共有及び活動調整等、相互に連携を図りつつ、迅速かつ的確に消

火・救助・救急活動を実施するものとする。 

また、災害現場で活動する災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等とも密接に情報共有を図りつつ、

連携して活動する。 

 

第１ 市 

 

市は、災害の規模及び地域その他の状況を勘案し、関係機関と連携をとり、救護体制を整備

し、応急救護にあたる。業務遂行にあたっては、適宜、地域住民、自主防災組織等の協力を求

めて行う。 

なお、要救助者の生命及び身体に対する重要な危険が切迫し、位置情報取得が不可欠である

と認められる場合、電気通信事業者に対し、携帯電話等による要救助者の位置情報提供を要請

する。 

また、要救助者の迅速な把握のため、安否不明者についても、関係機関の協力を得て、積極

的に情報収集を行う。 

 

第２ 堺市消防局 

 

堺市消防局は、消防団及び大阪府警察等の関係機関と相互に連携を図り、風水害時における

被害の軽減を図る。 

 

１ 災害発生状況の把握 

高所カメラ、巡回等を通じて被災状況の早期把握に努め、関係機関への情報伝達に努める。 

２ 応急活動 

(1) 消火活動 

ア 市災害対策本部をはじめ関係機関との密接な連携のもとに、初動体制を確立し、災害

態様に応じた部隊配備を行い、道路状況、建物状況、燃焼状況等を勘案し、消火活動を

実施する。 

イ 延焼状況から、避難者に火災危険が及ぶおそれのある場合は、延焼阻止線の設定など、

効率的な消防隊の運用を行い、火災の鎮圧に努める。 

(2) 救助・救急活動 

ア 大阪府警察及び関係機関との密接な連携のもと、救助隊、救急隊を中心として、状況
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に適した部隊配備を行い、人命救助活動を実施するとともに、医療機関と連携した救急

活動を実施する。 

イ 現場救護所を開設し、救急隊員等によるトリア－ジ（負傷者の重傷度、緊急度の選別）

を実施し、効果的な救急隊の運用を図る。 

ウ 延焼火災及び救助・救急事案が同時に多発している場合は、人命救護活動を優先する

など、救命効果の高い活動を実施する。 

３ 相互応援 

風水害により同時多発的に火災等が発生し、現有の消防力を結集しても対応することが不可

能と判断される場合は、他市及び他府県からの大規模部隊の応援を受け、消防活動を遂行する。 

(1) 大阪府下広域応援 

市長は、堺市消防局と協議のうえ、協定に基づき応援要請する。 

(2) 緊急消防援助隊 

市長は、堺市消防局と協議のうえ、大阪府知事若しくは消防庁長官に応援要請する。 

 

第３ 大阪府警察 

 

１ 大阪府警察は、被害の早期把握に努め、被災者の救出救助活動に必要な車両や資機材を調

達するなど、自署員等による救助部隊を編成し、災害現場へ迅速に派遣する。 

２ 大阪府警察本部は、被害発生状況等に基づき、迅速に機動隊等を災害現場を管轄する大阪

府高石警察署に派遣する。 

３ 市、堺市消防局等と密接な連携のもと、被災者の救出救助活動や行方不明者の捜索を実施

するとともに、救助・救急活動を支援する。 

４ 迅速かつ的確な救助・救急活動が行われるよう、必要な交通規制を実施するとともに、道

路管理者に協力して障害物の除去等にあたる。 

５ 負傷者等を搬送する場合は、災害時用臨時ヘリポートの使用等について、関係機関と緊密

な連携を図る。 

 

第４ 堺海上保安署 

 

海上における人命、負傷者等の海難救助活動を実施する。 

 

１ 被害の早期把握に努め、巡視船艇、航空機、必要に応じ特殊救難隊等による迅速な人命救

助活動を実施する。 

２ 負傷者等を搬送する場合は、臨時ヘリポートの使用等関係機関との緊密な連携を図る。 

３ 市・大阪府警察・その他の関係機関と密接な連携のもと、救助・救急活動を実施する。 

４ 堺海上保安署と直接連絡することが困難な場合は、防災相互通信波を使用して、沖合に配
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備された巡視船艇または航空機を通じて所用の連絡を行い、要請・情報交換を実施するもの

とする。（海上保安庁船艇、航空機は防災相互通信波を有する無線設備を搭載している。） 

 

第５ 各機関による連絡会議の設置 

 

市、堺市消防局、大阪府警察、堺海上保安署及び自衛隊は、相互に連携した救助・救急活動

が実施できるよう、情報連絡を密に行うとともに、大阪府災害対策本部内に設置する広域防災

連絡会議において、活動区域や役割分担等の調整を図るため、必要に応じて被災地等に合同調

整所を設置する。 

 

第６ 行方不明者の捜索 

 

市は、関係機関との密接な連携のもと、迅速かつ的確に行方不明者の捜索を実施する。 

 

１ 災害の規模等の状況を勘案して、大阪府警察との密接な連携のもと、地域住民の協力を得

て行方不明者の捜索を実施する。 

また、関係機関と密接に連絡をとり、行方不明者名簿を作成する。 

２ 行方不明者捜索中に遺体を発見したときは、速やかに所定の手続をとる。 

 

第７ 自主防災組織 

 

地域住民による自主防災組織及び事業所の自衛消防組織等は、地域の被害状況を把握すると

ともに、自発的に初期消火、救助・救急活動を実施する。 

また、市、消防団、堺市消防局、大阪府警察など防災関係機関との連携を図る。 

 

第８ 惨事ストレス対策 

 

救助・救急又は消火活動等を実施する各機関は、職員等の惨事ストレス対策の実施に努める。 
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第９節 医療救護活動 
 

市、大阪府及び医療関係機関は、「大阪府災害時医療救護活動マニュアル」に基づき、災害の

状況に応じた救命医療を最優先とする迅速かつ適切な医療救護活動（助産を含む）を実施するも

のとする。また、災害医療コーディネーターに対して適宜助言及び支援を求める。 

なお、市内の医療機関は、状況に応じて、大阪府知事との協定に基づき、災害派遣医療チーム

（ＤＭＡＴ）・災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）・災害支援ナース・救護班の派遣に努める

ものとする。 

 

第１ 医療情報の収集・提供活動 

 

１  市 

高石市医師会等の協力を得て、人的被害、医療機関の被災状況及び活動状況並びに被災地

の医療ニーズについて把握し、速やかに大阪府へ報告する。また、市民にも可能な限り医療

機関情報を提供する。 

２  大阪府 

市からの報告、大阪府広域災害・救急医療情報システム（大阪府医療機関情報システム）

及び大阪府防災行政無線等を用いて被災状況、医療機関の活動状況、被災地の医療ニーズ、

患者受入れ情報を一元的に把握し、速やかに市など関係機関及び市民に提供する。また、必

要に応じてライフライン事業者等に対し被災医療機関の情報提供を行い、復旧に係る対策等

を要請する。 

 

第２ 現地医療対策 

 

１ 現地医療の確保 

(1) 医療救護班の編成・派遣 

市及び医療関係機関は、災害の状況に応じ速やかに医療救護班を編成し、市の定める参

集場所に派遣する。 

なお、医療救護班は、原則として現地医療活動を行うために当座必要な資器材等を携行

する。 

ア 市 

災害医療センターである高石加茂病院、高石藤井病院、高石市立診療センター及び高

石市医師会を中心に医療救護班を編成し、医療救護活動を実施する。また、災害の状況

に応じ、大阪府を通じて日本赤十字社大阪府支部に対し、医療救護班の派遣その他必要

な措置を要請する。 
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イ  高石市医師会 

高石市医師会は、自ら必要と認めたとき又は市から要請があったときは、高石市医師

会災害対策本部を設置し、市に医療救護班を派遣し、医療救護活動を実施する。 

※資料5-2「医療救護班編成表」 

※資料7-3「災害時における医師の救急医療に関する協定書」 

(2) 救護所の設置 

市は、医療救護活動を行うため、医療救護班による現地医療活動のほか次の救護所を設

置する。 

ア 応急救護所 

災害発生後、災害現場付近に設置する。 

イ 医療救護所 

災害発生直後から中長期にわたって、指定避難所に設置する。 

(3) 医療救護班の受入れ・調整 

市は、医療救護班の受入れ窓口を設置し、大阪府（保健所）の支援・協力のもと救護所

への配置調整を行う。 

(4) 医療救護班の搬送 

ア 医療関係機関 

原則として、医療関係機関で所有する緊急車両、大阪府ドクターヘリ等を活用し、移

動する。 

イ 大阪府及び市 

医療関係機関が搬送手段を有しない場合は、大阪府及び市が搬送手段を確保し、搬送

を行う。 

２ 現地医療活動 

(1) 救護所における現地医療活動 

ア 応急救護所における現場医療救護活動 

災害発生直後に高石市医師会等から派遣される医療救護班等が、応急救護所で応急処

置やトリアージ等の現場医療救護活動を行う。 

応急救護所を設置した場合、状況に応じて、大阪府等に医療救護班（緊急医療班）の

派遣を要請する。 

緊急医療班の中には、災害の急性期に活動できる機動性を持った、専門的な訓練を受

けた災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）を含む。 

イ 医療救護所における臨時診療活動 

市及び各医療関係機関等から派遣される主に診療科別医療班等が、医療救護所で軽症

患者の医療や被災住民等の健康管理等を行う。 

この場合、発災当初から外科系及び内科系診療（必要に応じて小児科・精神科・歯科

診療等）を考慮し、医療ニーズに応じた医療救護班で構成する医療チームで活動する。 
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(2) 医療救護班の業務 

ア  患者に対する応急処置 

イ  医療機関への搬送の要否及びトリアージ 

ウ  搬送困難な患者及び軽症患者に対する医療 

エ  助産救護 

オ 被災住民等の健康管理 

カ 死亡の確認 

キ その他状況に応じた処置 

(3) 現地医療活動の継続 

市は、大阪府の協力を得て、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）による活動と並行して、

また、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）活動の終了以降、日本医師会災害医療チーム（Ｊ

ＭＡＴ）、日本赤十字社、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人地域医療機能推進機

構、国立大学病院、日本災害歯科支援チーム（ＪＤＡＴ）、日本薬剤師会、災害支援ナー

ス、日本災害リハビリテーション支援協会（ＪＲＡＴ）、日本栄養士会災害支援チーム

（ＪＤＡ－ＤＡＴ）、民間医療機関等からの医療チーム派遣等の協力を得て、指定避難所

等、救護所も含め、被災地における医療提供体制の確保・継続を図るものとし、その調整

にあたっては災害医療コーディネーターを活用する。その際、医療チーム等の交代により

医療情報が断絶することのないよう、被災地における診療情報の引継ぎが適切に実施され

るよう努める。 

 

第３ 後方医療対策 

 

１ 後方医療の確保 

市は、発災直後から急激に増大する要入院患者に対応するために、大阪府及び医療関係機

関と協力して、広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）から得られる情報等を基に、

大阪府救急医療情報センターを拠点とし、被災を免れた大阪府下全域の災害医療機関で患者

の受入れ病床を確保する。 

また、大阪府は確保した受入れ病床の情報を速やかに市町村等に提供する。 

２ 後方医療活動 

救護所では、対応できない患者や病院等が被災したため継続して医療を受けることができ

ない入院患者は、被災を免れた医療機関が重症度等に応じて受入れ治療を行う。 

(1) 受入れ病院の選定と搬送 

市等は、災害拠点病院及び市災害拠点病院と連携し、広域災害・救急医療情報システム

（ＥＭＩＳ）等で提供される患者受入れ情報に基づき、特定の病院へ患者が集中しないよ

う振り分け調整し、関係機関が患者を搬送する。 
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(2) 患者搬送手段の確保 

ア 陸上搬送 

患者の陸上搬送は、原則として救急車で実施する。 

救急車が確保できない場合は、市及び大阪府が搬送車両を確保する。 

イ 航空機搬送 

市は、状況により大阪府に対し、航空機搬送の要請を行う。 

大阪府は、市町村から要請があった場合、又は自ら必要と認めたときは、大阪府が所

有する大阪府ドクターヘリや消防防災ヘリ、自衛隊機など航空機を保有する関係機関に

搬送を要請する。 

ウ 海上搬送 

大阪府は、所有する船舶、あるいは必要に応じて第五管区海上保安本部等に要請し、

海上搬送を行う船舶を確保する。 

３ 災害医療機関の役割 

(1) 災害拠点病院 

ア 基幹災害拠点病院 

災害医療に関して都道府県の中心的な役割を果たす基幹災害拠点病院は下記の地域災

害拠点病院の活動に加え、患者の広域搬送にかかる地域災害拠点病院間の調整及び府内

のＤＭＡＴの派遣調整を行う。 

イ 地域災害拠点病院 

地域災害拠点病院は次の活動を行う。 

①  24時間緊急対応により、多発外傷、挫滅症候群、溺水等の災害時に多発する救急患

者の受入れと高度医療の提供 

②  災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）及び医療救護班の受入れや派遣及びこれに係る調

整 

③ 地域の医療機関の情報収集と必要に応じた支援 

④  患者及び医薬品等の広域搬送拠点としての活動及びこれに係る地域医療機関との調

整 

⑤  地域の医療機関への応急用医療資器材の貸出し等の支援 

(2) 特定診療災害医療センター 

特定診療災害医療センターは、循環器疾患、消化器疾患、アレルギー疾患、小児医療、

精神疾患など専門診療を必要とする特定の疾病対策の拠点として主に次の活動を行う。 

ア  疾病患者の受入れと高度な専門医療の提供 

イ 疾病患者に対応する医療機関間の調整 

ウ  疾病患者に対応する医療機関等への支援 

エ  疾病に関する情報の収集及び提供 

(3) 市災害医療センター（高石加茂病院、高石藤井病院、高石市立診療センター） 

市災害医療センターは、次の活動を行う。 
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ア  市の医療拠点としての患者の受入れ 

イ  災害拠点病院等と連携した患者受入れに係る地域の医療機関間の調整 

(4) 災害医療協力病院（救急告示病院等） 

災害医療協力病院は、災害拠点病院及び市災害医療センター等と協力し、率先して患者

を受け入れる。本市の災害医療協力病院は、浜寺病院である。 

 

第４ 医薬品等の確保・供給活動 

 

市は、高石薬剤師会、地域の医療関係機関及び医薬品等関係団体の協力を得て、被災地域に

おける医薬品及び医療用資器材のニーズを把握し、医療救護活動に必要な医薬等の調達及び避

難所等における調剤体制を確保し、医薬品等の供給活動を実施する。また、不足が生じた場合

は、大阪府に対して供給の要請を行う。 

 

第５ 個別疾病対策 

 

市と高石市医師会は、専門医療が必要となる人工透析、難病、循環器疾患、消化器疾患、血

液疾患、小児医療、周産期医療、感染症、アレルギー疾患、精神疾患、歯科疾患等の疾病及び

心のケアについては、大阪府等と連携をとりながら特定診療災害医療センター、各専門医会等

関係機関と協力して、それぞれ現地医療活動、後方医療活動等を行う。 
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第10節 交通規制・緊急輸送活動 
 

市及び防災関係機関は、救助・救急・消火、医療並びに緊急物資の供給を迅速かつ的確に実施

するための緊急輸送活動に努める。特に緊急輸送手段としてヘリコプターの活用が有効と判断さ

れる場合には、ヘリコプターの派遣要請を行い、地上輸送とともに航空輸送を機動的かつ効果的

に活用する。 

大阪府警察、道路管理者及び第五管区海上保安本部は、災害が発生した場合、又は災害がまさ

に発生しようとする場合において、災害応急活動に必要な交通規制を実施する。 

 

第１ 陸上輸送 

 

１ 緊急交通路の確保及び交通規制の実施 

(1) 被害情報等の収集及び緊急交通路の指定 

市、大阪府、大阪府警察、道路管理者、港湾管理者(大阪府)及び漁港管理者(市)は、連

携して災害の規模、道路の損壊状況、交通状況等について、迅速かつ正確な情報収集に努

め、その結果を相互に連絡する。 

特に、緊急交通路に選定されている「重点14路線」である国道26号、大阪和泉泉南線に

対しては、緊急交通路の指定に向けた道路状況の確認を行うとともに、大阪府警察は、交

通規制の実施に伴う道路管理者との連絡・調整を行う。 

※資料2-6「防災マップ」 

(2) 緊急交通路の指定に係る各関係機関の役割 

市は、災害応急対策を迅速かつ的確に行う必要があると認める場合には、大阪府、大阪

府警察、道路管理者、港湾管理者(大阪府)及び漁港管理者(市)と協議し、被災地の状況、

道路の状況、緊急輸送活動等を考慮して、緊急通行車両等の通行を確保すべき緊急交通路

を選定する。 

市、大阪府、大阪府警察、道路管理者、港湾管理者(大阪府)及び漁港管理者(市)は、選

定された緊急交通路について必要な措置を講じ、その結果を相互に連絡するとともに、大

阪府及び市に連絡する。 

ア 市、大阪府、道路管理者、港湾管理者(大阪府)、漁港管理者(市) 

① 点検 

使用可能な緊急交通路を把握するため、自転車やバイク等の多様な移動手段の活

用による現地調査の実施、道路管理用カメラ等の活用及び官民の自動車プローブ情

報の活用等により早急に、道路施設の被害状況及び安全性の点検を行い、その結果

を市、大阪府及び大阪府警察に連絡する。 

② 通行規制 

道路の破損、欠損等により交通が危険であると認められる場合、あるいは被災道
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路の応急復旧等の措置を講ずる必要がある場合には、大阪府警察と協議し、区間を

定めて、道路の通行を禁止し、または制限する。 

③ 道路啓開 

道路上の倒壊障害物の除去（路面変状の補修や迂回路の整備を含む）、移動や、

放置車両の移動を、民間建設業者等の協力を得て実施し、早期の道路啓開に努める。

作業にあたっては、大阪府警察、消防機関、自衛隊、その他の道路管理者等と相互

に協力し、必要な措置をとる。なお、放置車両や立ち往生車両等が発生した場合に

は、緊急通行車両の通行を確保するため緊急の必要があるときは、運転者等に対し

車両の移動等の命令を行う。運転者がいない場合等においては、道路管理者、港湾

管理者(大阪府)及び漁港管理者(市)は、自ら車両の移動等を行う。 

イ 大阪府警察 

① 交通管制 

被災区域への車両の流入抑制及び緊急交通路を確保するための信号制御等の交通

管制を行う。 

② 緊急交通路における交通規制の実施 

「重点14路線」である国道26号、大阪和泉泉南線に対する緊急交通路の指定を実

施し、緊急通行車両等以外の車両に対する通行禁止の交通規制を実施する。 

(3) 災害時の踏切長時間遮断に係る緊急車両の運行に関する対応 

鉄道事業者及び道路管理者は、緊急交通路上等の踏切道について、遮断状況の情報共有

を行い、関係者間で合意した優先開放※する踏切道について、踏切道の点検、接続道路の

啓開、踏切遮断の解消を行い、緊急車両の円滑な通行の確保に努める。 

※ 優先開放とは「運転再開が一定時間見込めないなど緊急車両の通行に支障を及ぼすお

それが生じた場合に、開放される前までは一定時間迂回対応が生じるものの、開放が困

難な場合を除き、他の踏切と比べ優先的に開放すること」を言う。 

(4) 警察官、自衛官及び消防吏員による措置命令 

警察官は、通行禁止区域等において、車両その他の物件が緊急通行車両等の通行の妨害

となることにより災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれがあると認めるときは、

車両その他の物件の所有者等に対して緊急通行車両等の円滑な通行を確保するため必要な

措置を命ずる。 

災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官及び消防吏員は、警察官がその場にいない場合に

限り、自衛隊用緊急通行車両及び消防用緊急車両の通行のため、同様の措置を講ずる。 

(5) 交通規制の標識等の設置 

大阪府警察及び道路管理者は、車両の通行を禁止し、又は制限する措置を講じた場合は、

緊急の場合を除き、規制の対象、期間等を表示した標識等を設置する。 

(6) 一般社団法人大阪府警備業協会との連携 

大阪府は、必要に応じて一般社団法人大阪府警備業協会に対し、「災害時における交通

の確保等の業務に関する協定」に基づき、出動要請を行う。 



第２章 災害発生後の活動 

第10節 交通規制・緊急輸送活動 

333 

大阪府警察は、「災害時における交通の確保等の業務に関する細目協定」に基づき、派

遣された警備員の運用を行う。 

２ 緊急交通路の周知 

市、大阪府、大阪府警察及び道路管理者は、報道機関等を通じて、消防機関、医療機関、

自衛隊、交通関係事業者、ライフライン事業者など緊急輸送活動に係る関係機関等に対して、

交通規制の状況を連絡するとともに、緊急交通路への一般車両の進入を防止し、緊急交通路

の機能を十分に発揮させるため、住民への周知を行う。 

３ 緊急通行車両等の確認等 

大阪府公安委員会が災害対策基本法第76条第１項に基づく通行の禁止又は制限を行った場

合は、大阪府及び大阪府公安委員会は、同法施行令第33条の規定により、緊急通行車両等で

あることの確認を行い、当該車両の使用者に対して標章及び証明書を交付する。 

なお、公安委員会は、緊急通行車両以外の車両の通行禁止等を行うため必要があるときは、

道路管理者、港湾管理者(大阪府)及び漁港管理者(市)に対し、緊急通行車両の通行を確保す

るための区間の指定、放置車両や立ち往生車両等の移動等について要請する。 

※資料8-7「緊急通行車両事前届出書」 

４ 輸送手段の確保 

市は、関係機関並びに民間運送事業者等の協力を得て緊急輸送活動を実施する。 

５ 輸送基地の確保 

(1) 陸上輸送基地に選定された施設の管理者は、施設及びその周辺の被害状況や施設の利用

可能状況を把握し、大阪府に報告する。 

(2) 施設管理者は、輸送活動の支障となる障害物の除去に努める。 

６ 高速道路が緊急交通路に指定された場合の措置 

災害対策基本法又はその他の関係法令の規定に基づき、高速道路が関係機関から緊急交通

路に指定されたときは、西日本高速道路株式会社又は阪神高速道路株式会社は、これに対処

すべき必要な措置を行い道路交通の確保に協力するものとする。この場合、料金を徴収しな

い車両の取扱い等、料金徴収業務に関し適切な措置を講ずるものとする。 

７ 重要物流道路等における道路啓開等の支援 

国は、迅速な救急救命活動や緊急支援物資の輸送などを支えるため、国土交通大臣が指定

した重要物流道路及びその代替え・補完路において、道路啓開や災害復旧を代行できる制度

を活用し支援を行う。 

 

第２ 水上輸送 

 

市は、堺海上保安署をはじめ関係機関並びに近畿旅客船協会の協力を得て、緊急輸送活動を
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行う。 

また、知事は、必要に応じて、近畿運輸局に輸送力確保を要請する。 

 

第３ 航空輸送 

 

１ 輸送基地の確保 

(1) 市は、災害時用臨時ヘリポートにおける障害物の有無等の利用可能状況を把握し、大阪

府に報告する。 

(2) 市は、大阪市消防局、大阪府警察、第五管区海上保安本部、自衛隊と協議し、開設する

ヘリポートを指定する。 

※資料3-9「災害時用臨時ヘリポート」 

２ 輸送手段の確保 

市は、大阪市消防局、大阪府警察、第五管区海上保安本部、自衛隊の協力を得て、緊急輸

送活動を行う。 
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第11節 公共土木施設等・建築物応急対策 
 

市及び関係機関は、洪水、高潮などによる被害拡大の防止対策を講ずるとともに、二次災害へ

の心構えについて住民の啓発に努める。 

 

第１ 公共土木施設等（河川施設、海岸保全施設、港湾施設、漁

港施設、橋りょうなど道路施設など） 

 

１ 河川施設、海岸保全施設 

(1) 堤防その他の施設が決壊したときは、水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、直ち

にその旨を現地指導班長（大阪府）、大阪府高石警察署長及び氾濫する方向の隣接水防管

理者に報告する。 

(2) 市長又はその命を受けた職員若しくは水防管理者は、避難のための立退を指示する。 

(3) 水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、決壊箇所について、被害拡大防止の応急措

置をとる。 

２ その他公共土木施設 

(1) 市及び施設管理者は、災害が発生した場合は、被害状況の把握に努めるとともに、その

旨を直ちに大阪府に報告する。 

(2) 市及び施設管理者は、関係機関及び住民に連絡して、被害拡大防止の応急措置をとる。 

(3) 市及び施設管理者は、被害が拡大するおそれがある場合は、必要に応じ、適切な避難対

策又は被災施設・危険箇所への立入制限を実施する。 

 

第２ 建築物等 

 

市は、被災した市有建築物の被害状況の把握を速やかに行い、必要に応じ、応急措置を行う

とともに、二次災害を防止するため、倒壊の危険性のある建物や崩壊の危険性のある敷地への

立ち入り禁止措置や適切な避難対策を実施する。 

 

第３ 応急工事 

 

施設管理者等は、危険がなくなったあと、被害の程度に応じた仮工事により、施設の応急の

機能確保を図る。 
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第12節 民間建築物等応急対策 
 

市及び関係機関は、建築物の倒壊、危険物の漏洩、被災文化財の被害拡大等に備え、施設の点

検、応急措置、関係機関への連絡、環境等への二次災害防止対策を講ずるとともに、二次災害へ

の心構えについて住民の啓発に努める。 

 

第１ 民間建築物等 

 

１ 民間建築物 

市は、被害状況を大阪府に報告するとともに、対象とする建築物、区域等を定めて、応急

危険度判定を実施する。 

２ 宅地 

市は、被害状況を大阪府に報告するとともに、対象とする箇所の、危険度判定を実施する。

実施にあたって必要に応じ、大阪府に被災宅地危険度判定士の派遣を要請する。 

市は、危険度判定士の協力を得て、判定ステッカーの貼付等により宅地の使用者等にその

危険度を周知し、二次災害の防止に努める。 

※「被災宅地危険度判定」は地震時、風水害時ともに対象とした制度 

※「被災建築物応急危険度判定」は地震時のみの制度 

３ 空き家等の対策 

市は、平常時より、災害による被害が予測される空き家等の状況の確認を行い、必要に応

じて、空き家等の所有者等を探索し、当該所有者等に家屋等の危険度を周知することにより、

倒壊等の二次災害の防止に努める。 

 

第２ 危険物等（危険物施設、高圧ガス施設、火薬類貯蔵所、毒

物劇物施設） 

 

１ 施設の点検、応急措置 

危険物施設等の管理者は、爆発などの二次災害防止のため、施設の点検、応急措置を行う。

大阪府及び市は、必要に応じて、立入検査を行うなど、適切な措置を講ずる。 

２ 避難及び立入制限 

危険物施設等の管理者は、爆発などによって大きな被害が発生するおそれのある場合は、

速やかに関係機関や住民に連絡するとともに、適切な避難対策を実施する。 

また、必要に応じ、被災施設及びその周辺の危険区域への立入制限を実施する。 
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第13節 ライフライン・放送の確保 
 

ライフライン及び放送に関わる事業者は、災害発生時における迅速な初動対応と被害拡大防止

対策を実施するものとする。 

災害により途絶したライフライン施設、放送施設については、速やかに復旧を進めるとともに

応急供給、サービス提供を行うものとする。 

 

第１ 被害状況の報告 

 

ライフラインに関わる事業者は、被害が発生した場合には、速やかに施設設備の被害状況を

調査し、市・大阪府に報告する。関西電力送配電株式会社は、市内において停電が発生した場

合には、直ちに停電状況を調査し、市及び大阪府に報告する。 

 

第２ ライフライン事業者における対応 

 

１ 上水道（大阪広域水道企業団） 

(1) 応急措置 

被害の拡大のおそれがある場合、直ちに施設の稼働の停止又は制限を行い、必要に応じ

て、堺市消防局、大阪府警察及び付近住民に通報する。 

(2) 応急給水及び復旧 

ア 応急給水・復旧活動等に必要な情報の収集、総合調整、指示、支援を行う。 

イ 給水車、トラック等により、応急給水を行うとともに、速やかな応急復旧に努める。 

ウ 被害状況、復旧の難易度を勘案しながら、医療機関、社会福祉施設等の重要給水施設

へ優先的な応急給水・復旧を行う。 

エ 被害状況等によっては、他の水道事業体等に対し応援を要請する。 

(3) 広報 

被害状況、給水状況、復旧状況と今後の見通しを市及び関係機関、報道機関に伝達する

ほか、市のホームページ上に応急復旧の状況等を掲載することで幅広い広報に努める。 

２ 下水道 

(1) 応急措置 

ア 停電等によりポンプ場の機能が停止した場合は、排水不能がおこらないよう、自家発

電設備によるポンプ運転を行う。 

イ 下水管渠の被害には、汚水、雨水の通水に支障のないよう応急措置を講ずる。 

ウ 災害の発生時において、下水道等の構造等を勘案して、速やかに、下水道等の巡視を

行い、損傷その他の異状があることを把握したときは、可搬式排水ポンプ又は仮設消毒
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池の設置その他の下水道等の機能を維持するために必要な応急措置を講ずる。 

エ 被害の拡大が予想される場合は、直ちに施設の稼働の停止又は制限を行い、必要に応

じて、堺市消防局、大阪府警察及び付近住民に通報する。 

(2) 復旧 

ア 被害状況、復旧の難易度を勘案して、効率的・計画的に復旧を行う。 

イ 被害状況等によっては、協定や要請に基づき、他の下水道管理者から支援を受ける。 

(3) 広報 

ア 生活水の節水に努めるよう広報する。 

イ 被害状況、復旧状況と今後の見通しを関係機関、報道機関に伝達し、広報する。 

３ 電力（関西電力株式会社、関西電力送配電株式会社） 

(1) 応急措置 

感電事故、漏電火災など二次災害が発生するおそれがある場合は、送電中止等の危険予

防措置を講ずるとともに、市、大阪府、堺市消防局、大阪府警察及び付近住民に通報する。 

(2) 応急供給 

ア 電力設備被害状況、一般被害情報等を集約するための体制、システムを整備し、総合

的に被害状況の把握に努める。 

イ 被害状況によっては、他の電力会社との協定に基づき、電力の供給を受ける。 

ウ 緊急を要する重要施設を中心に、発電機車両等により応急送電を行う。 

エ 単独復旧が困難な場合は、他の電力会社との協定に基づき応援を要請する。 

(3) 広報 

ア 二次災害を防止するため、断線垂下している電線には触れないこと、屋外避難時はブ

レーカーを必ず切ることなど電気施設及び電気機器の使用上の注意について、広報活動

を行う。 

イ 被害状況、供給状況、復旧状況と今後の見通しを関係機関、報道機関に伝達し、広報

する。加えて、利用者に対し、ホームページ等様々な手段を用いて、供給停止エリア、

復旧状況等の広報に努める。 

４ ガス（大阪ガス株式会社、大阪ガスネットワーク株式会社） 

(1) 応急措置 

水害、冠水地域の整圧器の機能監視及び他工事現場の特別見回りと防護強化打合せ等を

行うとともに、防護及び応急機材の点検整備を行う。なお、関係機関との情報連絡を行い、

過去の災害事例を参考にした被害予想地区の施設を重点的に監視する。 

(2) 応急供給 

ア 被害状況、復旧の難易度を勘案して、必要度の高いものから応急供給を行う。 

イ 緊急を要する重要施設を中心に、代替燃料・機器等を貸し出す。 

ウ 被害箇所の修繕を行い、安全を確認したうえで、ガスの供給を再開する。 
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(3) 広報 

ア 二次災害を防止するため、ガス漏洩時の注意事項についての情報を広報する。 

イ 被害状況、供給状況、復旧状況と今後の見通しを関係機関、報道機関に伝達し、広報

する。加えて、利用者に対し、ホームページ等様々な手段を用いて、供給停止エリア、

復旧状況等の広報に努める。 

５ 電気通信（西日本電信電話株式会社（関西支店）、株式会社ＮＴＴドコモ（関西支社）、

ＫＤＤＩ株式会社（関西総支社）、ソフトバンク株式会社、楽天モバイル株式会社） 

(1) 通信の非常疎通措置 

災害に際し、次により臨機に措置を行い、通信輻輳の緩和及び重要通信の確保を図る。 

ア 応急回線の作成、網措置等疎通確保の措置を行う。 

イ 通信の疎通が著しく困難となり、重要通信の確保が必要な場合は、臨機に利用制限等

の措置を行う。 

ウ 非常・緊急通話又は非常・緊急電報は、一般の通話又は電報に優先して取り扱う。 

エ 災害時における電話の輻輳緩和を図るため、安否確認、見舞い、問い合わせなどの情

報を録音・再生できる災害用伝言ダイヤル（171）、災害用ブロードバンド伝言板（Ｗ

ＥＢ171）を提供する。 

(2) 被災地域特設公衆電話の設置 

災害救助法が適用された場合等には、指定緊急避難場所・指定避難所に、被災者が利用

する特設公衆電話の設置に努める。 

(3) 設備の応急対策 

災害に伴う電気通信設備等の応急復旧は、恒久的復旧工事との関連並びに情勢の緊急度

を勘案して、迅速適切に実施する。 

ア 被災した電気通信設備等の応急復旧は、サービス回復を第一義として速やかに実施す

る。 

イ 必要と認めるときは、災害応急対策に直接関係のない工事に優先して、対策工事に要

する要員、資材及び輸送の手当てを行う。 

ウ 対策にあたっては、行政機関、他の事業者と連携し、早期復旧に努める。 

エ 応急復旧のために通信用機材等の運搬や道路被災状況等の情報共有が必要な場合は、

総務省を通じて非常対策本部や被災地方公共団体に協力を要請する。 

(4) 災害広報 

災害に伴う電気通信設備等の応急対策においては、通信の疎通及び利用制限の措置状況

並びに被災した電気通信設備等の応急対策の状況等の広報を行い、通信の疎通ができない

ことによる社会不安の解消に努める。 

６ 放送事業者における対応（日本放送協会、民間放送事業者） 

(1) 放送体制の確保に努める。 

(2) 非常放送を実施する。 

(3) 災害情報の的確な収集・取材と報道に努める。 



第２章 災害発生後の活動 

第13節 ライフライン・放送の確保 

340 

(4) 施設の応急復旧を進める。 

(5) 日本放送協会は、指定避難所等有効な場所に受信機を貸与するほか、視聴者への災害情

報の提供に努める。 
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第14節 交通の安全確保 
 

鉄道、道路、港湾、漁港、空港施設の管理者は、迅速な初動対応と利用者の安全確保のための

対策を講ずるとともに、都市機能を確保するために、速やかに交通機能の維持・回復に努める。 

 

第１ 被害状況の報告 

 

各施設管理者は、速やかに施設の被害状況を調査し、被害が生じた場合は、その状況を大阪

府に報告する。 

 

第２ 各施設管理者における対応 

 

１ 鉄道施設（西日本旅客鉄道株式会社、南海電気鉄道株式会社） 

(1) あらかじめ定めた基準により、列車の緊急停止、運転の見合せ若しくは、速度制限を行

う。 

(2) 負傷者には、応急救護の措置を講ずるとともに、必要に応じて、堺市消防局、大阪府警

察に通報し、出動の要請を行う。 

(3) 乗客の混乱を防止するため、適切な車内放送及び駅構内放送を行うとともに、状況に応

じて、安全な場所への避難誘導を行う。 

２ 道路施設（市、大阪府、近畿地方整備局、阪神高速道路株式会社、西日本高速道路株式会

社） 

(1) あらかじめ定めた基準により、通行の禁止又は制限を実施する。 

(2) 負傷者には、応急救護の措置を講ずるとともに、必要に応じて堺市消防局、大阪府警察

に通報し、出動の要請を行う。 

(3) 交通の混乱を防止するため、通行車両の迂回路への誘導等適切な措置を講ずる。 

(4) 降雨状況等から通行規制範囲をあらかじめ指定し、ホームページ等で周知し、規制の基

準に達した場合はできるだけ早く通行規制状況を発表するものとする。その際、当該情報

が入手しやすいよう多様な広報媒体を活用し、日時、迂回経路等を示すものとする。また、

降雨状況の変化に応じて規制区間の見直しを行うものとする。 

３ 港湾施設、漁港施設（市、大阪港湾局） 

(1) 港湾施設、漁港施設に被害が生じた時は、供用の一時停止等の措置を講ずる。 

(2) 負傷者には、応急救護の措置を講ずるとともに、必要に応じて堺市消防局、大阪府警察、

海上保安署に通報し、出動の要請を行う。 

(3) 利用者の混乱を防止するため、適切な情報提供を行うとともに、状況に応じて、安全な

場所への避難誘導を行う。 
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第３ 各施設管理者における復旧 

 

１ 鉄道施設 

(1) 線路、保安施設、通信施設等、列車運行上重要な施設を優先して応急復旧を行うととも

に、被害状況、緊急性、復旧の難易度等を考慮し、段階的な応急復旧を行う。 

(2) 被害状況によっては、他の鉄道管理者からの応援を受ける。 

(3) 運行状況、復旧状況、今後の見通しを関係機関に連絡するとともに、報道機関を通じ

広報する。 

２ 道路施設 

(1) 被害状況、緊急性、復旧の難易度等を考慮し、緊急交通路を優先して応急復旧を行うと

ともに、順次その他の道路の応急復旧を行う。なお、橋梁、トンネルなど復旧に時間を要

する箇所を含む道路は、代替道路の確保に努める。自動車専用道路は、速やかに復旧させ

るよう部分開通するための段階的な応急復旧を行う。 

(2) 被害状況によっては、他の道路管理者からの応援を受ける。 

(3) 復旧活動等に支障を及ぼす道路渋滞情報を把握した場合、近畿地方整備局や府、府警察、

高速道路会社ほか府内関係市町村で組織した協議会において情報共有を行う。また、迂回

誘導等の対策検討や情報提供手段等の確認を行い、必要に応じた対策を講じる。 

(4) 通行状況、復旧状況、今後の見通しを関係機関に連絡するとともに、報道機関を通じ広

報する。 

３ 港湾施設、漁港施設 

(1) 係留施設、臨港交通施設、外郭施設等の応急復旧を行う。 

(2) 使用状況、復旧状況、今後の見通しを関係機関、報道機関を通じ広報する。 
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第15節 農水産関係応急対策 
 

市、大阪府、及び防災関係機関は、災害時においては、農水産施設等の被害を早急に調査し、

迅速に応急対策を講ずるものとする。 

 

第１ 農業 

 

１ 農業用施設応急対策 

被害状況を関係団体を通じ、速やかに把握し、被害の程度に応じ、施設の管理者に対し、

必要な指示を行い、災害の復旧が速やかに図られるよう努める。 

なお、広範囲にわたる場合は、関係機関と連絡をとり、災害区域全体の総合調整のうえ、

施設の応急対策を実施する。 

２ 農作物応急対策 

(1) 災害対策技術の指導 

被害を最小限度にくいとめるための技術指導を、市、大阪府泉州農と緑の総合事務所、

いずみの農業協同組合等が協力し、実施する。 

(2) 水稲等種子の確保・斡旋 

必要がある場合、水稲等種子を大阪府種子協会に依頼し、その確保を図る。 

(3) 病害虫の防除 

ア 災害により被災した農作物の各種病害虫の防除については、農政室推進課及び他の関

係機関と協力し、各種病害虫の防除を行う。 

イ 農薬等が不足する場合は、大阪府に斡旋を依頼する。 

 

第２ 漁業 

 

市は、漁港の各種施設が被害を受けたときは、速やかにその被害状況を的確に把握し、機能

を維持するため、応急措置を講ずるとともに、その復旧促進に関する措置を講ずる。 
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第16節 災害救助法の適用 
 

知事は、災害が発生するおそれがある段階で、国が災害対策本部を設置し、その所管区域とな

り当該区域内で被害を受けるおそれがある場合、災害救助法を適用して同法に基づく救助を行う

ことができる。併せて、知事は、災害により住家が滅失した世帯数が、災害救助法に定める基準

以上に達し、又は、多数の者が生命又は身体に危害を受けるおそれが生じた場合であって政令が

定める基準に該当し、被災者が現に救助を要する状態にある場合は、災害救助法を適用して、同

法に基づく救助を行う。 

 

第１ 法の適用 

 

１ 実施責任者 

災害に際して、市長が行う応急救助のうち、一定規模以上の災害の救助活動については災

害救助法の適用を受け、知事が実施する。この法律に基づいて知事が行う救助のうち、市長

に委任された事項については、市長がこれを実施する。 

２ 適用基準 

法による救助は、市の区域を原則として、同一原因による災害で次のいずれかに該当する

災害で、かつ被災者が現に救助を要する状態にあるときに実施する。 

災害救助法の適用基準 

指標となる被害項目             適用の基準        備     考 

市内の住家が滅失（り災）した世帯

の数 
    80以上 

住家が半壊し、又は半焼する

等著しく損傷した世帯は２世帯

をもって住家が滅失した１の世

帯とみなす。 

住家が床上浸水、土砂の堆積

等により一時的に居住すること

ができない状態となった世帯は

３世帯をもって住家が滅失した

１の世帯とみなす。 

大阪府内の住家が滅失（り災）した

世帯の数 
 2,500以上 

そのうち市内の住家が滅失（り災）

した世帯数 
 40以上 

大阪府内の住家が滅失（り災）した

世帯の数 
12,000以上 

そのうち市内の住家が滅失（り災）

した世帯数 
多 数 

多数の者が生命又は身体に危害を受

け又は受けるおそれがある場合 

大阪府知事が

厚生労働大臣

と協議 

３ 適用手続き 

市は、災害による被害の程度が適用基準のいずれかに該当し、又は該当する見込みがある

場合は、速やかに、その旨を大阪府知事に報告する。 

知事は、報告に基づき、災害救助法を適用する必要があると認めたときは、直ちに災害救
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助法に基づく救助の実施を市長に指示するとともに厚生労働大臣に報告し、公示する。 

ただし、災害の事態が急迫して、知事による救助の実施の決定を待ついとまのない場合は、

市長は災害救助法の規定による救助に着手するとともに、その状況を直ちに知事に報告し、

その後の処置に関して知事の指示を受けなければならない。 

 

第２ 救助の内容 

 

災害救助法に基づく救助の種類は、次のとおりである。 

ただし、災害が発生するおそれがある段階の救助の種類は避難所の供与とする。（要配慮者

等の避難の輸送・賃金職員等雇上げを含む） 

 

１ 受入れ施設（応急仮設住宅を含む）の供与 

２ 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

３ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

４ 医療及び助産 

５ 災害にかかった者の救出 

６ 災害にかかった住宅の応急修理 

７ 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与 

８ 学用品の給与 

９ 埋葬 

10 死体の捜索及び処理 

11 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼ

しているものの除去 

 

第３ 職権の一部委任 

 

知事は、救助を迅速に行うため必要であると認めるときは、その権限に属する救助の実施に

関する事務の一部を市長が行うこととすることができる。（災害救助法第13条） 

なお、上記により市長が行う事務のほか、市長は、知事が行う救助を補助するものとする。 

 

第４ 救助の程度、方法及び期間等 

 

災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準は、資料編（資料8-1）

に示すとおりである。 

救助の期間については、やむを得ない特別の事情のあるときは、応急救助に必要な範囲内に

おいて厚生労働大臣の承認を得て延長することができる。 
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第17節 指定避難所の開設・運営等 
 

市は、災害が発生したとき、指定避難所を開設し、居住の確保、食料、衣料、医薬品、保健医

療サービスの提供、生活環境の整備に必要な措置を講ずるとともに、指定避難所に滞在すること

ができない被災者に対しても、食料等必要な物資の配布、保健師等による巡回健康相談の実施等

保健医療サービスの提供、正確な情報の伝達等により、生活環境の確保が図られるよう努める。 

また、市は、災害による家屋の損壊、滅失により避難を必要とする住民を臨時に受け入れるこ

とのできる指定避難所を指定し、開設するものとする。 

大阪府は、市を支援するため、施設の確保や避難者の移送等を行う。 

 

第１ 指定避難所の開設 

 

市は、災害の規模にかんがみ、必要な避難所を可能な限り当初から開設するよう努める。た

だし、指定避難所だけでは施設が量的に不足する場合には、ホテル等の活用も含め、可能な限

り多くの避難所を開設し、大阪府に開設状況を報告するとともに、ホームページやＳＮＳ等の

多様な手段を活用して、避難所の開設状況や混雑状況を市民等に周知する。 

避難収容が必要と判断した場合は、避難所を開設するとともに、速やかに指定避難所へ担当

職員を派遣する。また、必要に応じて、福祉避難所を開設する。 

 

１ 指定避難所の開設基準 

(1) 災害の発生又は発生するおそれがあるとき。 

(2) 災害対策本部等が開設を決定したとき。 

(3) その他、市長が必要と認めるとき。 

２ 指定避難所開設の期間 

災害発生の日から最大限７日間、ただし、災害対策本部等の指示により決定する。 

３ 開設の留意点 

(1) 指定避難所を開設した場合は、速やかに地域住民に周知する。 

(2) 開設にあたっては、指定避難所の安全を確認してから行う。 

(3) 学校の教育活動に配慮する。 

(4) 緊急の場合を除き、指定避難所の開設・運営にあたっては避難施設の管理者及び自治会、

自主防災組織等の協力を求める。 

(5) 指定避難所の開設にあたっては、避難行動要支援者に配慮し、被災地以外の地域にある

ものも含め、ホテル等を指定避難所として借り上げるなど、多様な避難所の確保に努める。 

４ 指定避難所開設に伴う報告事項 

災害対策本部長は、避難指示を発令したとき、又は指定避難所を開設した場合には、ただ
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ちに大阪府知事、管轄の警察に次のことを報告する。 

(1) 開設の日時、場所、施設名 

(2) 収容人員 

(3) 開設期間の見込み 

(4) 救援食料の要否、必要量 

５ 指定避難所の閉鎖 

災害対策本部長は、下記の決定に基づき避難所担当職員に被災者を帰宅させる他、必要な

措置をとるよう指示する。 

(1) 災害の状況を考慮して災害対策本部が閉鎖を決定したとき。 

(2) その他、市長が決定したとき。 

＊ただし、被災者のうちで住居が全壊等により居住が困難な者については、指定避難所を

縮小して存続することも検討する。 

６ 指定避難所の早期解消のための取組み 

市は、大阪府と充分に連携し、避難者の健全な居住環境の早期確保のために、応急仮設住

宅の迅速な提供、及び公営住宅や民間賃貸住宅の空家等利用可能な既存住宅の斡旋を行うな

ど、指定避難所の早期解消に努める。 

また、市は、必要に応じて、住宅事業者の団体と連携し、応急対策をすれば居住を継続で

きる被災住宅の応急修繕を推進する。 

 

第２ 指定避難所の管理、運営 

 

市は、指定避難所を管理するため避難所担当職員を派遣し、必要に応じて施設管理者等の協

力を得て災害対策本部の統括のもと、自主防災組織などと連携し指定避難所の円滑な管理、運

営に努める。また、施設の本来の機能の早期回復のため、市と大阪府は協力して、応急仮設住

宅の提供など避難者の住宅の確保に努める。 

地域住民で組織する避難所運営委員会は、指定避難所の運営における女性の参画を推進する

ため、組織に女性を加えるとともに、男女のニーズの違い等男女双方の視点に配慮するものと

する。特に女性専用の物干し場、更衣室、授乳室、トイレの設置や生理用品、女性用下着の女

性による配布、巡回警備や防犯ブザーの配付等による指定避難所における安全性の確保など、

女性や子育て家庭のニーズに配慮した指定避難所の運営に努める。 

 

１ 避難受入れの対象者 

(1) 災害によって現に被害を受けた者 

ア 住家が被害を受け居住の場所を失った者であること 

イ 現に災害による被害を受けた者であること 
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(2) 災害によって現に被害を受けるおそれがある者 

ア 避難指示等が発せられた場合 

イ 避難指示等は発せられていないが、緊急に避難することが必要である場合 

(3) その他、避難が必要と認められる場合 

２ 指定避難所の管理、運営の留意点 

市は、自主防災組織などと連携して避難者による自主的な運営を促すとともに、「指定避

難所開設運営マニュアル」に基づき、指定避難所における生活環境を常に良好なものとする

ため、次の事項に留意して、指定避難所の円滑な管理、運営に努める。 

なお、市は、指定避難所の運営に関し、役割分担を明確化し、避難者に過度な負担がかか

らないよう配慮しつつ、避難者が相互に助け合う自治的な組織が主体的に関与する運営に早

期に移行できるよう、その立ち上げを支援するものとする。この際、避難生活支援に関する

知見やノウハウを有する地域の人材に対して協力を求めるなど、地域全体で避難者を支える

ことができるよう留意する。 

(1) 指定避難所ごとに受入れ避難者に係る情報の早期把握及び自宅、テント及び車等、指定

避難所外で生活している被災者等に係る情報の把握、並びに大阪府への報告 

なお、指定避難所及び指定避難所外で生活している避難者等の情報の把握については、

必要に応じてデジタル技術を活用 

(2) 混乱防止のための避難者心得の掲示 

(3) 応急対策の実施状況・予定等の情報の掲示 

(4) 生活環境を常に良好なものとするための食事供与（栄養バランスのとれた適温の食事、食

物アレルギーを有する者のニーズの把握等、食物アレルギーに配慮した食料の確保を含む。）

及びトイレ設置の状況等の把握 

(5) 避難行動要支援者への配慮 

(6) 避難の長期化等の状況に応じた、プライバシーの確保及び男女のニーズの違い等男女双

方の視点への配慮 

(7) 生理用品や女性用下着の物資を手渡す担当者は必ず女性が担当 

(8) 避難所開設当初からの段ボールベッド等の簡易ベッド、パーティション（間仕切り）の

設置 

(9) 相談窓口の設置（女性相談員の配置に配慮する。） 

(10) 高齢者、障がい者、乳幼児、児童等の要配慮者へ配慮した運営に努める。 

(11) 被災者支援等の観点から、家庭動物のためのスペース確保及び動物飼養者の周辺への

配慮の徹底（獣医師会の他、動物取扱業者等の民間団体から必要な支援が受けられるよう、

適宜連携を図る）、家庭動物と同行避難した被災者について適切に受け入れ、避難所等に

おける家庭動物の受入状況を含む避難状況等の把握に努める。 

(12) 指定管理施設が指定避難所となっている場合には、指定管理者との間で事前に避難所

運営に関する役割分担等を定めるよう努める。 

(13) 各指定避難所の運営者とともに、避難所の良好な生活環境の継続的な確保のために、
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専門家、災害支援ナース、ＮＰＯ・ボランティア等との定期的な情報交換や避難生活支

援に関する知見やノウハウを有する地域の人材の確保・育成に努める。 

(14) 安全、保健・衛生、保安及びプライバシーの保持に注意し、男女別更衣室、授乳室を

確保 

(15) 生理用品、粉ミルク、離乳食などの提供 

(16) トイレは仮設トイレを含めて男女別とし、和式、洋式両方を配置 

(17) テレビ、ラジオ、臨時公衆電話、インターネット端末、携帯電話の充電器等、避難者

の情報受信の便宜を図る。 

(18) 情報伝達は必ず音声と掲示を併用し、手話・外国語通訳者の配置など、避難行動要支

援者の情報環境に配慮（多言語支援が必要な避難者情報の収集及び当該避難者に対する言

語、生活習慣、文化等の違いへの配慮） 

(19) 女性や子ども等に対する性暴力・ＤＶの発生を防止するため、トイレ・更衣室・入浴

施設等は昼夜問わず安心して使用できる場所に設置し、照明の増設、性暴力・ＤＶについ

ての注意喚起のためのポスター等の掲載など、女性や子ども等の安全に配慮するよう努め

るとともに、警察、病院、女性支援団体との連携のもと、被害者への相談窓口情報の提供

を行うよう努める。 

(20) 正確な情報の伝達、食料、飲料水等の配布、清掃等については、避難者、住民、自主

防災組織、避難所運営について専門性を有したＮＰＯ・ボランティア（企業や団体も含む）

等の外部支援者等の協力が得られるよう努める。 

(21) 指定避難所における感染症対策のため、避難者の健康管理や避難所の衛生管理、十分

な避難スペースの確保、適切な避難所レイアウト等の必要な措置を講じるよう努める。ま

た、自宅療養者等が指定避難所に避難する可能性を考慮し、本部事務局と保健福祉部は避

難所の運営に必要な情報について協議の上、共有する。 

(22) 在宅避難者等の支援拠点が設置された場合は、利用者数、食料等の必要な物資数等を

集約し、必要に応じ物資の補充等の支援を行うものとし、被災者支援に係る情報を支援の

ための拠点の利用者に対しても提供する。 

(23) 車中泊避難を行うためのスペースが設置された場合は、車中泊避難を行うためのスペ

ースの避難者数、食料等の必要な物資数等を集約し、必要に応じ物資の補充等の支援を行

うものとし、被災者支援に係る情報を車中泊避難を行うためのスペースの避難者に対して

も提供する。この際、車中泊避難の早期解消に向け、必要な支援の実施等に配慮するよう

努める。 

３ 指定避難所生活長期化に対応する環境整備 

指定避難所生活が長期化することにより、環境悪化が懸念されることから、指定避難所運

営には特に次の事項に留意する。 

(1) 施設としての機能維持のため非常用電源設備を整備・強化する。 

(2) トイレ（し尿処理）、水道、下水道、衛生対策等について、指定避難所生活が長引く際

は、環境を維持するため避難者等の協力を得る。 
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(3) 避難して助かった被災者が、指定避難所で亡くなることのないよう、指定避難所の長期

化対策等、細やかなケアに努める。（二次被害の防止） 

(4) 指定避難所での集団生活や避難生活の長期化による持病の悪化やインフルエンザ等集団

感染などを防ぐため、医師、保健師による健康管理、衛生管理を行う。 

(5)「医療・保健・福祉の専門職」の視点を取り入れる。（例えば、障がい者、女性、高齢

者、子どもたちなどの目線） 

(6) 乳幼児のいる家庭専用部屋を設置する。 

(7) 女性用物干し場を設置する。 

(8) トイレ・更衣室以外にも女性専用スペースを設置する。 

(9) 指定避難所、不在住宅等の防犯対策を行う。 

(10) 状況に応じて行政やボランティア等による支援が享受できる地域への避難やさらなる

広域避難について検討する。 

４ 避難者の把握及び指定避難所の生活環境の把握 

(1) 市は、指定避難所ごとに受入れ避難者に係る情報の早期把握及び指定避難所で生活せず

食事のみ受け取りに来ている被災者等に係る情報の把握に努め、大阪府等への報告を行う。 

(2) 市は、指定避難所における生活環境に注意を払い、常に良好なものとするよう努める。 

そのため、食事供与の状況、トイレの設置状況等の把握に努め、必要な対策を講じる。 

避難の長期化等必要に応じて、プライバシーの確保状況、入浴施設設置の有無及び利

用頻度、洗濯等の頻度、医師や保健師、看護師等による巡回の頻度、換気や暑さ・寒さ

対策の必要性、食料の確保、配食等の状況、ごみ処理の状況など、避難者の健康状態並

びに指定避難所の衛生状態の把握に努め、栄養バランスのとれた適温の食事や、入浴、

洗濯等の生活に必要となる水の確保、福祉的な支援の実施等、必要な措置を講じるよう

努める。 

また、必要に応じ、指定避難所における家庭動物のためのスペースの確保に努める。 

５ 避難行動要支援者への支援 

市は、被災した避難行動要支援者及び社会福祉施設に対し、被災状況やニーズの把握に努

めるとともに、継続した福祉サービスの提供を行う。 

また、大阪府は避難所の設置を継続するような規模の災害が発生した場合、避難所の高齢

者、障がい者等の生活機能の低下の防止等のため、市からの要請に基づき、必要に応じて、

大阪府災害派遣福祉チーム（大阪ＤＷＡＴ）や災害支援ナースを市へ派遣し、支援する。 

 

第３ 指定避難所の早期解消のための取組み等 

 

市は、大阪府と十分に連携し、避難者の健全な居住環境の早期確保のために、応急仮設住宅

の迅速な提供、及び公営住宅や民間賃貸住宅の空き家等利用可能な既存住宅の斡旋を行うなど、

指定避難所の早期解消に努める。 
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また、市は、被災建築物応急危険度判定及び被災宅地危険度判定を迅速に実施し、必要に応

じて、住宅事業者の団体と連携し、被災しながらも応急対策をすれば居住を継続できる住宅の

応急修繕を推進するとともに、自宅に戻った被災者への物資の安定供給等に努める。 

なお、市、大阪府、関係機関が連携して、より効率的・効果的な応急対策に取り組めるよう、

指定避難所に滞在する被災者が早期に日常生活を取り戻せるよう方策を検討する。 

 

第４ 広域的避難収容 

 

市は、災害の規模、被災者の避難、収容状況、避難の長期化等に鑑み、被災地方公共団体の

区域外への広域的な避難及び指定避難所、応急仮設住宅等への収容が必要であると判断した場

合には、必要に応じて大阪府に広域避難収容に関する支援を要請する。 

 

 



第２章 災害発生後の活動 

第18節 緊急物資の供給 

352 

第18節 緊急物資の供給 
 

市及び防災関係機関は、家屋の浸水、損壊、流失等により水、食料、生活必需品等の確保が困

難な住民に対して、迅速に必要な物資を供給するよう努める。 

被災者の生活の維持のため必要な食料、飲料水、燃料及び毛布等生活必需品等を効率的に調

達・確保し、ニーズに応じて供給・分配を行うものとし、関係機関は、その備蓄する物資・資機

材の供給や物資の調達・輸送に関し、物資調達・輸送調整等支援システム等を活用し情報共有を

図り、相互に協力するよう努める。 

なお、被災地で求められる物資は、時間の経過とともに変化することを踏まえ、時宜を得た物

資の調達に留意するものとする。また、避難所における感染症拡大防止に必要な物資や家庭動物

の飼養に関する資材をはじめ、夏季には冷房器具等、冬季には暖房器具、燃料等も含めるなど被

災地の実情を考慮するとともに、食物アレルギーに配慮した食料の確保、要配慮者や男女等の多

様なニーズの違いに配慮する。 

被災者の中でも、交通及び通信の途絶により孤立状態にある被災者に対しては、孤立状態の解

消に努めるとともに、食料、飲料水及び生活必需品等の円滑な供給に十分配慮するものとする。 

また、自宅、テント及び車等、指定避難所外で生活している避難者、応急仮設住宅で暮らす避

難者、所在が確認できる広域避難者に対しても物資等が供給されるよう努める。 

市は、備蓄物資の状況等を踏まえ、供給すべき物資が不足し、自ら調達することが困難である

ときは、物資関係省庁（厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、総務省、消防庁）

又は非常本部等に対し、物資の調達を要請する。 

市は大阪府に要請することができるとともに、大阪府は、市における備蓄物資等が不足するな

ど、災害応急対策を的確に行うことが困難であると認めるなど、その事態に照らし緊急を要し、

市からの要求を待ついとまがないと認められるときは、要求を待たないで、市に対する物資を確

保し輸送するものとする。 

 

第１ 給水活動 

 

大阪広域水道企業団は大阪府及び市と協力して、災害発生後の非常用飲料水として１人１日

３リットルを供給するため次の給水体制を確立し、迅速かつ円滑な給水活動を実施するととも

に、その他の機関へ応援要請を行う。 

給水活動を円滑に実施するため、次の措置を講ずる。 

(1) 配水場での給水の実施 

(2) 給水車・トラック等による給水の実施 

(3) 仮設給水栓・共用栓の設置、応急仮配管の敷設による給水の実施 

(4) 給水用資機材の調達 

(5) 住民への給水活動に関する情報の提供 

(6) 飲料水の水質検査及び消毒 

(7)ボトル水・缶詰水の配布 
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第２ 食料・生活必需品の供給 

 

市及び防災関係機関は、迅速かつ円滑に、食料及び生活必需品を供給する。 

 

１ 市における食料、生活必需品の供給 

発災時においては、必要な物資を確保・供給するため次の措置を講ずる。不足する場合は、

大阪府等に応援を要請する。他の市町村、近畿農政局（大阪府拠点）、日本赤十字社大阪府

支部に応援要請した場合は、大阪府に報告する。 

(1) 指定避難所毎の必要量算定 

(2) 災害用備蓄物資の供給 

(3) 協定締結している物資の調達 

２ 大阪府に対する応援要請 

大阪府は、市から応援要請があった場合又は必要と認めた場合は、物資が円滑に供給され

るよう、次の措置を講ずる。 

(1) 被災市の必要量、調達可能な物資量の情報収集 

(2) 災害用備蓄物資の供給 

(3) 協定締結している物資の調達 

(4) 市町村間の応援措置について指示 

(5) 被災市町村が複数にまたがる場合の被災市町村への燃料の優先供給に係る調整 

(6) 近畿農政局（大阪府拠点）、日本赤十字社大阪府支部、一般社団法人大阪府 LP ガス協

会に対し、それぞれ食料、毛布・日用品、ＬＰガスの供給を要請 

(7) 不足する場合は、関西広域連合に要請 

(8) 緊急物資等を輸送基地で受け付けし、地域防災拠点など市町村の集積地まで輸送 

３ その他の防災関係機関 

下記の防災関係機関は、市からの要請があった場合は次の措置を講ずる。ただし、国は、

被災地の状況を踏まえ、被災市町村の物資支援ニーズの把握に努め、情報共有を図るととも

に、被災地方公共団体が、被災者のニーズの把握や物資の要請を行うことが困難な場合にお

いては、被災者数や引き渡し場所等の可能な限りの入手情報等に基づき、プッシュ型支援

（被災地からの要請がなくても、被災地方公共団体に対し、物資の供給を確保し、輸送をす

る支援）を開始するものとする。なお、プッシュ型支援を開始した場合は、現地の配送状況

等を考慮し、早期に要請に基づいた支援に切り替えるよう配慮するものとする。 

(1) 近畿農政局（大阪府拠点） 

応急用食料品（精米等）並びに政府米の供給についての連絡 

(2) 日本赤十字社大阪府支部 

毛布、日用品等の備蓄物資の供給 
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(3) 近畿経済産業局 

生活必需品等の供給に関する情報の収集及び伝達 

※資料3-10「備蓄配備一覧表」 

※資料7-1「災害協定一覧」 
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第19節 保健衛生活動 
 

感染症、食中毒の予防及び被災者の心身両面での健康維持のため、常に良好な衛生状態を保つ

ように努めるとともに、健康状態を十分把握し、福祉的な支援を実施するなど必要な措置を講ず

る。 

 

第１ 防疫活動 

 

市は、大阪府と連携して、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下

「感染症法」という。）及び災害防疫実施要綱（昭和40年厚生省公衆衛生局通知）に基づき、

緊密な連携をとりつつ、患者等の人権に配慮しながら、防疫活動を実施する。 

また、被災地において感染症の発生、拡大がみられる場合は、危機管理課と保健福祉部が連

携して、感染症対策として必要な措置を講じるよう努めるとともに、指定避難所等における衛

生環境を維持するため、必要に応じ、災害時感染制御支援チーム（ＤＩＣＴ）等の派遣を要請

する。 

 

１ 大阪府の指導、指示により、次の防疫活動を実施する。 

(1) 消毒措置の実施（感染症法第27条） 

(2) ねずみ族及び昆虫等の駆除（感染症法第28条） 

(3) 指定避難所の防疫指導（大阪府避難所運営マニュアル作成指針（新型コロナウイルス感

染症対応編）を踏まえて必要な措置を行う。） 

(4) 臨時予防接種（予防接種法第６条） 

(5) 衛生教育及び広報活動 

２ 防疫に必要な薬品を調達、確保する。 

３ 自らの防疫活動が十分でないと認められるときは、大阪府に協力を要請する。 

４ その他、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律により、大阪府の指示

を受け必要な措置を行う。 

 

第２ 食品衛生監視活動 

 

大阪府和泉保健所と緊密な連携をとりながら、食中毒防止の啓発等に努めるなど発生防止に

万全を期する。 

食中毒が発生した場合は、大阪府が行う所要の検査等に協力し、原因究明及び被害の拡大防

止に努める。 
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第３ 被災者の健康維持活動・災害関連死の防止 

 

市は、大阪府と連携し、被災者の健康状態、栄養状態を十分に把握するとともに、助言、加

療等、被災者の健康維持・災害関連死の防止に必要な活動を実施する。特に、要配慮者の心身

双方の健康状態には特段の配慮を行い、必要に応じ福祉施設等での受入れ、介護職員等の派遣、

車椅子等の手配等を福祉サービス事業者、ＮＰＯ・ボランティア等の協力を得つつ、計画的に

実施する。 

 

１ 巡回相談等の実施 

(1) 被災者の生活習慣病の悪化・増加の防止、感染症や食中毒、高齢者の生活不活発病等の

予防のため、指定避難所、社会福祉施設及び応急仮設住宅などにおいて、保健師等による

巡回健康相談、訪問指導、健康教育、健康診断等を実施し、健康管理や生活環境の整備を

図る。その際、女性相談員も配置するよう配慮する。 

また、巡回健康相談等による健康状況の把握により、支援が必要な被災者については、

医療機関（医療救護班）や災害派遣精神医療チーム（DPAT）等、保健・医療・福祉等関係

機関と連携した支援に努める。 

(2) 被災者の栄養状況を把握し、食料の供給機関等との連絡をとり、給食施設や食生活改善

ボランティア団体の協力を得て、不足しやすい栄養素を確保するための調理品の提供や調

理方法等の指導を行う。 

(3) 高度医療等を要する在宅療養者を把握し、適切な保健指導や必要に応じた医療機関等へ

の受診の助言等を行う。 

２ 心の健康相談等の実施 

(1) 災害による心的外傷後ストレス障がい（ＰＴＳＤ）、生活の激変による依存症等に対応

するため、心の健康に関する相談窓口を設置する。その際、女性相談員も配置するよう配

慮する。 

(2) 環境の激変による精神疾患患者の発生、通院患者の医療中断状況を踏まえて、臨機に精

神科救護所を設置する。 

３ 災害関連死の防止 

大規模災害において、避難所や在宅避難時に多くの方が関連死で亡くなる恐れが大きいこ

とから、長期化する避難生活により、持病等が悪化し、災害関連死に至ることがないよう、

医療的ケア等のニーズを把握し、関係者間で情報等を共有する仕組みを構築することにより、

速やかに医療につなげるよう努める。 

 

第４ 保健衛生活動における連携体制 

 

市は、必要に応じ、保健衛生活動を円滑に行うための総合調整等に努め、市内での対処が困
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難になった場合は、大阪府に応援を要請する。 

また、市は、避難所等における衛生環境を維持するため、必要に応じ、災害時感染制御支援

チーム（ＤＩＣＴ）等の派遣を迅速に要請する。 

さらに、市は、発災後迅速に保健衛生活動が行えるよう、災害時の派遣・受入が可能となる

体制の整備、災害時のマニュアルの整備・充実及び保健師等に対する研修・訓練の実施等によ

り災害時の体制整備に努める。 

災害支援ナースは、医療、看護ニーズの把握に努め、必要時、専門職へつなげる活動をする。

また、施設運営者と相談しながら、施設の感染状況を把握し、必要時、ゾーニングや隔離を推

進する。 

 

第５ 動物保護等の実施 

 

市、大阪府及び関係機関は、「大阪府災害時等動物救護対策要綱」及び「大阪府災害時等動

物救護活動ガイドライン」に基づき、相互に連携し、被災動物の保護及び動物による人等への

危害防止に努める。 

 

１ 被災地域における動物の保護・受入れ 

飼い主のわからない負傷動物や逸走状態の動物の保護については、迅速かつ広域的な対応

が求められることから、市は大阪府、大阪府獣医師会等関係団体をはじめ、ボランティア等

と協力し、動物の保護・受入れ等を行う。 

また、市は、被災した飼養動物の保護収容、飼い主等からの飼養動物の一時預かり要望へ

の対応、動物伝染病予防等衛生管理を含めた災害時における動物の管理等について、府獣医

師会等と連携し必要な措置を講ずる。 

２ 指定避難所における動物の適正な飼育 

市は、飼い主とともに避難した動物の飼養について、適正飼育の指導を行うとともに、動

物伝染病予防上必要な措置を行うなど、動物の愛護及び環境衛生の維持に努める。 

(1) 市は各地域の被害状況、指定避難所での動物飼養状況の把握及び資材の調達確保、獣医

師の派遣等について、大阪府との連絡調整を行う。 

(2) 指定避難所から動物保護施設への動物の受入れ等の調整 

(3) 他府県市町村との連絡調整及び応援要請を行う。 

３ 動物による人等への危害防止 

危険な動物が市街地周辺で徘徊し、人畜及びその財産に危害が及ぶおそれがあるときに市、

大阪府、警察等の関係者が連携し、人の生命、財産等への侵害を未然に防止する。 
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第20節 福祉活動 
 

市は、高石市社会福祉協議会や市内の福祉サービス事業者と連携して、被災した避難行動要支

援者に対し、被災状況やニーズの把握に努めるとともに、継続した介護・福祉サービスの提供を

行う。 

 

第１ 避難行動要支援者の被災状況の把握等 

 

１ 避難行動要支援者の安否確認・避難誘導及び被災状況の把握 

(1) 安否確認・避難誘導 

市は、災害発生直後には、避難行動要支援者本人の同意の有無に関わらず、避難行動要

支援者名簿を効果的に利用し、「高石市避難行動要支援者支援プラン」に則して、高石市

社会福祉協議会や民生委員・児童委員をはじめ、必要に応じて消防団や地域住民、自主防

災組織、校区福祉委員会、福祉サービス事業者等の協力を得ながら、在宅要援護高齢者、

障がい者その他の避難行動要支援者について避難支援や迅速な安否確認等が行われるよう

に努めるとともに、単独での避難行動に支援が必要と認められる者の避難誘導の実施に努

める。 

また、市は、被災により保護者を失う等の要保護児童の迅速な発見、保護に努める。 

(2) 被災状況の把握 

市は、高石市社会福祉協議会と連携し、所管する社会福祉施設等の施設設備、入所者、

職員及び福祉関係職員等の被災状況の迅速な把握に努める。 

２ 福祉ニーズの把握 

市は、被災した避難行動要支援者に対して、居宅、指定避難所及び応急仮設住宅等におい

て、介護・福祉サービスが組織的・継続的に提供できるよう、指定避難所に相談窓口を設置

するなど、福祉ニーズの迅速な把握に努める。 

３ 看護ニーズの把握 

市は、派遣された災害支援ナースを通して、被災した避難行動要支援者に対して健康状態

を観察し、医療ニーズ、看護ニーズの把握に努め、必要な医療の提供及び専門職種へ連携で

きるように努める。 

 

第２ 被災した避難行動要支援者への支援活動 

 

１ 在宅介護・福祉サービスの継続的提供 

市は、高石市社会福祉協議会と連携し、被災した避難行動要支援者に対して、居宅、指定

避難所及び応急仮設住宅等において、補装具や日常生活用具の交付、ホームヘルパーの派遣

等、在宅介護・福祉サービスの継続的な提供に努める。 
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その際には、福祉サービス事業者等の支援者と可能な限り連携を図るとともに、避難行動

要支援者本人の意思を尊重して対応する。 

また、市は、被災した児童やその家族の心的外傷後ストレス障がい（ＰＴＳＤ）等に対応

するため、心のケア対策に努める。 

２ 避難行動要支援者の施設への緊急入所等 

市は、高石市社会福祉協議会と連携し、被災により、居宅、指定避難所等で生活できない

避難行動要支援者については、本人の意思を尊重したうえで、福祉避難所（二次的な避難施

設）への避難及び社会福祉施設等への緊急一時入所を迅速かつ円滑に行う。 

社会福祉施設等は、施設の機能を維持しつつ、可能な限り受け入れるよう努め、入所者が

安心して生活を送れるよう支援を行う。 

３ 広域支援体制の確立 

市は、避難行動要支援者及び社会福祉施設等に関する被災状況等の情報を集約し、大阪府

に報告するとともに必要に応じて、広域的な人的・物的支援を得ながら高石市社会福祉協議

会や福祉サービス事業者と連携し、介護職員等の福祉関係職員の派遣や避難行動要支援者等

の他の地域の社会福祉施設等への入所が迅速に行えるよう大阪府や関係機関に要請する。 

４ 大阪府災害派遣福祉チーム（大阪ＤＷＡＴ）の派遣要請 

指定避難所の設置を継続するような規模の災害が発生した場合、高齢者や障がい者、子ど

ものほか、傷病者といった地域における災害時要配慮者に対する福祉支援を行う大阪府災害

派遣福祉チーム（大阪ＤＷＡＴ）の派遣を、必要に応じ要請する。 
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第21節 広域一時滞在への対応 
 

市は、災害の規模、被災者の避難・受入れ状況、避難の長期化等に鑑み、市の区域外への広域

的な避難及び指定避難所、応急仮設住宅等の提供が必要であると判断した場合において、大阪府

内の市町村への受入れについては当該市町村に直接協議し、他の都道府県の市町村への受入れに

ついては大阪府に対し当該他の都道府県との協議を求める。 

大阪府は、市から協議要求があった場合、他の都道府県と協議を行うものとし、市の行政機能

が被災によって著しく低下した場合など、被災市町村からの要求を待ついとまがないと認められ

るときは、市の要求を待たないで、広域一時滞在のための協議を市に代わって行う。 

また、他の都道府県から被災住民の受入れの協議を受けた場合は、被災住民の受入れについ

て、市長と協議を行う。協議を受けた市長は、正当な理由がある場合を除き、被災住民を受け入

れることとし、一時滞在の用に供するため、受け入れた被災住民に対し公共施設等を提供する。 

 市は、指定避難所を指定する際に併せて広域一時滞在の用にも供することについても定めるな

ど、他の市町村からの被災住民を受け入れることができる施設をあらかじめ決定しておくよう努

める。 
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第22節 社会秩序の維持 
 

市及び防災関係機関は、流言飛語や犯罪の防止に努めるなど、被災地域における社会秩序の維

持を図るとともに、被災者の生活再建に向けて、物価の安定、必要物資の適切な供給を図るため

の措置を講ずるものとする。 

 

第１ 住民への呼びかけ 

 

市は、各種の応急対策の推進、実情周知による人心の安定、さらには、復興意欲の高揚を図

るため、被害の状況や応急・復旧対策に関する情報を積極的に住民に提供するとともに、秩序

ある行動をとるよう呼びかけを行う。 

 

第２ 警戒活動の強化 

 

大阪府警察は、被災地及びその周辺（海上を含む。）において、独自に又は自主防犯組織等

と連携し、パトロール及び生活の安全に関する情報等の提供を行い、地域の安全確保に努める

とともに、被災地に限らず、災害に便乗した犯罪の取締り及び被害防止、住民に対する適切な

情報提供を行うなど社会的混乱の抑制に努める。 

 

第３ 物価の安定及び物資の安定供給 

 

市、大阪府及び関係機関は、買い占め、売り惜しみにより生活必需品等の物価が高騰しない

よう監視・指導し、適正な流通機能の回復を図ることにより、被災者の経済的生活の安定の確

保と、経済の復興の促進を図る。 

 

１ 物価の監視 

市は、他市と協力して、物価の動きを調査、監視するとともに、買占め・売惜しみをする

業者に対しては、売渡しを勧告し、従わない場合は公表するなど、適切な措置を講ずる。 

２ 消費者情報の提供 

市は、生活必需品等の在庫量、適正価格、販売場所等の消費者情報を提供し、消費者の利

益を守るとともに、心理的パニックの防止に努める。 

３ 生活必需品等の確保 

市は、生活必需品等の在庫量と必要量を可能な限り把握し、不足量については、大阪府、

国、他府県、事業者等と協議し、物資が速やかに市場に流通されるよう努める。 
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４ 災害緊急事態布告時の対応 

内閣総理大臣が災害緊急事態を布告し、社会的・経済的混乱を抑制するため、国民に対し、

必要な範囲において、生活必需品等、国民生活との関連性が高い物資又は燃料等、国民経済

上重要な物資をみだりに購入しないこと等必要な協力を求められた場合は、住民は、これに

応ずるよう努める。 

５ 金融機関における預貯金払戻等 

(1) 市は、大阪府を通じて近畿財務局、日本銀行に対して、被災地の民間金融機関において

被災者の預金の払戻等が円滑に行われるよう次のような指導、要請を依頼する。 

ア 住民が預金通帳、届出印鑑等を焼失又は流失した場合に、り災証明書の提示その他簡

易な確認方法をもって、預金払戻の利便を図ること。 

イ 事情によっては定期預金、定期積金等の期限前払戻や、これを担保とする貸付にも応

じること。 

ウ 損傷日本銀行券・貨幣の引換えに応じること。 

(2) 近畿財務局は、証券会社に対して、被災者が預り証、印鑑を紛失した場合の拇印による

預り金払出しや有価証券の売却代金の即日払い等の措置を講ずるよう要請を行う。 
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第23節 住宅の応急確保 
 

市は、既存住宅ストックの活用を重視して応急的な住まいを確保することを基本とし、相談体

制の整備、修理業者の周知等の支援やブルーシートの展張等を含む応急修理の推進、公営住宅等

の既存ストックの一時提供及び賃貸型応急住宅の提供により、被災者の応急的な住まいを早期に

確保する。また、地域に十分な既存住宅ストックが存在しない場合には、建設型応急住宅（建設

して供与するものをいう。以下同じ。）を速やかに設置し、被災者の応急的な住まいを早期に確

保する。 

なお、応急仮設住宅等への入居の際には、これまで生活してきた地域コミュニティをなるべく

維持できるように配慮しつつ、高齢者、障がい者を優先する。 

 

第１ 被災住宅の応急修理 

 

市は、大阪府の委任により災害救助法第２条に規定する区域において、住宅が半壊し、当面

の日常生活が営めない者の住宅の居室、炊事場及び便所等の日常生活に欠かすことのできない

部分について、必要最小限度において応急修理を行う。修理戸数並びに費用の限度額は、災害

救助法の定めるところによる。 

 

第２ 住居障害物の除去 

 

１ 大阪府は、浸水等により、居室、炊事場、玄関等に障害物が運び込まれているため生活に

支障をきたしている場合で、自らの資力をもってしては除去できない者に対して障害物の除

去を行う。ただし、必要に応じ、市に委任することができる。 

２ 大阪府は、市に委任した場合、障害物の除去について、要員の派遣及び機械器具の調達・

斡旋等の要請があったときは、必要な措置を講ずる。 

 

第３ 応急仮設住宅の建設 

 

市は、大阪府の委任により災害救助法第２条に規定する区域において、住宅が全壊又は流失

し、住宅を確保することができない者に対し、大阪府と建設場所、建設戸数等について十分に

調整したうえで、建設型応急住宅を供与する。 

 

１ 建設地については、公園、公共施設等の空地で、次の基準により選定する。 

(1) 電気、ガス、水道の供給施設が敷設可能な場所 

(2) 一定の空地面積を有する等、宅地が確保される場所 
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２ 集会施設等生活環境の整備を促進する。 

３ 建設型応急住宅の建設戸数並びに１戸当たりの規模・建設限度額は、災害救助法の定める

ところによる。 

４ 入居者に建設型応急住宅を供与する期間は、完成の日から、原則として２年以内とする。 

５ 高齢者、障がい者に配慮した建設型応急住宅を建設するよう努める。 

 

第４ 応急仮設住宅の借上げ 

 

民間賃貸住宅の空家等が存在する地域における比較的規模の小さい災害や、建設型応急住宅

の供与のみでは膨大な応急住宅需要に迅速に対応できないような大規模災害の発生時には、民

間賃貸住宅を借り上げて供与する賃貸型応急住宅を積極的に活用する。 

 

第５ 応急仮設住宅の運営管理 

 

市は、各応急仮設住宅の適切な運営管理を行う。この際、大阪府と連携して、応急仮設住宅

における安心・安全の確保、孤独死や引きこもり等を防止するための心のケア、入居者による

コミュニティの形成及び運営に努めるとともに、女性の参画を推進し、女性をはじめとする生

活者の多様な意見を反映できるよう配慮する。また、必要に応じて、応急仮設住宅における家

庭動物の受入れに配慮する。 

 

第６ 公共住宅への一時入居 

 

建設型応急住宅及び賃貸型応急住宅の活用状況に応じ、被災者の住宅を確保するため、市・

府営住宅等の空き家への一時入居の措置を講ずる。 

 

第７ 住宅に関する相談窓口の設置等 

 

１ 住宅に関する相談や情報提供のため、住宅相談窓口を設置する。また、専門家団体に働き

かけ、被災者の住まいの再建のための相談にきめ細かく、迅速に対応できる体制を組織化す

る。 

２ 市及び大阪府は、民間賃貸住宅への被災者の円滑な入居を確保するため、空き家状況の把

握に努めるとともに、家主及び不動産業関係団体への協力要請等適切な措置を講ずる。 
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第８ 建設用資機材等の調達 

 

被災住宅の応急修理及び建設型応急住宅の建設に際し、関係団体の協力を得て、建設用資機

材等の調達及び要員の確保を図るとともに、必要に応じ、大阪府へ要員派遣及び建設資機材等

の斡旋又は調達を要請する。 
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第24節 応急教育等 
 

大阪府及び市は、園児・児童・生徒の安全を確保するとともに、学校教育を継続して実施する

ため、教育施設、教材等を早期に確保し、応急教育の措置をとる。 

 

第１ 教育施設の応急整備 

 

大阪府及び市は、被害を受けた学校の授業実施のため、施設、設備の応急復旧及び代替校舎

の確保に努める。 

 

１ 軽易な校舎の被害については施設の長において即刻応急修理を行い、普通教室に不足が生

じたときは、特別教室を一時転用する等の措置をとる。 

２ 破損等により使用不能の園児・児童・生徒の机及びいすの補充は、近隣の学校園と調整し、

保育・授業に支障のないようにする。 

３ 災害により教室に不足が生じた場合は、通学可能な隣接学校園との総合調整又は学校園施

設以外の教育施設、その他適当な公共施設等を借用するなどの措置をとる。 

４ 施設が避難者を収容するために使用される場合は、校園舎の被害程度を考え、関係機関と

よく連絡のうえ措置する。 

 

第２ 応急教育体制の確立 

 

１ 応急教育の実施 

(1) 学校等 

教職員及び園児・児童・生徒の被災状況や所在地を確認するとともに、教育施設の状況

を踏まえ、大阪府若しくは市と協議し、応急教育実施のための措置を講ずる。 

ア 学校施設が指定避難所として利用されている場合の市との協議 

イ 校区外に避難した児童・生徒への授業実施状況・予定等の連絡 

(2) 市 

学校が指定避難所等に指定され、長期間使用不可能と想定される場合には、他の公共施

設等の指定避難所への転用も含め関係機関と調整し、早急に授業を実施できるよう努める。 

また、児童・生徒の転校手続き等の弾力的運用を図る。 

(3) 大阪府 

児童・生徒の転校手続き等の弾力的運用を図る。 

また、必要に応じ、国及び他府県に対して、児童・生徒の受入れについて応援を要請す

る。加えて、教職員及び児童・生徒の被災状況を把握し、府立学校及び市町村に対して、

応急教育実施のための指導助言・教職員体制の確保など円滑な学校運営が確保できるよう、
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必要な措置を講ずる。 

 

第３ 学校給食の応急措置 

 

学校、大阪府及び市は、学校給食の実施に支障がある場合は、速やかに学校給食用物資の確

保、給食施設等の復旧などの措置を講ずる。 

 

第４ 教職員の確保 

 

応急教育を速やかに確立するため、大阪府と十分連絡のうえ、教職員の確保に努める。 

まず、当該学校園内で調整することとし、当該学校園内で調整できない場合は市で調整に努

め、市で調整できない場合は、大阪府に指導・助言を求める。 

 

第５ 就学援助等 

 

１ 学用品等の支給 

市は、災害救助法に基づき、災害により住家に被害を受け、学用品を失い又はき損し就学

上支障のある小学校児童・中学校生徒・高等学校等生徒に対し、被災の状況に応じて教科書

（教材を含む。）、文房具及び通学用品を支給する。 

２ 就学援助等の措置 

市は、被災により就学が困難となり、また学費の支弁が困難となった児童・生徒に対し、

就学援助費の支給について必要な措置を講ずる。 

３ 園児・児童・生徒の健康管理 

大阪府、市及び学校等は、被災園児・児童・生徒の体と心の健康管理を図るため、保健所、

子ども家庭センター等と連携を図りながら、臨時健康診断、教職員によるカウンセリング、

電話相談等を実施する。 

 

第６ 文化財の応急対策 

 

指定文化財等の所有者又は管理責任者は、被災状況を調査し、その結果を、市を経由して大

阪府に報告する。 

市は、被災文化財の被害拡大を防止するため、大阪府と協議のうえ所有者又は管理責任者に

対し、応急措置をとるよう指導・助言する。 
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第７ 応急保育 

 

１ 保育園児の安全確保 

災害が発生し又は発生するおそれがある場合には、休所、中途帰宅等適切な措置をとる。 

２ 保育施設の応急復旧 

災害により保育施設に被害を受けた場合は、速やかに応急復旧を行い、平常通り保育でき

るよう努めるものとする。 

３ 応急保育の実施場所 

(1) 応急復旧により使用可能な場合は、速やかに処理し使用するものとする。 

(2) 施設の全部又は大部分が使用できない場合は、原則として保育を中止するものとする。 

４ 応急保育の実施方法 

(1) 被災地区の保育園児には、必要に応じ臨時の健康診断を行い、健康の保持に十分注意す

るとともに、伝染病予防についても適切な指導を行うものとする。 

(2) 長期にわたって保育が不能な場合、又は被災地区における復旧作業のための保育が特に

必要とされる場合は、速やかに保育が可能となるよう努めるものとする。 

５ 給食の実施 

(1) 被害があっても、できるかぎり継続実施するよう努めるものとする。 

(2) 給食施設等の被害のため実施困難な場合は、応急措置を施し、速やかに実施できるよう

努めるものとする。 
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第25節 廃棄物の処理 
 

市は、し尿、ごみ及び災害廃棄物等について、被災地の衛生状態の保持及び復旧活動の円滑な

促進のため、適正な処理を実施する。 

 

第１ し尿処理 

 

１ 初期対応 

(1) 上水道、下水道、電力等ライフラインの被害状況と復旧見込みを勘案し、指定避難所を

はじめ被災地域におけるし尿の収集処理見込み量及び仮設トイレの必要数を把握する。 

(2) し尿処理施設の被害状況と復旧見込みを把握する。 

(3) 被災者の生活に支障が生じることのないように、高齢者、障がい者に配慮しつつ、必要

に応じて、速やかに仮設トイレやマンホールトイレを設置する。また、簡易トイレ、トイ

レカー、トイレトレーラー等のより快適なトイレの設置に配慮するよう努める。 

(4) 浸水区域を確認し、当該区域内のし尿及び浄化槽汚泥の回収見込み量を把握する。 

２ 収集体制 

浸水区域において、くみ取りトイレの便槽や浄化槽は、床下浸水程度の被害であっても水

没したり、槽内に雨水・土砂等が流入したりすることがあるので、迅速にバキュームカーに

よるし尿及び浄化槽汚泥の回収体制を立ち上げる。 

(1) し尿収集については、被災地域、指定避難所、被災者収容施設、高層集合団地及び住宅

密集地を優先に行う。 

(2) 指定避難所等においてトイレに不足が生じた場合、保有又は調達した応急仮設トイレや

携帯型トイレを設置する。 

(3) し尿収集運搬許可業者に協力を要請し、し尿収集体制の確立を図る。 

３ 処理活動 

(1) 速やかに、し尿の収集処理体制を確保する。 

(2) 消毒剤、消臭剤等や散布機器を確保し、仮設トイレ等の衛生状態を保つ。 

(3) 災害の状況により市において収集、処理することが不可能である場合は、大阪府及び泉

州地域の災害時相互支援基本協定を締結している市等に対して支援要請を行う。 

 

第２ ごみ処理 

 

１ 事前対応 

高齢者等避難が出された段階で、早期に水害廃棄物（家具、畳等の粗大ごみ）への対応体

制を準備する。 
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２ 初期対応 

(1) 指定避難所をはじめ被災地域におけるごみの収集処理見込み量を把握し、公的空地等か

ら仮置場の候補地の選定を行う。 

(2) ごみ処理施設の被害状況と復旧見込みを把握する。 

(3) 浸水区域を確認し、水害廃棄物の発生見込み量を把握する。 

３ 処理活動 

(1) ごみ処理については、災害の発生により一時的にごみが大量発生し、又は施設の被害に

より焼却処分が一時的に不可能になった場合は、ごみの一時集積場所を指定し、被災地か

らのごみの搬出を行う。 

※資料3-4「公的空地一覧表」 

(2) ごみの搬出方法 

ごみの搬出方法は、原則として、次のとおり行う。 

ア 生ごみ等腐敗しやすい廃棄物は、被災地における防疫上特に早急に収集する必要があ

り、廃棄物収集運搬許可業者の協力を得て最優先で収集及び搬送の体制を確立し、焼却

処理する。 

イ 障害物として道路上に排出された廃棄物は、適宜、配車された車両等で一時集積場所

に収集し搬送する。 

ウ 泉北クリーンセンター及び一時集積場所に集積されたごみについては、焼却、又は破

砕処分されて最終処分地へ搬出されるが、「建築物等解体廃棄物」については資源の再

利用を積極的に図る。 

(3) 廃棄物収集運搬許可業者に協力を要請し、ごみ収集体制を確立する。 

(4) 殺虫剤、消臭剤等及び散布機器を確保し、仮置場等における衛生状態を保つ。 

(5) 家具類や水分を含んだ畳等、重量のある廃棄物が発生するため、平積みダンプや積込

み・積下しのための重機を確保する。 

(6) 災害の状況により市において収集、処理することが不可能である場合は、大阪府及び泉

州地域の災害時相互応援協定を締結している市等に対して支援要請を行う。 

 

第３ 災害廃棄物等処理 

 

１ 初期対応 

(1) 災害廃棄物等の種類等を勘案し、発生量を把握する。 

(2) 災害廃棄物等の選別・保管・焼却等のために、長期間の仮置きが可能な場所を確保する

とともに、災害廃棄物等の最終処分までの処理ルートの確保を図る。 

２ 処理活動 

(1) 災害廃棄物等処理については、危険なもの、通行上支障のあるもの等を優先的に収集・

運搬する。 
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(2) 災害廃棄物等の適正な分別・処理・処分を行うとともに、可能な限り木材やコンクリー

ト等の再生利用を行い、最終処分量の低減を図る。 

(3) アスベスト等有害な廃棄物による環境汚染の未然防止に努めるとともに、住民及び作業

者の健康管理及び安全管理に十分配慮する。 

(4) 損壊家屋の解体を実施する場合には、解体業者、産業廃棄物処理業者、建設業者等と連

携した解体体制を整備する。 

(5) 災害の状況により市において収集、処理することが不可能である場合は、大阪府及び泉

州地域の災害時相互応援協定締結市等に対して支援要請を行う。 

(6) ボランティア、ＮＰＯ等の支援を得て災害廃棄物等の処理を進める場合には、社会福祉

協議会、ＮＰＯ等と連携し、作業実施地区や作業内容を調整、分担するなどして、効率的

に災害廃棄物等の搬出を行う。 
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第26節 遺体対策 
 

市及び大阪府警察、堺海上保安署は、遺体対策について、必要な措置をとる。 

 

第１ 初期活動 

 

災害発生後、直ちに災害対策本部の情報等により全体の状況の把握に努めるとともに、地域

別の死者の実数はもちろんのこと、予測数もつかむ。 

また、火葬場の被害状況及び火葬場までの道路状況を調査し、把握する。 

これらを、総合的に判断して、遺体の安置、火葬体制を定める。 

 

第２ 遺体の検視等 

 

災害に関連して亡くなった可能性がある人の遺体は、警察による検視（死体調査）、医師に

よる検案を経なければ埋火葬できないことから、安易に医師の死亡診断書で遺体を埋火葬する

ことがないように留意する。また、身元不明の遺体については、大阪府警察、その他関係機関

に連絡し、その調査にあたる。 

なお、遺族が遺体対策を行うことが困難若しくは不可能である場合は、市が代わってこれを

実施する。 

１ 遺体の洗浄、消毒等の処置を行う。 

２ 遺体の火葬、遺族等に対する棺、骨つぼ等の支給など、必要な措置を講ずる。 

３ 必要に応じて民間の葬儀社と連携し、遺体の処理やドライアイス等の遺体の安置に必要な

資機材の確保、遺体保管・運搬体制の整備及び棺の確保に努める。 

４ 火葬場の耐震化、耐浪化等により、仮埋葬をしなくても済むような遺体処理対策の検討に

努める。 

 

第３ 遺体安置所の設定 

 

検案を終えた遺体については、大阪府警察等の関係機関に連絡し身元確認及び身元引受人の

調査に努めるとともに、次のとおり遺体を収容・安置する。 

１ 多数の遺体が発生した場合に備えて、被災者が避難する指定避難所以外のできるだけ堅牢

な建物で、広い場所を遺体安置所に設定するように努める。 

２ 多数の遺体が発生した場合は、遺体安置所内または近接した場所において、警察及び医師

による検視・検案を行うので警察、その他の関係機関と連携を図る。 

３ 遺体安置所には責任者を配置するほか、来訪する遺族等への対応及び衛生状態を確保する
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要員、葬祭扶助等に関する相談のための福祉担当者等の配置についても検討しておく。 

４ 警察から引継がれた遺品や遺体の着衣、携行品等については、他の遺品と混在、紛失がな

いように、散逸防止等の措置をとる。 

５ 死亡の届出義務者がいない場合や外国籍の死亡者等の死亡届の扱いについて、所管する法

務局担当者と協議、調整を行う。 

６ 停電及び断水等に備えて、非常用電源となる発電発動機及び照明器具、また、遺体を洗浄

するために大量の水が必要となることから、計画段階においてタンク車等の確保にも努める。 

７ 遺体対策に従事する職員等の精神的なケアを目的とした、カウンセラーの派遣等について

もあらかじめ検討しておく。 

 

第４ 遺体の身元確認 

 

身元不明の遺体については、大阪府警察その他関係機関に連絡して、調査を実施する等身元

確認の調査に努める。また、身元不明の遺体の着衣・所持品・人相・特徴等は保存、記録して

身元確認の照会に応じる。 

 

第５ 遺体の火葬等 

 

災害の際、死亡した者については、その遺族が火葬を行うことが困難な場合や遺族がない場

合及び引取り手がない場合は、次のとおりとする。 

 

１ 遺体処理台帳及び遺品を保存し、原則として火葬に付す。 

２ 引取り手のない遺体は、火葬後、遺骨、遺品等を市又はその他適当な施設で保存し、縁故

者が判明した場合は直ちに引き渡す。 

 

第６ 応援要請 

 

市は、自ら遺体の処理、火葬等の実施が困難な場合は、大阪府が作成する「大阪府広域火葬

計画」に基づき、大阪府に対して必要な措置を要請する。 

また、大阪府からの応援要請に応じることができる場合は、広域火葬の応援体制を整え、積

極的に対応するものとする。 
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第27節 ボランティアの受入れ 
 

市内外から寄せられる支援申し入れに対して、関係機関は連携を密にし、適切に対処するよう

努めるものとする。 

 

第１ 災害発生時におけるボランティアの活動 

 

市、高石市社会福祉協議会、おおさか災害支援ネットワーク、ＮＰＯ・ボランティア団体等

及びその他ボランティア活動推進機関は、大阪府の「災害時におけるボランティア活動支援制

度」等を活用し、相互に協力・連携するとともに、災害中間支援組織（ＮＰＯ・ボランティア

等の活動支援やこれらの異なる組織の活動調整を行う組織）を含めた連携体制の構築を図り、

災害の状況やボランティアの活動状況等に関する最新の情報を共有する場を設置するなど、被

災者のニーズや支援活動の全体像を関係者と積極的に共有するものとする。 

また、市は、災害の状況及びボランティアの活動予定を踏まえ、片付けごみなどの収集運搬

等、被災者のニーズ等に応じた活動を行うよう努める。 

これらの取組により、連携のとれた支援活動を展開するよう努めるとともに、男女双方の視

点を考慮するなど、ボランティアの活動環境について配慮する。 

なお、大阪府社会福祉協議会は、大阪府や関係団体等と連携し、「大阪災害支援連携会議」

等を活用しながら、発災時における対応等を情報交換し、被災者ニーズ等の対応を高石市社会

福祉協議会等へフィードバックする。 

 

１ ボランティアの受入れ 

(1) 受入れ窓口の開設 

高石市社会福祉協議会は、市と連携し、災害ボランティアを迅速かつ円滑に受け入れる

ため、災害ボランティアセンターを開設する。また、被災者ニーズ等への対応を図るため、

発災時における対応等について、大阪府社会福祉協議会との情報交換に努める。 

(2) 活動拠点・情報の提供 

市は、ボランティアの受入れ、活動の調整を行う窓口となる高石市社会福祉協議会と連

携し、情報を交換し、また活動の拠点を提供する。 

(3) 災害情報の提供 

市は、災害ボランティアセンターに対して、災害の状況及び災害応急対策の実施状況等

の情報を提供すると共に、一般ボランティアが得た情報を積極的に活用する。 

(4) 受入れ方法 

受入れは、高石市社会福祉協議会の「災害時支援ボランティア登録カード」に必要事項

を記載する方法により行う。 

(5) ボランティア保険への加入 

高石市社会福祉協議会は、ボランティア活動中の事故に備え、活動参加者を必ずボラン
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ティア保険に加入させる。 

２ ボランティアの派遣調整 

(1) 個人 

本人の希望、特技、資格等により、後述の被災情報により、活動内容、派遣場所、期間

等を定め、ボランティアコーディネーターが中心になって派遣調整を行う。 

特に、18歳未満の者については保護者の承諾を得ることを原則とする。 

(2) 団体 

団体については、上記の個人と同じく、団体の希望等により、派遣先、期間等を決定す

るが、ある程度、組織的な活動が期待できることから、その内容にそった派遣調整を行う。 

(3) その他 

市外からの個人及び団体のボランティアの取扱についても、上記と同じ取扱とする。 

３ 派遣先・活動の種別 

(1) 派遣先 

ア 指定避難所 

イ 福祉避難所 

ウ 防災拠点 

エ 救護所 

オ 災害対策本部（連絡・情報収集活動等） 

カ その他 

(2) 活動内容 

ア 居住場所の確保 

指定避難所での被災者用の居住場所の確保を行う。（テント設営を含む。） 

イ 救援物資等の輸送 

救援物資集配拠点（総合体育館）から、指定避難所への輸送を行う。 

ウ 生活物資・食料等の配布 

衣類、毛布、寝具等の日常生活に関する救援物資の仕分け及び配布や被災者用の飲料

水・生活用水の配布及び食料の調整・配布等を行う。 

エ けが人、病人等への対応 

被災者の健康状態の聴取・把握及び医薬品の配布並びに病院への搬送あるいは、その

手配等を行う。 

オ 指定避難所・仮設トイレの整備 

カ 指定避難所内外及び周辺のごみの清掃 

キ 専門職ボランティアについては、専門知識・資格を考慮した活動を行う。 
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４ ボランティア活動に必要な情報の収集・提供 

(1) 収集内容 

ア 指定避難所ごとの被災者数 

① 大人数（男女別）・世帯数 

② 子供数（乳児・幼児・小学生・中学生・高校生・大学生）  

③ 高齢者数（特に要介護者数・介護の種別） 

④ 障がい者数・種別 

⑤ 病人数（特に病状別要加療者数） 

⑥ 外国人数（国別） 

イ 指定避難所の状況（建物・ガス・水道・電気・グランド等建物周辺） 

ウ 必要な衣類、毛布、寝具等の日常生活支援物資の量、食料・水の量 

エ 重傷を負ったけが人、病人、乳幼児等で緊急に治療等が必要な被災者数 

(2) 情報の提供 

最優先で求められるボランティア活動の内容、必要人員、活動拠点、活動申し込み方

法・場所等について、近隣都道府県・市町村及び報道関係機関等に協力を求め、積極的に

情報提供を行うことにより、ボランティアの確保に努める。 

 

第２ 義援金品の受付・配分 

 

市並びに高石市社会福祉協議会に寄託された被災者あての義援金品の受付、配分は次により

行う。 

 

１ 義援金 

(1) 受付 

ア 市並びに高石市社会福祉協議会などに寄託される義援金・共同募金は、あらかじめ定

めた窓口において受け付ける。 

イ 義援金の受付に際しては、受付記録を作成し、寄託者に受領書を発行する。 

(2) 配分 

ア 義援金の配分方法等については、関係する機関が協議して決定する。その際、配分方

法を工夫するなどして、出来る限り迅速な配分に努めるものとする。 

イ 市は、大阪府又は日本赤十字社等から配分を委託された義援金を配分する。 

２ 義援物資 

市は、住民・企業等が被災者のニーズに応じた義援物資の提供ができるよう、大阪府と連

携して必要とされる物資のニーズ等を把握し、的確に広報を実施するとともに、義援物資の

受付・配送体制等の整備に努める。 

(1) 市並びに高石市社会福祉協議会に寄託される義援物資は、あらかじめ定めた窓口におい

て受け付ける。 
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(2) 義援物資の受付に際しては、受付記録簿を作成し、寄託者に受領書を発行する。 

(3) 義援物資の配分方法等は、関係する機関等が協議して決定する。 

(4) 配分決定に基づき、ボランティアの協働において義援物資を各指定避難所へ輸送する。 

(5) 寄託された義援物資を直ちに配分することが困難な場合は、あらかじめ定めた一時保管

場所に保管するものとする。 

また、義援物資の募集に際し、又は電話等により事前に義援物資の申し出があった場合は、

申し出人の善意に十分配慮し、次のことにも配慮いただくよう要請する。 

(1) 受入れ品目の限定 

ア 必要とする物資 

イ 当面必要でない物資 

(2) 義援物資送付の際の留意事項 

ア 義援物資は荷物を開閉するまでもなく物資名、数量が分かるように表示すること。 

イ 複数の品目を混載しないこと。 

ウ 近隣で協力者がある場合はその方々と連携を図り、小口での義援物資の送付等を避け

ること。 

エ 食料は腐敗のおそれがあるので、可能な限り義援金としてお願いする。 

３ 日本郵便株式会社の援護対策等 

日本郵便株式会社は、災害の態様、被災者・被災地の実情に応じ、次のとおり、郵便業務

に係る災害特別事務取扱い及び援護対策を実施する。 

(1) 被災者に対する郵便葉書等の無償交付 

被災者の安否通信等の便宜を図るため、被災地の支店、郵便局において、被災世帯に対

し、通常葉書及び郵便書簡を無償交付する。 

(2) 被災者が差し出す郵便物の料金免除 

被災者が差し出す郵便物の料金免除を実施する。 

(3) 被災地あて救助用郵便物の料金免除 

被災者の救助を行う地方公共団体、日本赤十字社、その他総務省令で定める法人又は団

体にあてた救助用の現金書留郵便物等の料金免除を実施する。 

(4) 被災者救助団体に対するお年玉付郵便葉書等寄附金の配分 

被災者の救助を行う団体が被災者に配布する救助物資を購入するために必要な費用に充

てるため、あらかじめ当該団体からの申請に基づき、総務大臣の認可を得て、お年玉付郵

便葉書等寄附金を配分する。 

 

第３ 海外からの支援の受入れ 

 

市及び防災関係機関は、海外からの支援について、国が作成する受入れ計画に基づき、必要

な措置を講ずる。 
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大阪府は、国のルート以外に、海外の自治体との地域レベルの協力体制について検討を行う。 

 

１ 国・大阪府との連絡調整 

(1) 海外からの支援の受入れは、基本的に国において推進されることから、大阪府と連携し、

国と十分な連絡調整を図りながら対応する。 

(2) 海外からの支援が予想される場合には、大阪府と連携し、あらかじめ国に、被災状況の

概要、想定されるニーズを連絡し、また国からの照会に対して迅速に対応する。 

２ 支援の受入れ 

(1) 市は、次のことを確認のうえ、受入れの準備をする。 

ア 支援内容、到着予定日時、場所、活動日程等 

イ 被災地のニーズと受入れ体制 

(2) 市は、海外からの支援の受入れにあたっては、極力自力で活動するよう要請するが、必

要に応じて次のことを行う。 

ア 案内者、通訳等の確保 

イ 活動拠点、宿泊場所等の確保 
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第１節 海上災害応急対策 
 

防災関係機関は、大阪湾沿岸及びその地先海域において、タンカー及び貯油施設等の事故によ

り、大量の油、危険物、高圧ガス及び毒物劇物等（以下「危険物等」という。）の流失や火災が

発生し、又は発生のおそれのある場合に、その拡大を防止し被害の軽減を図るため各種対策を実

施する。 

 

第１ 市の組織動員 

 

市は、大規模な海上事故等による災害が発生し、又は災害となるおそれがある場合に、迅速

かつ的確に、災害の防御、被害の軽減など災害応急対策に協力するため、必要な組織動員体制

をとる。 

 

１ 設置基準 

高石市事故等対策本部は、災害が発生した、又は発生のおそれがあると市長が判断すると

き、災害応急対策を実施するため設置する。 

２ 組織及び運営 

本部の組織及び運営については、第３編 地震災害応急対策の組織体制を準用する。 

３ 職員動員計画 

(1) 配備の基準 

職員の動員については、災害の規模に応じ、次の配備区分による。 
 

指  令 配 備 時 期 動 員 体 制 

事故警戒配備 
災害の発生が相当程度に予想され、

その事前対策をとる必要があるとき 

情報収集及び伝達に必要な人員を

配備 

事故非常配備 

災害救助法の適用基準と同程度の被

害が発生したなど、大規模な災害が

発生したとき 

総合的応急対策活動に必要な人員

を配備 

 

(2) 防災関係機関の組織動員計画 

堺市消防局及び防災関係機関は、法令又はそれぞれの作成する防災業務計画に基づき各

災害対策本部を設置し、業務を的確かつ円滑に実施するよう、その職員の動員配備を行う。 

４ 閉鎖基準 

(1) 災害の危険が解消したと本部長が認めるとき 

(2) 災害応急対策が概ね完了したと本部長が認めるとき 

(3) その他本部長が設置の必要がなくなったと認めるとき 
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５ 本部設置又は閉鎖の通知 

市は、本部を設置し、又は閉鎖したときは速やかに大阪府、防災関係機関、報道機関に通

知するとともに公表する。 

 

第２ 大阪府現地災害対策本部との連絡 

 

庁舎内又は市域内に大阪府現地災害対策本部が設置された場合、相互に連絡を密にし、円滑

な応急対策を実施する。 

  

第３ 通報連絡体制 

 

事故の発生及びそれに伴う災害の状況等の通報連絡は、次による。 

 

１ 通報連絡経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近 畿 地 方 整 備 局 

近 畿 運 輸 局 

大 阪 港 湾 局 

漁 業 協 同 組 合 

消 防 庁 

大 阪 府 危 機 管 理 室 

高 石 市 

関 係 市 町 

府 警 察 

第五管区海上保安本部 

大阪海上保安監部 

保 安 部 署 

関 西 空 港 海 上 

保 安 航 空 基 地 

海 上 保 安 庁 

 

発 見 者 

事 故 船 舶 

関係事業者 

船 舶 

海 上 自 衛 隊 
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２ 通報事項 

(1) 船名、総トン数、乗組員数並びに危険物等の種類及び量、又は施設名並びに危険物等の

種類及び量 

(2) 事故発生日時及び場所 

(3) 事故の概要 

(4) 気象、海象の状況 

(5) 危険物等の状況 

(6) 人的被害の状況 

(7) 今後予想される災害 

(8) その他必要な事項 

 

第４ 事故発生時における応急措置 

 

市は、速やかに、災害対策に関する関係機関との連絡調整、応急措置の協力を行う。 

 

１ 災害広報 

(1) 船舶への周知 

堺海上保安署及び港湾管理者等は、危険物等による災害が発生し、又は災害の波及が予

想される場合は、海上における船舶の安全を図るため、災害の状況及び安全措置等につい

て、無線、ラジオ、拡声器等により、付近航行の船舶に対し周知に努める。 

(2) 沿岸住民への周知 

市及び防災関係機関は、沿岸住民及び施設等に災害が波及し、又は災害の波及が予想さ

れる場合は、住民の安全を図るため、災害の状況及び安全措置等について、防災行政無線、

広報車などにより、沿岸住民に対して周知する。 

２ 流出油等の防除措置 

(1) 市、大阪府 

ア 必要となる油防除資機材を防災関係機関と協力して調達する。 

イ 流出油等の漂着可能性、漂着時期、漂着量の予測等に関する情報収集を行う。また、

情報収集にあたっては、大阪海上保安監部と浮流・漂着の監視等について連携を図り、

必要に応じて役割分担を行う。 

ウ 第五管区海上保安本部からの、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく

要請を受けた場合で、知事若しくは関係市町長が必要と認めたとき、又は知事若しくは

関係市町長が必要と認めたときは、流出油等の海岸等への漂着に対処するため、第五管

区海上保安本部、堺海上保安署等と連携を密にして、必要な対応を行う。 

エ 港湾法、漁港法、海岸法等に基づく管理区域である、港湾区域、漁港の区域、海岸保

全区域等に流出油等が漂着するおそれがあると認める場合は、速やかに防除措置の体制

を整え、防災関係機関等と協力して有効な防除措置を実施する。また、管理区域内に流
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出油等が流入した場合には、迅速かつ効率的な回収及び処理を実施する。 

オ エの場合において、防除措置義務者が必要な措置を講じていない場合には、防除措置

義務者に対し措置を講ずるよう要請する。 

カ 市は、必要に応じて、周辺住民に対して避難誘導を行う。 

(2) 堺海上保安署 

ア 被害状況、被害規模その他災害応急対策の実施上必要な情報について、船艇、航空機

等を活用し、積極的に情報収集活動を実施する。 

イ 流出油等の種類及び性状、気象・海象の状況等を把握したうえで、適切な防除方針を

決定する。 

ウ 防除措置義務者が行う防除措置の実施状況を総合的に把握し、防除措置義務者に対し

て防除作業の実施に必要な事項について助言、指導を行う。 

エ 防除措置義務者が措置を講じていないと認められる場合は、防除措置を講ずるよう命

じる。 

オ 緊急に防除措置を講じる必要がある場合は、巡視船艇、航空機等による応急的な防除

措置を講じることとし、必要があると認める場合は、海上災害防止センターに対して防

除措置を講ずべきことを指示する。 

カ 流出油等の広域的拡散防止を図るため、大阪湾播磨灘排出油等防除協議会による流出

油等防除活動を必要と認めた場合、構成員の出動の調整を行い、会員の全部又は一部に

対し出動要請を行う。 

(3) 近畿地方整備局 

第五管区海上保安本部の要請に基づき、油回収船等による防除措置を実施する。 

(4) その他の防災関係機関等 

堺海上保安署又は大阪府、関係市町から防除措置の実施について協力要請を受けた場合

は、協力の可否を判断し、必要な協力を行う。 

なお、堺海上保安署は、海上保安庁長官の指示又は防除措置義務者からの委託により、

防除措置を実施する。 

３ 積油の抜取り 

堺海上保安署は、タンカー事故に際して関係企業を指導、監督し、流出油等による被害の

拡大を防止するため、油槽船、バージ船により事故船舶の積油の抜取りを行わせる。 

４ 消火活動 

(1) 海面及び事故船舶の火災 

堺海上保安署、堺市消防局は、大規模な海上災害の発生に備え、業務協定等により連携

して消火活動を行うための体制の整備に努めるとともに、船舶及び化学消火剤等の効果的

な活用により、海面火災及び事故船舶の消火活動を行う。 

(2) 沿岸部の火災 

堺市消防局は、速やかに沿岸部の火災の発生状況を把握するとともに、迅速に消火活動

を行う。 
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５ 船舶交通の制限等 

(1) 船舶交通の制限 

堺海上保安署は、危険物等により、火災が発生し、又は発生のおそれがある場合には、

必要に応じて関係船舶に対し、火気の使用の制限又は禁止、航行の制限、禁止、移動又は

退去及び避難の勧告等の措置を講ずる。 

また、周辺海域においては、船舶の航行の停止、航行経路の変更等について指導を行う。 

(2) 船舶交通の危険防止 

堺海上保安署（港内にあっては大阪港湾局長）は、災害の原因者である船舶の所有者等

に対し、船舶の除去その他交通の危険を防止するための措置を講ずべきことを命じ、又は

勧告する。 

 

第５ 事故対策連絡調整本部の設置 

 

市は、ふ頭又は岸壁に係留されたタンカー事故の場合、防災関係機関相互間の連絡を緊密に

し、円滑に応急対策を実施するため必要があるときは、事故対策連絡調整本部を設置すること

ができる。 

 

１ 構成及び設置場所 

(1) 構成 

堺海上保安署、近畿地方整備局、近畿運輸局、大阪府（大阪港湾局）、大阪府警察、関

係市町（消防機関を含む）、自衛隊、事故発生責任機関及びその他関係機関 

(2) 設置場所 

堺海上保安署又は事故現場に近い適当な場所若しくは船艇とする。 

２ 事故対策連絡調整本部への報告等 

(1) 関係機関は、次の事項について事故対策連絡調整本部へ報告するとともに、関係職員を

必要期間常駐させ必要な調整を図る。 

ア 被害状況、災害応急対策実施状況に関すること。 

イ その他各機関等が事故対策連絡調整本部へ報告することが適当と認める事項に関する

こと。 

(2) 事故対策連絡調整本部は、前項の報告及び調整の要請を受けたときは、各機関と協議の

うえ必要な措置をとる。 
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第２節 航空災害応急対策 
 

市及び防災関係機関は、航空機の墜落等による災害が発生し、又は災害となるおそれがある場

合には、迅速かつ的確な応急対策を実施する。 

 

第１ 市の組織動員 

 

市は、大規模な航空事故等による災害が発生し、又は災害となるおそれがある場合に、迅速

かつ的確に、災害の防御、被害の軽減など災害応急対策に協力するため、必要な組織動員体制

をとる。 

 

１ 設置基準 

高石市事故等対策本部は、災害が発生した、又は発生のおそれがあると市長が判断すると

き、災害応急対策を実施するため設置する。 

２ 組織及び運営 

本部の組織及び運営については、第３編 地震災害応急対策の組織体制を準用する。 

３ 職員動員計画 

(1) 配備の基準 

職員の動員については、災害の規模に応じ、次の配備区分による。 
 

指  令 配 備 時 期 動 員 体 制 

事故警戒配備 

災害の発生が相当程度に予想さ

れ、その事前対策をとる必要があ

るとき 

情報収集及び伝達に必要な人員を

配備 

事故非常配備 

災害救助法の適用基準と同程度の

被害が発生したなど、大規模な災

害が発生したとき 

総合的応急対策活動に必要な人員

を配備 

 

(2) 防災関係機関の組織動員計画 

堺市消防局及び防災関係機関は、法令又はそれぞれの作成する防災業務計画に基づき各

災害対策本部を設置し、業務を的確かつ円滑に実施するよう、その職員の動員配備を行う。 

４ 閉鎖基準 

(1) 災害の危険が解消したと本部長が認めるとき 

(2) 災害応急対策が概ね完了したと本部長が認めるとき 

(3) その他本部長が設置の必要がなくなったと認めるとき 
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５ 本部設置又は閉鎖の通知 

市は、本部を設置し、又は閉鎖したときは速やかに大阪府、防災関係機関、報道機関に通

知するとともに公表する。 

 

第２ 大阪府現地災害対策本部との連絡 

 

庁舎内又は市域内に大阪府現地災害対策本部が設置された場合、相互に連絡を密にし、円滑

な応急対策を実施する。 

 

第３ その他の地域 

 

空港及びその周辺以外の地域において災害が発生した、又は発生のおそれがある場合には、

大阪府、市町村をはじめ防災関係機関は、空港事務所と緊密な連携を図りながら、速やかに応

急活動を実施する。 
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第３節 鉄道災害応急対策 
 

鉄道事業者及び市、大阪府その他の防災関係機関は、列車の衝突等の大規模事故による災害が

発生した場合には、相互に連携して、迅速かつ的確な応急対策を実施する。 

 

第１ 市の組織動員 

 

市は、大規模な鉄道事故等による災害が発生し、又は災害となるおそれがある場合に、迅速

かつ的確に、災害の防御、被害の軽減など災害応急対策に協力するため、必要な組織動員体制

をとる。 

 

１ 設置基準 

高石市事故等対策本部は、災害が発生した、又は発生のおそれがあると市長が判断すると

き、災害応急対策を実施するため設置する。 

２ 組織及び運営 

本部の組織及び運営については、第３編 地震災害応急対策の組織体制を準用する。 

３ 職員動員計画 

(1) 配備の基準 

職員の動員については、災害の規模に応じ、次の配備区分による。 
 

指  令 配 備 時 期 動 員 体 制 

事故警戒配備 

災害の発生が相当程度に予想さ

れ、その事前対策をとる必要があ

るとき 

情報収集及び伝達に必要な人員を

配備 

事故非常配備 

災害救助法の適用基準と同程度の

被害が発生したなど、大規模な災

害が発生したとき 

総合的応急対策活動に必要な人員

を配備 

 

(2) 防災関係機関の組織動員計画 

堺市消防局及び防災関係機関は、法令又はそれぞれの作成する防災業務計画に基づき各

災害対策本部を設置し、業務を的確かつ円滑に実施するよう、その職員の動員配備を行う。 

４ 閉鎖基準 

(1) 災害の危険が解消したと本部長が認めるとき 

(2) 災害応急対策が概ね完了したと本部長が認めるとき 

(3) その他本部長が設置の必要がなくなったと認めるとき 
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５ 本部設置又は閉鎖の通知 

市は、本部を設置し、又は閉鎖したときは速やかに大阪府、防災関係機関、報道機関に通

知するとともに公表する。 

 

第２ 大阪府現地災害対策本部との連絡 

 

庁舎内又は市域内に大阪府現地災害対策本部が設置された場合、相互に連絡を密にし、円滑

な応急対策を実施する。 

  

第３ 情報収集伝達体制 

 

大規模事故の発生及びそれに伴う災害の状況等の情報収集伝達は、次により行う。 

 

１ 情報収集伝達経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 収集伝達事項 

(1) 事故の概要 

(2) 人的被害の状況等 

(3) 応急対策の活動状況、事故対策本部の設置状況等 

(4) 応援の必要性 

(5) その他必要な事項 

 

第４ 鉄道事業者の災害応急対策 

 

鉄道事業者は、速やかに災害応急対策を実施する。 

 

１ 災害の拡大防止 

速やかに関係列車の非常停止の手配、乗客の避難誘導等の必要な措置を講ずる。 

大阪府警察 
消防庁 

 

大阪府 

危 機 

管理室 

鉄 

道 

事 
業 

者 

 

近 畿 

運輸局 
堺市消防局 

高 石 市 
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２ 救助・救急活動 

事故発生直後における、負傷者の救助・救急活動を行う。 

３ 代替交通手段の確保 

他の路線への振り替え輸送、バス代行輸送等、代替交通手段の確保に努める。 

４ 関係者等への情報伝達 

災害の状況、安否情報、医療機関の状況、施設の復旧状況などの情報を適切に関係者等へ

伝達する。 
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第４節 道路災害応急対策 
 

道路管理者及び市、大阪府その他の防災関係機関は、道路構造物の被災に伴う大規模事故又は

重大な交通事故による災害が発生し、又は災害となるおそれがある場合には、相互に連携して、

迅速かつ的確な応急対策を実施する。 

 

第１ 市の組織動員 

 

市は、道路上の大規模な事故等による災害が発生し、又は災害となるおそれがある場合に、

迅速かつ的確に、災害の防御、被害の軽減など災害応急対策に協力するため、必要な組織動員

体制をとる。 

 

１ 設置基準 

高石市事故等対策本部は、道路上の大規模な事故等による災害が発生した、又は発生のお

それがあると市長が判断するとき、災害応急対策を実施するため設置する。 

２ 組織及び運営 

本部の組織及び運営については、第３編 地震災害応急対策の組織体制を準用する。 

３ 職員動員計画 

(1) 配備の基準 

職員の動員については、災害の規模に応じ、次の配備区分による。 

指  令 配 備 時 期 動 員 体 制 

事故警戒配備 

災害の発生が相当程度に予想さ

れ、その事前対策をとる必要があ

るとき 

情報収集及び伝達に必要な人員を

配備 

事故非常配備 

災害救助法の適用基準と同程度の

被害が発生したなど、大規模な災

害が発生したとき 

総合的応急対策活動に必要な人員

を配備 

(2) 防災関係機関の組織動員計画 

堺市消防局及び防災関係機関は、法令又はそれぞれの作成する防災業務計画に基づき各

災害対策本部を設置し、業務を的確かつ円滑に実施するよう、その職員の動員配備を行う。 

４ 閉鎖基準 

(1) 災害の危険が解消したと本部長が認めるとき 

(2) 災害応急対策が概ね完了したと本部長が認めるとき 

(3) その他本部長が設置の必要がなくなったと認めるとき 
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５ 本部設置又は閉鎖の通知 

市は、本部を設置し、又は閉鎖したときは速やかに大阪府、防災関係機関、報道機関に通

知するとともに公表する。 

 

第２ 大阪府現地災害対策本部との連絡 

 

庁舎内又は市域内に大阪府現地災害対策本部が設置された場合、相互に連絡を密にし、円滑

な応急対策を実施する。 

 

第３ 情報収集伝達体制 

 

大規模事故の発生及びそれに伴う災害の状況等の情報収集伝達は、次により行う。 

 

１ 情報収集伝達経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 収集伝達事項 

(1) 事故の概要 

(2) 人的被害の状況等 

(3) 応急対策の活動状況、事故対策本部の設置状況等 

(4) 応援の必要性 

(5) その他必要な事項 

 

 

大 阪 府 警 察 
 

消防庁 

 

 

 

阪神高速道路 

株式会社 

 

大阪府道路公社 
 
 

 
 

近 畿       

地 方       

整備局 

 

大 阪 府 

 

道路環境課 

 

 

危機管理室 
高   石   市 

堺 市 消 防 局 
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第４ 道路管理者の災害応急対策 

 

道路管理者は、大阪府警察及び堺市消防局と連携して、速やかに事故の特性及び規模に応じ

た体制を確立し、災害応急対策を実施する。 

 

１ 災害の拡大防止 

速やかに被災者の避難誘導等の必要な措置を講ずる。 

２ 危険物等の流出対策 

他の防災関係機関と協力し、直ちに、防除活動、避難誘導を行い、危険物等による二次災

害の防止に努める。 

３ 救助・救急活動 

事故発生直後における、負傷者の救助・救急活動に協力する。 

４ 施設の応急復旧 

迅速かつ的確な障害物の除去、仮設等の応急復旧を行い、早期の交通確保に努める。 

５ 関係者等への情報伝達 

災害の状況、安否情報、医療機関の状況、施設の復旧状況などの情報を適切に関係者等へ

伝達する。 

 

 



 

第５節 危険物等災害応急対策 

392 

第５節 危険物等災害応急対策 
 

防災関係機関は、火災その他の災害に起因する危険物等災害の被害を最小限にとどめ、周辺住

民に対する危害防止を図る。 

 

第１ 市の組織動員 

 

市は、大規模な危険物等による災害が発生し、又は災害となるおそれがある場合に、迅速か

つ的確に、災害の防御、被害の軽減など災害応急対策に協力するため、必要な組織動員体制を

とる。 

 

１ 設置基準 

高石市事故等対策本部は、災害が発生した、又は発生のおそれがあると市長が判断すると

き、災害応急対策を実施するため設置する。 

２ 組織及び運営 

本部の組織及び運営については、第３編 地震災害応急対策の組織体制を準用する。 

３ 職員動員計画 

(1) 配備の基準 

職員の動員については、災害の規模に応じ、次の配備区分による。 

指  令 配 備 時 期 動 員 体 制 

事故警戒配備 

災害の発生が相当程度に予想さ

れ、その事前対策をとる必要があ

るとき 

情報収集及び伝達に必要な人員を

配備 

事故非常配備 

災害救助法の適用基準と同程度の

被害が発生したなど、大規模な災

害が発生したとき 

総合的応急対策活動に必要な人員

を配備 

(2) 防災関係機関の組織動員計画 

堺市消防局及び防災関係機関は、法令又はそれぞれの作成する防災業務計画に基づき各

災害対策本部を設置し、業務を的確かつ円滑に実施するよう、その職員の動員配備を行う。 

４ 閉鎖基準 

(1) 災害の危険が解消したと本部長が認めるとき 

(2) 災害応急対策が概ね完了したと本部長が認めるとき 

(3) その他本部長が設置の必要がなくなったと認めるとき 
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５ 本部設置又は閉鎖の通知 

市は、本部を設置し、又は閉鎖したときは速やかに大阪府、防災関係機関、報道機関に通

知するとともに公表する。 

 

第２ 大阪府現地災害対策本部との連絡 

 

庁舎内又は市域内に大阪府現地災害対策本部が設置された場合、相互に連絡を密にし、円滑

な応急対策を実施する。 

 

第３ 危険物災害応急対策 

 

１ 通報連絡体制 

事故の発生及びそれに伴う災害の状況等の通報の伝達は、次により行う。 

 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 市、堺市消防局 

(1) 市、堺市消防局は、関係機関と密接な連絡をとるとともに、所管する危険物の安全管理、

施設の使用停止等の緊急措置を講ずる。 

(2) 市、堺市消防局は、関係事業所の管理者、危険物保安監督者及び危険物取扱者等に対して、

災害の拡大を防止するため、自衛消防組織等による災害状況の把握と状況に応じた従業員、

凡  例 
通常の通信系統 
必要に応じての通信系統 

発 見 者 
 
関係事業所の管理者 
危険物保安監督者 
危険物取扱者   等 

高 石 警 察 署 

大 阪 府 警 察 

 

消 防 庁 陸上自衛隊第３師団 

隣 接 市 町 

大 阪 府 消防保安課 

港湾管理者(大阪府) 

漁港管理者(市) 

第五管区海上保安本部 

近畿地方整備局 
港 湾 空 港 部 

 

堺 市 消 防 局 

高 石 市 
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周辺地域住民に対する人命安全措置及び防災機関との連携等必要な措置を講ずるよう指導す

る。 

(3) 市、堺市消防局は、施設の管理責任者と密接な連絡を図り、災害の拡大を防止するための

消防活動、負傷者等の救出、警戒区域の設定、広報及び避難の指示等必要な応急対策を実施

する。 

３ 大阪府警察 

(1) 危険物の流出、火災爆発等の災害が発生した、又は発生のおそれがある場合は、施設等

の関係責任者、市等の関係機関と連携して、負傷者等の救出、避難の指示及び警戒区域設

定、交通規制等災害拡大防止の措置を行う。 

(2) 火災等の災害が危険物施設に及ぶおそれのある場合は、施設管理者、市等の関係機関と

連携して、災害の波及防止、保安措置等の援助協力、交通規制、危険区域からの避難の指

示等災害拡大防止の措置を行う。 

４ 事業者 

(1) 危険物による大規模な事故が発生した場合、市及び堺市消防局にその被害の状況、応急

対策の活動状況及び対策本部設置状況等を連絡する。 

(2) 危険物による大規模な事故が発生した場合、速やかに、職員の動員配備、情報収集連絡

体制の確立及び対策本部等必要な体制をとるとともに、災害の拡大の防止のため、必要な

措置を行う。 

(3) 危険物等関係施設が所在する地域の浸水想定区域等の該当性並びに被害想定の確認を行

うとともに、確認の結果、風水害により危険物等災害の拡大が想定される場合は、防災の

ため必要な措置の検討や、応急対策にかかる計画の作成等の実施に努める。 
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第４ 高圧ガス災害応急対策 

 

１ 通報連絡体制 

事故の発生及びそれに伴う災害の状況等の通報の伝達は、次により行う。 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 市、堺市消防局 

施設の管理責任者と密接な連絡を図り、災害の拡大を防止するための消防活動、負傷者等

の救出、警戒区域の設定、広報及び避難の指示等必要な応急対策を実施する。 

また、堺市消防局は、関係機関と密接な連携をとり、製造若しくは販売のための施設等の

使用を一時停止すべきことを命じること、高圧ガスを取り扱う者に対し貯蔵・移動・消費等

を一時禁止すること、容器の所有者又は占有者に対しその廃棄又は所在場所の変更を命じる

こと等の緊急措置を講ずる。 

３ 大阪府、中部近畿産業保安監督部近畿支部 

関係機関と密接な連携をとり、製造若しくは販売のための施設等の使用を一時停止すべき

ことを命じること、高圧ガスを取り扱う者に対し貯蔵・移動・消費等を一時禁止すること、

容器の所有者又は占有者に対しその廃棄又は所在場所の変更を命じること等の緊急措置を講

ずる。 

凡  例 
通常の通信系統 
必要に応じての通信系統 

高 石 警 察 署 

大 阪 府 警 察 

消 防 庁 

隣 接 市 町 

中部近畿産業保安
監督部近畿支部 

消防保安課 

大阪府 

堺 市 消 防 局 

高 石 市 

第五管区海上保安本部 

近畿地方整備局 
港 湾 空 港 部 

 

発 見 者 
 
高圧ガス製造事業者 
高圧ガス販売事業者 
高圧ガス貯蔵施設管理者等 

陸上自衛隊第３師団 

（一社）大阪府ＬＰ

ガス協会等 
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４ 大阪府警察 

(1) 高圧ガスの流出、火災、爆発等の災害が発生した、又は発生のおそれがある場合は、施

設等の関係責任者、市等の関係機関と連携して、負傷者等の救出、避難の指示及び警戒区

域設定、交通規制等災害拡大防止の措置を行う。 

(2) 火災等の災害が高圧ガス施設に及ぶおそれのある場合は、施設管理者、市等の関係機関

と連携して、災害の波及防止、保全措置等の援助協力、交通規制、危険区域からの避難の

指示等災害拡大防止の措置を行う。 

５ 事業者 

(1) 高圧ガスによる大規模な事故が発生した場合、大阪府及び市にその被害の状況、応急対

策の活動状況及び対策本部設置状況等を連絡する。 

(2) 高圧ガスによる大規模な事故が発生した場合、速やかに、職員の動員配備、情報収集連

絡体制の確立及び対策本部等必要な体制をとるとともに、災害の拡大の防止のため、必要

な措置を行う。 

 

第５ 火薬類災害応急対策 

 

１ 通報連絡体制 

事故の発生及びそれに伴う災害の状況等の通報の伝達は、次により行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡  例 
通常の通信系統 
必要に応じての通信系統 

高 石 警 察 署 

大 阪 府 警 察 

消 防 庁 陸上自衛隊第３師団 

隣 接 市 町 

中部近畿産業保安
監督部近畿支部 

消防保安課 

大阪府 
大阪府火薬類保安協会 

発 見 者 
 
火薬類製造事業者 
 
火薬類貯蔵施設管理者 

堺 市 消 防 局 

高 石 市 
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２ 市、堺市消防局 

施設の管理責任者と密接な連絡を図り、災害の拡大を防止するための消防活動、負傷者等

の救出、警戒区域の設定、広報及び避難の指示等、必要な応急対策を実施する。 

また、堺市消防局は、関係機関と密接な連携をとり、施設の使用停止等の必要な緊急措置

を講ずる。 

３ 大阪府、中部近畿産業保安監督部近畿支部 

関係機関と密接な連絡を図り、施設の使用停止、火薬の運搬停止等の緊急措置を講じる。 

４ 大阪府警察 

(1) 火薬類の爆発等の災害が発生した、又は発生のおそれがある場合は、施設等の関係責任

者、市等の関係機関と連携して、負傷者等の救出、避難の指示及び警戒区域の設定、交通

規制等災害拡大防止の措置を行う。 

(2) 火災等の災害が火薬類貯蔵所に及ぶおそれのある場合は、施設管理者、市等の関係機関

と連携して、災害の波及防止、保安措置等の援助協力、交通規制、危険区域からの避難の

指示等災害拡大防止の措置を行う。 

５ 事業者 

(1) 火薬類による大規模な事故が発生した場合、大阪府及び市にその被害の状況、応急対策

の活動状況及び対策本部設置状況等を連絡する。 

(2) 火薬類による大規模な事故が発生した場合、速やかに、職員の動員配備、情報収集連絡

体制の確立及び対策本部等必要な体制をとるとともに、災害の拡大の防止のため、必要な

措置を行う。 

 

第６ 毒物劇物災害応急対策 

 

１ 通報連絡体制 

事故の発生及びそれに伴う災害の状況等の通報の伝達は、別図により行う。 

２ 市、堺市消防局 

施設の管理責任者と密接な連絡を図り、災害の拡大を防止するための消防活動、汚染区域

の拡大防止措置、負傷者等の救出、警戒区域の設定、広報及び避難の指示等必要な応急対策

を実施する。 

３ 大阪府 

(1) 毒物劇物施設が、災害により被害を受け、毒物劇物が飛散漏えい又は地下に浸透し、保

健衛生上危害が発生し、又はそのおそれがある際は、施設等の管理責任者に対し、危害を

防止するための除毒等の応急措置を講じるよう指示する。 

(2) 関係機関との連携を密にし、毒物・劇物に係る災害情報の収集、伝達に努め、住民等の

避難や広報等の必要な措置を行う。 
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４ 大阪府警察 

(1) 毒物劇物の流出等の災害が発生した、又は発生のおそれがある場合は、施設等の関係責

任者、市等の関係機関と連携して、負傷者等の救出、避難の指示及び警戒区域の設定、交

通規制等災害拡大防止の措置を行う。 

(2) 火災等の災害が毒物劇物の貯蔵施設に及ぶおそれのある場合は、施設管理者、市等の関

係機関と連携して、災害の波及防止、保安措置等の援助協力、交通規制、危険区域からの

避難の指示等災害拡大防止の措置を行う。 

５ 事業者 

(1) 毒物劇物による大規模な事故が発生した場合、大阪府及び市にその被害の状況、応急対

策の活動状況及び対策本部設置状況等を連絡する。 

(2) 毒物劇物による大規模な事故が発生した場合、速やかに、職員の動員配備、情報収集連

絡体制の確立及び対策本部等必要な体制をとるとともに、災害の拡大の防止のため、必要

な措置を行う。 

 

〔別図〕 

 

 

 

 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡  例 
通常の通信系統 
必要に応じての通信系統 

高 石 警 察 署 

大 阪 府 警 察 

大 阪 府 薬 務 課 

消 防 庁 陸上自衛隊第３師団 

隣 接 市 町 

大阪府危機管理室 

近 畿 厚 生 局 

発 見 者 
 
毒劇物施設管理者 

第五管区海上保安本部 

近畿地方整備局 
港 湾 空 港 部 

堺 市 消 防 局 

高 石 市 
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第７ 管理化学物質災害応急対策 

 

１ 通報連絡体制 

事故の発生及びそれに伴う災害の状況等の通報の伝達は、別図により行う。 

２ 市、堺市消防局 

施設の管理責任者と密接な連絡を図り、災害の拡大を防止するための消防活動、汚染区域

の拡大防止措置、負傷者等の救出、警戒区域の設定、広報及び避難の指示等必要な応急対策

を実施する。また、生活環境保全条例の権限を移譲されている市町村は、管理化学物質が流

出し住民の健康に被害を及ぼすおそれがある際等は、管理化学物質を取扱う施設の管理責任

者に対し、被害の拡大防止等の応急措置を講じるよう指示する。 

３ 大阪府 

(1) 管理化学物質が流出し住民の健康に被害を及ぼすおそれがある際等は、管理化学物質を

取扱う施設の管理責任者に対し、被害の拡大防止等の応急措置を講じるよう指示する。 

(2) 関係機関との連携を密にし、管理化学物質に係る災害情報の収集連絡を行い、住民等の

避難や広報等の必要な措置を行う。 

４ 事業者 

(1) 管理化学物質による大規模な事故が発生した場合、大阪府及び市町村にその被害の状況、

応急措置の実施状況等を連絡する。 

(2) 管理化学物質による大規模な事故が発生した場合、速やかに、職員の動員配備、情報収

集連絡体制の確立及び対策本部等必要な体制をとるとともに、災害の拡大防止等のため、

必要な措置を行う。 

〔別図〕 

 

 

 

 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡  例 
通常の通信系統 
必要に応じての通信系統 

発 見 者 
 
管理化学物質取扱事業者 

高 石 警 察 署 

大 阪 府 警 察 

大阪府環境保全課 

隣 接 市 町 

大阪府危機管理室 

堺 市 消 防 局 

高 石 市 

第五管区海上保安本部 

近畿地方整備局 
港 湾 空 港 
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第６節 高層建築物、市街地災害応急対策 
 

高層建築物等の災害に対処するため、関係機関は、それぞれの態様に応じた防災に関する計画

に基づき、次の各種対策を実施する。 

 

第１ 市の組織動員 

 

市は、大規模な高層建築物又は市街地火災等による災害が発生し、若しくは災害となるおそ

れがある場合に、迅速かつ的確に、災害の防御、被害の軽減など災害応急対策を実施するため、

必要な組織動員体制をとる。 

 

１ 設置基準 

高石市事故等対策本部は、災害が発生した、又は発生のおそれがあると市長が判断すると

き、災害応急対策を実施するため設置する。 

２ 組織及び運営 

本部の組織及び運営については、第３編 地震災害応急対策の組織体制を準用する。 

３ 職員動員計画 

(1) 配備の基準 

職員の動員については、災害の規模に応じ、次の配備区分による。 

指  令 配 備 時 期 動 員 体 制 

事故警戒配備 

災害の発生が相当程度に予想さ

れ、その事前対策をとる必要があ

るとき 

情報収集及び伝達に必要な人員を

配備 

事故非常配備 

災害救助法の適用基準と同程度の

被害が発生したなど、大規模な災

害が発生したとき 

総合的応急対策活動に必要な人員

を配備 

(2) 防災関係機関の組織動員計画 

堺市消防局及び防災関係機関は、法令又はそれぞれの作成する防災業務計画に基づき各

災害対策本部を設置し、業務を的確かつ円滑に実施するよう、その職員の動員配備を行う。 

なお、市街地における火災が延焼・拡大し、被災市単独では十分に火災防御活動が実施

できない場合には、隣接市、府、府警察等に応援を要請し、相互に緊密な連携を図りなが

ら消火・救助・救急活動を実施する。海水を利用した消火活動を実施する場合は、必要に

応じ、第五管区海上保安本部に応援を要請する。 

４ 閉鎖基準 

(1) 災害の危険が解消したと本部長が認めるとき 
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(2) 災害応急対策が概ね完了したと本部長が認めるとき 

(3) その他本部長が設置の必要がなくなったと認めるとき 

５ 本部設置又は閉鎖の通知 

市は、本部を設置し、又は閉鎖したときは速やかに大阪府、防災関係機関、報道機関に通

知するとともに公表する。 

 

第２ 大阪府現地災害対策本部との連絡 

 

庁舎内又は市域内に大阪府現地災害対策本部が設置された場合、相互に連絡を密にし、円滑

な応急対策を実施する。 

 

第３ 通報連絡体制 

 

事故の発生及びそれに伴う災害の状況等の通報の伝達は、次により行う。 

 

１ 通報系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡    例 
   通常の通信系統 
   必要に応じての通信系統 

隣 接 市 町 村 

火 災 発 見 者 
    

施 設 管 理 者 等 

大阪府 危機管理室 

消 防 庁 

堺 市 消 防 局 

大 阪 府 警 察 

陸上自衛隊第３師団 

高 石 市 

高 石 警 察 署 
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第４ 火災の警戒 

 

１ 火災気象通報 

大阪管区気象台は、気象の状況が火災予防上危険であると認めるときは、知事に通報する。

知事は、市長に伝達する。 

通報基準は、大阪管区気象台が定めた「乾燥注意報」及び「強風注意報」の発表基準と同

一とする。ただし、通報基準に該当する場合であっても、降雨、降雪を予想している場合に

は火災気象通報として通報しないことがある。 

２ 火災警報 

市長は、知事から火災気象通報を受けたとき、又は火災警報の発令基準に該当したときは、

必要により火災警報を発令する。 

この際は遅滞なく堺市消防局へ発令したことを連絡する。 

３ 火の使用制限 

警報が発令された区域内にいる者は、警報が解除されるまで、火の使用を制限する。 

４ 住民への周知 

市は、高石市防災行政無線（戸別受信機を含む。）、広報車、警鐘、航空機などを利用し、

又は状況に応じて自主防災組織などの住民組織と連携して、住民に警報を周知する。 

周知にあたっては、避難行動要支援者に配慮する。 

 

第５ 市、堺市消防局 

 

市及び堺市消防局は、ガス漏れ事故及び火災等の事故に区分し、必要な措置又は対策を実施

する。 

なお、人命救助は、他の活動に優先して行う。 

 

１ ガス漏洩事故 

(1) 消防活動体制の確立 

(2) ガス漏れ事故の発生箇所及び拡散範囲の推定 

(3) 火災警戒区域の設定 

(4) 避難誘導 

避難経路、方向、避難先を明示し、危険箇所に要員を配置するなど、大阪府警察等と協

力して安全、迅速な避難誘導を行う。 

(5) 救助・救急 

負傷者の有無の確認及びその速やかな救助活動並びに救護機関等と連携した負傷者の救

護搬送措置を行う。 
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(6) ガスの供給遮断 

ア ガスの供給遮断は、大阪ガス株式会社、大阪ガスネットワーク株式会社（都市ガスの

場合）、又は、一般社団法人大阪府ＬＰガス協会が指定する通報事業所（ＬＰガスの場

合）が行う。 

イ 大阪ガス株式会社、大阪ガスネットワーク株式会社の到着が、消防隊より相当遅れる

ことが予測され、かつ、広範囲にわたり多量のガス漏洩があり、緊急やむを得ないと認め

られるときは、消防隊がガスの供給を遮断することができる。この場合、直ちに、その旨

を大阪ガス株式会社、大阪ガスネットワーク株式会社等に連絡する。 

２ 火災等 

堺市消防局は、災害の状況に応じ次の消火・救助・救急措置を実施する。 

(1) 救助活動体制の早期確立と出場小隊の任務分担 

(2) 活動時における情報収集、連絡 

(3) 排煙、進入時等における資機材の活用対策 

(4) 高層建築物等の消防用設備の活用 

(5) 高層建築物における屋上緊急離着陸場等の活用 

(6) 浸水、水損防止対策 

３ 広域応援体制 

市は、市街地における火災が延焼・拡大し、市単独では十分に火災防御活動が実施できな

い場合には、隣接市町村、大阪府、大阪府警察などに応援を要請し、相互に緊密な連携を図

りながら消火・救助・救急活動を実施する。海水を利用した消火活動を実施する場合は、必

要に応じ、第五管区海上保安本部に応援を要請する。 

 

第６ 大阪府警察 

 

大阪府警察は、災害状況に応じ次の警備措置を実施する。 

 

１ 警備本部等の設置 

幹部の早期現場急行により現地指揮体制を確立し、警備本部を設置する。 

２ 救出救助 

被災者の有無の確認及び速やかな救出救助活動と堺市消防局、救護機関等と連携協力した

負傷者の救護搬送措置を行う。 

３ 避難誘導 

避難経路、方向、避難先の明示と危険箇所への要員配置による各種資機材を活用した安全、

迅速な避難誘導を行う。 
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４ 警戒区域の設定 

二次災害防止を図るための広範囲の警戒区域の設定を行う。 

５ 交通規制 

救出救助活動及び復旧作業の迅速円滑を図るために必要な交通規制を実施する。 

６ その他 

大阪府警察は、関係機関との密接な連携のもと、市町村が行う消火・救助・救急活動を支

援する。 

また、市町村その他防災関係機関との連携による被害調査、事故原因の究明及び遺体の検

視（死体調査）等所要の措置をとる。 

 

第７ 大阪ガス株式会社、大阪ガスネットワーク株式会社 

 

災害発生の場合は、関係機関と協力して二次災害防止のための措置を講ずる。 

 

１ 緊急の場合には、特定の地下街に設けた緊急遮断弁又は地上操作遮断弁等により、ガスの

供給を停止する。 

２ 遮断後のガスの供給再開にあたっては、堺市消防局の現場最高指揮者に連絡のうえ行う。 

 

第８ 高層建築物の管理者等 

 

１ ガス漏れ、火災等が発生した場合、高層建築物の管理者等は、堺市消防局等へ通報すると

ともに、その被害の状況、応急対策の活動状況及び対策本部設置状況等を連絡する。  

２ 高層建築物の管理者等は、防災計画書等に基づき住民の避難誘導を行う。 

３ 関係事業所の管理者等事業者は、発災後速やかに、職員の動員配備、情報収集連絡体制の

確立及び対策本部等必要な体制をとるとともに、災害の拡大の防止のため、必要な措置を行

う。 
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第７節 放射線災害応急対策 
 

 放射線災害の特殊性に鑑み、関係機関は、迅速かつ組織的に住民の安全確保対策を講ずるもの

とする。 

 

第１ 市の組織動員 

 

市は、大規模な放射線事故による災害が発生し、又は災害となるおそれがある場合に、迅速

かつ的確に、災害の防御、被害の軽減など災害応急対策を実施するため、必要な組織動員体制

をとるものとする。 

 

１ 設置基準 

高石市事故等対策本部は、災害が発生した、又は発生のおそれがあると市長が判断すると

き、災害応急対策を実施するため設置する。 

２ 組織及び運営 

本部の組織及び運営については、第３編 地震災害応急対策の組織体制を準用する。 

３ 職員動員計画 

(1) 配備の基準 

職員の動員については、災害の規模に応じ、次の配備区分による。 

指  令 配 備 時 期 動 員 体 制 

事故警戒配備 

災害の発生が相当程度に予想さ

れ、その事前対策をとる必要があ

るとき 

情報収集及び伝達に必要な人員を

配備 

事故非常配備 

災害救助法の適用基準と同程度の

被害が発生したなど、大規模な災

害が発生したとき 

総合的応急対策活動に必要な人員

を配備 

 

(2) 防災関係機関の組織動員計画 

堺市消防局及び防災関係機関は、法令又はそれぞれの作成する防災業務計画に基づき各

災害対策本部を設置し、業務を的確かつ円滑に実施するよう、その職員の動員配備を行う。 

４ 閉鎖基準 

(1) 災害の危険が解消したと本部長が認めるとき 

(2) 災害応急対策が概ね完了したと本部長が認めるとき 

(3) その他本部長が設置の必要がなくなったと認めるとき 
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５ 本部設置又は閉鎖の通知 

市は、本部を設置し、又は閉鎖したときは速やかに大阪府、防災関係機関、報道機関に通

知するとともに公表する。 

 

第２ 大阪府現地災害対策本部との連絡 

 

庁舎内又は市域内に大阪府現地災害対策本部が設置された場合、相互に連絡を密にし、円滑

な応急対策を実施する。 

なお、大阪府は、内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を発出したときには、大阪府原子力災

害現地連絡部をオフサイトセンター内に設置する。 

 

第３ 放射性同位元素に係る災害応急対策 

 

放射性同位元素に係る災害が発生した、又は発生のおそれがある場合、防災関係機関及び放

射性同位元素に係る施設の設置者等は、相互に協力して次の措置を講ずる。 

 

１ 関係機関への情報連絡及び広報 

２ 放射線量の測定 

３ 放射線による被曝を受けた者等の救出、救護 

４ 住民等の避難 

５ 危険区域の設定と立入制限 

６ 交通規制 

７ その他災害の状況に応じた必要な措置 

 

第４ 原子力災害広域避難者の受入れ体制の整備 

 

市、大阪府は、円滑な広域避難が可能となるよう、他の自治体との広域一時滞在に係る応

援協定締結や被災者の運送が円滑に実施されるよう運送事業者等との協定締結、発災時の具

体的な避難・受入れ方法を含めた手順等をあらかじめ定めるよう努める。 

市は、避難所を指定する際に併せて広域一時滞在の用にも供することについても定めるな

ど、他の市町村からの被災住民を受け入れることができる避難所をあらかじめ決定しておく

よう努める。さらに、指定避難所が広域一時滞在の用に供する避難所にもなりうることにつ

いて、あらかじめ施設管理者の同意を得るよう努める。 

福井県下の原子力災害時の広域避難者について、高石市は、長浜市木之本町からの避難者

を受け入れるように関西広域連合から要請されているため、受入れ体制を整備する。 
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第１節 復旧事業の推進 
 

市及び防災関係機関は、住民の意向を尊重しつつ緊密に連携し、災害の再発防止及び速やかな

復旧が図れるよう復旧事業を推進する。 

市は、災害復旧の推進のため、必要に応じ、国、他の地方公共団体等に対し、職員の派遣その

他の協力を求めるものとし、特に、他の地方公共団体に対し、技術職員の派遣を求める場合にお

いては、復旧・復興支援技術職員派遣制度の活用も含めて検討する。 

また、市は、被害状況の把握と対応策の検討に併せ、応急・復旧事業に係る財政需要見込を算

定する。この財政需要見込に基づき、対策の優先度や重要度に応じて機動的かつ柔軟な予算執行

等を行う。 

なお、男女共同参画の観点から、あらゆる場・組織に女性の参画を促進するとともに、障がい

者、高齢者等の要配慮者の参画を促進する。 

 

第１ 被害の調査 

 

市は、防災関係機関と協力し、災害による直接被害額及び復旧事業に要する額等、その他必

要な事項等を調査し、速やかに大阪府に報告する。 

 

第２ 公共施設等の復旧 

 

１ 復旧事業計画の作成 

市及び防災関係機関は、公共施設等の被害の状況、発生原因を考慮し、復旧事業計画を作

成するとともに、国又は大阪府が費用の一部又は全部を負担又は補助するものについては、

災害査定が速やかに行えるよう努める。 

２ 復旧完了予定時期の明示 

市、大阪府をはじめ防災関係機関は、復旧完了予定時期の明示に努める。 

 

第３ 激甚災害の指定 

 

市は、被害調査に基づき、当該災害が「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関す

る法律」（以下、「激甚災害法」という。）及び同法に基づく激甚災害又は局地激甚災害の指

定基準に該当し、特別な地方財政援助又は被災者に対する特別な助成が必要と認められる場合

は、政令指定を得るため適切な手続きを進める。 

※資料8-2「激甚災害指定基準」   

※資料8-3「局地激甚災害指定基準」 
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激甚災害指定の手続きの流れ 

 

 

報告   報告     諮問    答申 

 

 

 

            通報 
 

 

 

 

 

第４ 激甚災害指定による財政援助 

 
市長は、激甚災害又は局地激甚災害の指定を受けたときは、速やかに関係書類を作成して知

事に提出し、公共施設の災害復旧事業が迅速かつ円滑に実施できるように措置する。 
 

１ 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助 

２ 農林水産業に関する特別の助成 

３ 中小企業に関する特別の助成 

４ その他の特別の財政援助及び助成 

※資料8-5「災害復旧に伴う国の財政援助等」 

 

第５ 特定大規模災害 

 

市は、特定大規模災害（著しく異常かつ激甚な災害が発生し、緊急災害対策本部が設置され

た災害）を受け、かつ市の工事の実施体制等の地域の実情を勘案して円滑かつ迅速な復興のた

め必要があると認めるときは、大阪府に対し、権限代行制度により、市に代わって工事を行う

ことを要請する。 

市   長 

大阪府知事 

内閣総理大臣 閣議決定 

政令公布 

中央防災会議 

激甚災害指定基準  
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第２節 被災者の生活再建等の支援 
 

市は、被災者の被害の程度に応じ、弔慰金、見舞金を支給するとともに、生活の安定を図るた

め、資金の貸付等を行う。 

また、被災者が自らに適した支援制度を活用して生活再建に取り組むことができるよう、災害

ケースマネジメントの実施等により、見守り・相談の機会や被災者台帳等を活用したきめ細やか

な支援を行うとともに、被災者が容易に支援制度を知ることができる環境の整備に努める。 

さらに、被災者支援業務の迅速化・効率化のため、被災者台帳の作成にデジタル技術を活用す

るよう積極的に検討する。 

 

第１ 災害弔慰金等の支給 

 

１ 災害弔慰金及び災害障がい見舞金 

市は、「高石市災害弔慰金の支給等に関する条例」に基づき弔慰金または見舞金を支給す

る。 

(1) 暴風、豪雨その他異常な自然現象による次のような災害に適用する。 

ア 本市の区域において５世帯以上の住家が滅失した災害 

イ 大阪府域において災害救助法が適用された市町村が１つ以上ある災害 

ウ 大阪府域において５世帯以上滅失した市町村が３以上ある災害 

エ 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が２以上ある災害 

(2) 次の場合、支給を制限する。 

ア 死亡又は障がいが、故意または重大な過失による場合 

イ 別に内閣総理大臣が定める給付金が支給される場合 

(3) 災害弔慰金は、死亡者の配偶者、子、父母、孫、祖父母並びに兄弟姉妹（死亡した者の

死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。）のいずれかの者に対し、

条例に定める順位で支給する。 

ただし、兄弟姉妹にあっては、当該配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存在

しない場合に限る。 

(4) 災害障がい見舞金は、災害弔慰金の支給等に関する法律第８条に規定される障がいを受

けた者に対して支給する。 

２ 災害見舞金 

市は、「高石市災害見舞金等支給要綱」に基づき、死亡弔慰金又は災害見舞金を支給する。

ただし、前項に基づき給付されるときは除く。 
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第２ 災害援護資金・生活資金等の貸付 

 

市及び社会福祉協議会は、住居、家財等に被害を受けた世帯に対し、資金を貸し付ける。 

 

１ 災害援護資金貸付 

市は、自然災害により大阪府域に災害救助法が適用された場合、「高石市災害弔慰金の支

給等に関する条例」に基づき、被災者に対して生活の立て直しに資するため、災害援護資金

を貸し付ける。 

２ 生活福祉資金の災害援護資金貸付 

社会福祉協議会は、「生活福祉資金貸付制度要綱」に基づき、市内居住の低所得世帯、高

齢者世帯、障がい者世帯に対して、災害を受けたことによる困窮から自立更生するのに必要

な資金を貸し付ける。ただし、１の災害援護資金の対象者を除いた低所得世帯（世帯収入が

生活保護基準の1.8倍）を対象とする。 

 

第３ 租税等の減免及び徴収猶予等 

 

１ 国は、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」に基づき、国税の減

免及び徴収猶予等、適切な措置を行う。 

２ 大阪府は、「地方税法」及び「大阪府税条例」に基づき、府税の減免及び徴収猶予等、適

切な措置を行う。 

(1) 申告、納入若しくは納付期限の延長 

(2) 府税の還付又は減免 

(3) 徴収猶予 

(4) 滞納処分の執行停止、換価猶予 

３ 大阪府は、条例に基づき、各種許可証等の再交付等に係る手数料の減免措置を行う。 

４ 市は、地方税法及び高石市市税条例に基づき、市税の減免及び徴収猶予等、適切な措置を

行う。 

５ 国は、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」に基づき、労働保険適用事業主の申請

に応じて、労働保険料の納入期限延長の措置を講ずる。 

 

第４ 住宅の確保 

 

市は、関係機関と連携し、住宅の供給促進を図るとともに、自力で住宅を確保する者に対し

て支援を行う。 

なお、住宅を早期に供給するための方策について、あらかじめ検討を行う。 
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１ 相談窓口の設置 

市は、住宅に関する相談窓口を設置し、市民からの相談に応じるとともに、情報の提供を

行う。 

２ 住宅復興計画の策定 

被災者の居住の安定を図るため、住宅復興計画を策定し、被災地の実状に沿った施策を推

進する。 

３ 公共住宅の供給促進 

市は、民間、住宅供給公社・独立行政法人都市再生機構の協力を得ながら、住宅の供給促

進を図る。 

(1) 公営住宅、住宅供給公社・独立行政法人都市再生機構住宅の空き家活用 

既存の空き家若しくは建設中の住宅について、可能な限り被災住民の住宅として活用で

きるよう配慮する。 

(2) 災害公営住宅の供給 

災害により住宅が滅失し、自力での住宅確保が困難な低所得世帯等を対象として、公営

住宅を供給する。 

(3) 特定優良賃貸住宅等の空き家活用 

自力での住宅確保が困難な被災者に対し、特定優良賃貸住宅の斡旋を行う。 

４ 災害復興住宅資金の貸付 

住宅金融支援機構は、住宅に被害を受けた者に対して、災害復興住宅資金（建設・補修）

の融資を実施し、建設資金又は補修資金の貸付を行う。 

５ 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法の適用 

国は、災害が一定規模以上である場合においては、被災市町村長の意見を勘案して、大規

模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第２条の災害として政令で指定し、

借地借家制度の特例を適用する。 

市は、建物の復興に伴い借地・借家関係をめぐる混乱が相当予想され、被災者の住居や営

業等の生活の安定が阻害されるおそれのある場合は、大阪府を通じて国に法の適用申請を行

う。 

 

第５ 被災者生活再建支援金 

 

１ 被災者生活再建支援金の支給 

大阪府は、市からの被害状況を取りまとめ、国・被災者生活再建支援法人に対して被害状

況の報告を行うとともに、「被災者生活再建支援法」（平成10年法律第66号）の適用の公示、

書類の取りまとめなど必要な措置を行い、被災者生活再建支援法人に対して支援金の迅速な

支給を要請する。 
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市は、被災者生活再建支援金の支給に係る被災者からの申請を迅速かつ的確に処理するた

め、申請書等の確認及び大阪府への送付に関する業務の実施体制の整備等を図る。 

２ 被災者生活再建支援制度の概要 

(1) 被災者生活再建支援法の目的 

自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観

点から拠出した基金を活用して、被災者生活再建支援金を支給するための措置を定めるこ

とにより、その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に

資することを目的とする。 

(2) 対象となる自然災害 

自然災害とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然

現象により生ずる被害であり、対象となる災害の程度は次のとおりである。 

ア 災害救助法施行令第１条第１項第１号又は第２号に該当する被害が発生した市町村に

おける自然災害。 

イ 10世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村の区域に係る自然災害。 

ウ 100世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した都道府県における自然災害。 

エ ア又はイの市町村を含む都道府県内で、５世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村

（人口10万人未満に限る。）における自然災害。 

オ ５世帯以上の住宅が全壊する被害が発生し、前記ア～ウに隣接する市町村(人口10万

人未満のものに限る)における自然災害。 

カ ア若しくはイの市町村を含む都道府県又はウの都道府県が２以上ある場合に、５世帯

以上の住宅全壊被害が発生した市町村（人口10万人未満）、２世帯以上の住宅全壊被害

が発生した市町村（人口５万人未満のものに限る。）における自然災害。 

(3) 支給対象世帯 

ア  住宅が全壊した世帯 

イ  住宅が半壊し、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯 

ウ  災害による危険な状態が継続し、長期にわたり居住不可能な状態が継続している世帯 

エ  住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ住宅に居住することが困難である世帯 

（大規模半壊世帯） 

オ 住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯 

（中規模半壊世帯） 

(4) 支援金額 

支給額は、以下の「ア」「イ」の合計額となる。 

ア 住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金） 

・上記(3)ア～ウの世帯  100万円 

・上記(3)エの世帯  50万円 

※ 世帯人数が１人の場合は、それぞれ3/4の額となる。 
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イ 住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金）【＜ ＞は中規模半壊世帯】 

・住宅を建設又は購入した場合  200万円＜100万円＞ 

・住宅を補修した場合  100万円＜50万円＞ 

・住宅を賃借した場合（公営住宅を除く）  50万円＜25万円＞ 

※ いったん住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入する場合は合計で

200万円、いったん住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を補修する場合は合計で

100万円となる。（中規模半壊世帯は1/2） 

※ 世帯人数が１人の場合は、それぞれ3/4の額となる。 

基礎支援金及び加算支援金（令和２年12月現在） 

基礎支援金 加算支援金 
計 

（住宅の被害程度）  （住宅の再建方法）  

(3) ア：全壊（損害割合50％

以上） 

(3) イ：解体 

(3) ウ：長期避難 

100万円 

建設・購入 200万円 300万円 

補 修 100万円 200万円 

賃貸（公営住宅を除く） 50万円 150万円 

(3) エ：大規模半壊 50万円 

建設・購入 200万円 250万円 

補 修 100万円 150万円 

賃貸（公営住宅を除く） 50万円 100万円 

(3) オ：中規模半壊 － 

建設・購入 100万円 100万円 

補 修 50万円 50万円 

賃貸（公営住宅を除く） 25万円 25万円 

 

 (5) 支援金支給の仕組み 

実施主体は都道府県であるが、支援金の支給に関しては、都道府県から当該事務の全部

を委託された被災者生活再建支援法人が、都道府県により拠出された基金を活用して行う。

支給の仕組みは下図のとおり。 

 

〔所管：内閣府〕 (支援金の1/2) 

 

拠出 

事務委託 

補助金交付 

 

支援金支給 

申請 
都道府県 

国 

 

被災者 
被災者生活再建支援法人 

【(公財)都道府県会館】 
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第６ り災証明書の交付等 

 

市は、災害の状況を迅速かつ的確に把握するとともに、各種の支援措置を早期に実施するた

め、り災証明書の交付の体制を確立し、遅滞なく、住家等の被害の程度を調査し、統一様式に

より被災者にり災証明書を交付する。 

※資料8-8「り災証明書（統一様式）」 

住家等の被害程度の調査にあたっては、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針（令和６

年５月）に基づく被害認定区分（６区分）」により調査するものとし、必要に応じて航空写真、

被災者が撮影した住家の写真、応急危険度判定の判定結果等を活用するなど、適切な手法によ

り実施する。 

被害認定区分（６区分）（令和６年５月現在） 

被害の程度 損害割合 

全 壊 50％以上 

大規模半壊 40％以上50％未満 

中規模半壊 30％以上40％未満 

半 壊 20％以上30％未満 

準半壊 10％以上20％未満 

準半壊に至らない 

（一部損壊） 
10％未満 

 

また、必要に応じて、個々の被災者の被害の状況や各種の支援措置の実施状況、配慮を要す

る事項等を一元的に集約した被災者台帳を積極的に作成・活用し、被災者の援護の総合的かつ

効率的な実施に努める。さらに、被災者支援業務の迅速化・効率化のため、被災者台帳の作成

にデジタル技術を活用するよう積極的に検討する。 

市は、大阪府が災害救助法に基づき被災者の救助を行ったとき、被災者に関する情報を大阪

府に要請して、被災者台帳を作成する。また、総務省は、市における罹災証明書の申請などの

生活支援情報等被災者等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を適切に提供するとともに、大阪

府内の他被災市町村と調査・判定方法にばらつきが生じないよう、課題の共有や対応の検討、

市へのノウハウの提供を行うこと等を大阪府に要請する。 
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第３節 中小企業の復旧支援 
 

市は、被災した中小企業の再建を促進するための資金及び事業費の融資が迅速かつ円滑に行わ

れるよう、必要な措置を講ずる。 

なお、あらかじめ高石商工会議所等と連携体制を構築するなど、災害発生時に中小企業等の被

害状況を迅速かつ適切に把握できる体制の整備に努める。 

 

第１ 市の措置 

 

中小企業の被害状況調査、再建資金の需要把握など、国や大阪府の講じる措置に協力すると

ともに、高石商工会議所と協力し、災害融資制度の周知徹底を図り、必要に応じて融資相談窓

口を開設する。 

 

第２ 資金の融資 

 

１ 株式会社日本政策金融公庫 

災害の程度に応じて、融資条件を定め、災害復旧貸付を行う。 

２ 商工組合中央金庫 

災害救助法が適用された地域内に事業を有する被災中小企業者、中小企業協同組合に対し

て、その再建資金の貸付を行う。 

３ 大阪府の災害等対策資金及び経営安定資金の融資 

金融機関は、被災した中小企業者等に対し、災害復旧や経営安定のための制度融資を活用

するなどにより、融資を実施する。 
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第４節 農林漁業関係者の復旧支援 
 

市は、被災した農林漁業関係者の施設の災害復旧及び経営の維持安定を図るため、資金の融資

が迅速かつ円滑に行われるよう、必要な措置を講ずる。 

 

第１ 市の措置 

 

農林漁業関係団体を通じ、支援制度の周知徹底を図るとともに、必要に応じて融資相談窓口

を開設する。 

 

第２ 資金の融資 

 

１ 天災融資資金（天災融資法） 

融資機関は、農林漁業関係者の経営、事業に必要な資金を融資する。 

２ 農林水産業資金 

株式会社日本政策金融公庫は、災害により農林漁業者等が被害を受け、経営に打撃を受け

た場合に、農林漁業経営の再建に必要な資金を融資する。 

３ 大阪府農林漁業経営安定資金 

融資機関は、天災等により経営に著しい影響を受けた農林漁業者に対して経営資金を融資

する。 

大阪府は、利子補給、損失補償の措置を講ずる。 
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第５節 ライフライン等の復旧 
 

災害発生後の日常生活の回復、事業活動の再開や社会経済活動の早期回復を図るうえで、ライ

フライン等の復旧が不可欠であることから、ライフライン等に関わる事業者は、可能な限り地区

別等の復旧予定時期の目安を明示した復旧計画を策定し、被災前の状態への復元に止まらず、将

来の災害を予防するための施設等の復旧を目指す。また、道路管理者及び上下水道、電力、通信

等のインフラ事業者は、道路と生活インフラの連携した復旧が行えるよう、関係機関との連携体

制の整備・強化を図る。 

 

第１ 上水道（大阪広域水道企業団） 

 

１ 復旧計画 

(1) 水道施設の被害状況を詳細に把握し、応急復旧、要員配置、資機材調達、作業日程の情

報を加味した復旧計画を策定する。 

(2) 復旧計画の策定にあたっては、医療機関、社会福祉施設等の重要施設を優先することを

原則とするが、被災状況、各施設の被害状況、各施設の復旧難易度を勘案し、復旧効果の

大きいものを優先する。 

(3) 単独復旧が困難な場合、協定に基づき他の水道事業体からの応援を受ける。 

２ 広報 

被害状況、応急給水状況、復旧状況と今後の見通しを市及び関係機関、報道機関に伝達し、

広く広報する。 

加えて、利用者に対し、市ホームページ等様々な手段を用いて、稼働状況、復旧状況等の

広報に努める。 

 

第２ 下水道（市、大阪府） 

 

１ 復旧計画 

(1) 下水道施設の被害状況を詳細に把握し、復旧応援、要員配置、資機材調達、作業日程の

情報を加味した復旧計画を策定する。 

(2) 復旧計画の策定にあたっては、医療機関、社会福祉施設等の重要施設を優先することを

原則とするが、被災状況、各設備の被害状況、各施設の復旧難易度を勘案し、復旧効果の

大きいものを優先する。 

(3) 単独復旧が困難な場合、協定に基づき他の下水道事業者からの応援を受ける。 

２ 広報 

被害状況、稼働状況、復旧状況と今後の見通しを関係機関、報道機関に伝達し、広報する。
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加えて、利用者に対し、ホームページ等様々な手段を用いて、稼働状況、復旧状況等の広報

に努める。 

 

第３ 電力（関西電力株式会社、関西電力送配電株式会社） 

 

１ 復旧計画 

(1) 被害状況を詳細に把握し、復旧応援、要員配置、資機材調達、作業日程の情報を加味し

た復旧計画を策定する。 

(2) 復旧計画の策定にあたっては、病院、交通、通信、報道機関、水道、ガス、官公庁等の

公共機関、指定避難所を優先することを原則とするが、被災状況、各設備の被害状況、各

設備の復旧難易度を勘案して、供給上復旧効果の最も大きいものから復旧を行う計画を立

てる。 

(3) 設備復旧後の送電を開始する際は、十分な点検を行い、感電事故、漏電火災などの二次

災害の防止に努める。 

２ 広報 

被害状況、供給状況、復旧状況と今後の見通しを関係機関、報道機関に伝達し、広報する。

加えて、利用者に対し、ホームページ等様々な手段を用いて、停電エリア、復旧状況等の広

報に努める。 

 

第４ ガス（大阪ガス株式会社、大阪ガスネットワーク株式会社） 

 

１ 復旧計画 

(1) 被害状況を詳細に把握し、復旧応援、要員配置、資機材調達、作業日程の情報を加味し

た復旧計画を策定する。 

(2) 復旧計画の策定にあたっては、被災状況、設備の被害状況、周辺家屋・道路の被害状況

等を勘案し、供給上復旧効果の最も大きくなる復旧計画を立てる。 

(3) 単独復旧が困難な場合、協定に基づき他のガス事業者からの応援を受ける。 

２ 広報 

被害状況、供給状況、復旧状況と今後の見通しを関係機関、報道機関に伝達し、広報する。 

加えて、利用者に対し、ホームページ等様々な手段を用いて、供給停止エリア、復旧状況

等の広報に努める。 
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第５ 電気通信（西日本電信電話株式会社（関西支店）、株式会

社ＮＴＴドコモ（関西支社）、ＫＤＤＩ株式会社（関西総支

社）、ソフトバンク株式会社、楽天モバイル株式会社） 

 

１ 復旧計画 

(1) 被害状況を詳細に把握し、復旧応援、要員配置、資機材調達、作業日程の情報を加味し

た復旧計画を策定する。 

(2) 復旧計画の策定にあたっては、医療機関、社会福祉施設等の重要施設を優先することを

原則とするが、被災状況、設備の被害状況等を勘案し、復旧効果の大きいものを優先する。 

２ 広報 

被害状況、開通状況、復旧状況と今後の見通しを関係機関、報道機関に伝達し、広報する。

加えて、利用者に対し、ホームページ等様々な手段を用いて、通信サービスへの影響、復旧

状況等の広報に努める。 

 

第６ 共同溝・電線共同溝（市、大阪府、近畿地方整備局） 

 

１ 復旧計画 

(1) 被害状況を詳細に把握し、復旧応援、要員配置、資機材調達、作業日程の情報を加味し

た復旧計画を策定する。 

(2) 復旧計画の策定にあたっては、道路及びライフライン等の被災状況等を勘案し、復旧効

果の大きいものを優先する。 

(3) 単独復旧が困難な場合、他の道路管理者や協定に基づき他の設備事業者からの応援を受

ける。 

２ 広報 

被害状況、復旧状況と今後の見通しを関係機関、報道機関に伝達し、広報する。加えて、

ホームページ等様々な手段を用いて、復旧状況等の広報に努める。 

 

第７ 放送（日本放送協会、民間放送事業者） 

 

１ 復旧計画 

(1) 被災した施設及び設備等については、迅速かつ的確にその被害状況を調査し、これに基

づき速やかに復旧計画を作成する。 

(2) 復旧の順位は、放送の送出に重大な影響を及ぼすと認められる施設・設備を優先する。 

(3) 被災受信設備の取扱いについて、告知放送のほか、状況によりチラシまたは新聞等の部

外広報機関を利用して周知するとともに、関連団体及び関係機関との連携により、受信相



第１章 生活の安定 

第５節 ライフライン等の復旧 

420 

談等を行って、被災者に対して災害情報を迅速かつ適正に提供できるよう努める。 

２ 広報 

災害時においては、大阪府や関係機関等への情報提供に努める。 

 

第８ 鉄道（西日本旅客鉄道株式会社、南海電気鉄道株式会社） 

 

１ 復旧計画 

(1) 鉄道事業者は応急対策の終了後、被害原因等の調査分析を行い、この結果に基づき速や

かに復旧計画を策定する。 

(2) 復旧にあたり、可能な限り路線別・区間別の復旧予定時期の目安を明示するものとする。 

(3) 鉄道事業者は、所要の手続きを行った上で、隣接地等を復旧作業に必要な資材置場や土

石の捨場等として一時的に使用することなどにより、鉄道の迅速な復旧に努める。 

２ 広報 

被害状況、運行状況、復旧状況等今後の見通しを関係機関、報道機関に伝達し、広報する。

加えて、利用者に対し、ホームページ等様々な手段を用いて、開通エリア、復旧状況等の広

報に努める。 

 

第９ 道路（市、大阪府、近畿地方整備局） 

 

１ 復旧計画 

(1) 被害状況を詳細に把握し、復旧応援、要員配置、資機材調達、作業日程の情報を加味し

た復旧計画を策定する。 

(2) 復旧計画の策定にあたっては、ライフライン等の占用物を含む被災状況、措置状況等を

勘案し、復旧効果の大きいものを優先する。 

(3) 単独復旧が困難な場合、他の道路管理者や協定に基づき他の事業者からの応援を受ける。 

(4) 市は、市の工事の実施体制等の実情を勘案して、市に代わって大阪府が災害復旧等に関

する工事を行うことが適当であると判断される場合には、大阪府に対し、権限代行制度に

より、市に代わって工事を行うことを要請する。 

２ 広報 

被害状況、復旧状況と今後の見通しを関係機関、報道機関に伝達し、広報する。加えて、

利用者に対し、ホームページ等様々な手段を用いて、復旧状況等の広報に努める。 
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第１節 復興の基本方針 
 

大規模な災害が発生し、被災した場合には、災害発生後の応急対策、復旧対策の進捗を踏まえ

つつ、速やかに大阪府は復興に関する方針、計画を、市は復興に関する計画を定め、計画的に復

興対策を講じる必要がある。 

そのため、市、大阪府は、復興計画等において、被災者の生活再建、被災中小企業の復興その

他経済復興を支援するとともに、再度災害の防止に配慮した施設復旧を図り、より安全性に配慮

した地域振興のための基礎的な条件づくりを目指す。また、将来の人口動向など中長期的な視点

に立って、復興後のあるべき全体像を提示するとともに、その実現に向けた方向性やプロセスを

明らかにしたうえで、復興事業を実施していく。 

 

第１ 復興に向けた取組み 

 

市は、大規模災害により地域が壊滅し、甚大な被害が発生したことにより、地域の総合的な

復興が必要と認める場合は、被災後速やかに復興対策本部を設置する。 

市は、迅速に復興が図られるよう、大規模災害を受けた地域において、被災地域の特性を踏

まえ、「大規模災害からの復興に関する法律（平成25年法律第55号）」第10条に基づく復興計

画を定めることができる。復興計画の策定にあたっては、国の復興基本方針、及び大阪府の復

興基本方針に即して、大阪府と共同して定めることができる。 

また、市は、関西広域連合の「関西復興戦略」や「大阪府震災復興都市づくりガイドライン」

など、関係機関の計画等やそれに基づく取組みとも整合が図れるよう調整する。 

 

第２ 復興計画の作成 

 

市は、復興計画を定める場合、基本理念や基本目標など復興の全体像を住民に明らかにする

とともに、次に掲げる事項について、定めるものとする。また、計画の策定課程においては、

地域住民の理解を求め、女性や要配慮者等、多様な主体の参画の促進を図りつつ、合意形成に

努める。 

 

１ 復興計画の区域 

２ 復興計画の目標 

３ 被災市町村における人口の現状及び将来の見通し、計画区域における土地利用に関する基

本方針、その他復興に関して基本となるべき事項 

４ 復興の目標を達成するために必要な事業に係る実施主体、実施区域その他内閣府令で定め

る事項 

５ 復興整備事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事業又は事務その他地域
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住民の生活及び地域経済の再建に資する事業又は事務に関する事項 

６ 復興計画の期間 

７ その他復興事業の実施に関し必要な事項 
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附属１  

東海地震の警戒宣言に伴う対応 
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第１章 総 則 
 

第１ 目的 

 

内閣総理大臣は、地震予知情報を受け、地震防災応急対策を実施する緊急の必要があると認

めるときは、大規模地震対策特別措置法に基づき、地震災害に関する警戒宣言を発するととも

に、東海地震に係る地震防災対策強化地域内の居住者等に対して、警戒態勢をとるべき旨を公

示するなどの措置をとらなければならないこととされている。 

本市は、東海地震に係る地震防災対策強化地域には指定されていないが、警戒宣言が発せら

れたことに伴う社会的混乱の防止に努めるとともに、東海地震による直接的な被害を最小限に

軽減するための措置を講ずることにより、住民の生命、身体及び財産の安全を確保する。 

なお、気象庁は、平成29年11月1日から南海トラフ全域で地震発生の可能性を評価した結果

を知らせる「南海トラフ地震に関連する情報」の運用を開始しており、これに伴い、現在、東

海地震のみに着目した「東海地震に関連する情報」の発表は行っていない。 

 

第２ 基本方針 

 

１ 本市は、大規模地震対策特別措置法の規定に基づく東海地震に係る地震防災対策強化地域

には指定されていないため、警戒宣言が発せられている間においても、都市機能は平常どお

り確保する。 

２ 原則として警戒宣言が発せられたときから地震の発生、又は警戒解除宣言が発せられるま

での間にとるべき措置を定めるが、東海地震注意情報が発表されたときから警戒宣言が発せ

られるまでの間についても、必要な措置をとる。 

３ 東海地震と東南海・南海地震が同時又は連続して発生するおそれもあることから、警戒解

除宣言が発せられた後も、状況に応じて必要な措置をとる。 

４ 災害予防対策及び応急対策は、本計画第２編 災害予防対策、第３編 地震災害応急対策

で対処する。 
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第２章 東海地震注意情報発表時の措置 
 

市をはじめ防災関係機関は、東海地震注意情報が発表されたときは、警戒宣言が発せられるこ

とに備えて、速やかな対応ができるよう準備する。 

 

第１ 東海地震注意情報の伝達 

 

１ 伝達系統 

 

 

 

 

 

 

 

２ 伝達事項 

(1) 東海地震注意情報の内容 

(2) その他必要な事項 

 

第２ 警戒態勢の準備 

  

市をはじめ防災関係機関は、職員の待機、非常配備など対策本部の設置を準備するとともに、

東海地震予知情報及び警戒宣言の収受・伝達並びに社会的混乱を防止するための広報などの準

備を行う。 

 

大阪管区気象台 大阪府危機管理室 高石市・堺市消防局 

堺市高石消防署 

住
民
・
そ
の
他 
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第３章 警戒宣言が発せられた時の対応措置 
 

防災関係機関は、警戒宣言が発せられたときの社会的混乱の防止対策及び東海地震が発生した

ときの被害を最小限にするために講ずべき事前の対策を進める。 

 

第１ 東海地震予知情報等の伝達 

 

市は、東海地震予知情報が発表された場合や警戒宣言が発せられたときは、迅速に住民等に

伝達する。 

 

１ 東海地震予知情報 

(1) 伝達系統 

 

 

 

 

 

 

(2) 伝達事項 

ア 東海地震予知情報 

イ その他必要と認める事項 

 

２ 警戒宣言 

(1) 伝達系統 

 

 

 

 

 

 

(2) 伝達事項 

ア 警戒宣言 

イ 警戒解除宣言 

ウ その他必要と認める事項 

大阪府庁各課・出先機関等 

大阪管区気象台 大阪府危機管理室 高石市・堺市消防局 

堺市高石消防署 

住
民
・
そ
の
他 

（消防庁ファクシミリ） 
大阪府庁各課・出先機関等 

消 防 庁 大阪府危機管理室 高石市・堺市消防局 

堺市高石消防署 

住
民
・
そ
の
他 
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第２ 警戒態勢の確立 

 

防災関係機関は、警戒宣言が発せられたときから、地震が発生するまで又は警戒宣言の解除

が発せられるまでの間、警戒活動を行う。 

ただし、東海地震と東南海・南海地震が同時又は連続して発生するおそれもあることから、

警戒宣言の解除が発せられた後も、状況により必要と認められる場合は、警戒態勢を継続する。 

 

１ 組織動員配備体制の確立 

(1) 市は、震度予想や地域の実情に応じて必要な措置を講ずる。 

(2) 市及び大阪府は、必要な動員配備体制をとる。 

(3) その他防災関係機関は、災害対策（警戒）本部を設置し、動員配備を行う。 

(4) 情報交換を通じて関係機関相互の連携を強化し、必要に応じて協力要請する。 

(5) 実施すべき応急対策事項の確認及び必要な資機材等の準備、点検を行う。 

２ 消防・水防 

市、大阪府及び水防管理団体等は、迅速な消防活動ができるよう適切な措置を講ずるとと

もに、堤防決壊等による浸水に備えて水防活動を実施する。 

(1) 東海地震予知情報等の収集と伝達 

(2) 出火・延焼、浸水等の危険地域に対する巡回等による警戒 

(3) 消防水利、消防・水防用資機材の確保、点検整備 

(4) 危険物等の管理、出火防止の徹底指導 

３ 交通の確保・混乱防止 

大阪府警察、堺海上保安署及び道路管理者は、関係機関との緊密な連携のもと情報収集に

努め、交通の確保・混乱の防止等の警備活動を実施する。 

(1) 交通規制、交通整理 

(2) 船舶に対する情報伝達と緊急避難準備の指導 

(3) 交通規制等への協力と安全走行についての広報 

４ 公共輸送 

公共輸送機関は、旅客の安全確保のため、国及び関係機関との密接な連携のもとに、運行

規制又は安全運行、旅客への的確な情報伝達及び混乱防止の措置を講ずる。 

５ ライフライン 

ライフラインに関わる事業者は、平常どおりサービス供給を続けるが、万一発災した場合

に備え、災害応急復旧対策を迅速かつ的確に実施するために必要な措置を講ずる。 
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６ 社会秩序の維持 

(1) 警備活動 

大阪府警察及び堺海上保安署、公共の安全と秩序を維持するため、関係機関との密接な

連絡協力のもと、犯罪防止対策を重点とした警備活動を実施する。 

(2) 生活物資対策 

市及び関係機関は、大阪府と連携して、生活物資の著しい不足、価格の異常な高騰が生

じないよう、必要な措置を講ずる。 

７ 多数の者を受け入れる施設 

学校、医療機関、社会福祉施設、劇場、ホテル、高層ビル等多数の者を受け入れる施設の

管理者は、その社会的責任の立場に立ち、利用者への的確な情報伝達を行い、混乱の防止と

安全確保を図るための措置を講ずる。 

 

第３ 住民、事業所に対する広報 

 

防災関係機関は、警戒宣言が発せられたときは、住民、事業所に対し、混乱防止のための広

報を行う。 

 

１ 広報の内容 

(1) 警戒宣言等の内容とそれによってとられる措置 

(2) 出火防止、危険防止、発災時の対応など、家庭及び職場において自らとるべき防災への

備え 

(3) 自主防災組織の防災体制準備の呼びかけ 

(4) 流言防止への配慮 

(5) 避難行動要支援者への支援の呼びかけ 

(6) 防災関係機関が行う防災活動への協力など 

２ 広報の手段 

(1) 防災関係機関は、報道機関と連携して広報を行う。 

(2) 市は、防災行政無線（戸別受信機を含む。）、広報車等を活用し、自主防災組織等の住

民組織とも連携して広報を行う。 

(3) 広報にあたっては、避難行動要支援者に配慮する。 
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附属２  

南海トラフ地震防災対策推進計画 
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第１章 総 則 
 

第１ 推進計画の目的 

 

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成14年法律第92号。以下、 

「南海トラフ特措法」という。）第５条第２項の規定により、南海トラフ地震に係る地震防災

対策推進地域（以下、「推進地域」という。）について、南海トラフ地震に伴い発生する津波

からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関する事項、南海トラフ地震に係る地震防災

上重要な対策に関する事項等を定め、当該地域における地震・津波防災体制の推進を図ること

を目的とする。 

 

第２ 推進地域 

 

南海トラフ特措法第３条第１項の規定に基づき、高石市は推進地域に指定されている。（平

成26年３月31日内閣府告示第21号） 

 

第３ 防災関係機関が地震発生時の災害応急対策として行う事務

又は業務の大綱 

 

市に係る地震・津波防災に関し、市をはじめとする防災関係機関の処理すべき事務又は業務

の大綱は、「総則 第５節 防災関係機関の業務大綱」に掲げる事務又は業務とする。 
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第２章 南海トラフ地震臨時情報発表時の防災対応 
 

第１ 南海トラフ地震臨時情報について 

 

気象庁は、南海トラフの想定震源域及びその周辺で速報的に解析された気象庁マグニチュー

ド6.8以上の地震が発生、又は南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界面で通常とは異

なるゆっくりすべりが発生している可能性がある場合等に、大規模地震発生との関連性につい

て調査を開始又は調査を継続している旨を知らせる南海トラフ地震臨時情報（調査中）を発表

する。 

また、気象庁に設置した「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」における評価を踏ま

え、以下の情報を発表する。 

 

１ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒） 

南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界でモーメントマグニチュード※8.0以上の

地震が発生したと評価が出された場合に発表 

２ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意） 

南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界でモーメントマグニチュード※7.0以上8.0

未満又はプレート境界以外や想定震源域の海溝軸外側50km 程度までの範囲でモーメントマ

グニチュード※7.0以上の地震（ただし、太平洋プレートの沈み込みに伴う震源が深い地震

は除く）が発生若しくは南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界で通常と異なるゆっ

くりすべりが発生したと評価した場合に発表 

※ 断層のずれの規模（ずれ動いた部分の面積×ずれた量×岩石の硬さ）をもとにして計

算したマグニチュード。従来の地震波の最大振幅から求めるマグニチュードに比べて、

巨大地震に対しても、その規模を正しく表せる特徴を持っている。ただし、このマグニ

チュードを求めるには若干時間を要するため、気象庁が地震発生直後に発表する津波警

報等や地震情報には、地震波の最大振幅から求められる気象庁マグニチュードを用いて

いる。 

３ 南海トラフ地震臨時情報（調査終了） 

上記１、２のいずれの発表条件も満たさなかった場合に発表 

 

第２ 防災対応について 

 

市及び防災関係機関は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒・巨大地震注意）の発表条

件を満たす地震又は現象が発生した後に発生する可能性が平常時に比べて相対的に高まったと

評価された南海トラフ地震（以下「後発地震」という。）に備え、以下の基本的な考え方に基
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づき防災対応を行うとともに、住民等へ周知する。 

実際に臨時情報が発表された場合には、住民等が混乱しないよう、府、市町村をはじめ防災

関係機関は適切な呼びかけを行う。特に市及び府は連携して、津波浸水被害想定区域や土砂災

害の恐れのある地域の住民等に対する丁寧な呼びかけを行う。 

１ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合 

南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界におけるモーメントマグニチュード8.0以

上の地震の発生から１週間（当該地震発生から168時間経過した以降の正時までの期間、以

下同じ。）、以下の警戒措置等を行った上で、社会経済活動を継続する。 

(1) 後発地震が発生してからの避難では、津波の到達までに避難が間に合わないおそれがあ

る地域における、地域住民等の避難及び施設等の従業員・利用者等の安全確保 

(2) 日頃からの地震の備えの再確認（家具等の固定、避難場所・避難経路の確認、家族等と

の安否確認手段の取決め、家庭等における備蓄の確認 等） 

(3) 行政機関、企業等における情報収集・連絡体制の確認及び施設・設備等の点検 

２ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された場合 

南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界におけるモーメントマグニチュード7.0以

上Ｍ8.0未満又はプレート境界以外や想定震源域の海溝軸外側50km 程度までの範囲でモーメ

ントマグニチュード7.0以上の地震（ただし、太平洋プレートの沈み込みに伴う震源が深い

地震は除く）の発生から１週間、若しくは南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界面

で通常と異なるゆっくりすべりの変化が収まってから、通常と異なる変化が観測されていた

期間と概ね同程度の期間が経過するまでの間、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が

発表され１週間経過した後の１週間、以下の措置等を行った上で、社会経済活動を継続する。 

(1) 日頃からの地震の備えの再確認（家具等の固定、避難場所・避難経路の確認、家族等と

の安否確認手段の取決め、家庭等における備蓄の確認 等） 

(2) 行政機関、企業等における情報収集・連絡体制の確認及び施設・設備等の点検 

 

第３ ｢南海トラフ地震臨時情報｣等の伝達について 

 

１ 伝達情報及び系統 

(1) 南海トラフ地震臨時情報（調査中・巨大地震警戒・巨大地震注意・調査終了） 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪管区気象台 大阪府危機管理室 市町村・消防機関

府庁各課・出先機関等

消防署等
住

民

・
そ
の
他
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(2) 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）発表時の伝達系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 伝達事項 

(1) 南海トラフ地震臨時情報（調査中・巨大地震警戒・巨大地震注意・調査終了）の内容 

(2) 国からの指示、国民に対する周知及び呼びかけの内容 

 

 

消防庁 大阪府危機管理室 市町村・消防機関

府庁各課・出先機関等

消防署等
住

民

・
そ
の
他
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第３章 地震発生時の応急対策等 
 

第１ 組織 

 

地震が発生し、又は発生のおそれがある場合には、必要な組織動員をとるとともに、災害応

急対策に従事する者の安全確保に十分留意することとし、その体制については、「第３編 地

震災害応急対策 第１章 第１節 組織動員」による。 

 

第２ 地震発生時の応急対策 

 

地震発生時の応急対策については、「第３編 地震災害応急対策 第１章 初動期の活動～

第２章 応急復旧期の活動」による。 
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第４章 津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅

速な救助に関する事項 
 

第１ 津波からの防護 

 

津波からの防護については、「第２編 災害予防対策 第１章 災害に強いまちづくり」に

よる。 

 

第２ 円滑な避難の確保 

 

津波からの円滑な避難の確保については、「第３編 地震災害応急対策 第１章 第３節 

災害情報の収集伝達、第10節 避難誘導」による。 

 

第３ 迅速な救助に関する事項 

 

迅速な救助については、「第３編 地震災害応急対策 第１章 第８節 消火・救助・救急

活動、第12節 交通規制・緊急輸送活動」による。 
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第５章 防災訓練、地震防災上必要な教育及び広報

に関する事項 
 

防災訓練、地震防災上必要な教育及び広報に関する事項については、「第２編 災害予防対策 

第３章 地域防災力の向上、第３編 地震災害応急対策 第１章 第３節 災害情報の収集伝達」

による。 
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第６章 地震・津波防災上緊急に整備すべき施設等

に関する事項 
 

地震・津波防災上緊急に整備すべき施設等に関する事項については、「地震防災緊急事業五箇

年計画」及び「新・大阪府地震防災アクションプラン」による。（「第２編 災害予防対策 第

２章 防災体制の整備」） 

 

 


